
各区における区政運営基本方針成果指標
平成28年度 測定結果及び取組実績・課題・改善策

1　「大きな公共を担う活力ある地域社会づくり」

平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

（１）豊かなコミュニティの実現
めざす姿(将来像)　
　これまで培われてきた人と人との「つながり」や「きずな」を礎にしながら、若い世代やマンション住民など、より幅広い住民も
参加し「自らの地域のことは自らの地域が決める」という意識のもと、隣近所での｢声かけ｣、｢見守り｣、｢助け合い｣、｢支え合い｣
といった身近な地域の中で生活課題等の解決に取り組むなどの、豊かなコミュニティを醸成し、大規模災害をはじめ様々なリス
クに耐え得る復元力の高い強靭な地域社会づくりをめざします。

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

（49.8%）

【4-1-1】
・高齢者や障がい者、子育て家庭など支援の必
要な方に福祉サービスへの橋渡しを行うととも
に、地域福祉活動の中心的役割を担う地域福祉
コーディネーターを設置する。
地域福祉コーディネーターの設置（10地域×1人
＝10人）

・コーディネーターの管理監督・指導を行う「専門
指導員」を配置し、より専門的なアドバイス・研修
等をコーディネーターに行い、地域での相談業
務へのレベルアップに繋げる。
専門指導員の設置（区1名）

成果指標

区名

平成28年度
の

成果指標の
測定結果

【4-1-2】
高齢者や障がい者の日常生活の軽微なニーズ
に対し、身近な地域の有償ボランティアにより支
えることができるよう、マッチングを行う（社会的
ビジネスとして実施)。

地域の需要を掘り起こすため、区内のコンビニエン
スストアやスーパーなどの店舗で事業の周知をし、
昨年度を上回る利用実績を達成した。

事業の実務を担うコーディネーターを区内10地域す
べてに1名配置し、地域の需要を掘り起こすため、
高齢者食事サービスの会場などでも事業の周知に
努めた。また、要援護者にニーズがあると予想され
る課題をテーマで実施した研修が効果的であったた
め、アンケートの目標数値を上回る実績を達成し
た。

都
島
区

42.3% ―

【2-2-1】
区民まつりを区民参画型で開催し、区民が企
画、運営、広報などを主体的に行えるよう実行委
員会を支援することで、人材育成、交流促進、コ
ミュニティ育成につなげる。

　・区民まつり（9月）

・区民まつり（9月）　参加者　約32,000人、参画者
2,272人
・前夜音楽祭（9月）　参加者　約400人、参画者　28
人

北
区 39.3%

【1-1-1】
・地域がそれぞれの実情に応じた地域活動がで
きるよう、財政的支援をはじめ、各地域を担当す
る職員を定め、中間支援組織と連携を図りなが
ら、各地域活動協議会に対して、自律的な地域
運営を行うための勉強会（年10回）を開催するこ
とにより、地域活動の活性化につなげる。
・イベントや地域活動に関する情報を収集し、若
い世代をはじめ、あらゆる世代に対して、ホーム
ページはもとより、ツイッターやフェイスブックな
どSNSを含めた多様な媒体を効果的に活用して
発信し、参加を呼びかけるとともに、実際に行わ
れた地域活動の内容や補助金事業実績等を
ホームページに掲載し周知する。（通年）

・自律的な地域運営を行うための勉強会の開催：10
回
・広報紙(特集４回)、ホームページ、フェイスブック
（198回投稿）を活用した地域活動の情報発信
・全地域の活動を紹介した、デザイン性の高いリー
フレットを作成
・地域活動を紹介する動画を作成し、ＨＰや区役所
で放映 ―

―

福
島
区

【課題】
昨年度より登録者数は増加し
たが、担い手となる活動者の
登録促進が必要。

【改善策】
ボランティア養成の新たな講
座や研修会の開催、活動者の
募集の広報を充実させる。



平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

成果指標

区名

平成28年度
の

成果指標の
測定結果

福
島
区

（49.8%）

中
央
区

【4-1-3】
地域住民が主体となって放置自転車の課題を解
決するため、地域と区役所が連携して次の取組
を行う。

【「地域住民による安心・安全・快適駅前構築モ
デル事業」及び市民協働型自転車利用適正化
事業「Do！プラン」】
　「地域住民による安心・安全・快適駅前構築モ
デル事業」については、JR福島駅周辺に地域の
実情を熟知している地域住民を啓発指導員とし
て配置し、既存のコミュニティを活用した効果的
な啓発を行う(社会的ビジネスとして実施)。
　市民協働型自転車利用適正化事業「Do!プラ
ン」については、ＪＲ野田駅周辺及び阪神野田駅
周辺に、啓発指導員を効率的な配置となるよう、
時間、場所を適宜見直しながら配置する。

【放置自転車啓発キャンペーン】
　放置自転車防止並びに自転車乗車マナーの
向上に向け、市民協働啓発キャンペーンや、区
民まつり等におけるマナー講習会等を3回以上
実施する。

・放置自転車対策協議会、３駅合同部会の開催
（5/31・3/7）
・放置自転車追放キャンペーン（10/28・2/28）
・「道路ふれあい月間」合同パトロールへの参加
（11/1）
・春・秋の交通安全大会開催（4/4・9/23）
・福島区民まつりでの“こども自転車マナー教室”
（10/29）

此
花
区

【課題】
・地域は積極的に放置自転車
対策に取り組んでいるが、JR
福島駅周辺では、駐輪場が不
足しており、駐輪場へ案内をお
こなっても、満車になっている
ときがあるなど、啓発＝状況
の改善に結びついていない部
分がある。

【改善策】
・JR福島駅周辺で新規駐輪場
用地の確保を目指す。

40.6%

・区民まつり」など区民参加型の様々な事業にお
いて「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合
い」のきっかけづくりや人と人とのつながりを実
感できる取り組みの企画・立案を行う。

「子どもフェスタ（6/19）」で防災を切り口とした「クイ
ズの部屋」や「区民まつり（10/23）」でのパレード参
加などで、きっかけづくりや必要性を実感できる取り
組みを実施するとともに、今後の企画立案の参考と
なるよう区民意見を聴取・収集した。

―

32.3%

【4-1-1】
地域コミュニティ活動の推進を図るため、地域担
当制等を活用して地域の様々な情報を収集・発
信し、地域のイベントや活動への参加を呼びか
けていくことで、人と人とのつながりづくりを促進
する。
・あらゆる世代に対して、「つながり」や「きずな」
の大切さを啓発
・地域のつながりづくりに向けた様々なイベント
や活動に関する情報の収集　　区内全地域（25
地域）
・地域活動協議会から提供された自主的なまち
づくり活動を広報紙に掲載　　年8回以上
・Ｔwitter等多様な媒体を活用した情報発信　年
50回以上
・地域における要援護者の見守りネットワーク強
化事業
・地域福祉見守り活動事業

・あらゆる世代に対して、「つながり」や「きずな」の
大切さを啓発
・地域のつながりづくりに向けた様々なイベントや活
動に関する情報の収集　区内全地域（25地域）
・地域活動協議会から提供された自主的なまちづく
り活動を広報紙に掲載　年12回
・Twitter等多様な媒体を活用した情報発信　年32
回

―



平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

成果指標

区名

平成28年度
の

成果指標の
測定結果

【課題】
・参加者が「にっしー広場」を
通して顔見知りになり、マン
ション内のコミュニティは広が
りつつある。さらに地域の子育
てサークルなどにつながるよう
な支援と新たな参加者の掘り
起しが必要である。

【改善策】

・地域子育てサークルの各分
野のメンバーの参加を促しな
がら継続して取り組む。
・開催日以前にマンション広報
板へのポスター掲示、チラシ
の各戸配付などの周知に取り
組む。

【課題】
自主防災組織による初期初動
体制をより強化するため,避難
所開設から運営に関するスキ
ルアップに向けた支援をはじ
め、地域が主体性をもって、地
域特性にあった地域防災訓練
の企画・実施ができるよう支援
していく必要がある。

【改善策】
在宅避難者が多く見込まれる
地域にはマンションと地域本
部との連絡体制の強化、津波
浸水想定の高い地域には平
行避難・垂直避難などの避難
訓練など地域特性に応じた地
域防災訓練を実施できるよう
積極的に支援していく。

―

西
区 （37.6%）

【1-2-1】
・子育て世代のマンションに出向き、民生委員・
主任児童委員など地域住民と協力しながら、マ
ンションに居住する親子が集う「にっしー広場」を
年６回以上開催するとともに、地域の活動につ
ながる支援を行う。
・出前講座（防災）や防災訓練等をきっかけに地
域とのつながりや地域活動への参加を促し、地
域とのコミュニティづくりを支援する。
・各事業の参加者に対して、地域での様々な取
り組みを紹介するとともに、地域行事への参加を
促す。

・にっしー広場開催件数  18回
・地域子育てサークルを運営している民生委員等の
参加  21名
・参加者に情報誌やチラシ等により地域の子育てに
関する情報提供を行い、地域子育てサークル等へ
の参加を促した。
・防災出前講座等（防災訓練含む）の実施 ３回
・マンション管理組合と行政機関（区役所・警察署・
消防署）との意見交換会の実施 １回

【2-2-1】
・避難所となる小学校区単位での自主防災組織
による地域防災訓練を行う。（8回）
・津波避難ビルの拡充を図る。
・自主防災組織における「避難行動要支援者支
援計画」の策定を進め、避難行動要支援者名簿
の受け入れ体制を支援する。
・小・中学校での「防災・減災教育カリキュラム」
を支援するなど、学校との連携強化を図る。

・自主防災組織による地域防災訓練の実施　　13地
域
・自主防災組織における「避難行動要支援者支援
計画」の策定　14地域
・津波避難ビルの協定締結　１件
・小・中学校での「防災・減災カリキュラム」の支援
10校
・小学校と区役所防災担当職員との意見交換会の
実施　2回

【2-4-2】
・「地域における要援護者のネットワーク強化事
業（福祉局区ＣＭ事業予算額13,759千円）」で、
要援護者名簿整備と福祉専門職のワーカーに
よる孤立世帯への専門的対応、徘徊認知症高
齢者保護の強化等を行う
・高齢者・障がい者等の孤立を防ぎ、地域とのつ
ながり作りのために見守りコーディネーターを各
地域に配置し、高齢者や障がい者等に対する福
祉情報の提供や相談支援を行う
・地域における見守り活動組織のすみやかな立
ち上げ並びに継続的な運営のための支援を行う
・各地域における民生委員・児童委員、地域社
協等との連携を強化し、見守り活動の充実に取
り組む

・平成28年度見守りコーディネーター活動実績（平
成29年3月末時点）：高齢者名簿671件、情報提供・
相談件数17,983件
・地域における見守り活動組織の立ち上げや運営
についての相談対応：91件（平成29年3月時点）



平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

成果指標

区名

平成28年度
の

成果指標の
測定結果

【課題】
平成28年度は身体障がい者
手帳１、２級の重度の障がい
のある方についても同意確認
の文書を送付したが、年齢的
には若い方も多いため回答に
つながらなかったと考えられ
る。

【解決策】
調査員による訪問での同意確
認件数を増やし、現在未回答
の方についても再度同意文書
を送付し回答につなげる工夫
をする。

55.9%

（67.2%）

【6-1-2】
高齢者や障がい者等に対する地域における見
守り活動及び高齢者食事サービス事業の一体
的な実施により、セーフティ機能の強化を図ると
ともに、活動を通して把握された要援護者の情
報を、地域の防災対策や地域福祉活動に役立
てる。
「地域における要援護者の見守りネットワーク強
化事業」との連携により、両事業を効果的に実
施し、区内の要援護者の支援のネットワークを
張りめぐらせる。

見守り推進員による相談援助、相談者延べ人数：
10地域で4,858人、関係機関との連絡調整延べ件
数：654回

―

【6-1-3】
区社会福祉協議会に「見守り相談室」を設置し、
調査員による要援護者名簿に係る同意確認・名
簿整備、福祉専門職のワーカーによる孤立世帯
等への専門的対応、認知症高齢者等の行方不
明時の早期発見の強化を行う。
「地域見守り活動を通した要援護者支援強化事
業」との連携により、両事業を効果的に実施し、
区内の要援護者の支援のネットワークを張りめ
ぐらせる。

【1-1-1】
コミュニティの育成や活性化を図るため、港区で
活動するさまざまな団体やグループ、区民の企
画段階からの参画を促し、各種イベントや講座を
企画・開催するとともに、開催結果を情報発信す
る。
また、スポーツを通じた交流を促進させるため、
プロの高度なプレーに接することで、その醍醐味
を体感できるよう、プロスポーツを身近に触れら
れる機会の提供を行う。特にセレッソ大阪（サッ
カー）と大阪エヴェッサ（バスケットボール）につ
いては、本市との「連携包括協定」に基づき、両
チームと連携して、「区民デー」の設定を行う。
・多くの区民が企画段階から参加できるイベント
や講座の開催：年４回以上
・プロスポーツの「港区民デー」などを通じて年１
回以上観戦機会を提供する。

平成28年度：　コミュニティ促進事業部会：28団体・
人　スポーツ推進事業部会：13団体・人、文化振興
事業部会：15団体・人、こどもの健全育成事業部
会：18団体・人。・区民が企画し実施するイベントを6
回開催した。・プロスポーツとの連携・区民デー等参
加人数：約2,700 人(稀勢の里ふれあい事業：2,600
人、セレッソ大阪：35人、大阪エヴェッサ：62人　)

【1-1-2】
まちづくりセンターを活用し、地域活動協議会が
地域住民に対してその活動内容や地域における
つながり・きずなの大切さ等を積極的に啓発・広
報することを支援する。
このことによって、地域のより多くの人たちに地
域活動への理解を促進し、活動へ参画する機会
を提供する。

・広報研修会の開催：2回。

―

―

新規対象者2,401人に対して同意確認書を送付、
「同意」、「不同意」の文書による回答989件、訪問に
よる回答96件、回答合計数1,085件。
確認達成率45％（1,085件／2,401人）

　・広報紙の発行地域数　　　 … 11地域／11地域
　・ホームページの開設地域数 … 6地域／11地域
　・フェイスブックの開設地域数 … 9地域／11地域
  ・ツイッターの開設地域 … 1地域／11地域
　・ブログの開設地域数　 … 1地域／11地域
　・広報研修会の開催：2回
各地域団体に交付した補助金の事業計画や決算、
活動内容について区ホームページで公表。

港
区

大
正
区



平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

成果指標

区名

平成28年度
の

成果指標の
測定結果

浪
速
区

38.9%

【4-1-1】
・世代間の交流、わがまち意識を高めるととも
に、コミュニケーションの場として、あらゆる世代
の誰もが楽しめる区民まつりなどを開催する。
　　・ナニワ区民まつりの開催（9月実施）
　　・区民文化のつどいの開催（11月実施）
　　・こどもカーニバルの開催（3月実施）
　　・各種講習会の開催（通年実施）
　　・コミュニティスクールの開催（2月実施）
・コミュニティづくりへの意識啓発をはかるため、
地域での様々な活動をホームページなどで区
民・団体等に広く情報提供する。

【4-1-2】
・中間支援組織を活用し、市民活動団体の組織
運営・会計の透明性の確保について、会計事務
説明会や区ホームページの活用などにより支援
する。
　・会計事務説明会等の実施。（年2回）
　・事業計画書・収支予算書などの公開。
・中間支援組織による地域活動の研究フォーラ
ムの開催や、情報誌の発行を行い、新たな活動
団体や担い手の参画を促進する。
　・「なにわ区ラボ」の開催、「なにわ区ラブ」の発
行。（4回）
・各地域活動協議会の広報を支援し、幅広い情
報提供を行う。
　・「地域だより」の発行支援。（10回

・会計事務説明会等の実施。（年3回）
・事業計画書・収支予算書などの公開。
・「なにわ区ラボ」の開催（4回）
・「地域だより」の発行支援（25回）、ブログ作成・更
新支援(通年 ）
・区広報誌で地域活動協議会の情報発信（毎月）

【課題】
地域活動への参加者は、地域
イベントがつながりづくりに役
立っていることや、地域での
様々な活動が行なわれている
ことを認知されていると思われ
るが、参加されていない方に
は、関心が薄いことやその情
報が届いていないと考えられ
るため、広報の充実が必要

【改善策】
より住まいに身近な場所で、つ
ながりづくりの大切さを視覚的
に訴えるため、中間支援組織
を活用するなどして、地域、事
業単位の地域活動の掲示板
への広報の充実支援を行う。

46.3%

【6-1-1】
・区広報紙やホームページ等の媒体を活用し、
地域における見守り活動等の取組の紹介を通し
て、身近な地域でのつながりの大切さを伝える。
   区広報紙　随時
・区の財政的支援を受けて行われるイベント・活
動において、参加者や運営スタッフのつながりの
大切さを伝えるとともに、その効果(地域住民同
士のつながりの拡大)を測るためのアンケート調
査等を実施する。
   アンケート実施　9地域

区広報紙での紹介：11回
アンケート実施：9地域

―

・ナニワ区民まつりの開催（9月）
・区民文化のつどいの開催（11月）
・こどもカーニバルの開催（3月）
・各種講習会の開催（通年実施）
・コミュニティスクールの開催（2月）
・地域活動の情報発信（広報誌など）

―

天
王
寺
区



平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

成果指標

区名

平成28年度
の

成果指標の
測定結果

浪
速
区

38.9%

50.2%

【3-1-1】
○地域活動協議会がコミュニティの活性化を推
進するための新たな事業等にチャレンジできる
よう支援する。
○各種団体で構成する実行委員会等を組織し
て区民まつりや駅伝大会等を開催し、スタッフや
参加者が絆を深めることで地域コミュニティの活
性化を推進する。
○区民ゲートボール大会や区民バレーボール大
会等を開催し、区民の健康増進や区民同士のコ
ミュニティの活性化を推進する。
○地域コミュニティの活性化とこどもたちの教育
環境向上のため、区内学校園の校庭の芝生化
を実施

○地域活動協議会に対して、新たな事業実施につ
いて推進するよう支援した。
○区民まつり実行委員会や駅伝大会実行委員会を
開催し、地域コミュニティの活性化を推進した。
○区民ゲートボール大会等を開催し、区民の健康
増進や区民同士のコミュニティの活性化を推進し
た。
○佃西小学校（新規：平成２９年３月２３日完成）・大
和田小学校（継続）にて校庭芝生化実施。

【3-1-1】
中間支援組織と連携し、今まで地域活動に関わ
りの薄かった新たな層の地域活動参画促進を行
う。

・SＮＳ等を活用してマンション住民や退職後の
団塊世代等の地域活動参画を目的とした積極
的な情報発信（区HP、区FB、中間支援組織FB、
地域のFB等、SNSを活用した地域情報発信：年
600回以上）
・校区等地域を越えた多様な主体のネットワーク
拡充を目的とした、企業、NPO、専門学校、地域
活動団体同士の交流会の開催。（交流会の開
催：年2回以上）
【改定履歴あり】

・区HP、区FB、中間支援組織FB、地域のFB 等、
SNSを活用した地域情報発信：年約745回
・交流会の開催：年2回

平成28年4月　ＮＨＫラジオで紹介
平成28年6月　広報用チラシ作成
平成28年9月～フリーペーパーおよびイベント情報
チラシ発行
平成29年3月末現在会員数：３５人

【課題】
コミュニティの活性化につい
て、担い手の高齢化が進んで
おり、新たな担い手の発掘が
必要である。

【解決策】
長期的な対応になるが、各種
イベント等さまざまな機会をと
らえて、新しい担い手を見つ
け、参画を促せるような対策を
検討する。

【課題】
・地域活動に関わりの薄い層
は、積極的に地域の情報を収
集しないため、地域の情報が
届きにくい。

【解決策】
・SNSをはじめとする様々な広
報媒体を活用し、地域活動に
関わりの薄い層にも積極的に
情報発信を行う。

【課題】
有償ボランティアの仕組みを
持続可能なものとするために
は、会員数を増やすことと有償
ボランティアのマッチング数を
増やすことが必要。

【改善策】
会員登録をしやすくするため
に会費設定の見直しを行い、
また、区の広報紙を活用して
特集記事を掲載するなど、会
員を増やすための新たな取組
みを進める。

46.5%

【5-1-3】
地域に潜在するマンパワーと既存制度の対象に
ならない福祉ニーズ(日常生活上の軽微な援助）
等をマッチングし、お互いに助け、助けられること
で支え合う有償ボランティアの仕組みを構築す
る。そしてその仕組みを利用することにより他者
とのつながりをつくり、孤立の解消を進めること
によって、地域コミュニティの活性化を図る。

西
淀
川
区

淀
川
区



平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

成果指標

区名

平成28年度
の

成果指標の
測定結果

【2－1－1】
　だれもが地域で安心して自分らしく暮らしていく
ために、地域の課題解決や特色を活かした地域
福祉を推進する東淀川区地域別保健福祉計画
の策定に向けて、区内各地域での課題及び福
祉ニーズ等を区民から直接意見を集約するため
の区民意識調査を実施するとともに、地域及び
区内福祉関係団体等と計画策定に関する意見
交換会等を実施する。
・区民意識調査及び計画策定に関する意見交
換会の実施

H28.4～　区地域保健福祉計画骨子（素案）をもと
に、地域団体や関係団体と意見交換（計48団体、概
ね100回以上）
H28.10　東淀川区地域保健福祉計画（素案）のパブ
リックコメント
H28.12　東淀川区地域保健福祉計画の策定

・実行委員会を中心に区民まつりを開催。(協賛・協
力　60団体、22企業)
・地域・企業・教育機関・行政の繋がりづくりを行う
場として「異次元交流ライブ」の開催(３月)
・新しい担い手の発掘や参加者同士の繋がりづくり
を行う場として「WeLove東淀川」の開催(８回実施)
・東淀川区BCP運営会議を実施(１回)
・企業・学生等参加の講演会「〝なんかおもろい”ま
ち東淀川」（11月）
・大学と地域・企業の連携による新たな地域との関
わり（５件）
・大学と区役所の連携事業「オリジナル婚姻届」「が
ん検診啓発ポスター」「避難所でのコミュニケーショ
ンボード」「“なんかおもろい”まち東淀川」

45.4%

―

―

―

―

【1－1－4】
区内の地域、企業、教育機関、行政が様々な活
動を通じて連携を深めることで、日常から協力し
合える仕組みを構築し、地域力の向上を図って
いく。
・東淀川区民まつりの実施
・区内の様々な活動主体の異文化交流の場づく
り（年１回）
・各種団体講座、地域公共人材育成事業（We
Love東淀川等）
・東淀川区ＢＣＰ運営委員会の開催（２回）
・大学をはじめとする学校機関との連携

※BCP（事業継続計画）とは、企業が災害や事
故などで被害を受けても重要業務を（なるべく）
継続させ、中断してもできるだけ早く復旧させる
こと。東淀川区では災害時だけでなく日常から
様々な面で連携を図ることをめざしていく。

・社会的課題に向けた区民提案型委託事業２件（新
庄ボランティア掘り起こし事業・淡路朝ごはん事業)
・新しい担い手の発掘や参加者同士の繋がりづくり
を行う場として「WeLove東淀川」の開催(８回実施)
・「（仮）東淀川区魅力発信プロジェクト」の立ち上げ

【1－1－2】
　まちづくりに関心のある区民の交流会を２か月
に１回程度開催し、地域活動協議会で活動して
いる区民と、関心はあるが参加できていない区
民の交流を図り、新しい担い手の育成・発掘を
行う。また、地域活動協議会単位で、希望によ
り、セミナーやワークショップを開催することで、
新しい担い手を育成・発掘し、セミナーやワーク
ショップの参加にとどまらず、実行に移すことが
出来るスタートアップ支援としての「社会的課題
解決に向けた区民提案事業」への参加に繋げ、
課題に対する自発的で新しい取組に対する意識
を高める。

地域包括ケアシステムの構築に向けたモデル事業
として、ライフステーション事業をH27年度から実
施。相談件数2,092件、キーホルダー契約数906件
あり、地域で安心して暮らせる体制整備が軌道に乗
せることができた。

【2－1－2】
　高齢者や障がい者などが地域においていつま
でも安心して暮らし続けられる体制に関し、行政
と地域が役割分担し、それぞれの役割を担いな
がら、地域包括ケアシステムの構築に向けて官
民一体となって取り組む
　区内に2か所のライフステーションを設置し、見
守りキーホルダー事業等の見守り活動を実施

東
淀
川
区



平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

成果指標

区名

平成28年度
の

成果指標の
測定結果

・一般向け読み聞かせ講座の開催（８月）
・シニアのための読み聞かせ講座（10月）
・地域活動協議会を主体とする絵本まつりやミニ絵
本展の開催：８地域
・各地域での読み聞かせ活動との連携・情報交換・
技術支援を行う「東淀川区絵本読み聞かせ活動交
流会」の開催：２回（８月・12月）
・親子のふれあい・つながりが深くなることを目指し
た読み聞かせ活動の普及：保育施設・幼稚園向け
「ざぶとん読み」講座の開催（11月）
（※ざぶとん読み…保育施設等のお迎えの時間に
保護者の膝の上で１冊の絵本の読み聞かせを行う
もの。）
・地域活動協議会主催の読み聞かせ活動との連携
や自主活動グループの形成などのボランティアバン
クの運用

―

―

―

・構成団体の担当者連絡会５回実施。
・毎月こぶしネットへの会議に参画。12月10日市民
講演会「住み慣れた場所で自分らしく過ごすため
に」開催。
・医療介護連携相談員と次年度以降の取り組みに
ついて検討会を実施。

45.4%

【3－1－1】
　絵本を通じた親子の絆とふれあいを深めるた
め、絵本の読み聞かせボランティアを募集・養成
し、保育所・幼稚園等の子育て関連施設はもと
より、妊婦教室、乳幼児健診会場、小学校図書
館及び子育てサロン等に派遣し、ブックスタート
とも連携して、地域で幅広く絵本の読み聞かせ
活動に取り組む。
・交流会の開催やえほんまつりの開催にかかる
情報収集など、現在各地域で実施されている、
読み聞かせ・読書に関するさまざまな活動と連
携して事業を進める。
　さらに平成28年度からは、これまでの活動で整
えられた読み聞かせ活動の習慣が主体的に継
続されることを目指し事業を展開する。まずは各
地域との交流会の定期的な開催や技術的な支
援（講座等の開催）に重点を置き事業を実施す
ることで、各地域での読み聞かせ・読書に関する
主体的活動の促進・強化をめざす。
　地域での充実した絵本の読み聞かせ活動の
継続により、区民に読み聞かせの重要性が浸透
することで、世代を超えて絵本読み聞かせの習
慣を定着させ、親子の絆とふれあいの深化を図
り、児童虐待や学校でのいじめ等の防止につな
げることをめざす。
・５地域以上での絵本まつり・ミニ絵本展等の開
催予定。

地域からの推薦による訪問員への委嘱47名（12
月）、訪問員養成研修　８回（補講除く）、訪問員連
絡会の実施２回、訪問員の訪問件数105件（12～３
月）

【2－2－2】
・地域包括ケアシステムを支える柱の一つであ
る「いつまでも健康で暮らすための予防活動」の
体制強化のため、東淀川区健康づくり区民会議
を活用して、構成団体による更なる自発的な健
康づくり・介護予防の取り組みを推進し、地域と
の連携を強化する。
・構成団体の全体会1回、担当者連絡会を3回程
度開催。
・在宅医療連携を図るため、こぶしネットへの参
画及び区主催の講演会(1回）を実施。

【3－1－4】
・出生～６か月までの乳児のいる家庭を地域の
主任児童委員を中心に、民生委員児童委員等
が訪問し、子育てに関する地域に密着した情報
提供（子育てサロンなど）を行うとともに育児等に
関する様々な不安や悩みを受け止め、地域の中
で安心して子育てできるよう支援する。また、聞
き取った内容を区役所事業担当へ報告し、支援
が必要な家庭が適切な関係機関やサービス提
供を受けられるようにつなげる。
・訪問結果により支援が必要と判断された家庭
について、適宜関係者によるフォロー会議を実
施。問題解決のための支援、地域と連携した見
守りを行う。
・地域と子育て家庭との関係がつくられ、子育て
サロンへの参加が増えることで、子育て家庭の
孤立化を防ぎ、地域における見守り支援の強
化、地域での子育て支援を活性化を促し、児童
虐待の早期発見及び未然防止につなげる。

東
淀
川
区



平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

成果指標

区名

平成28年度
の

成果指標の
測定結果

―

【3－3－3】
区域において青少年が興味を持ち参加したいと
思われるような、青少年が参加できる体育・文化
活動に関する大会等を実施する機会を増やすこ
とにより、青少年が地域での日常的な活動に参
加していることで、その活動に楽しさを感じること
により青少年の健全育成非行防止につなげる。
・体育活動、文化活動ともに、区域で各年１回以
上実施することで、各地域でのスポーツ文化活
動を通じた家族・友人・学校・地域との絆を深め
ていく。
・青少年が交流できる活動を年１回実施し、多く
の青少年に参加いただき、日頃交流することの
ない方と交流することで青少年同士の絆を深め
ていく。

・中学生対象のソフトボール大会・キックベースボー
ル大会・絵画写真コンクール・音楽フェスティバルを
実施した。
・今までの取り組みだけでなく、広く中学生が誰でも
参加できる委嘱事業としてクイズ大会を行った。

―

―

―

東
淀
川
区

45.4%【3－3－2】
　各地域でこどもの登下校の見守り活動やこど
も１１０番の家事業など、こども青少年の安全確
保にかかる見守り活動を充実していくことで、地
域全体でこども・青少年を見守るという意識を高
めていく。
・各地域で実施している登下校の見守り活動や
こども１１０番の家事業に係る意見交換を年３回
以上実施し、改善や再構築（こども１１０番の家
のリスト整理など）に向けて検討していく。
・見まもるデー（毎月７日）に係る啓発広報を実
施月の広報紙へ掲載（年１１回）

・見守り活動などに係る意見交換会を３回実施。・東
淀川区青少年育成区民大会を実施し、講演や各地
域の取り組み状況について、広報紙に11回掲載。
こども１１０番の家の状況把握のため、地域団体と
協働し現地調査を行った。

【3－3－1】
　各地域で啓発活動や巡視・活動を行うことで、
地域住民のこども青少年の健全育成や非行防
止に対する高い意識を醸成し、地域全体でこど
も青少年の健全育成や非行防止に取り組む。
・巡視活動は、各地域で月１回以上
・街頭啓発は、区域で年２回以上
・青少年育成に係る講演会を区域で年１回以上
・青少年育成推進会議において意識の向上のた
めの会議を年１回以上

・要保護児童対策地域協議会に関する会議（研修）
開催　代表者会議１回、実務者会議12回、個別ケー
ス検討会議約120回　就学前保育・小中学校・乳幼
児健診未受診者等の3部会各１回　区医師会・歯科
医師会への協力依頼実施、区医師会の研修会へ
の協力１回、家庭児童相談員4名の配置、相談・調
整、中学校との連絡会の実施

【3－1－5】
　児童虐待ハイリスク家庭の児童やその保護者
への見守り・支援をおこなう関係機関で組織する
要保護児童対策地域協議会（要対協）に小学
校・中学校部会、就学前保育・教育機関部会、
乳幼児健診未受診者等連絡会部会の３部会を
設置。
　家庭児童相談員の従前の業務に加え、児童虐
待や要保護児童対策地域協議会関係業務に従
事する新たな任用区分への配置を3名行い、増
加している虐待案件に適切に対応できる体制を
維持していく。
・平成27年度　家庭児童相談員3名　社会福祉
士1名
・平成28年度　家庭児童相談員4名

・夜間巡視活動・・・青少年指導員を中心に全地域
で合計約250回実施
・街頭啓発・・・啓発ティッシュ配布や啓発ベストを着
用し区域で年２回実施
・青少年育成に係る講演会・・・青少年育成区民大
会を１回実施
・青少年育成推進会議において意識の向上のため
の会議を年２回実施



平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

成果指標

区名

平成28年度
の

成果指標の
測定結果

―

―

―

【課題】
これまでの防災研修では、区
や消防が中心となって実施し
てきたことから、自助・共助の
重要性の周知が不十分であっ
た。地域の防災活動や災害時
の助け合いの大切さを理解
し、すすんで活動できるための
内容を実施する必要がある。

【改善策】
土曜日授業を活用し、地域と
連携して、地域で取り組まれて
いる共助の活動を知る機会を
提供する。また、避難所運営
における共助の重要性など危
機意識を高める効果的な研修
の実施に向けて、関係機関に
協力を求め自助・共助の推進
につなげる。

学校協議会委員研修会を６回開催。

【3－4－5】
・地域住民等が校庭等を芝生化させることによ
り、子どもが緑のもとで遊べる環境をつくり、その
活動を通じて、地域のコミュニケーションを活性
化させ、地域づくりの実現をめざす。
・平成28年度は、新規施工予定1校の芝生化実
行委員会に対する施工経費の補助（補助率
100％）、及び平成26年度・27年度施工の4校の
芝生化実行委員会に対する維持管理経費の補
助（補助率1/2）、並びに同4校の専門性を有す
る維持管理作業の技術指導（年間７回程度）の
業務委託を行う。

・今年度、新規施工1校の補助実施（補助率100％）
・平成26年度・27年度施工の4校に対する維持管理
経費の補助（補助率1/2）、並びに同4校の専門性を
有する維持管理作業の技術指導（年間７回程度）の
業務委託契約実施

【3－4－4】
・区内各小・中学校で設置されている学校協議
会の開催に際し、区役所職員が立会い、運営状
況について把握するとともに、運営補助や、区内
施策に関する情報提供などの支援を行う。

45.4%

【4－1－1】
・地域住民主体による防災学習会
　年間17回
・地域防災計画をもとに地域の実情に合わせた
訓練や夜間・停電時を想定した訓練など様々な
状況を想定した小規模訓練を行い、地域住民が
行う計画の修正をサポートする。
　年間17回

・防災学習会　　年間30回
   地域団体をはじめとして企業や福祉施設等に対
して実施。
　 熊本地震の被災地支援の現地報告や区の地域
特性や被害想定、災害時の行動など。
・防災訓練　　 　年間18回
　 風水害夜間訓練　3地域、避難訓練、開設・運営
訓練8地域、技術訓練等7地域
・大阪成蹊大学と連携し避難所用コミュニケーション
シートを作成

【4－1－2】
平日昼間の災害時に減災のための救助活動な
どの担い手となりうる中学生を対象とした防災研
修を土曜授業を活用し実施する。
年間8回

東
淀
川
区

中学生を対象とした防災研修　7校実施
残りの1校は希望日程重複のため実施できず、再調
整もつかなかった。
　・避難所作り体験訓練　２校
　・防災基礎知識、クロスロード研修　２校
　・要支援者支援訓練　１校
　・防災学習、避難訓練　２校



平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

成果指標

区名

平成28年度
の

成果指標の
測定結果

―

―

【3-1-1】
「おまもりネット事業」をはじめとした地域福祉活
動を推進するとともに、要支援者の個別支援の
ためのコーディネートを行う。
・地域福祉活動サポーターの配置：11地域
・「おまもりネット事業」の周知：約1,400人（65歳
到達者）
・地域福祉活動の推進：11地域

・地域福祉活動サポーターの配置：11地域
・おまもりネット事業の周知：1,108人（65歳到達者）
・区役所1階ふれ愛パンジーにて、おまもりネット事
業の相談・説明会開催（9回

【4－2－1】
・犯罪の抑止効果が高いと考えられる区防犯カ
メラの設置、維持管理・運用を継続して実施
・夜間の青色防犯パトロールの実施
・地域安全防犯職員による地域の安全巡視・点
検、子ども関係施設巡回・見守り活動、防犯啓
発活動
・地域安全センターを活用して、犯罪発生状況な
どの警察からの防犯情報を地域に提供し、警察
と連携して防犯講習会を開催する。
・大阪府犯罪抑止総合対策の重点犯罪として位
置付けられている子どもや女性を狙った性犯罪
に対し警察と連携した啓発活動を実施する。

・区防犯カメラ設置　6台　・夜間の青色防犯パト
ロール実施　通年（業務委託）
・地域安全防犯職員による地域の安全巡視・点検、
子ども関係施設巡回・見守り活動、防犯啓発活動
通年
・警察と連携して地域安全センターをはじめ地域や
学校等への防犯情報の提供・防犯講習会　63回
・子どもや女性を狙った犯罪抑止の啓発活動　25回
・特殊詐欺被害防止教室の実施　17回

55.5%

―

・地域の会議や事業への参加：679回
・勉強会・交流会の開催：13回
・補助金の使途の公表：11地域
・広報紙への地域情報の掲載：13回

東
淀
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45.4%

生
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―

【4-1-1】
地域活動協議会に対する支援を行うとともに、
地域情報の発信、交流会等を開催する。
・地域の会議や事業への参加
・勉強会・交流会の開催
・会計の透明性の確保に向けた取り組み：11地
域
・広報紙への地域情報の掲載：12回

【5-1-1】
●地域団体・ＮＰＯ・企業等と協働し、心のふれ
あう豊かで明るいまちづくりに向け以下のコミュ
ニティ育成事業を委託業務として実施する。
・紫陽花まつり　1回
・生野まつり　1回
・児童・青少年育成事業　1回

・紫陽花まつり　1回
・生野まつり　1回
・児童・青少年育成事業（スプリングコンサート）　1
回

60.0%

東
成
区



平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

成果指標

区名

平成28年度
の

成果指標の
測定結果

【2-2-1】
〈保育ボランティアによる一時保育〉
「旭区地域福祉ビジョン」に基づいて地域福祉を
推進するため、推進する仕組みづくりや地域福
祉の担い手確保のための会議を開催し、区民と
協働して事業を企画し実施する。また、地域での
子育て支援を充実させるため、保育ボランティア
を養成する。
　・推進するしくみづくり会議開催　２回
　・地域福祉イベント開催　３回
　・保育ボランティアによる一時保育　２回

推進するしくみづくり会議
　・自立支援協議会の部会開催　６回
地域福祉イベント
　・「子育て応援セミナー」開催　１回
　・「就学何でも相談会」開催　11回
保育ボランティアによる乳幼児の一時保育　１回

【課題】
　一時保育事業は、「子育て応
援セミナー」開催時に行うこと
としていたところ、関係者の調
整等により１回の開催となった
ため、一時保育についても実
施回数が１回となった。他の取
り組みについては、予定通り
実施できた。

【解決策】
　こども･子育て関連のイベント
時のアンケートによれば、
「もっと保護者同士で話をする
機会が欲しい」「色々な情報を
発信して欲しい」との要望があ
り、セミナー開催も含め、情報
発信や交流の場が必要であ
る。

―

【5-1-2】
●人と人とのつながりづくりに向けたイベントな
どのさまざまな地域情報を広く発信するため以
下を実施する。
・地域行事ファイルの作成とＨＰでの公開　12回
・新たな地域コミュニティ支援事業としてのブログ
活用　随時
・区役所1階ロビーでの地域情報コーナー設置
通年
・広報・ＨＰでの活動紹介　随時
・地域魅力発信のためのスマートフォンアプリ
「あっぷdeいくの」を活用した地域情報の発信
随時

【1-2-2】
〈区民まつり〉
地域活動に対する信頼感や地域コミュニティの
醸成、活動参加者や担い手の確保、地域活動
への関心と参加の促進のため、公益性の高い
地域活動の取組みや実績等の広報を行う。
　・旭区ホームページの旭区見聞録で随時発信
　100件＝10（校下）×10月

地域活動が持続的に実施されるよう、区民まつ
りやスポーツフェスティバルなど、コミュニティづく
りに資する各種事業を実施し、人と人とが出会
いつながる機会をつくる。
　・区民まつり　1回、参加者数　40,000人、
　・スポーツフェスティバル 1回、参加者数3,000
人
　・文化のつどい　1回、参加者数　2,000人
　・子どもフェスティバル 1回、参加者数 700人
（参加者合計数45,700人）

【課題】
これまでの取り組みの結果、
昨年度35.4％から今年度
47.3％となり、一定の取り組み
成果は出ているが、地域イベ
ント情報が、区の広報やＨＰ以
外でも入手できるための地域
からの情報発信の支援及び周
知が不十分である。

【解決策】
引き続き、地域活動協議会等
のブログ等、広報やＨＰ以外
の地域情報発信の支援や周
知方法の工夫を行う。

・地域行事ファイルの公開　毎月
・新たな地域コミュニティ支援事業として開設したブ
ログ閲覧数　20,006回
・地域活動協議会広報紙の作成支援　66,000部発
行（Ａ～Ｄブロック）
・区役所1階ロビーでの地域情報コーナー設置　通
年
・あっぷdeいくの地域イベント情報毎月更新
・広報・ＨＰでの活動紹介　随時

・区ホームページのツイッターでイベント等を紹介
（83件）
・区ホームページに、各地域活動ホームページのリ
ンクを貼りイベント等を紹介(10校下）
・区民まつり：参加者30,000人
・スポーツフェスティバル：参加者3,000人
・文化のつどい：参加者987人
・子どもカーニバル：参加者420人

生
野
区

60.0%

旭
区 55.0%



平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

成果指標

区名

平成28年度
の

成果指標の
測定結果

平成28年度臨床心理士による相談実績：常設相談
531件、乳幼児健診・発達相談での相談件数：213
件
マタニティカフェ開催：12回、参加：81名（平均6.8名）

―

・大型粉末消火器の配備　25台（計92台）
・各連合ごとに災害時要援護者及び支援者の追加
募集、名簿等の更新・作成　（要援護者数　約4300
人、支援者数　約1400人） ―

・新たに「要援護者リスト」へ掲載されたケースにつ
いて、全件郵送にて
「同意」「不同意」の確認を行い、未返信の方には訪
問にて確認を行っ
た。
・｢見守り庵」による出張相談は、毎月10地域の計
120回開催

―

・高齢者食事サービス総食数　5,291食
・あさひあったかきち延利用者数　5,226人
　（イベント等参加者　1,817人、その他利用者3,409
人）

【課題】
　あさひあったかきちは、福祉
関連のイベントの減少と、利用
者の固定化により、場所、方
法、委託事業者等を見直す必
要が生じた。

【解決策】
　あさひあったかきちは、平成
２９年度から社会福祉法人、Ｎ
ＰＯ法人、地域団体等により子
ども、子ども世代、高齢者、障
がい者に関するプログラムや
イベントの実施、休憩や座談
などのふれあいの場、子育て
や介護等に関する情報提供の
場として、再構築を行う。

【2-2-3】
〈地域における要援護者見守りネットワーク強化
事業〉
福祉専門ワーカーが要援護者世帯へ訪問し、状
況把握や必要な見守り
内容の確認等を行う。
地域で「見守り庵」による出張相談を実施し、要
援護者への援護や地域
における見守り活動の担い手に対する支援を行
う。
　・「見守り庵」による出張相談　区内全校下で延
９０回以上実施
徘徊認知症高齢者の保護強化を図る。

【2-2-2】
〈高齢者食事サービス〉
地域で実施する高齢者食事サービス及び地域
福祉拠点である「あさひあったかきち」を通じて、
地域での見守り体制づくり、つながりづくり、担い
手づくりを進める。
　・高齢者食事サービス　総計画食数　３，５９２
食
　・あさひあったかきち　延利用者数　６，４００人

旭
区 55.0%

【2-3-1】
〈マタニティカフェ〉
臨床心理士等による専門相談の充実を図るとと
もに、妊娠・子育て期の孤立予防を目的として、
妊婦同士や先輩ママとの交流機会を提供する
「マタニティカフェ」事業を実施する。
・臨床心理士と保健師及び子育て支援室との連
携強化と相談支援の充実
・「赤ちゃん広場」を活用したマタニティカフェ事業
の実施　　年１２回

【3-1-1】
〈大型粉末消火器〉
地域の初期消火能力増強の支援を行う。
　・大型粉末消火器の配備　15台（計82台）
各連合ごとに災害時要援護者及び支援者の把
握・更新
　・10校下



平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

成果指標

区名

平成28年度
の

成果指標の
測定結果

①・②ともに、各事業主体者として、予定どおり取り
組んだ。
③教育会議の意見を反映し、以下の取組を実施
・中学校夜間学習会　・小学校時間外学習会支援
・居場所づくり事業　・中学校クラブ活動支援

49.5%

【1-1-1】
①区役所及び中間支援組織による地域活動協
議会に対する活動支援（会計処理及び情報公
開、住民参加促進等の支援）
②地域活動協議会に関する各活動の情報発信
支援
・SNSやホームページを用いた情報発信の継続
支援、及び、他の広報媒体の作成支援
・区広報誌等における活動紹介の継続

城
東
区

【課題】
取組事業①②ともに、一定の
参加者数は確保できており、
事業の有効性は十分あると考
えられるが、初めて参加する
者の増加に繋がるような改善
策を検討する余地はあると思
われる。

【改善策】
事業主体者側に、初めて参加
する者の増加に繋がるような
講座・メニューの提供などの協
力依頼等を行う。

・SNS(ツイッター、ブログ、フェイスブック等）16地域
・HP/　2　地域
紙媒体による広報14地域
・複合庁舎1階「区民情報コーナー」への広報誌の
配架

【課題】
紙媒体による広報について、
残り2地域（昨年より3地域減）
が作成に至っていない。

【改善策】
引き続き、残り2地域に対して
情報発信の重要性、広報誌な
どの紙媒体による広報の有効
性を周知し、全地域での発行
にむけ取り組みを行う。

【1-1-2】
①「小学校区教育協議会－はぐくみネット－」事
業
・学校・家庭・地域が一体となって、子どもをはぐ
くむ「教育コミュニティ」づくりの推進（16校下、
2,000人）
②区における生涯学習事業
・生涯学習ルーム等の学びを通じた地域住民間
の交流を促進することによるコミュニティづくりの
推進
③教育会議の開催

防災啓発講座　28回　受講者延3375人
親子を対象とした防災訓練　　約800人
地域の自主防災組織の確立に向けた図上訓練や
セミナー・まち歩き　1回
避難所開設を含む防災演習・ワークショップ41回、
旭区一斉防災訓練約1200人
地域防災リーダー研修（地域一体型防災訓練）の
実施　10校下
通信訓練の実施（MCA無線　4回）

―
旭
区 55.0%

【3-1-2】
〈防災啓発講座〉
全年齢を対象に、意識付けに重点をおいた防災
啓発講座を実施する。
　・実施回数　大人30回　子ども10回
　・受講者数　大人1500人　子ども500人
小学校低学年の子どものいる親子を対象とした
防災訓練を実施し、昼間の防災の担い手として
期待される中学生・高校生・大学生の参加を促
し、地域防災力の向上につなげる。
　・参加者数　500人
地域や商店街を対象に自主防災組織の確立に
向けた図上訓練や防災講座を実施する。
　・実施回数　10校下×1回＝10回
　・参加者数　10校下×20人×1回＝200人
連合の枠にとらわれない防災訓練
　・避難所開設訓練を含む訓練やワークショップ
10回
地域防災力の向上（地域防災リーダー研修の実
施）
　・新任研修１回、実技研修各連合１回、座学研
修１回
備蓄資材等の資器材の配備
　・協力企業及び商店街等への救助資器材の配
備も引き続き行う（4ヵ所）
通信訓練の実施
　・ＭＣＡ無線　全地域訓練４回、衛星携帯電話
10回



平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

成果指標

区名

平成28年度
の

成果指標の
測定結果

【取組①】
・ミニマラソン・小学校駅伝大会（2/5　当日雷注意
報発令のため中止）
【取組②】
・区民スポーツ大会の実施（年間11大会）
【取組③】
・スポーツカーニバル

49.5%

①SARUGAKU祭、合唱祭、第九演奏会、全体会議
等の開催支援。
②城北川桜まつり～桜の通り抜け・夜桜ライトアップ
～、城北川フェスティバル、キャンドルナイトin城北
川の開催。

【1-1-5】
区民へのスポーツの機会の提供
①ミニマラソン・小学校駅伝大会
②区民スポーツ大会（１１大会）

【1-1-4】
①区内の中学生が音楽を通して交流する機会を
提供する。
 ・吹奏楽フェスティバル
②区民に身近なところで気軽に音楽にふれあえ
る機会を提供する。
 ・ロビーコンサート（年間５回）
 ・音楽の祭日
③区民組織が主体となって開催する音楽事業へ
の支援
 ・合唱祭（再掲）
 ・第九演奏会（再掲）
④区役所新庁舎を活用した音楽イベントを実施
する。

城
東
区

【1-1-3】
①「城東区未来わがまちビジョン」が一定の目的
を達成したことから、「城東区ゆめ～まち～未来
会議」が自律的な活動を継続して展開できるよう
支援する。
・SARUGAKU祭、合唱祭、第九演奏会等
②アイラブ城北川実行委員会と協働し、地域住
民、地域活動団体、学校、企業など、幅広い層と
協力して各種事業を実施する。
・城北川フェスティバル、キャンドルナイトin城北
川等

―

【取組①】
・城東区吹奏楽フェスティバルの開催（3/26）
【取組②】
・ロビーコンサートの開催（年間5回　5/27・7/27・
9/30・11/22・1/31）
・音楽の祭日の開催（6月・3回　6/18・6/19・6/21）
【取組③】
・合唱祭の開催（8/7)
・第九演奏会の開催（2/26)
【取組④】
・区役所ロビー及び庁舎北側蒲生公園内扇形部分
を一体利用した野外ロビーコンサートの開催
（11/22）
・新区民ホールを会場とした「音楽の祭日」の開催
（6/19）
・新区民ホールを会場とした「オペレッタ『メリー・ウィ
ドウ』」の開催（2回公演　7/23・7/24）

―

【課題】
ボランティアの活動場所の一
つであった旧庁舎前花壇が、
区役所庁舎移転にともない廃
止され、活動の場が減少した。
出荷数については平成27年度
12,229株から平成28年度
14116株と安定した出荷数を
保っており活動内容は安定し
ている。

【改善策】
学校園と地域住民が連携した
緑化推進を支え、また、やりが
いを持って活動してもらえるし
くみ作りを検討する。

―

【1-1-6】
①「はなびとコスモスタッフ」「緑のカーテンサ
ポーター」をはじめとする緑化ボランティアの育
成
・緑化リーダー育成講習会（年間６回）
・緑のカーテン推進事業
②緑化ボランティアの活動促進と支援
・種から育てる地域の花づくり事業
・小学校との連携事業
・地域の緑化ボランティアグループ活動の支援

【取組①】
・緑化リーダー育成講習会の実施（年間6回）
・緑のカーテン推進事業の実施（種配布・相談会・募
種・記録表展示会等）
【取組②】
・種から育てる地域の花づくり支援事業の実施（年
間6回14,116株出荷）
・ボランティアと小学校の協働への支援（1件）
・地域の緑化ボランティアグループ活動への支援（2
団体）



平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

成果指標

区名

平成28年度
の

成果指標の
測定結果

要援護者名簿に係る郵送・訪問等による同意確認・
名簿整備：2,286人
見守りネットワーカーによる孤立世帯等への専門的
対応：601人
行方不明高齢者の早期発見に向けたメール配信協
力者：357人
（3月末現在）

49.5%

・中学生参加の防災訓練実施2校。区内16全地域で
防災訓練は実施され、避難訓練実施2地域、避難所
開設訓練実施2地域、学校土曜授業と地域訓練の
連携実施9地域等、訓練内容の充実を図る地域が
増加した。
・子育てサロン2ヶ所、マンション3ヵ所、地域女性学
級5ヶ所、信愛女学院中学校1回、障がい者作業所
1ヵ所、高齢者支援者向け講座1回、災害時協定高
齢者施設研修会1回等、世代や居住形態別等の出
前講座の開催。

【2-2-2】
・要援護者情報の整備
・孤立世帯等への専門的対応
・認知症高齢者等の行方不明時の早期発見

[区CM事業（福祉局所管）]
※対象者は高齢者から始め（27年度）、2年目に
障がい者、3年目に難病患者へと順次拡大す
る。

【課題】
　中学校での防災訓練開催
は、1つの中学校下に複数の
地域がまたがっているため地
域の防災訓練が開催されにく
い。
　地域が自主的に行う訓練
は、計画から実施まで地域が
主体的に行うため、訓練実施
の相談等があった場合を除い
て、広く地域住民を参加させる
ための訓練実施等を勧奨する
ことは難しい。
　出前講座では地域防災訓練
への参加を勧奨しているが、
参加意欲を掻き立てられる話
のできる講師がいない。

【改善策】
　広報の充実。
　小学校土曜授業と地域が合
同の訓練での保護者の参加。

―

【2-2-1】
・「地域サポーター」を中心に、地域における要
援護者の情報収集等、災害時要援護者支援を
推進
・「推進コーディネーター」を中心に、各校下にお
いて地域の実情に応じた多様な取組の推進支
援を実施
・コミュニティカフェなどの新たな地域福祉活動を
促進するコーディネーターを配置し、事業展開を
図る

（研修等実施　毎月1回）

【課題】
整備された名簿をより有効に
活用する方法を検討するとと
もに、名簿整備の拡大が必
要。

【改善策】
要援護者を支援するため、こ
れまでの取り組みを踏まえた
地域ごとの見守り体制の構築
を支援。

【課題】
地域サポーター・推進コーディ
ネーターの配置が16地域中、
15地域となっている。
地域でより機能的な相談支援
体制づくりが必要。

【改善策】
未配置をなくすため、地域へ
の支援を行うとともに、より身
近な関係機関等との情報共
有、連携、相互支援が行える
しくみを検討。

城
東
区

【3-1-1】
①地域での防災訓練の充実
・中学校で生徒参加の防災訓練を開催
・各地域の防災訓練の充実
②出前講座の開催
・子育てサークルやマンション住民等を対象にし
た、世代や居住形態に合わせた出前講座の開
催

要援護者名簿に係る郵送・訪問等による同意確認・
名簿整備：2,286人
（3月末現在）

【3-1-2】
・調査員による要援護者情報の整備
　
[「2-2-2　地域における要援護者の見守りネット
ワーク強化事業」の一部を再掲]

地域サポーター・推進コーディネーターの配置：15
地域
地域サポーター・推進コーディネーターの年間会議
や事業活動等への参加・参画件数2,013件
研修等含む連絡会を毎月1回開催



平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

成果指標

区名

平成28年度
の

成果指標の
測定結果

―

―

―

【2-1-1】
各地域に担当職員を複数名配置し、自律した地
域運営に向けた支援を中間支援組織と連携して
行う。
地域活動に関するさまざまな情報を収集・把握
するとともに、広く区民や地域活動団体にＰＲす
る。
人材、モノ、資金、地域情報等の地域資源が活
用され循環する地域社会の活性化を図り、地域
の自主財源確保に向けた支援を行う。
　・中間支援組織と連携し、地域団体に会計の
透明性に向けた助言・
　　指導を行い、交付した公金の使途を区ＨＰで
公表　12地域
　・中間支援組織等と連携し、各地域の広報活
動に助言・指導　12地域
　・地域活動や地域の魅力などの情報発信　随
時
　・地域の法人格取得支援　随時

【４-２-1】
地域の自主防災力強化のため、住民・各種団
体、学校と連携した訓練等を行う。
・避難所開設運営訓練　12地域
・鶴見区震災訓練の実施　　１回
・小・中学生を対象とした防災学習会の開催　5
校

鶴
見
区

・防犯カメラの設置　３２台
・防犯推進委員を中心に、各地域団体・関係機関が
連携した区内一斉防犯活動　12回
・区役所・警察署・各地域防犯組織（青色防犯パト
ロール隊、子ども見守り隊、防犯推進委員等）によ
る合同連絡会の実施　1回
・自転車の2重ロックを推進するため、毎月26日を
「26（ツーロック）の日」として啓発に取り組むととも
に、鍵の取付けキャンペーンを実施12回
・小・中学生防犯標語コンクールの実施　１回

【４-1-1】
・防犯カメラの設置　30台
・防犯推進委員を中心に、各地域団体・関係機
関が連携した区内一斉防犯活動　12回
・区役所・警察署・各地域防犯組織（青色防犯パ
トロール隊、子ども見守り隊、防犯推進委員等）
による合同連絡会の実施　1回
・自転車の2重ロックを推進するため、毎月26日
を「26（ツーロック）の日」として啓発に取り組むと
ともに、鍵の取付けキャンペーンを実施12回
・小・中学生防犯標語コンクールの実施　１回

平成28年度36台設置

―

【課題】
　地域活動団体や子ども見守
り活動団体の高齢化による参
加者の減少。
　子どもを持つ世帯の活動参
加者の確保が困難。

【改善策】
　広報の充実。

51.9%

・会計の透明性に向けた勉強会　12地域
・地域活動団体に交付した公金の使途を区HPで公
表　12地域
・各地域への広報活動に助言・指導　12地域
・地域活動や地域の魅力などの情報発信　随時
・地域の法人格取得支援　随時

・避難所開設運営訓練等　12地域
・鶴見区安全・安心フェスタの実施　　１回
・つるみんピックの実施　　１回
・小・中学生を対象とした防災学習会の開催　4校
・出前講座　10回

城
東
区

49.5%

【3-2-1】
・青色防犯パトロール車の普及・啓発
・子ども見守り活動等の地域防犯活動への支援

・子ども見守り活動団体等の防犯ボランティア保険
加入支援。
・子ども110番の家事業で協力家庭等が掲示する懸
垂旗やステッカー等の表示物支援。
・地域・警察と協働した防犯キャンペーンで使用する
自転車盗難防止のためのワイヤーロック等の啓発
用品支援。

【3-2-2】
・防犯カメラの設置に向けた地域との調整



平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

成果指標

区名

平成28年度
の

成果指標の
測定結果

【1-2-1】
○自転車盗防止のための二重ロックおよびひっ
たくり防止カバーの無料取付を行う防犯キャン
ペーン活動（年12回）、ナンバープレート盗難防
止ネジ取付キャンペーン活動（年2回）を実施し
ます。
○区内市立小学校（10校）の新1年生全員に防
犯ブザーを配付します。
○区役所「地域みまもり隊」職員により、自転車
や青色防犯パトロール車での通学路巡回・防犯
パトロールを行います：平日毎日

・自転車盗防止のための二重ロックおよびひったく
り防止カバーの無料取付を行う防犯キャンペーン活
動の実施（年18回）（4月5・19・25日）（5月19日）（6
月1・14日）（7月13日）（8月18日）（9月16・28日）（10
月11・19日）（11月10・19日）（1月10・11日）（2月14
日）（3月13日）
・ナンバープレート盗難防止ネジ取付キャンペーン
活動（年2回）（4月22日）（10月14日）
・区内市立小学校（10校）の新1年生全員に防犯ブ
ザーの配布を実施（4月）
・区役所「地域みまもり隊」職員により、自転車や青
色防犯パトロール車での通学路巡回・防犯パトロー
ルの実施：平日毎日

【1-1-2】
・災害に備えて、市民一人ひとりの災害に対する
知識やスキルの習得及び防災力のさらなる向上
を図る。
・災害時に防災活動の中核となる地域防災リー
ダーの定数を増員し、防災活動に必要な訓練や
研修を実施します。
・地域による「自助」「共助」による災害時対応の
スキルの向上や地域コミュニティの醸成を図るた
め、地域の自主防災組織が実施する「まちなか
防災訓練・避難所開設運営訓練」等の地域の取
組みを支援します。また、複数地域や他区の地
域と同時にまちなか防災訓練を開催します。
・日中の災害を想定し、中学生等の若年者層
へ、意識啓発や災害に関する知識やスキルの
習得を行うため、区内の小・中学校で防災教育
等（防災研修および訓練）を実施する。また(仮
称)ジュニア防災リーダー制度を設置し、自主防
災組織の新たな担い手となる人材の発掘を行
う。

・地域防災リーダーの訓練・研修等への参加：参
加者のべ500人
・区内すべての地域でまちなか防災訓練・避難
所開設運営訓練を実施：10地域
・防災教育等実施学校数：10校以上

・地域防災リーダーの訓練・研修等への参加：参加
者557人
・区内すべての地域でまちなか防災訓練・避難所開
設運営訓練を実施：10地域
・防災教育等実施学校数：17校

【課題】
　地域との協働による自転車
盗対策を中心とした防犯啓発
活動や区役所職員による自転
車や青色パトロール車での巡
回により、街頭犯罪抑止に役
立ったと感じる区民の割合は
増えているものの、街頭犯罪
は未だ発生している現状にあ
り、多くの区民が「声かけ」「見
守り」による効果を実感できて
いません。
【改善策】
　今後も地域との協働による
防犯啓発活動等や防犯啓発
イベントでの啓発活動の強化
を実施し、より幅広い区民に対
して街頭犯罪抑止に向けた啓
発活動を実施します。

【課題】
　毎年協力家庭の件数は増え
ており、子育て世代にはこども
110番の家事業を理解いただ
けていると考えますが、日中家
にいることが少ないと思われる
より若い世代や単身者などよ
り多くの世代に向けた情報発
信が不足しているため、区民
全体の割合として「声かけ」
「見守り」「助け合い」が実感で
きていないと考えます。
【解決策】
　若年層のほか幅広い層が利
用する機会が多いSNSなどを
活用して事業についての情報
発信を行うと共に、多くの人が
利用するコンビニエンスストア
等へこども110番の家事業に
参加いただけるよう働きかけ、
こども110番の家事業の趣旨
をより多くの方に理解してもら
えるよう取り組み、子どもへの
犯罪の抑止力となるよう取り
組み、阿倍野区全体が防犯意
識の高いまちとなることをめざ
します。

【課題】
まちなか防災訓練、避難所開
設運営訓練や若年層に対して
の防災研修、防災訓練、防災
イベントでの防災啓発を通じて
「自助」「共助」の大切さや顔が
見えるコミュニティの向上が図
れたことは有効であったと考え
ます。しかしながら各取組に参
加していない区民には、「つな
がり」や「きずな」の大切さの啓
発が効果的に実施できていま
せん。
【改善策】
今後、継続してあらゆる世代
に対して防災をキーワードに
「つながり」や「きずな」の大切
さの啓発を行います。特に若
年層や子育て世帯に対して、
より積極的に周知を図るよう
小中学校で行われる土曜授業
の場やSNSを活用し啓発を行
います。

45.0%

【1-2-3】
○イベント等において、「こども110番の家」の啓
発及び協力家庭等の募集を行います：年3回以
上
○子ども自身への周知啓発の取組みとして、小
学校入学説明会等での子ども向け啓発チラシを
配付します：年10回

・イベント等での「こども110番の家」の啓発及び協
力家庭等の募集の実施（年6回）（4月5日）（6月25
日）（9月28日）（10月10日）（11月5・19日）
・小学校入学説明会等での子ども向け啓発チラシを
配付（年10回）

阿
倍
野
区



平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

成果指標

区名

平成28年度
の

成果指標の
測定結果

【課題】
区民モニターアンケート結果で
は、若年層が行われているこ
とを認知していない。地域で支
えあい助け合って暮らせるま
ちづくりのため、身近な地域の
中で世代間の協力が不可欠で
す。
特に若年層にさまなざな「声か
け」、「見守り」等の活動を知っ
てもらい、参加してもらえるよ
う、青少年指導員・青少年福
祉委員活動の支援が必要で
す。
【解決策】
青少年指導員・青少年福祉委
員による青少年健全育成活動
に若年層が参加できるよう、交
付金の交付など支援を行いま
す。
また、若年層を中心とした認知
度を高めるため、可能な周知
を行います。

【3-4-2】
中間支援組織(まちづくりセンター）を活用した地
域活動協議会の自律運営にかかる支援を実施
します。特に、若い世代など幅広い市民参画の
促進、新たな担い手の発掘や地域における担い
手のスキルアップに向けた支援を強化します。
・広報サポート・会計サポート（10地域）
・担い手発掘、スキルアップにかかる事業（年1
事業）

・広報サポート・会計サポート（10地域）
・担い手発掘プロジェクト（１事業）、地域活動フォー
ラム（1回）

【課題】
各地域活動協議会において、
地域コミュニティの活性化に向
けた各種事業を実施していま
すが、さらに多くの地域住民の
参加、参画が必要です。
【改善策】
地域活動に関心がありながら
関わりの薄かった人たちに情
報発信できるよう、さらに広報
活動のサポートを行います。

【課題】
地域福祉コーディネーターの
配置や見守り訪問隊によるボ
ランティア活動など取り組みの
実施、充実を図ってきました
が、より一層取り組みを浸透さ
せる必要があると考えます。
【改善策】
地域福祉コーディネーターや
見守り訪問隊ボランティア活動
を今後も継続し充実させること
により、多くの皆さんが身近な
地域の中で、「声かけ」、「見守
り」、「助け合い」、「支え合い」
を実感できるよう取り組んでま
いります。

45.0%

【課題】
各地域活動協議会において、
地域コミュニティの活性化に向
けた各種事業を実施していま
すが、さらに多くの地域住民の
参加、参画が必要です。
【改善策】
地域活動協議会の活動内容
等について、区の広報紙や
ホームページ、ツイッター等に
おいて周知を行います。

【3-2-2】
・青少年指導員及び青少年福祉委員が中心とな
り、区内全小学校区で毎月1回の夜間巡視を継
続実施します。
・青少年非行を防止し、青少年の健全育成を図
るための諸活動（駅伝大会・ドッチボール大会・
中学生絵画コンクール、雪山研修等）を継続して
実施します。

・区内全小学校区で毎月1回の夜間巡視を実施
・青少年非行を防止し、青少年の健全育成を図るた
めの諸活動の実施（中学生絵画写真コンクール（10
月10日）、駅伝大会（11月6日）、ドッジボール大会
（12月11日）、雪山研修（2月25、26日）

【1-4-1】
○要援護者の実態把握から地域の福祉課題や
ニーズの把握を行い、地域自ら見守り体制等を
構築し、新たなネットワークづくりを実施します。
○地域ごとに地域福祉コーディネーターを配置
するなど、地域福祉のネットワークづくりのため
の活動を支援します。

・要援護者名簿　3,500人の登録
・見守り訪問隊のボランティア活動を年間18,000
回以上(300人×5回×12月）
・認知症高齢者等の見守りメールの協力者を
150件の登録
・事業の周知（広報あべの年2回掲載、ツイッ
ター等による周知）

･地域福祉コーディネーターを各地域に1人配置
・要援護者名簿を新たに1,283人作成（のべ登録者
数4,938人）
・見守り訪問隊のボランティア活動:45,843回
・認知症高齢者等の見守りメールの協力者:175件
・事業の周知（広報あべの年１回掲載、ツイッター等
による周知）

【3-4-1】
区長認定を受けた「地域活動協議会」に対して、
区長が地域ごとに指定する分野については必ず
活動を実施しなければならないが、それ以外の
分野を任意に付加して活動できる補助金（地域
活動協議会補助金）を交付。（10地域）

区内全10地域に対して地域活動協議会補助金を交
付（129事業）

阿
倍
野
区



平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

成果指標

区名

平成28年度
の

成果指標の
測定結果

【課題】
きずなステーションの活用状
況は高くなく、ラウンドテーブル
も含め、メンバーが固定化して
おり、参加者も減少している。

【改善策】
新たなつながりを生むようラウ
ンドテーブルのコンセプトなど
を変更して運営しつつ、きずな
ステーションの運営、ラウンド
テーブル開催の有効性につい
て検討する。

38.0%

―58.6%

【4-1-1】
様々な地域団体や企業等の参画のもと地域
ニーズに対応した手法で事業を実施し、区民相
互の交流活動をサポートする。

　・区民フェスティバルの実施（10月）
　・区民スポーツイベント等の開催（4～3月）
　・区文化祭の開催（12月）

・区民フェスティバル（10月）区民体育フェスティバル
（12月）
・同実行委員会1回、同幹事会4回、同準備会2回
・スポーツイベント10回実施
・区文化祭（2月）

【課題】
地域活動協議会の認知度が
低いため、認知度をあげる必
要がある。

【解決策】
これまでの取組に加え、地域
活動協議会の認知度アップの
ため広報紙やSNS・ホーム
ページを活用して広報活動を
強化する。また、各地域活動
協議会の「強み」を他地域へ
の横展開を図ることにより「弱
み」を補い、区内各地域の活
動の活性化を促進することに
より、地域活動に関心の低い
層に対する認知度向上も図っ
ていく。

【2-2-1】
様々な活動主体がつながり、新たなまちづくり活
動が生まれるよう、次の取組を進める。
きずなステーションの運営
（新たなつながりによるまちづくり活動：年間4回
以上）
ラウンドテーブルの開催：年間5ヶ所以上
（企業・ＮＰＯ・学校・地域交流会の開催：年間3
回以上）

・きずなステーションの運営を改善し、きずなメン
バーズとして登録制にし、メンバー同士のつながり
が生まれるように取り組んだ。
・企業・ＮＰＯ・学校・地域交流会を3回開催した。

（54.5%）

東
住
吉
区

住
之
江
区

【6-1-1】
○まちづくりを推進する地域運営を行う等、準行
政機能を有する地域活動協議会に対し、地域の
実情や特性にあった柔軟な地域活動が行えるよ
う、補助金を一括交付する。
○中間支援組織と連携し、各地域の年間事業計
画や予算の策定に対する助言・指導、会計等の
透明性の確保に向けた支援等、地域活動協議
会の自立的な運営支援を行う。
○様々な機会を通じて「つながり」や「きずな」の
大切さを啓発するなどし、幅広い住民に対し地
域活動への参加・参画を促す。
○地域編集塾の参加者から、担い手となりうる
人材と地域ニーズとのマッチングを促進する。
○地域活動協議会の自主財源の確保に向けた
情報提供を行う。
○開かれた組織運営や会計等の透明性確保の
支援を行う。

　・地域活動協議会の運営支援（地域編集塾の
開催含む）：全12地域
　・地域活動協議会会長会の運営支援（10回）

・地域活動協議会の運営支援（全12地域）
・地域活動協議会会長会の運営支援（10回）
・補助金会計説明会の実施（2回）

住
吉
区



平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

具体的取組

身近な地域の中で、「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」を実感している区民の割合　平成29年度までに
50％以上

㋐　人と人とのつながりづくりの促進

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策

成果指標

区名

平成28年度
の

成果指標の
測定結果

―

―

48.1%

【4-1-1】
地域一丸となって、様々な事業や行事等に取り
組めるよう、地域活動協議会を支援し、新たな人
材確保と地域力の維持・向上を目指す。
・地域活動協議会補助事業　全16地域
・中間支援組織への支援業務委託

地域一丸となって、様々な事業や行事等に取り組め
るよう、地域活動協議会を支援し、新たな人材確保
と地域力の維持・向上をめざす。
・地域活動協議会補助事業　全16地域
・中間支援組織への支援業務委託

【課題】
中間支援組織による地域活動
協議会への支援が適切に実
施されていると考えられる。ま
た、議決機関の適正な運営
や、会計の適正な処理等、組
織運営にかかる分野について
は、高い評価を得ている。
一方で、地域活動の担い手拡
大に向けた支援等、難度の高
い分野に関して、取組状況に
バラつきがあることから、各地
域の特性に応じた支援が求め
られている。

【解決策】
評価の高かった組織運営にか
かる支援は継続しつつ、難度
の高い分野について、各地域
の特性に応じた支援策を策定
し、区内地域活動協議会全体
が、一定自律できている状態
の実現に向け、取組みを進め
ていく。

【4-1-1】
様々な地域団体や企業等の参画のもと地域
ニーズに対応した手法で事業を実施し、区民相
互の交流活動をサポートする。

　・区民フェスティバルの実施（10月）
　・区民スポーツイベント等の開催（4～3月）
　・区文化祭の開催（12月）

【3-1】
・地域活動協議会の自律的・継続的な活動を支
援する仕組みとして、よりきめ細やかな広報活
動に対して支援し、広く地域住民に地域活動の
ＰＲを行い参画を促す。
・地域活動協議会の活動に新たな参加者を増や
すため、区役所職員等が地域活動の取材を行
い、区ホームページを区内広報板等を活用して
広報するとともに、地域活動協議会自らの広報
活動に対しても中間支援組織とともに支援する。
　・全22地域

・区民フェスティバル（10月）区民体育フェスティバル
（12月）
・同実行委員会1回、同幹事会4回、同準備会2回
・スポーツイベント10回実施
・区文化祭（2月）

・中間支援組織の支援により、地域におけるホーム
ページやブログなどのＳＮＳ開設・情報発信を推進
した。
・広報「ひらの」、地域情報フェイスブックにおいて、
区役所職員の取材をもとに地域活動を広く区民へ
情報発信を行った。
全22地域

60.5%

西
成
区

平
野
区



北
区

都
島
区

83.9%

【1-1-1】
・地域がそれぞれの実情に応じた地域活動がで
きるよう、財政的支援をはじめ、各地域を担当す
る職員を定め、中間支援組織と連携を図りなが
ら、各地域活動協議会に対して、自律的な地域
運営を行うための勉強会（年10回）を開催するこ
とにより、地域活動の活性化につなげる。
・イベントや地域活動に関する情報を収集し、若
い世代をはじめ、あらゆる世代に対して、ホーム
ページはもとより、ツイッターやフェイスブックな
どSNSを含めた多様な媒体を効果的に活用して
発信し、参加を呼びかけるとともに、実際に行わ
れた地域活動の内容や補助金事業実績等を
ホームページに掲載し周知する。（通年）

・自律的な地域運営を行うための勉強会の開催：10
回
・広報紙(特集４回)、ホームページ、フェイスブック
（198回投稿）を活用した地域活動の情報発信
・全地域の活動を紹介した、デザイン性の高いリー
フレットを作成
・地域活動を紹介する動画を作成し、ＨＰや区役所
で放映

福
島
区

【2-1-1】
地域活動協議会が、地域課題の解決のために
取り組む様々な分野の活動に対して、財政的支
援を行うことで自律的な運営を促進する。

　・地域活動協議会補助金：9地域

・地域活動協議会補助金　9地域
【課題】
・地域活動協議会の組織運営
にかかる自律レベルは、役員
交替等の組織・体制の変更な
どによって、一部後退すること
がある。
【改善策】
・組織運営にかかるマニュア
ルを作成するなど、システム化
を図る。

【課題】
「地域活動協議会を知ってい
る」と回答した区民の割合は
14.0％であり、地域での認知
度は高くない。
　地域活動に関わらない区民
にとっては、地域活動そのもの
への関心が低く、運営状況等
の変化を感じ取ってもらうこと
が困難である。

【改善策】
地域活動協議会の活動はもち
ろん、組織そのものの知名度
も向上するように、地域での広
報活動の活性化を呼び掛け
る。

（95.0%）

【4-2-1】
校区等地域において、地域団体、市民、NPO、
企業など多様な活動主体の参画のもとに形成さ
れた地域活動協議会が核となって、自律的に地
域運営を行えるように会計処理をはじめとした
事務手続きの技能習得支援やイベント企画・広
報に関する助言等、様々な支援を行う。

　地域活動協議会の予算・決算情報を区ホーム
ページで公開するとともに、広報紙でも当該公開情
報の閲覧を呼び掛けるなど、地域活動の状況につ
いて広報支援を行った。また、地域活動を紹介する
小冊子を地域の企業等に配架してもらうことで、自
律的な地域運営が進んでいることの周知に努め
た。

―

68.9%

成果指標

各区における区政運営基本方針成果指標
平成28年度 測定結果及び取組実績・課題・改善策

1　「大きな公共を担う活力ある地域社会づくり」

（２）多様な主体の協働(マルチパートナーシップ)の実現
めざす姿(将来像)　
　地域における住民生活に関わる社会の課題や資源などを最もよく知っている地域団体のほか、市民、NPO、企業などの様々
な活動主体が、互いに補完しながら協働し、また、これらの主体と行政とが協働するマルチパートナーシップの実現をめざしま
す。

㋐　地域活動協議会を核とした自律した地域運営の支援

校区等地域において、様々な活動主体が協働し、その話し合いのもと合意を形成し自ら地域課題の解決に取り組むな
ど、地域が自律的に運営されていると感じている区民の割合　　平成29年度までに 50％以上

具体的取組 平成28年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策
区名

平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績



成果指標

㋐　地域活動協議会を核とした自律した地域運営の支援

校区等地域において、様々な活動主体が協働し、その話し合いのもと合意を形成し自ら地域課題の解決に取り組むな
ど、地域が自律的に運営されていると感じている区民の割合　　平成29年度までに 50％以上

具体的取組 平成28年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策
区名

平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

西
区

中
央
区

此
花
区

【1-1-1】
自律的な地域運営を積極的に推進するため、中
間支援組織と連携し、次の取組みを行う。
・他の地域団体との連携や地域活動への住民
の参加促進を支援する。
・地域の資源が有効に活用され、地域の課題に
対応できるよう支援する。
・主体的に情報発信できるよう広報紙作成等の
支援をする。
・地域課題や活動等を各地域活動協議会間で
共有できる場として、地域活動協議会連絡会（２
回）と地域活動協議会情報共有会（2回）を開催
する。
・地域担当制の区役所職員が地域の実情や
ニーズ、課題を把握し、各関係機関等と連携を
図りながら、地域活動を支援する。

・地域活動とマンションコミュニティに係る意見交換
会及び勉強会を実施し、地域間の課題認識・共有
化を図り、また、マンション住民へのアプローチなど
地域活動への住民の参加促進を支援した。
・地域主体の大規模防災訓練で、学校や警察署、
消防署等による実行委員会に協働し、また、他の地
域との連携事業となるよう支援するなど、地域の防
災ネットワーク強化を促した。
・地域広報運営の支援実施
・地域活動協議会情報共有会及び会長連絡会を開
催した。（各2回）

【課題】
地域活動協議会の組織運営
については順調に進んでいる
が、区や中間支援組織が各地
域の実情に合った支援を行っ
ていないと感じている地域が
ある。
西区においては、近年高層マ
ンションの建設が続き人口増
加が著しくマンションコミュニ
ティが大きな課題となっている
エリアや高齢化が進み担い手
不足や福祉が課題となってい
るエリア等地域によって実情
が大きく異なるため、地域の課
題について共有し、各地域の
ニーズや実情に応じた支援を
実施する必要がある。

【改善策】
地域活動協議会の更なる自律
した地域運営に向け、地域と
意見交換を行うなど、各地域
の課題やニーズを把握し共通
認識したうえで、個々の実情に
応じた支援を地域・区役所・ま
ちづくりセンター等で役割分担
し、きめ細かな支援を行ってい
く。

【4-2-1】
地域活動協議会を核として自律的に地域運営
が行えるよう、中間支援組織と連携して支援を
行う。
・運営に対する地域の主体的な取り組みを支援
・組織運営と会計処理などの説明や地域の先進
的な取り組みを紹介　　各地域1回
・広報紙等に地域活動協議会を紹介　1回
・活動主体間の連携・協働に向けた取り組みの
支援

・運営に対する地域の主体的な取り組みを支援
・組織運営に会計処理などの説明や地域の先進的
な取り組みを紹介　各地域1回
・広報紙に地域活動協議会を紹介　2回
・活動主体間の連携・協働に向けた取り組みの支援

【4-2-2】
市民による自律的な地域運営を実現するため、
多様な活動主体のネットワークの拡充に向けた
取り組みを支援する。
・多様な活動主体が主体的に中間支援組織を
活用できるよう、様々な中間支援組織に関する
情報を収集・提供　6回
・様々な地域課題について、地域活動協議会、
地域団体等多様な活動主体と連携、協働して取
り組んでいけるよう、ネットワークの拡充に向け
て、中間支援組織と連携して支援する。

・多様な活動主体が主体的に中間支援組織を活用
できるよう、様々な中間支援組織に関する情報を収
集・提供　5回
・様々な地域課題について、地域団体等多様な活
動主体が連携、協働して取り組んでいけるよう、ネッ
トワークの拡充に向けて、中間支援組織と連携して
支援

86.0%

―

【課題】
多様な活動団体を支援するた
めの地域資源情報や支援メ
ニューがあるものの十分に情
報提供できていなかった。

【改善策】
地域活動協議会を含めた多様
な活動主体のネットワークの
拡充のため、活動主体のニー
ズを把握したうえで必要な情
報を提供するなど積極的に支
援する。

（71.4%）

89.7%

まちづくりセンターを活用し、各地域の取組情報を
掲載した情報誌を4回発行するとともに、区役所や
区民ホールに各地域の取組を掲示して、自立した
地域運営について理解を深める取り組みを行った。 ―

・此花区まちづくりセンターを活用して自律した
地域運営にかかる情報収集を行い、地域活動
協議会に提供することで、自律した地域運営に
ついての理解を深める。



成果指標

㋐　地域活動協議会を核とした自律した地域運営の支援

校区等地域において、様々な活動主体が協働し、その話し合いのもと合意を形成し自ら地域課題の解決に取り組むな
ど、地域が自律的に運営されていると感じている区民の割合　　平成29年度までに 50％以上

具体的取組 平成28年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策
区名

平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

・H28. 5月　全11地域に補助金を交付
・H28.6月　補助金に係る説明会を開催
・H29.1月　補助金に係る説明会を開催

79.1%

【1-2-1】
地域コミュニティの活性化や防災、防犯対策の
強化、子ども・青少年の育成、健康･福祉の向上
など、地域課題への対応・解決に向けて、地域
活動協議会が地域の実情に即して柔軟に活用
できるよう財政的支援を行う。

・区長が指定した分野の活動を行った地域：全
11地域

港
区

大
正
区

―

天
王
寺
区

・公金の使途公表　3回（区HP1回、区広報紙2回）
・会計説明会　1回
・情報発信支援　9地域

・新たな地域コミュニティ支援事業業務委託（4～3月
分）の実施
・コミュニティ育成事業、コミュニティ育成事業（地域
版）（4月～3月分）の実施
・地域担当職員による活動支援409回
・中間支援組織によるラウンドテーブルの開催（9
回）
・地域担当職員による各地域での情報収集等（毎
月）

（89.6%）

【7-1-1】
各地域の関係団体を中心に構成する地域まち
づくり実行委員会の自主的な運営に向け、地域
担当職員を配置し市政情報の提供や活動の支
援を行う。
中間支援組織を活用し、区民の地域活動への
関心や参加をしてみようという意欲の向上が図
れるよう、まちづくり実行委員会の存在や活動
目的、活動実績を地域の実態に応じた効果的な
手法で広く周知するとともに、新たな地域活動の
担い手拡大に向けたラウンドテーブルを開催す
る。（年間12回）
将来的に自律した地域運営を可能とするために
は、地域におけるコミュニティ作りが最も重要で
あり、準行政的な機能を担う地域活動協議会を
中心に、各種地域団体や企業、ＮＰＯ等、多様な
主体が地域社会の将来像を共有しながら、それ
ぞれの特性を発揮した取り組みを行う。
区内新転入者に配付する転入者セットに地域団
体の活動内容の案内を封入し、地域活動に参
画しやすい環境を整備する。

【課題】
中間支援組織により、広報勉
強会や各地域活動協議会の
年度事業計画広報、各種地域
活動の広報支援を行っている
が、自律促進に向け、情報発
信力に不安を抱えている地域
を中心に、さらなる支援をする
必要がある。

【改善策】

情報発信力の強化に向け、中
間支援組織による地域の各種
事業の広報雛形など地域主体
で活用できるツールの提供を
行うことにより、地域の実情に
応じた支援の充実を図る。

81.3%

【6-2-1】
・区ホームページに、地域活動協議会に交付す
る公金の使途を掲載する。
　　公金の使途公表　1回
・地域活動協議会において、より一層民主的で
開かれた組織運営と会計の透明性が確保され
るよう、中間支援組織を活用した啓発・支援を行
う。
　　会計説明会　1回
・地域活動協議会が独自で行う情報発信の取組
を、中間支援組織を活用して支援する。
　　情報発信支援　9地域



成果指標

㋐　地域活動協議会を核とした自律した地域運営の支援

校区等地域において、様々な活動主体が協働し、その話し合いのもと合意を形成し自ら地域課題の解決に取り組むな
ど、地域が自律的に運営されていると感じている区民の割合　　平成29年度までに 50％以上

具体的取組 平成28年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策
区名

平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

【課題】
コミュニティの活性化につい
て、担い手の高齢化が進んで
おり、新たな担い手の発掘が
必要である。

【解決策】
長期的な対応になるが、各種
イベント等さまざまな機会をと
らえて、新しい担い手を見つ
け、参画を促せるような対策を
検討する。

【3-1-2】
○14地域の代表と区役所、中間支援組織が月1
回会合を持ち、地域情報や課題を共有し、浮き
上がった地域課題単位で区全体の部会を立ち
上げて地域の横のつながりを広げるなど、問題
解決のため区役所が支援する。
　また、各地域活動協議会が独自性を発揮して
活動できるよう、地域の実情に応じた補助金を
交付する。

○月1回14地活協の会長と区役所、中間支援組織
が会合を持ち、地域課題の把握、共有に努めた。
○地域活動協議会に対する補助金の交付の基準
に関する要綱に基づき、地域の実情に応じ、補助金
を交付した。

西
淀
川
区

【4-1-1】
・世代間の交流、わがまち意識を高めるととも
に、コミュニケーションの場として、あらゆる世代
の誰もが楽しめる区民まつりなどを開催する。
　　・ナニワ区民まつりの開催（9月実施）
　　・区民文化のつどいの開催（11月実施）
　　・こどもカーニバルの開催（3月実施）
　　・各種講習会の開催（通年実施）
　　・コミュニティスクールの開催（2月実施）
・コミュニティづくりへの意識啓発をはかるため、
地域での様々な活動をホームページなどで区
民・団体等に広く情報提供する。

・ナニワ区民まつりの開催（9月）
・区民文化のつどいの開催（11月）
・こどもカーニバルの開催（3月）
・各種講習会の開催（通年実施）
・コミュニティスクールの開催（2月）
・地域活動の情報発信（広報誌など）

―

浪
速
区

72.6%

―

・会計事務説明会等の実施。（年3回）
・事業計画書・収支予算書などの公開。
・「なにわ区ラボ」の開催（4回）
・「地域だより」の発行支援（25回）、ブログ作成・更
新支援(通年 ）
・区広報誌で地域活動協議会の情報発信（毎月）

○地域活動協議会に対して、新たな事業実施につ
いて推進するよう支援した。
○区民まつり実行委員会や駅伝大会実行委員会を
開催し、地域コミュニティの活性化を推進した。
○区民ゲートボール大会等を開催し、区民の健康
増進や区民同士のコミュニティの活性化を推進し
た。
○佃西小学校（新規：平成２９年３月２３日完成）・大
和田小学校（継続）にて校庭芝生化実施。

60.5%

【4-1-2】
・中間支援組織を活用し、市民活動団体の組織
運営・会計の透明性の確保について、会計事務
説明会や区ホームページの活用などにより支援
する。
　・会計事務説明会等の実施。（年2回）
　・事業計画書・収支予算書などの公開。
・中間支援組織による地域活動の研究フォーラ
ムの開催や、情報誌の発行を行い、新たな活動
団体や担い手の参画を促進する。
　・「なにわ区ラボ」の開催、「なにわ区ラブ」の発
行。（4回）
・各地域活動協議会の広報を支援し、幅広い情
報提供を行う。
　・「地域だより」の発行支援。（10回）

【3-1-1】
○地域活動協議会がコミュニティの活性化を推
進するための新たな事業等にチャレンジできる
よう支援する。
○各種団体で構成する実行委員会等を組織し
て区民まつりや駅伝大会等を開催し、スタッフや
参加者が絆を深めることで地域コミュニティの活
性化を推進する。
○区民ゲートボール大会や区民バレーボール
大会等を開催し、区民の健康増進や区民同士
のコミュニティの活性化を推進する。
○地域コミュニティの活性化とこどもたちの教育
環境向上のため、区内学校園の校庭の芝生化
を実施

【課題】
概ね達成できているが、地域
ごとに中間支援組織のかかわ
る度合いや中間支援組織の担
当者の力量によって、地域の
受取り方に差が生じていると
思われる。

【解決策】
地域の実情に応じた地域との
関わり方について、中間支援
組織も交え意見交換を行い、
よりよい支援体制等について
検討を行う。



成果指標

㋐　地域活動協議会を核とした自律した地域運営の支援

校区等地域において、様々な活動主体が協働し、その話し合いのもと合意を形成し自ら地域課題の解決に取り組むな
ど、地域が自律的に運営されていると感じている区民の割合　　平成29年度までに 50％以上

具体的取組 平成28年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策
区名

平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

【3-1-3】
○地域において広報紙の発行やフェイスブック
等の利用により、活動や情報を広く発信し、人々
が積極的に事業に参加できるよう支援
○区レベルのイベントや活動に関する情報を多
様な媒体を活用して発信するとともに、それぞれ
の地域において同様の情報発信ができるようノ
ウハウの提供などを支援
○補助金について区ホームページにおいて公開
○参画されたＮＰＯや企業の人材を含め、地域
との交流の促進を支援する。
○地域に存在する人材や地域情報などの地域
資源を「見える化」し、そのような地域資源を地
域団体などの活動に活用されやすいしくみを作
る。

中間支援組織と連携して各地域活動協議会がフェ
イスブック等において情報発信できる環境整備に努
めた。

【3-1-2】
・中間支援組織と地域担当職員が協働し、地域
団体、市民、NPO、企業などが参画した地域活
動協議会が核となって、地域課題及びニーズに
対応した活動ができるよう、積極的支援（幅広い
住民の地域活動参画促進支援、多様な団体と
のネットワークづくり支援、自主財源獲得支援、
事務局機能充実支援等）を実施する。（全18地
域）

・地域活動協議会への新たな担い手確保および
NPO法人格取得促進を目的とした「自律的な地
域活動を支援するための活動補助金」の活用の
個別的支援（補助金活用提案地域：全18地域）

・幅広い住民の地域活動参画促進支援：全18地域
・地域と多様な団体とのネットワークづくり支援：19
件
・自主財源獲得支援：2地域
・事務局機能充実支援：全18地域
・平成28年度自律的補助金の活用
　　提案：未活用8地域（全18地域に提案済）

淀
川
区

西
淀
川
区

【課題】
・中間支援組織の支援内容に
対する認知度が低い。

【解決策】
・地域に対し、中間支援組織
が課題やニーズに応じた様々
な支援を行っていることを、積
極的に幅広く周知する。

76.9%

【3-1-4】
○他都市や他の地域の先進的な取り組みを紹
介するなど、民主的で開かれた、会計の透明性
のある組織運営に向けての助言などの支援
○他都市の事例を学ぶため、中間支援組織と
連携し、地域役員を対象とした学習会を１回以
上開催
○ラウンドテーブルなどを開催して、新しい担い
手を探し地域へ紹介し、地域活動発展へつなげ
るなどの支援
○地域に対して中間支援組織とともに予算・決
算書の作成方法等の説明会を１回以上を行うこ
とで透明性のある会計処理ができるよう支援
○各地域での活動の内容を幅広く広報するた
め、中間支援組織を活用し、魅力あるホーム
ページの作成方法、ソーシャル・ネットワーキン
グ・サービスによる情報発信を各地域で行える
よう支援する。
○中間支援組織に会計のノウハウのある人材
を登用し、法人化に向けた支援を実施。

会計処理、予算・決算についての説明会を実施する
とともに、会計処理等検討会を立上げ、会計処理の
効率化・適正化等に努めた。

60.5%

―

【課題】
地域が自律し、活動できてい
ると感じている割合は高いが、
会計処理など透明性のある組
織運営に向けての助言や支援
を行っていく必要がある。

【解決策】
適切な会計処理を行えるよう、
引き続き、予算・決算の作成
方法等の説明会を、中間支援
組織とともに実施していく。



成果指標

㋐　地域活動協議会を核とした自律した地域運営の支援

校区等地域において、様々な活動主体が協働し、その話し合いのもと合意を形成し自ら地域課題の解決に取り組むな
ど、地域が自律的に運営されていると感じている区民の割合　　平成29年度までに 50％以上

具体的取組 平成28年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策
区名

平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

【1－1－1】
　地域活動協議会を中心とした各種の地域活動
に対して財政的支援などを行うとともに、まちづ
くり活動の経験があり高度な専門的な知識を有
する地域づくりアドバイザー（嘱託職員）による、
きめ細かい相談業務、アドバイスの結果、必要
と感じた研修、講演を開催する。
 地域活動協議会と連携して、地域活動協議会
の活動に参加していない住民や団体、区外から
の転入者に対して区広報紙やホームページ、ツ
イッターを始め様々な媒体を活用し、活動への
参加を呼び掛ける。
　地域活動協議会などに対して支援が行えるよ
う、地域のニーズを確認するとともに、ＣＢ・ＳＢ
の助言・指導、ＮＰＯ等法人化に向けた申請手
続の助言など地域のサポートを行う。

【1－1－4】
区内の地域、企業、教育機関、行政が様々な活
動を通じて連携を深めることで、日常から協力し
合える仕組みを構築し、地域力の向上を図って
いく。
・東淀川区民まつりの実施
・区内の様々な活動主体の異文化交流の場づく
り（年１回）
・各種団体講座、地域公共人材育成事業（We
Love東淀川等）
・東淀川区ＢＣＰ運営委員会の開催（２回）
・大学をはじめとする学校機関との連携

※BCP（事業継続計画）とは、企業が災害や事
故などで被害を受けても重要業務を（なるべく）
継続させ、中断してもできるだけ早く復旧させる
こと。東淀川区では災害時だけでなく日常から
様々な面で連携を図ることをめざしていく。

【1－1－2】
　まちづくりに関心のある区民の交流会を２か月
に１回程度開催し、地域活動協議会で活動して
いる区民と、関心はあるが参加できていない区
民の交流を図り、新しい担い手の育成・発掘を
行う。また、地域活動協議会単位で、希望によ
り、セミナーやワークショップを開催することで、
新しい担い手を育成・発掘し、セミナーやワーク
ショップの参加にとどまらず、実行に移すことが
出来るスタートアップ支援としての「社会的課題
解決に向けた区民提案事業」への参加に繋げ、
課題に対する自発的で新しい取組に対する意識
を高める。

東
淀
川
区

61.9%

・社会的課題に向けた区民提案型委託事業２件（新
庄ボランティア掘り起こし事業・淡路朝ごはん事業)
・新しい担い手の発掘や参加者同士の繋がりづくり
を行う場として「WeLove東淀川」の開催(８回実施)
・「（仮）東淀川区魅力発信プロジェクト」の立ち上げ

・地域活動協議会連絡会議による組織運営情報共
有（12回）
・各地域ＨＰやツイッターによる情報発信
・広報紙による地域活動協議会活動紹介（17地域
＋特集号）
・地域づくりアドバイザーによる地域へのサポート
・広報勉強会（17地域）・防災勉強会（17地域)
・地域づくりアドバイザーによる講座の実施(計23回)

・実行委員会を中心に区民まつりを開催。(協賛・協
力　60団体、22企業)
・地域・企業・教育機関・行政の繋がりづくりを行う
場として「異次元交流ライブ」の開催(３月)
・新しい担い手の発掘や参加者同士の繋がりづくり
を行う場として「WeLove東淀川」の開催(８回実施)
・東淀川区BCP運営会議を実施(１回)
・企業・学生等参加の講演会「〝なんかおもろい”ま
ち東淀川」（11月）
・大学と地域・企業の連携による新たな地域との関
わり（５件）
・大学と区役所の連携事業「オリジナル婚姻届」「が
ん検診啓発ポスター」「避難所でのコミュニケーショ
ンボード」「“なんかおもろい”まち東淀川」

【課題】
開かれた組織運営に係る情報
公開についての重要性を認識
していない地域活動協議会が
あり、新たな担い手や多くの住
民等と協働した地域づくりに発
展していかない危惧がある。
【改善策】
地域活動協議会がどんな目的
でどんな活動をしているか、ま
た会計についても透明性のあ
る処理を行っていることを広く
知ってもらうことが、これまで関
わりの薄かった住民の参画を
促すために重要であることの
周知。特に認識が低い地活協
へは職員や地域づくりアドバイ
ザーによる直接支援を行うほ
か、地域活動協議会連絡会議
や、各種講座等を通じ、地域
活動協議会に対して継続的、
持続的にうったえていき、地域
実情把握と地域ごとのきめ細
かい支援について力を入れて
いく。

―

―



成果指標

㋐　地域活動協議会を核とした自律した地域運営の支援

校区等地域において、様々な活動主体が協働し、その話し合いのもと合意を形成し自ら地域課題の解決に取り組むな
ど、地域が自律的に運営されていると感じている区民の割合　　平成29年度までに 50％以上

具体的取組 平成28年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策
区名

平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

89.7%

旭
区

東
成
区

生
野
区

【4-1-1】
地域活動協議会に対する支援を行うとともに、
地域情報の発信、交流会等を開催する。
・地域の会議や事業への参加
・勉強会・交流会の開催
・会計の透明性の確保に向けた取り組み：11地
域
・広報紙への地域情報の掲載：12回

・地域の会議や事業への参加：679回
・勉強会・交流会の開催：13回
・補助金の使途の公表：11地域
・広報紙への地域情報の掲載：13回

―

82.7%

―82.3%

【1-2-1】
〈地域活動協議会〉
地域社会におけるご近助のつながりをひろげ、
安全・安心で活力ある地域社会をつくるための
事業の実施
　・防災、福祉、青パト事業の委託10校下

地域課題に対応するとともに地域のまちづくりを
推進することを目的とした事業の実施
　・防犯、子ども･青少年、福祉、健康、環境、文
化･スポーツ事業への補助10校下

地域活動協議会に交付した公金の使途や地域
活動協議会の活動が、ホームページ等多様な
媒体を用いて公表されるよう取組む。

　・防災、福祉、青パト事業の委託10校下
　・防犯、子ども･青少年、福祉、健康、環境、文化･
スポーツ事業への補助10校下
　・ホームページ等掲載10校下

・勉強会の開催　（会計　２回、広報　２回、法人化
１回）
・４ブロックの事務局会議の開催　概ね毎月開催
・地域活動協議会の補助金の使途を区ホームペー
ジにて公表
・地域のブログ等ＨＰの更新支援（19地域）

【課題】
補助金以外の自主財源に乏し
く、また、地域活動の担い手が
不足しているため、制度を有
効に活用しきれていない。

【解決策】
民間助成金等についての積極
的な情報提供
中間支援組織を活用して、地
域の人材育成に向けた支援を
行う

―

【5-2-2】
●地域活動協議会に対し、より民主的で開かれ
た組織運営と会計の透明性の確保、法人格の
取得なども含めた自律した地域運営できるよう
中間支援組織と連携して引き続き支援する。
　・勉強会の開催（総会・理事会の組織運営、予
算・事業計画の策定、広報）
　・地域活動協議会間の情報共有や困り事相談
などを目的とした事務局会議の開催
　　４つのブロック毎に原則月１回開催
  ・地域活動協議会の補助金の使途を区ホーム
ページにて公表

【5-2-1】
●地域コミュニティの活性化や防災、防犯、子ど
も・青少年の育成、健康･福祉、環境美化、文
化・スポーツなど地域課題の対応・解決に向け
て、各地域の実情に即した自律的、継続的かつ
主体的な活動ができるよう財政的支援を行う。
・地域活動協議会への財政的支援　19地域

地域活動協議会への財政的支援　　32,174千円（19
地域）



成果指標

㋐　地域活動協議会を核とした自律した地域運営の支援

校区等地域において、様々な活動主体が協働し、その話し合いのもと合意を形成し自ら地域課題の解決に取り組むな
ど、地域が自律的に運営されていると感じている区民の割合　　平成29年度までに 50％以上

具体的取組 平成28年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策
区名

平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

阿
倍
野
区

77.7%

城
東
区

80.9%

鶴
見
区

81.6%

【3-4-2】
中間支援組織(まちづくりセンター）を活用した地
域活動協議会の自律運営にかかる支援を実施
します。特に、若い世代など幅広い市民参画の
促進、新たな担い手の発掘や地域における担い
手のスキルアップに向けた支援を強化します。
・広報サポート・会計サポート（10地域）
・担い手発掘、スキルアップにかかる事業（年1
事業）

・広報サポート・会計サポート（10地域）
・担い手発掘プロジェクト（１事業）、地域活動フォー
ラム（1回）

【3-4-1】
区長認定を受けた「地域活動協議会」に対して、
区長が地域ごとに指定する分野については必
ず活動を実施しなければならないが、それ以外
の分野を任意に付加して活動できる補助金（地
域活動協議会補助金）を交付。（10地域）

区内全10地域に対して地域活動協議会補助金を交
付（129事業）

―

―

【1-1-2】
①「小学校区教育協議会－はぐくみネット－」事
業
・学校・家庭・地域が一体となって、子どもをはぐ
くむ「教育コミュニティ」づくりの推進（16校下、
2,000人）
②区における生涯学習事業
・生涯学習ルーム等の学びを通じた地域住民間
の交流を促進することによるコミュニティづくりの
推進
③教育会議の開催

①・②ともに、各事業主体者として、予定どおり取り
組んだ。
③教育会議の意見を反映し、以下の取組を実施
・中学校夜間学習会　・小学校時間外学習会支援
・居場所づくり事業　・中学校クラブ活動支援

【1-1-1】
①区役所及び中間支援組織による地域活動協
議会に対する活動支援（会計処理及び情報公
開、住民参加促進等の支援）
②地域活動協議会に関する各活動の情報発信
支援
・SNSやホームページを用いた情報発信の継続
支援、及び、他の広報媒体の作成支援
・区広報誌等における活動紹介の継続

・SNS(ツイッター、ブログ、フェイスブック等）16地域
・HP/　2　地域
紙媒体による広報14地域
・複合庁舎1階「区民情報コーナー」への広報誌の
配架

【課題】
取組事業①②ともに、一定の
参加者数は確保できており、
事業の有効性は十分あると考
えられるが、初めて参加する
者の増加に繋がるような改善
策を検討する余地はあると思
われる。

【改善策】
事業主体者側に、初めて参加
する者の増加に繋がるような
講座・メニューの提供などの協
力依頼等を行う。

【課題】
紙媒体による広報について、
残り2地域（昨年より3地域減）
が作成に至っていない。

【改善策】
引き続き、残り2地域に対して
情報発信の重要性、広報誌な
どの紙媒体による広報の有効
性を周知し、全地域での発行
にむけ取り組みを行う。

【2-1-1】
各地域に担当職員を複数名配置し、自律した地
域運営に向けた支援を中間支援組織と連携して
行う。
地域活動に関するさまざまな情報を収集・把握
するとともに、広く区民や地域活動団体にＰＲす
る。
人材、モノ、資金、地域情報等の地域資源が活
用され循環する地域社会の活性化を図り、地域
の自主財源確保に向けた支援を行う。
　・中間支援組織と連携し、地域団体に会計の
透明性に向けた助言・
　　指導を行い、交付した公金の使途を区ＨＰで
公表　12地域
　・中間支援組織等と連携し、各地域の広報活
動に助言・指導　12地域
　・地域活動や地域の魅力などの情報発信　随
時
　・地域の法人格取得支援　随時

・会計の透明性に向けた勉強会　12地域
・地域活動団体に交付した公金の使途を区HPで公
表　12地域
・各地域への広報活動に助言・指導　12地域
・地域活動や地域の魅力などの情報発信　随時
・地域の法人格取得支援　随時

―



成果指標

㋐　地域活動協議会を核とした自律した地域運営の支援

校区等地域において、様々な活動主体が協働し、その話し合いのもと合意を形成し自ら地域課題の解決に取り組むな
ど、地域が自律的に運営されていると感じている区民の割合　　平成29年度までに 50％以上

具体的取組 平成28年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策
区名

平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

【2-1-1】
中間支援組織と連携し、地域公共人材等を活用
しながら、地域課題やニーズに対応するため、
地域資源（ヒト、モノ、カネ、情報）が有効に活用
され、地域課題の解決が図られる取組への支援
を行う。
(地域の自律的運営に向けたテーマ別部会や運
営委員会の開催に向けての支援：全14地域）

【2-1-4】
・地域の公園（住区基幹公園）について、地域活
動協議会等が主体となって管理しているモデル
地域の拡充に向け、全14地域活動協議会との
意見交換を行う。

【2-1-2】
中間支援組織と連携し、企業・NPO・学校・地域
交流会等を開催しながら、地域活動協議会の構
成団体以外のさまざまな活動団体との間で、連
携・協働した取組を支援する。
（企業・NPO・学校・地域交流会の開催：年間3回
以上）

・企業・ＮＰＯ交流会を３回実施
・企業・事業所の社会貢献活動に関するアンケート
調査を実施

【課題】
地域が主体となった公園管理
の実施に向け、地域の実情を
見据えながら建設局と協議・
連携し取り組む必要がある。

【解決策】
建設局と協議を重ね、連携し
て、事業を継続できるよう取組
む。

【2-1-3】
中間支援組織と連携して、地域活動協議会実務
者交流会（2回程度）、会計担当者研修会（2回
程度）、広報担当者研修会（2回程度）を開催し、
若い世代やマンション住民などこれまで地域活
動への関わりが薄かった方々が、地域活動協
議会の活動に理解を示し参画するよう、より一
層民主的で開かれた組織運営と会計の透明性
の確保に向けた取組を進める。

各地域活動協議会との意見交換回数　10回
（加賀屋東地域1回、加賀屋地域1回、海の町地域1
回、花の町地域2回、敷津浦地域1回、南港緑地域1
回、粉浜地域1回、平林地域1回、太陽の町地域1
回）

【課題】
14地域のうち1地域について、
発行に向けて働きかけはして
いたものの、発行には至って
いない。平成29年度上期に発
行する意向までは確認済み。

【解決策】
広報紙の発行に至っていない
１地域に対し、発行の必要性
の理解を促し、引き続き、発行
に向けた支援を行う。

・実務者交流会（広報編）を全地域対象に実施し、
広報の重要性の理解を促した。
・運営講習会を全地域で実施し、組織運営の重要
性の理解を促した。

【課題】
企業・ＮＰＯ・学校・地域交流
会実施から３年が経過し、分
科会から創出された取組が定
着している地域がある。今後、
他の地域へも拡大していく必
要がある。

【解決策】
ＣＢ・ＳＢにつながる協働が実
現するしかけづくりや他地域
の実施事例の共有など、地域
の取組度合に応じた支援とな
るよう企業・NPO・学校・地域
交流会の運営方法を改善す
る。

【課題】
継続して課題解決に取り組ん
でいくためには担い手の確保
及び地域内での課題共有が
必要不可欠であるが、地域ご
とで課題意識に温度差があ
る。

【解決策】
他地域の先駆的事例を共有す
るとともに、地域内で課題共有
し、課題解決の取組を促進す
るテーマ型部会への移行を働
きかけていく。

・「今まで地域活動に関わりの薄かった住民層の巻
き込み」分科会を３地域で実施
・区レベルでの実務者交流会「人材発掘編」を３回
開催し、ンポジウム「すみのえちかつきょう人材発見
ミーティング」を開催し、成果を発表。

住
之
江
区

90.7%



成果指標

㋐　地域活動協議会を核とした自律した地域運営の支援

校区等地域において、様々な活動主体が協働し、その話し合いのもと合意を形成し自ら地域課題の解決に取り組むな
ど、地域が自律的に運営されていると感じている区民の割合　　平成29年度までに 50％以上

具体的取組 平成28年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策
区名

平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

住
吉
区

東
住
吉
区

【課題】
地域活動協議会の認知度が
低いため、認知度をあげる必
要がある。

【解決策】
これまでの取組に加え、地域
活動協議会の認知度アップの
ため広報紙やSNS・ホーム
ページを活用して広報活動を
強化する。また、各地域活動
協議会の「強み」を他地域へ
の横展開を図ることにより「弱
み」を補い、区内各地域の活
動の活性化を促進することに
より、地域活動に関心の低い
層に対する認知度向上も図っ
ていく。

【課題】
各地域活動協議会の自律性
を高めるため、地活協のみな
らず各構成団体での、人材確
保や世代交代、自主財源確保
が課題である。

【解決策】
次年度の中間支援の業務委
託内容を変更し、各地域活動
協議会及び各構成団体への
個別支援、また地域の実情に
応じた情報発信や広報支援を
行うよう進めていく。

77.6%

【4-2-1】
・地域活動協議会への補助金にかかる活動内
容、申請額・交付額・精算額の、区ホームページ
での公表。
・地域のまちづくりについて専門的知識のある事
業者（中間支援組織）による地域活動協議会へ
の支援（14地域）
　地域の実情やニーズに合わせた研修の実施
　地域の担い手の知識・技術の習得・向上の促
進策の実施
　他地域との情報交換の場の設定　等
・地域活動協議会への連絡会議の開催(11回）。

・補助金にかかる活動内容、申請額・交付額・精算
額の区ＨＰへの公表　　　　　　　　　　・中間支援事業
者によるセミナー開催、全地域活動協議会を訪問
し、課題の洗出しや解決に向けた個別の支援
・区内外の地域活動協議会間の交流調整

【6-1-1】
○まちづくりを推進する地域運営を行う等、準行
政機能を有する地域活動協議会に対し、地域の
実情や特性にあった柔軟な地域活動が行える
よう、補助金を一括交付する。
○中間支援組織と連携し、各地域の年間事業
計画や予算の策定に対する助言・指導、会計等
の透明性の確保に向けた支援等、地域活動協
議会の自立的な運営支援を行う。
○様々な機会を通じて「つながり」や「きずな」の
大切さを啓発するなどし、幅広い住民に対し地
域活動への参加・参画を促す。
○地域編集塾の参加者から、担い手となりうる
人材と地域ニーズとのマッチングを促進する。
○地域活動協議会の自主財源の確保に向けた
情報提供を行う。
○開かれた組織運営や会計等の透明性確保の
支援を行う。

　・地域活動協議会の運営支援（地域編集塾の
開催含む）：全12地域
　・地域活動協議会会長会の運営支援（10回）

・地域活動協議会の運営支援（全12地域）
・地域活動協議会会長会の運営支援（10回）
・補助金会計説明会の実施（2回）

84.0%



成果指標

㋐　地域活動協議会を核とした自律した地域運営の支援

校区等地域において、様々な活動主体が協働し、その話し合いのもと合意を形成し自ら地域課題の解決に取り組むな
ど、地域が自律的に運営されていると感じている区民の割合　　平成29年度までに 50％以上

具体的取組 平成28年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策
区名

平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

西
成
区

平
野
区

【3-1】
・地域活動協議会の自律的・継続的な活動を支
援する仕組みとして、よりきめ細やかな広報活
動に対して支援し、広く地域住民に地域活動の
ＰＲを行い参画を促す。
・地域活動協議会の活動に新たな参加者を増や
すため、区役所職員等が地域活動の取材を行
い、区ホームページを区内広報板等を活用して
広報するとともに、地域活動協議会自らの広報
活動に対しても中間支援組織とともに支援す
る。
　・全22地域

72.1%

【4-1-1】
地域一丸となって、様々な事業や行事等に取り
組めるよう、地域活動協議会を支援し、新たな
人材確保と地域力の維持・向上を目指す。
・地域活動協議会補助事業　全16地域
・中間支援組織への支援業務委託

地域一丸となって、様々な事業や行事等に取り組め
るよう、地域活動協議会を支援し、新たな人材確保
と地域力の維持・向上をめざす。
・地域活動協議会補助事業　全16地域
・中間支援組織への支援業務委託

―

―

・中間支援組織の支援により、地域におけるホーム
ページやブログなどのＳＮＳ開設・情報発信を推進
した。
・広報「ひらの」、地域情報フェイスブックにおいて、
区役所職員の取材をもとに地域活動を広く区民へ
情報発信を行った。
全22地域

85.3%



【2-1-2】
中間支援組織を活用して、活動内容の透明性を
確保するとともに、地域課題の解決やつながり
の拡充など、地域活動協議会の自律運営にか
かる積極的支援を行う。

　・新たな担い手発掘等につながる行事の企画・
実施　3回以上
　・地域で開設したブログ・HP等を活用した活動
内容（イベント案内・実施報告等）の発信と定期
更新　9地域

・新たな担い手発掘等につながる行事の企画・実施
4回
　まちづくり講座 (通年、桜宮：ＰＣ愛好会、淀川：ＰＣ
講座)
　ふれあい喫茶交流会(11月)
　地域が元気になるCB（コミュニティ・ビジネス）講座
(12月)
・地域で開設したブログ・HP等を活用した活動内容
（イベント案内・実施報告等）の発信と定期更新　9
地域

【課題】
・まちづくりセンター運営主体
について、地域活動協議会設
立からサポートしてきた事業者
から新たな事業者に変更と
なったことにより、事業者が持
つ特性を有効に発揮できず、
まちづくりセンター企画事業が
想定より参加者が少ないなど
低調なものとなった。

【改善策】
・新たな担い手となり得る層を
対象に、事業者の強みを活か
した事業を企画・実施する。

15.3%

（26.2%）

【4-2-2】
　校区等地域を越える様々な課題等につ
いて、地域団体、市民、NPO、企業など多
様な活動主体が連携し、広域的な対応も
視野に入れ、互いに補完しながら協働して
取り組んでいくネットワークを拡充するため
に、顔をあわせてまちづくりについて話し合
える場を設定するなど、様々な支援を行
う。

　中間支援組織が中心となって、地域団
体や企業などさまざまな活動主体が話し
あえる交流の場となるコミュニティサロン
を5回実施した。
　また、11月には常設サロンを開設した。

―

―

㋑　校区等地域を越えた多様な主体のネットワーク拡充の支援

各区における区政運営基本方針成果指標
平成28年度 測定結果及び取組実績・課題・改善策

1　「大きな公共を担う活力ある地域社会づくり」

（２）多様な主体の協働(マルチパートナーシップ)の実現
めざす姿(将来像)　
　地域における住民生活に関わる社会の課題や資源などを最もよく知っている地域団体のほか、市民、NPO、企業などの様々
な活動主体が、互いに補完しながら協働し、また、これらの主体と行政とが協働するマルチパートナーシップの実現をめざしま
す。

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

校区等地域を越えたまちづくりに関する活動が、地域活動協議会をはじめ地域団体や市民、NPO、企業など様々な活
動主体の連携・協働により進められていると感じている区民の割合　　平成29年度までに 50％以上

成果指標

区名

都
島
区

福
島
区

北
区 17.8%

【1-3-1】
【さまざまなまちづくり活動主体との連携】
・まちづくり活動団体、企業、大学・専門学校等
との情報交換（通年）
・地域緑化人材の育成とボランティア間のノウハ
ウの継承（講習会・育苗計画会議を年間トータ
ルで4回）
【協働・情報発信による賑わいづくり】
・商店街・企業・大学・専門学校等と協働の取組
やイベント開催（年4回）
・地域の担い手との協働による情報発信（年3
回）
・まちづくり活動の紹介・情報発信（広報紙等）
（通年）

・ボランティアとの協働による花苗出荷（年間2万株）
と小学校卒業生へ桜草贈呈
・「天神・天満阿波おどり」の開催など商店街・企業
との協働（6件）
・商業系の市立高校との協働による熊本震災復興
支援イベントの開催
・フリーペーパー「つひまぶ」発行（3回）
・まちづくり活動の紹介・情報発信
　　（広報紙掲載17件、交流プラザでのコンサート3
回、展示等48回）



㋑　校区等地域を越えた多様な主体のネットワーク拡充の支援

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

校区等地域を越えたまちづくりに関する活動が、地域活動協議会をはじめ地域団体や市民、NPO、企業など様々な活
動主体の連携・協働により進められていると感じている区民の割合　　平成29年度までに 50％以上

成果指標

区名

18.6%

【4-2-2】
市民による自律的な地域運営を実現するため、
多様な活動主体のネットワークの拡充に向けた
取り組みを支援する。
・多様な活動主体が主体的に中間支援組織を
活用できるよう、様々な中間支援組織に関する
情報を収集・提供　6回
・様々な地域課題について、地域活動協議会、
地域団体等多様な活動主体と連携、協働して取
り組んでいけるよう、ネットワークの拡充に向け
て、中間支援組織と連携して支援する。

・多様な活動主体が主体的に中間支援組織を活用
できるよう、様々な中間支援組織に関する情報を収
集・提供　5回
・様々な地域課題について、地域団体等多様な活
動主体が連携、協働して取り組んでいけるよう、ネッ
トワークの拡充に向けて、中間支援組織と連携して
支援

【課題】
多様な活動団体を支援するた
めの地域資源情報や支援メ
ニューがあるものの十分に情
報提供できていなかった。

【改善策】

地域活動協議会を含めた多様
な活動主体のネットワークの
拡充のため、活動主体のニー
ズを把握したうえで必要な情
報を提供するなど積極的に支
援する。

西
区 （18.8%）

【課題】
地域活動について、NPOや企
業などへの情報提供が必要で
ある。

【改善策】
NPOや企業などへ効果的な周
知を実施していく。

中
央
区

此
花
区

18.4%

・各地域の地域活動協議会等が交流する場を
活用し、校区等地域を超えたまちづくりの課題に
対する取組事例について検証を行い、広域的な
ネットワークの必要性についての理解を深める。

まちづくりセンターと共催で「コノハナのハナシ」と題
して、校区等地域を越えた取り組み事例についての
ワークショップやラウンドテーブルを9～11月に3回
開催した。

【2-4-1】
高齢者や子育て世代、障がい者・児が抱える生
活課題を理解するための交流事業を実施するこ
とで、地域住民との福祉コミュニティの形成を図
り、住民の主体的な参加を推し進める。
・子育て層の交流の場「てをつなごう！」の実施
（1回）
・「高齢・子ども・障がい」の3部会が合同企画す
る交流の場「そよかぜまつり」の実施(1回)
・高齢者だけでなく、あらゆる世代の孤立化防止
のための居場所づくりである「立ち寄り処」につ
いて、地域主体の運営の支援をしていく
（2か所、月1回の開催）

・「てをつなごう！」（平成28年7月1日開催）
交流の場と感じた割合：73.1％、情報共有の場と感
じた割合：78.2％
参加者559名、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ135名、参加団体41団体
・「そよかぜまつり」（平成28年11月19日開催）
生活課題を理解しあえる場と感じた割合：89.5％、
情報共有の場と感じた割合：87.9％
参加者1165名、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ190名、参加団体78団体

―



㋑　校区等地域を越えた多様な主体のネットワーク拡充の支援

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

校区等地域を越えたまちづくりに関する活動が、地域活動協議会をはじめ地域団体や市民、NPO、企業など様々な活
動主体の連携・協働により進められていると感じている区民の割合　　平成29年度までに 50％以上

成果指標

区名

・ネットワーク組織「靭公園くらしとみどりネットワー
ク」が主体となり区と協働して、「バラ祭」を５月21・
22日に開催。また、「セミの羽化シーンを見る会」を
７月22日に、「冬の防災イベント」を２月18日に開
催。（いずれも靱公園）
・実行委員会との共催による「えほんpicnic」を、10
月１日に開催（靭公園）。
・地域グループが主体となり区と協働して、「新町・
アワザサーカス（西区まちの活力創造プロジェクト
認定事業）」を、10月22日に開催（新町北公園・新阿
波座公園）。
・デザインによる地域課題の根本解決に向け、地域
課題の解決手法、体制整備についてデザイナー等
の視点から、行政だけでは考えられないアイデアを
聴取することを目的として、８月26日に「西区文化芸
術の持つ創造性を活かしたまちづくり会議」を設置。
以降、３回開催（今年度４回開催予定）し、課題抽出
や解決手法等について議論を進めた。

西
区 （18.8%）

港
区

【課題】
・昨年度まで区の委託事業と
して実施してきた「にし恋マル
シェ」について、地域の関係団
体が運営経費の確保等も含め
主体的に事業を実施すること
で調整した結果、今年度、関
係団体で組織する実行委員会
を設立（区役所も参画）し、事
業を実施することができた。し
かし、運営等に係る事務の進
め方、関係先との調整など、
事務局がまだ成熟していない
ため、準備事務等について時
間を要する。

【改善策】
・区役所のこれまでの経験等
を生かした事業の進め方等
を、改めて引き継ぐとともに、
関係先との調整・説明等に区
役所が同席し、適宜アドバイス
を行うなど、安定・継続して準
備事務等を遂行できるよう、区
役所がサポートしていく。

【課題】
・西区が有するまちの多様な
魅力を活用しないままでは下
降に転じる危険性を有してい
る。

【改善策】
・引き続き、新たな地域資源の
発掘を行い、それらを活用した
「まちのにぎわい」を創出す
る。

26.3%

【1-3-1】
魅力と活気ある地域づくりに向けて、地域団体
や企業、ＮＰＯなどの多様な地域活動の担い手
のすそ野を広げ、マルチパートナーシップによる
まちづくりを進めていくために、活動主体間の話
し合いを促す人材を育成するとともに、様々な担
い手に対し地域貢献活動や各々の強みを活か
した連携・協働を呼びかけ、地域課題の解決に
ついての具体的な取組を促進する。

・区広報、ＨＰ、企業訪問などによる地域貢献活
動への参画呼びかけ
：通年実施
・企業まちづくり交流会の開催：年１回以上
・サロン講座の開催：年２回

区内企業等に働きかけ、地域貢献活動への参画す
る機会の提供を行った。

【3-1-1】
・区内のものづくり企業やクリエイター等と連携
し、地域産業に関する魅力を情報発信するとと
もに、区民の地域産業への関心を高めるため、
ものづくり体験（1回開催）や職場見学を実施す
る。
・企業ニーズ等の実態把握や企業見学会（もの
づくり体験）を行いながら、ネットワークの構築に
向け、企業団体等との連携を図る。
・西区のまちの魅力を多くの人に知ってもらい、
また感じてもらうことにより、西区のブランド力を
向上させるため、新たなマンション住民等と地域
や地域商業者とのつながりを深め、ともにまちづ
くりに参加・参画する「にし恋マルシェ」（1回開
催）の開催を支援する。

・企業見学会を、８月18日に２社、３月28・30日に各
１社で実施。
　　【協力企業数：４社】
・地域団体が主体となる実行委員会（区も参画）に
よる「にし恋マルシェ」を、９月19日に開催（高台橋
公園・堀江公園・寶生教会場）。

【3-2-1】
・都心で自然と触れ合い、人と人とのつながりを
深める「バラ祭」「えほんpicnic」など公園を活用
した取組みを活動団体と協働して実施する。
・水辺のにぎわい活性化に向け、富島地区（本
田地域の川口）にある民間施設との連携を図
る。
・アートやデザインからの視点で地域課題の解
決を図ってきたが、地域課題の解決に向けた対
応をさらに充実させることを目的として、府立江
之子島文化芸術センター等の関係機関と長期
にわたり継続して連携できる体制の整備を行う。
・これまでの成果であるデザイン力を活かした取
組みなどが、広く区民の目に触れ、親しまれるよ
う活用する。

【課題】
地域活動団体や企業等の
様々な活動主体の連携、協働
を促進し、企業の地域活動へ
の貢献など一定の成果があっ
たが、広く区民に認識されてい
ない。
【改善策】
企業等の地域貢献活動など、
地域活動が様々な活動主体
により行われることの情報発
信を強化する。



㋑　校区等地域を越えた多様な主体のネットワーク拡充の支援

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

校区等地域を越えたまちづくりに関する活動が、地域活動協議会をはじめ地域団体や市民、NPO、企業など様々な活
動主体の連携・協働により進められていると感じている区民の割合　　平成29年度までに 50％以上

成果指標

区名

19.9%

【6-2-2】
・校区等地域を越えたまちづくりに関する活動を
区ホームページなどで紹介する。
・区ホームページに、活動主体の情報や検索す
るサイトを掲載する。
　情報や検索サイトの掲載　随時

・校区等地域を超えたまちづくりに関する活動を区
ホームページや印刷物により紹介
・区ホームページに、活動主体の情報や検索するサ
イトを掲載 ―

【4-1-1】
・世代間の交流、わがまち意識を高めるととも
に、コミュニケーションの場として、あらゆる世代
の誰もが楽しめる区民まつりなどを開催する。
　　・ナニワ区民まつりの開催（9月実施）
　　・区民文化のつどいの開催（11月実施）
　　・こどもカーニバルの開催（3月実施）
　　・各種講習会の開催（通年実施）
　　・コミュニティスクールの開催（2月実施）
・コミュニティづくりへの意識啓発をはかるため、
地域での様々な活動をホームページなどで区
民・団体等に広く情報提供する。

・ナニワ区民まつりの開催（9月）
・区民文化のつどいの開催（11月）
・こどもカーニバルの開催（3月）
・各種講習会の開催（通年実施）
・コミュニティスクールの開催（2月）
・地域活動の情報発信（広報誌など）

―

【4-1-2】
・中間支援組織を活用し、市民活動団体の組織
運営・会計の透明性の確保について、会計事務
説明会や区ホームページの活用などにより支援
する。
　・会計事務説明会等の実施。（年2回）
　・事業計画書・収支予算書などの公開。
・中間支援組織による地域活動の研究フォーラ
ムの開催や、情報誌の発行を行い、新たな活動
団体や担い手の参画を促進する。
　・「なにわ区ラボ」の開催、「なにわ区ラブ」の発
行。（4回）
・各地域活動協議会の広報を支援し、幅広い情
報提供を行う。
　・「地域だより」の発行支援。（10回）

・会計事務説明会等の実施。（年3回）
・事業計画書・収支予算書などの公開。
・「なにわ区ラボ」の開催（4回）
・「地域だより」の発行支援（25回）、ブログ作成・更
新支援(通年 ）
・区広報誌で地域活動協議会の情報発信（毎月）

―

18.3%

大
正
区

天
王
寺
区

（48.5%）

【7-1-1】
各地域の関係団体を中心に構成する地域まち
づくり実行委員会の自主的な運営に向け、地域
担当職員を配置し市政情報の提供や活動の支
援を行う。
中間支援組織を活用し、区民の地域活動への
関心や参加をしてみようという意欲の向上が図
れるよう、まちづくり実行委員会の存在や活動
目的、活動実績を地域の実態に応じた効果的な
手法で広く周知するとともに、新たな地域活動の
担い手拡大に向けたラウンドテーブルを開催す
る。（年間12回）
将来的に自律した地域運営を可能とするために
は、地域におけるコミュニティ作りが最も重要で
あり、準行政的な機能を担う地域活動協議会を
中心に、各種地域団体や企業、ＮＰＯ等、多様な
主体が地域社会の将来像を共有しながら、それ
ぞれの特性を発揮した取り組みを行う。
区内新転入者に配付する転入者セットに地域団
体の活動内容の案内を封入し、地域活動に参
画しやすい環境を整備する。

・新たな地域コミュニティ支援事業業務委託（4～3月
分）の実施
・コミュニティ育成事業、コミュニティ育成事業（地域
版）（4月～3月分）の実施
・地域担当職員による活動支援409回
・中間支援組織によるラウンドテーブルの開催（9
回）
・地域担当職員による各地域での情報収集等（毎
月）

浪
速
区



㋑　校区等地域を越えた多様な主体のネットワーク拡充の支援

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

校区等地域を越えたまちづくりに関する活動が、地域活動協議会をはじめ地域団体や市民、NPO、企業など様々な活
動主体の連携・協働により進められていると感じている区民の割合　　平成29年度までに 50％以上

成果指標

区名

ものづくりまつりや商店街にぎわい再生イベント等と
地域の連携を推進した。

【課題】
NPO、企業などの各団体の連
携が進んでいる地域もある
が、連携団体等が固定化され
ており、新たなNPO、企業など
の各団体との連携がすすんで
いない。

【解決策】
ものづくりまつりや商店街にぎ
わい再生イベントを各団体と
地域活動協議会等の地域団
体とが、共催するイベント等を
開催し、連携を推進していく。

【課題】
地域が自律し、活動できてい
ると感じている割合は高いが、
会計処理など透明性のある組
織運営に向けての助言や支援
を行っていく必要がある。

【解決策】
適切な会計処理を行えるよう、
引き続き、予算・決算の作成
方法等の説明会を、中間支援
組織とともに実施していく。

23.1%

【3-1-5】
○地域団体やＮＰＯ、企業などの区内のまちづく
りに関する様々な活動主体に関する情報を収集
し、各団体間の連携を推進する。
○様々な活動主体の担い手が情報交換でき
て、課題の共有や課題解決に向けた議論ができ
る場の設定を行う。
○区内の「地域公共人材」に関する情報を収集
し、地域活動に取り組む人を中心に「地域公共
人材」の意義・役割について周知する。

【3-1-4】
○他都市や他の地域の先進的な取り組みを紹
介するなど、民主的で開かれた、会計の透明性
のある組織運営に向けての助言などの支援
○他都市の事例を学ぶため、中間支援組織と
連携し、地域役員を対象とした学習会を１回以
上開催
○ラウンドテーブルなどを開催して、新しい担い
手を探し地域へ紹介し、地域活動発展へつなげ
るなどの支援
○地域に対して中間支援組織とともに予算・決
算書の作成方法等の説明会を１回以上を行うこ
とで透明性のある会計処理ができるよう支援
○各地域での活動の内容を幅広く広報するた
め、中間支援組織を活用し、魅力あるホーム
ページの作成方法、ソーシャル・ネットワーキン
グ・サービスによる情報発信を各地域で行える
よう支援する。
○中間支援組織に会計のノウハウのある人材
を登用し、法人化に向けた支援を実施。

会計処理、予算・決算についての説明会を実施する
とともに、会計処理等検討会を立上げ、会計処理の
効率化・適正化等に努めた。

【3-1-3】
○地域において広報紙の発行やフェイスブック
等の利用により、活動や情報を広く発信し、人々
が積極的に事業に参加できるよう支援
○区レベルのイベントや活動に関する情報を多
様な媒体を活用して発信するとともに、それぞれ
の地域において同様の情報発信ができるようノ
ウハウの提供などを支援
○補助金について区ホームページにおいて公開
○参画されたＮＰＯや企業の人材を含め、地域
との交流の促進を支援する。
○地域に存在する人材や地域情報などの地域
資源を「見える化」し、そのような地域資源を地
域団体などの活動に活用されやすいしくみを作
る。

中間支援組織と連携して各地域活動協議会がフェ
イスブック等において情報発信できる環境整備に努
めた。

―

西
淀
川
区



㋑　校区等地域を越えた多様な主体のネットワーク拡充の支援

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

校区等地域を越えたまちづくりに関する活動が、地域活動協議会をはじめ地域団体や市民、NPO、企業など様々な活
動主体の連携・協働により進められていると感じている区民の割合　　平成29年度までに 50％以上

成果指標

区名

―

―

【1－1－4】
区内の地域、企業、教育機関、行政が様々な活
動を通じて連携を深めることで、日常から協力し
合える仕組みを構築し、地域力の向上を図って
いく。
・東淀川区民まつりの実施
・区内の様々な活動主体の異文化交流の場づく
り（年１回）
・各種団体講座、地域公共人材育成事業（We
Love東淀川等）
・東淀川区ＢＣＰ運営委員会の開催（２回）
・大学をはじめとする学校機関との連携

※BCP（事業継続計画）とは、企業が災害や事
故などで被害を受けても重要業務を（なるべく）
継続させ、中断してもできるだけ早く復旧させる
こと。東淀川区では災害時だけでなく日常から
様々な面で連携を図ることをめざしていく。

・実行委員会を中心に区民まつりを開催。(協賛・協
力　60団体、22企業)
・地域・企業・教育機関・行政の繋がりづくりを行う
場として「異次元交流ライブ」の開催(３月)
・新しい担い手の発掘や参加者同士の繋がりづくり
を行う場として「WeLove東淀川」の開催(８回実施)
・東淀川区BCP運営会議を実施(１回)
・企業・学生等参加の講演会「〝なんかおもろい”ま
ち東淀川」（11月）
・大学と地域・企業の連携による新たな地域との関
わり（５件）
・大学と区役所の連携事業「オリジナル婚姻届」「が
ん検診啓発ポスター」「避難所でのコミュニケーショ
ンボード」「“なんかおもろい”まち東淀川」

東
淀
川
区

淀
川
区

17.6%

【3-1-1】
中間支援組織と連携し、今まで地域活動に関わ
りの薄かった新たな層の地域活動参画促進を
行う。

・SＮＳ等を活用してマンション住民や退職後の
団塊世代等の地域活動参画を目的とした積極
的な情報発信（区HP、区FB、中間支援組織FB、
地域のFB等、SNSを活用した地域情報発信：年
600回以上）
・校区等地域を越えた多様な主体のネットワーク
拡充を目的とした、企業、NPO、専門学校、地域
活動団体同士の交流会の開催。（交流会の開
催：年2回以上）
【改定履歴あり】

・区HP、区FB、中間支援組織FB、地域のFB 等、
SNSを活用した地域情報発信：年約745回
・交流会の開催：年2回

【3－4－5】
・地域住民等が校庭等を芝生化させることによ
り、子どもが緑のもとで遊べる環境をつくり、そ
の活動を通じて、地域のコミュニケーションを活
性化させ、地域づくりの実現をめざす。
・平成28年度は、新規施工予定1校の芝生化実
行委員会に対する施工経費の補助（補助率
100％）、及び平成26年度・27年度施工の4校の
芝生化実行委員会に対する維持管理経費の補
助（補助率1/2）、並びに同4校の専門性を有す
る維持管理作業の技術指導（年間７回程度）の
業務委託を行う。

【課題】
・地域活動に関わりの薄い層
は、積極的に地域の情報を収
集しないため、地域の情報が
届きにくい。

【改善策】
・SNSをはじめとする様々な広
報媒体を活用し、地域活動に
関わりの薄い層にも積極的に
情報発信を行う。

【2－1－3】
　平成27年4月より施行された生活困窮者自立
支援法に基づき自立相談支援事業を本格実施
し2年目となる。昨年度構築したネットワークを活
かし、区役所内を含めた関係部署と連携、生活
困窮者が自立できるよう取組みを進める。
庁内・庁外のネットワーク会議の開催年3回以
上。

相談件数　418件（平成28年度）
庁内・庁外におけるネットワークを構築するための
会議「東淀川区生活困窮者サポートネット連絡会
（困サポ）」を次のとおり区民ホールで実施
第2回困サポ　平成28年７月27日  　81名参加
第3回困サポ　平成28年12月2日　125名参加
第4回困サポ　平成29年２月23日　  66名参加

15.5%

・今年度、新規施工1校の補助実施（補助率100％）
・平成26年度・27年度施工の4校に対する維持管理
経費の補助（補助率1/2）、並びに同4校の専門性を
有する維持管理作業の技術指導（年間７回程度）の
業務委託契約実施

―



㋑　校区等地域を越えた多様な主体のネットワーク拡充の支援

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

校区等地域を越えたまちづくりに関する活動が、地域活動協議会をはじめ地域団体や市民、NPO、企業など様々な活
動主体の連携・協働により進められていると感じている区民の割合　　平成29年度までに 50％以上

成果指標

区名

―

東
淀
川
区

東
成
区

26.8%

【課題】
　「ひがしなり街道玉手箱実行
委員会」規約の制定や、東成
区役所との協定書の締結な
ど、「ひがしなり街道玉手箱実
行委員会」が将来的に自立し
ていくために必要な仕組みづく
りはできた。
　今後は、多様な活動主体が
主体的・自律的に「ひがしなり
街道玉手箱」に関わることで、
まちづくりなどの地域活動に貢
献していけるような支援が必
要。

【改善策】
　運営事務局会議にかかる支
援を継続しつつも、多様な活
動主体が「ひがしなり街道玉
手箱」を通して、地域とつなが
ることができるよう、参加団体
交流会などの支援をより進め
ていく。

―

15.5%

―

【4-2-1】
区の地域資源を活用し多様な活動主体と地域
がつながる「ひがしなり街道玉手箱」を開催す
る。
・運営事務局会議の開催：月3～4回
・参加団体交流会の開催：6回

・ひがしなり街道玉手箱の実施（11月3～6日：4日
間）
・ひがしなり街道玉手箱にかかる広報物の作成（ポ
スターなど）
・運営事務局会議の開催：38回
・参加団体交流会の開催：6回

【4-2-2】
地域課題の解決について市民活動団体等から
提案をしてもらい、協働により取り組む「公募型
提案委託」を実施する。
・区の設定するテーマに基づく事業の公募：1回

　公募型提案委託事業件数：1件「私たちの街、東
成もり上げ隊」事業（子育て応援サロンの開催：2
回、子育てが楽しくなるキラキラ講座の開催：3回、
おもちゃ博士とつくってあそぼ！の開催：1回）

【4-2-3】
ふれ愛パンジーを活用し、東成区のまちづくりが
活性化する市民活動に対して助成を行う。
・補助事業の募集：1回

ふれ愛パンジーまちづくり活動支援事業補助金交
付件数：1件（ひがしなり古典芸能サロンの開催：４
回、ひがしなり古典芸能大会の開催：１回）

【4－1－3】
　隣接する淀川区と連携し、新大阪駅及び周辺
事業における帰宅困難者対策計画を策定し、新
大阪駅周辺帰宅困難者対策協議会設置のため
の準備会を実施する。
新大阪駅周辺帰宅困難者対策協議会設置のた
めの準備会　３回実施

・新大阪駅周辺帰宅困難者対策協議会設置のため
のＷＧ ３回(約30社参加）
・新大阪駅周辺帰宅困難者対策協議会設置のため
の準備会１回（２月）
・新大阪駅周辺帰宅困難者対策にかかる学習会
１回　（約70人）
･新大阪駅周辺帰宅困難者対策にかかる防災訓練
1回（14社）
　コンセプト：とどまる・ともに働く・地域で保護する・
無事に帰す
・新大阪駅周辺帰宅困難者対策協議会設置



㋑　校区等地域を越えた多様な主体のネットワーク拡充の支援

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

校区等地域を越えたまちづくりに関する活動が、地域活動協議会をはじめ地域団体や市民、NPO、企業など様々な活
動主体の連携・協働により進められていると感じている区民の割合　　平成29年度までに 50％以上

成果指標

区名

―20.7%

【5-2-4】
●地域活動協議会と連携し、地域団体やNPO、
企業、担い手等さまざまな活動主体が連携･協
働に向けてそれぞれの地域における活動主体、
人材情報を元に意見交換や話合い等を行なう
交流の場の開催や、区民主体による「いくのの
日」への取り組みと連携し、企業・各種団体の地
域活動への参加を促す。
　・交流会の開催　年３回
　・新たな地域社会の担い手を育成するための
事業発表会（年1回）
　・「いくのの日」への事業参加者など地域活動
の新たな主体と地域活動協議会との事業連携
の促進　５事業
・各種地域団体の活動状況等の発信を地域活
動協議会と連携して行う。
●中間支援組織と連携し、多様な活動主体の地
域活動への参加を促すよう地域活動協議会に
対してSNS（フェイスブック等）による情報発信力
強化に向けた勉強会を開催する。
　・勉強会の開催　２回／年
●中間支援組織と連携して、地域活動協議会を
横断した取り組みができるよう支援する。
　・地域活動協議会を横断して実施した事業数
４事業

・交流会の開催　９回　のべ151人
・事業発表会の開催　１回　参加者100人強
・新たな主体と地域活動協議会との事業連携　８事
業
・他の活動主体との連携により実施された事業数
２事業
・各種地域団体の活動状況等の発信を地域活動協
議会と連携して実施
・勉強会の開催　２回　のべ40人
・地域活動協議会を横断して実施した事業数　　５
事業

23.0%

【1-2-2】
〈区民まつり〉
地域活動に対する信頼感や地域コミュニティの
醸成、活動参加者や担い手の確保、地域活動
への関心と参加の促進のため、公益性の高い
地域活動の取組みや実績等の広報を行う。
　・旭区ホームページの旭区見聞録で随時発信
　100件＝10（校下）×10月

地域活動が持続的に実施されるよう、区民まつ
りやスポーツフェスティバルなど、コミュニティづく
りに資する各種事業を実施し、人と人とが出会
いつながる機会をつくる。
　・区民まつり　1回、参加者数　40,000人、
　・スポーツフェスティバル 1回、参加者数3,000
人
　・文化のつどい　1回、参加者数　2,000人
　・子どもフェスティバル 1回、参加者数 700人
（参加者合計数45,700人）

【1-1-3】
①「城東区未来わがまちビジョン」が一定の目的
を達成したことから、「城東区ゆめ～まち～未来
会議」が自律的な活動を継続して展開できるよう
支援する。
・SARUGAKU祭、合唱祭、第九演奏会等
②アイラブ城北川実行委員会と協働し、地域住
民、地域活動団体、学校、企業など、幅広い層と
協力して各種事業を実施する。
・城北川フェスティバル、キャンドルナイトin城北
川等

①SARUGAKU祭、合唱祭、第九演奏会、全体会議
等の開催支援。
②城北川桜まつり～桜の通り抜け・夜桜ライトアップ
～、城北川フェスティバル、キャンドルナイトin城北
川の開催。

―
城
東
区

22.1%

生
野
区

旭
区

・区ホームページのツイッターでイベント等を紹介
（83件）
・区ホームページに、各地域活動ホームページのリ
ンクを貼りイベント等を紹介(10校下）
・区民まつり：参加者30,000人
・スポーツフェスティバル：参加者3,000人
・文化のつどい：参加者987人
・子どもカーニバル：参加者420人

―



㋑　校区等地域を越えた多様な主体のネットワーク拡充の支援

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

校区等地域を越えたまちづくりに関する活動が、地域活動協議会をはじめ地域団体や市民、NPO、企業など様々な活
動主体の連携・協働により進められていると感じている区民の割合　　平成29年度までに 50％以上

成果指標

区名

【1-1-5】
区民へのスポーツの機会の提供
①ミニマラソン・小学校駅伝大会
②区民スポーツ大会（１１大会）

【取組①】
・ミニマラソン・小学校駅伝大会（2/5　当日雷注意
報発令のため中止）
【取組②】
・区民スポーツ大会の実施（年間11大会）
【取組③】
・スポーツカーニバル

・会計の透明性に向けた勉強会　12地域
・地域活動団体に交付した公金の使途を区HPで公
表　12地域
・各地域への広報活動に助言・指導　12地域
・地域活動や地域の魅力などの情報発信　随時
・地域の法人格取得支援　随時

【1-1-6】
①「はなびとコスモスタッフ」「緑のカーテンサ
ポーター」をはじめとする緑化ボランティアの育
成
・緑化リーダー育成講習会（年間６回）
・緑のカーテン推進事業
②緑化ボランティアの活動促進と支援
・種から育てる地域の花づくり事業
・小学校との連携事業
・地域の緑化ボランティアグループ活動の支援

【取組①】
・緑化リーダー育成講習会の実施（年間6回）
・緑のカーテン推進事業の実施（種配布・相談会・募
種・記録表展示会等）
【取組②】
・種から育てる地域の花づくり支援事業の実施（年
間6回14,116株出荷）
・ボランティアと小学校の協働への支援（1件）
・地域の緑化ボランティアグループ活動への支援（2
団体）

【1-1-4】
①区内の中学生が音楽を通して交流する機会
を提供する。
 ・吹奏楽フェスティバル
②区民に身近なところで気軽に音楽にふれあえ
る機会を提供する。
 ・ロビーコンサート（年間５回）
 ・音楽の祭日
③区民組織が主体となって開催する音楽事業
への支援
 ・合唱祭（再掲）
 ・第九演奏会（再掲）
④区役所新庁舎を活用した音楽イベントを実施
する。

【取組①】
・城東区吹奏楽フェスティバルの開催（3/26）
【取組②】
・ロビーコンサートの開催（年間5回　5/27・7/27・
9/30・11/22・1/31）
・音楽の祭日の開催（6月・3回　6/18・6/19・6/21）
【取組③】
・合唱祭の開催（8/7)
・第九演奏会の開催（2/26)
【取組④】
・区役所ロビー及び庁舎北側蒲生公園内扇形部分
を一体利用した野外ロビーコンサートの開催
（11/22）
・新区民ホールを会場とした「音楽の祭日」の開催
（6/19）
・新区民ホールを会場とした「オペレッタ『メリー・ウィ
ドウ』」の開催（2回公演　7/23・7/24）

―

―

城
東
区

22.1%

【課題】
ボランティアの活動場所の一
つであった旧庁舎前花壇が、
区役所庁舎移転にともない廃
止され、活動の場が減少した。
出荷数については平成27年度
12,229株から平成28年度
14116株と安定した出荷数を
保っており活動内容は安定し
ている。

【改善策】
学校園と地域住民が連携した
緑化推進を支え、また、やりが
いを持って活動してもらえるし
くみ作りを検討する。

21.9%

【2-1-1】
各地域に担当職員を複数名配置し、自律した地
域運営に向けた支援を中間支援組織と連携して
行う。
地域活動に関するさまざまな情報を収集・把握
するとともに、広く区民や地域活動団体にＰＲす
る。
人材、モノ、資金、地域情報等の地域資源が活
用され循環する地域社会の活性化を図り、地域
の自主財源確保に向けた支援を行う。
　・中間支援組織と連携し、地域団体に会計の
透明性に向けた助言・
　　指導を行い、交付した公金の使途を区ＨＰで
公表　12地域
　・中間支援組織等と連携し、各地域の広報活
動に助言・指導　12地域
　・地域活動や地域の魅力などの情報発信　随
時
　・地域の法人格取得支援　随時

―
鶴
見
区



㋑　校区等地域を越えた多様な主体のネットワーク拡充の支援

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

校区等地域を越えたまちづくりに関する活動が、地域活動協議会をはじめ地域団体や市民、NPO、企業など様々な活
動主体の連携・協働により進められていると感じている区民の割合　　平成29年度までに 50％以上

成果指標

区名

19.9%

【課題】
区民モニターアンケート結果で
は、地域活動協議会等の活動
について、進められていると感
じる人の割合が低く、知らない
人の割合は３割を越えていま
す。
【解決策】
今後は、地域団体等まちづくり
に関する様々な活動主体が、
課題やテーマについて意見交
換でき情報共有が行えるよう、
教育協議会やはぐくみネット連
絡会等をさらに活用していきま
す。

【課題】
各地域活動協議会において、
地域コミュニティの活性化に向
けた各種事業を実施していま
すが、さらに多くの地域住民の
参加、参画が必要です。
【改善策】
地域活動協議会の活動内容
等について、区の広報紙や
ホームページ等において周知
を行います。

【課題】
地域活動協議会では、構成団
体の連携協力により活動が進
められているが、さらに地域を
越えた各種団体等の連携が
必要です。
【改善策】
地域活動協議会と各種団体、
ＮＰＯ、企業等とのマッチング
を進めます。

【3-2-1】
・区内全小学校区で教育協議会を開催（年1回
以上）
・区内全小学校区で学校・家庭・地域の取組み
を掲載した情報誌を発行（年1回以上）
・はぐくみネット連絡会の実施（年2回）
・地域における教育コミュニティづくりに関する取
組みに関わったスタッフ数：年間延べ2,200人を
維持

・区内全小学校区で教育協議会を開催（年2～9回）
・区内全小学校区で学校・家庭・地域の取組みを掲
載した情報誌を発行（年1から11回）
・はぐくみネット連絡会の実施（年2回）
・地域における教育コミュニティづくりに関する取組
みに関わったスタッフ数：年間延べ約3,100人を維持

【3-4-1】
区長認定を受けた「地域活動協議会」に対して、
区長が地域ごとに指定する分野については必
ず活動を実施しなければならないが、それ以外
の分野を任意に付加して活動できる補助金（地
域活動協議会補助金）を交付。（10地域）

区内全10地域に対して地域活動協議会補助金を交
付（129事業）

【3-4-2】
中間支援組織(まちづくりセンター）を活用した地
域活動協議会の自律運営にかかる支援を実施
します。特に、若い世代など幅広い市民参画の
促進、新たな担い手の発掘や地域における担い
手のスキルアップに向けた支援を強化します。
・広報サポート・会計サポート（10地域）
・担い手発掘、スキルアップにかかる事業（年1
事業）

・広報サポート・会計サポート（10地域）
・担い手発掘プロジェクト（１事業）、地域活動フォー
ラム（1回）

阿
倍
野
区



㋑　校区等地域を越えた多様な主体のネットワーク拡充の支援

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

校区等地域を越えたまちづくりに関する活動が、地域活動協議会をはじめ地域団体や市民、NPO、企業など様々な活
動主体の連携・協働により進められていると感じている区民の割合　　平成29年度までに 50％以上

成果指標

区名

○地域見守り支援システムの構築に向けた取組を
行った。
・「地域見守り相談室」において次の業務を実施し
た。
　制度の狭間や複数の福祉課題を抱えるなど、既
存の福祉サービスだけでは対応が困難な事案に係
る相談業務を行った。
・災害時における要援護者支援台帳への登録受
付、名簿の調製、個別支援プラン作成にかかる相
談業務等を行い、地域と一緒に要援　護者を支援し
た。
・区内の４つの包括圏域ごとにＣＳＷ（コミュニティ
ソーシャルワーカー）を１名ずつ配置し、要支援者へ
の積極的な訪問（アウトリーチ）を行い、身近な地域
での相談や支援を行った。
・地域住民の参加・協働により、地域包括支援セン
ター、介護保険事業所、ガス・水道・電気・新聞等ラ
イフライン業者等と連携して、孤立死防止のための
ネットワークを構築した。
・災害時要援護者支援システムや、大阪弁護士会・
消費者センターによる高齢者等の消費者被害防止
への取組みとも連携しながら、地域見守り支援シス
テムの構築を進めた。

―

（28.2%）

【2-1-2】
中間支援組織と連携し、企業・NPO・学校・地域
交流会等を開催しながら、地域活動協議会の構
成団体以外のさまざまな活動団体との間で、連
携・協働した取組を支援する。
（企業・NPO・学校・地域交流会の開催：年間3回
以上）

・企業・ＮＰＯ交流会を３回実施
・企業・事業所の社会貢献活動に関するアンケート
調査を実施

【課題】
企業・ＮＰＯ・学校・地域交流
会実施から３年が経過し、分
科会から創出された取組が定
着している地域がある。今後、
他の地域へも拡大していく必
要がある。

【解決策】
ＣＢ・ＳＢにつながる協働が実
現するしかけづくりや他地域
の実施事例の共有など、地域
の取組度合に応じた支援とな
るよう企業・NPO・学校・地域
交流会の運営方法を改善す
る。

24.8%

【2-1-1】
○地域見守り支援システムの構築に向けた取
組を行う。
・「地域見守り相談室」において次の業務を実施
する。
　１）制度の狭間や複数の福祉課題を抱えるな
ど、既存の福祉サービス
　　　だけでは対応が困難な事案に係る相談業
務を行う。
　２）災害時における要援護者支援台帳への登
録受付、名簿の調製、個
　　　別支援プラン作成にかかる相談業務等を
行い、地域と一緒に要援
　　　護者を支援する。
　３）ボランティア人材バンクを設置し、住民をは
じめ専門職や事業者、企
　　　業ボランティアが一体となって日常の見守
りと災害時における要援
　　　護者を支援する。
・区内の４つの包括圏域ごとにＣＳＷ（コミュニ
ティソーシャルワーカー）を１名ずつ配置し、要支
援者への積極的な訪問（アウトリーチ）を行い、
身近な地域での相談や支援を行う。
・地域住民の参加・協働により、地域包括支援
センター、介護保険事業所、ガス・水道・電気・
新聞等ライフライン業者等と連携して、孤立死防
止のためのネットワークを構築する。
・災害時要援護者支援システムや、大阪弁護士
会・消費者センターによる高齢者等の消費者被
害防止への取組みとも連携しながら、地域見守
り支援システムの構築を進める。

住
之
江
区

住
吉
区



㋑　校区等地域を越えた多様な主体のネットワーク拡充の支援

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

校区等地域を越えたまちづくりに関する活動が、地域活動協議会をはじめ地域団体や市民、NPO、企業など様々な活
動主体の連携・協働により進められていると感じている区民の割合　　平成29年度までに 50％以上

成果指標

区名

29.1%

【3-1】
・地域活動協議会の自律的・継続的な活動を支
援する仕組みとして、よりきめ細やかな広報活
動に対して支援し、広く地域住民に地域活動の
ＰＲを行い参画を促す。
・地域活動協議会の活動に新たな参加者を増や
すため、区役所職員等が地域活動の取材を行
い、区ホームページを区内広報板等を活用して
広報するとともに、地域活動協議会自らの広報
活動に対しても中間支援組織とともに支援す
る。
　・全22地域

・中間支援組織の支援により、地域におけるホーム
ページやブログなどのＳＮＳ開設・情報発信を推進
した。
・広報「ひらの」、地域情報フェイスブックにおいて、
区役所職員の取材をもとに地域活動を広く区民へ
情報発信を行った。
全22地域

―

18.8%

―

【4-3-1】
区内の企業・事業所・商店街・大学等と連携して
各種事業や取り組みを実施することで、まちの
活力・魅力を図る。

　・第12回産業交流フェア（10月）
　・セレッソ大阪東住吉区民デー（11月）
　・区民フェスティバルへの区内企業・事業所の
参加呼びかけ（10月）
　・様々な機会を活用した地域ブランドのＰＲ（9
月）
　・東住吉矢田総合スポーツグラウンドにおける
スポーツイベントの開催
　・区内スポーツ関連施設や地域団体等との連
携による広報支援。

・産業交流フェアの開催（10月）
・プロスポーツチームとの連携（セレッソ大阪2016
シーズン：区民優待7回、区民デー1回、区民フェス
ティバル1回  大阪エヴェッサ：区民優待2回）
・区民フェスティバルにおける地元企業の模擬店参
加（10店程度）
・地域ブランドの展示販売（区民フェスティバルほか
7回）

平
野
区

東
住
吉
区

【2-1-5】
○東住吉区子育て支援連絡会との協働による
子育て関係施策の展開及び情報提供
・東住吉区子育てOHえんフェスタ開催（年1回）
・OHえん情報誌の作成、配布（毎月）
・区内幼稚園・保育園・保育所・認定こども園の
職員との学習会（年1回）
・乳幼児健診時に、子育てOHえん情報保存版
の配布や区社協配信のOHえんメールの周知な
ど、タイムリーな情報提供を行い、サービスの利
用を促進。
○子育て相談・訪問によるサービス
　3ヶ月健診、1歳6ヶ月児及び3歳児健診受診者
のうち、助言・指導が必要と判断されるケースに
対し、相談・情報提供し、必要に応じて家庭訪問
なども実施。
○利用者支援専門員等による保育所等、保育
資源やサービスの利用に関する相談・情報提供
を拡充。
○家庭児童相談員を増員し養育者への相談体
制の充実と、児童虐待の予防及び早期発見の
ための取組を強化（2名→3名）

○東住吉区子育てOHえんフェスタ参加人数862名
（昨年より310名増加）参加関係機関などの拡大・ミ
ニステージ充実・0歳児赤ちゃんを対象としたコー
ナーの充実　　　　　　　　　　　　　　　　　○OHえん情
報誌の需要があり増刷し、配架・設置カ所を拡充
（97か所・2520部）　　　　　　　　　　○区広報誌で【子
育てマップ】発行(H28年8月）
○利用者支援専門員の出帳相談　3回実施。

―



㋑　校区等地域を越えた多様な主体のネットワーク拡充の支援

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

校区等地域を越えたまちづくりに関する活動が、地域活動協議会をはじめ地域団体や市民、NPO、企業など様々な活
動主体の連携・協働により進められていると感じている区民の割合　　平成29年度までに 50％以上

成果指標

区名

【課題】
中間支援組織による地域活動
協議会への支援が適切に実
施されていると考えられる。ま
た、議決機関の適正な運営
や、会計の適正な処理等、組
織運営にかかる分野について
は、高い評価を得ている。
一方で、地域活動の担い手拡
大に向けた支援等、難度の高
い分野に関して、取組状況に
バラつきがあることから、各地
域の特性に応じた支援が求め
られている。

【解決策】
評価の高かった組織運営にか
かる支援は継続しつつ、難度
の高い分野について、各地域
の特性に応じた支援策を策定
し、区内地域活動協議会全体
が、一定自律できている状態
の実現に向け、取組みを進め
ていく。

西
成
区

17.5%

【4-1-1】
地域一丸となって、様々な事業や行事等に取り
組めるよう、地域活動協議会を支援し、新たな
人材確保と地域力の維持・向上を目指す。
・地域活動協議会補助事業　全16地域
・中間支援組織への支援業務委託

地域一丸となって、様々な事業や行事等に取り組め
るよう、地域活動協議会を支援し、新たな人材確保
と地域力の維持・向上をめざす。
・地域活動協議会補助事業　全16地域
・中間支援組織への支援業務委託



各区における区政運営基本方針成果指標
平成28年度 測定結果及び取組実績・課題・改善策

1　「大きな公共を担う活力ある地域社会づくり」

―

（３）地域資源の循環

都
島
区

【2-1-2】
中間支援組織を活用して、活動内容の透明性を
確保するとともに、地域課題の解決やつながり
の拡充など、地域活動協議会の自律運営にか
かる積極的支援を行う。

　・新たな担い手発掘等につながる行事の企画・
実施　3回以上
　・地域で開設したブログ・HP等を活用した活動
内容（イベント案内・実施報告等）の発信と定期
更新　9地域

・新たな担い手発掘等につながる行事の企画・実施
4回
　まちづくり講座 (通年、桜宮：ＰＣ愛好会、淀川：ＰＣ
講座)
　ふれあい喫茶交流会(11月)
　地域が元気になるCB（コミュニティ・ビジネス）講座
(12月)
・地域で開設したブログ・HP等を活用した活動内容
（イベント案内・実施報告等）の発信と定期更新　9
地域

【課題】
・まちづくりセンター運営主体
について、地域活動協議会設
立からサポートしてきた事業者
から新たな事業者に変更と
なったことにより、事業者が持
つ特性を有効に発揮できず、
まちづくりセンター企画事業が
想定より参加者が少ないなど
低調なものとなった。

【改善策】
・新たな担い手となり得る層を
対象に、事業者の強みを活か
した事業を企画・実施する。

福
島
区

―

【4-3-1】
地域や社会に存在する資源(人材、モノ、資金、
地域情報など、以下「資源」という）を地域住民
が容易に確認できるように、ホームページの開
設などにより可視化するとともに、ICTなど新た
な手法の活用により潜在する新たな資源の創出
を進め、これらの地域資源が地域団体をはじめ
とする多様な活動主体に活用されやすい仕組み
づくりを検討する。

　中間支援組織が要望のある地域へ伺って、初心
者に基本操作を習得してもらうパソコン教室を開催
し、インターネット講座などを経て、ＳＮＳを活用した
情報発信を開始した。

めざす姿(将来像)　

北
区 ―

【1-3-1】
【さまざまなまちづくり活動主体との連携】
・まちづくり活動団体、企業、大学・専門学校等
との情報交換（通年）
・地域緑化人材の育成とボランティア間のノウハ
ウの継承（講習会・育苗計画会議を年間トータ
ルで4回）
【協働・情報発信による賑わいづくり】
・商店街・企業・大学・専門学校等と協働の取組
やイベント開催（年4回）
・地域の担い手との協働による情報発信（年3
回）
・まちづくり活動の紹介・情報発信（広報紙等）
（通年）

・ボランティアとの協働による花苗出荷（年間2万株）
と小学校卒業生へ桜草贈呈
・「天神・天満阿波おどり」の開催など商店街・企業
との協働（6件）
・商業系の市立高校との協働による熊本震災復興
支援イベントの開催
・フリーペーパー「つひまぶ」発行（3回）
・まちづくり活動の紹介・情報発信
　　（広報紙掲載17件、交流プラザでのコンサート3
回、展示等48回）

―

区名

成果指標

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

　地域や社会における課題の解決やニーズへの対応に向けた様々な取組を、継続的な活動とし、地域の活性化につなげていく
ために、様々な人材が集まり、人材、モノ、資金、地域情報等の地域資源が活用され、循環する地域社会をめざします。

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋐　地域資源が活用されやすい仕組みづくり

平成27年度中に地域資源に関する情報が得られる仕組みを立ち上げる。

―

此
花
区

―

・区役所や此花区まちづくりセンターが把握して
いる地域資源（人材、モノ、資金、地域情報な
ど）について、リストアップした情報をさらに充実
させるとともに、リストの活用を促進するためＩＣＴ
等のツールの活用を図る。

区のHPに紹介する情報の充実を図ることができな
かった。
社会福祉協議会のボランティア情報の掲載につい
て依頼をしたが、掲載希望団体について回答なし。
まちづくりセンターを活用して、地域活動協議会が
必要とする地域資源についてマッチングをしてい
る。

―



区名

成果指標

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋐　地域資源が活用されやすい仕組みづくり

平成27年度中に地域資源に関する情報が得られる仕組みを立ち上げる。

―

港
区

【3-3-1】
区の特性に応じた個性あふれる区政運営の取
組みや成果、また区の魅力や地域情報などに
ついて、区広報紙やホームページ等様々な媒体
を活用して情報発信し、区政運営に対する区民
の理解を得る。また、各課と連携し、区の施策や
イベント情報等を報道機関へ効果的に提供す
る。
・区広報紙（毎月）、区ホームページ（随時）、区
フェイスブック（月60件）、LINE（月4件）
・スマートフォンアプリによるICTを活用した情報
発信（12回）
・区の魅力や多彩な人材について紹介する情報
誌「にっしー」を発行（年1回）し、広く区民に届く
よう配布方法を工夫する。

・区広報紙（毎月）、区ホームページ（随時）、区フェ
イスブック（月平均50件）、ＬＩＮＥ（月平均7件）、ス
マートフォンアプリ（12回）による情報発信
・区の魅力や多彩な人材を発信する情報誌『にっ
しー』第8号を、民間事業者と共同発行した（２月）。
なお、今年度は第8号の発行に先駆けて、編集中の
情報や制作過程を紹介した『にっしー』タブロイド判
（４ページ）を制作し、広報紙１月号に挟み込み、
『にっしー』の認知度向上を図った。

【課題】
・区政会議委員への同様のア
ンケートでは75％と高い結果と
なっており、日頃から区政への
関与が高い方からは一定評価
いただけているものの、区民
全体にまでは情報が行き届い
ていないなどのことから評価が
低くなっていると考えられる。
・「広報紙「かぜ」に知りたい情
報が掲載されていると感じる
区民の割合：85.5%」という別の
アンケート結果もあり、広報紙
の到達可能率の向上など広報
紙を必要とされている方に確
実に届けられる対策を強化す
ることで、情報の伝達度合を
高めていく必要がある。

【改善策】
・区民アンケートで広報媒体の
認知度の4割を占める広報紙
については、個別配付制度を
周知するとともに、広報サポー
ター制度に加え、マンションへ
の協力依頼を行うなど、区民
が手にとりやすい設置場所を
増やすとともに、設置場所をわ
かりやすく周知する取組みを
積極的に進める。
・各年代別の情報入手傾向
（H28区民モニターアンケート）
をふまえ、より効果的な媒体で
の情報発信を行うとともに、各
媒体間の連携や誘導、周知拡
大に取組む。

【1-3-1】
魅力と活気ある地域づくりに向けて、地域団体
や企業、ＮＰＯなどの多様な地域活動の担い手
のすそ野を広げ、マルチパートナーシップによる
まちづくりを進めていくために、活動主体間の話
し合いを促す人材を育成するとともに、様々な担
い手に対し地域貢献活動や各々の強みを活か
した連携・協働を呼びかけ、地域課題の解決に
ついての具体的な取組を促進する。

・区広報、ＨＰ、企業訪問などによる地域貢献活
動への参画呼びかけ
：通年実施
・企業まちづくり交流会の開催：年１回以上
・サロン講座の開催：年２回

区内企業等に働きかけ、地域貢献活動への参画す
る機会の提供を行った。

―

【4-2-4】
地域の活性化につなげていくため、ＩＣＴ等により
地域資源（人材・モノ・資金・地域情報など）を活
用し、課題解決等に取り組む活動を中間支援組
織と連携して支援する。
・こどもと地域をむすぶ「きずな」活性化事業　1
回

―

・中間支援組織と連携し、地域資源の活用に向けた
支援を実施
・社会的ビジネスの手法を活用し、こどもと地域をむ
すぶ「きずな」活性化事業（1事業）を実施

―

西
区

中
央
区

【課題】
地域活動団体や企業等の
様々な活動主体の連携、協働
を促進し、企業の地域活動へ
の貢献など一定の成果があっ
たが、広く区民に認識されてい
ない。
【改善策】
企業等の地域貢献活動など、
地域活動が様々な活動主体
により行われることの情報発
信を強化する。



区名

成果指標

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋐　地域資源が活用されやすい仕組みづくり

平成27年度中に地域資源に関する情報が得られる仕組みを立ち上げる。

天
王
寺
区

大
正
区

【7-2-1】
「いちばん住んでみたい・住んでよかったまち大
正区」の実現に向け活動している「わがまちビ
ジョン部会」が、区の特色を活かした文化事業や
小学生や高齢者まで多様な世代の参画ができ
る事業を自主的に企画・実施するために、区が
必要な情報提供や支援を行い、区民協働の拡
充を図っていく。
○自主企画事業への参画者募集の実施（年間2
回）
○区内学校・団体・地域団体等に協働・連携を
呼び掛け自主企画事業を実施する（年間4事業）

○自主企画事業
・「子どもによる樹木札設置」（7月）
・「10年後の私への手紙」（1月）
・「文楽講座（体験・公演）」（2月）
・「40年後の同窓会」（3月）

――

平成27年度中に地域資源に関する情報が得ら
れる仕組みを立ち上げたことから、地域や社会
に存在する資源(人材、モノ、資金、地域情報な
ど)に関する情報について必要に応じてホーム
ページ上の情報更新を行なう。
　
ホームページ上で地域資源を紹介していること
を、区広報紙に掲載する

地域や社会に存在する資源に関する情報について
ホームページ上の情報を更新（随時）

ホームページ上で地域資源を紹介していることを、
区広報紙に掲載

――

浪
速
区

【4-1-1】
・世代間の交流、わがまち意識を高めるととも
に、コミュニケーションの場として、あらゆる世代
の誰もが楽しめる区民まつりなどを開催する。
　　・ナニワ区民まつりの開催（9月実施）
　　・区民文化のつどいの開催（11月実施）
　　・こどもカーニバルの開催（3月実施）
　　・各種講習会の開催（通年実施）
　　・コミュニティスクールの開催（2月実施）
・コミュニティづくりへの意識啓発をはかるため、
地域での様々な活動をホームページなどで区
民・団体等に広く情報提供する。

・ナニワ区民まつりの開催（9月）
・区民文化のつどいの開催（11月）
・こどもカーニバルの開催（3月）
・各種講習会の開催（通年実施）
・コミュニティスクールの開催（2月）
・地域活動の情報発信（広報誌など）

―

【4-1-2】
・中間支援組織を活用し、市民活動団体の組織
運営・会計の透明性の確保について、会計事務
説明会や区ホームページの活用などにより支援
する。
　・会計事務説明会等の実施。（年2回）
　・事業計画書・収支予算書などの公開。
・中間支援組織による地域活動の研究フォーラ
ムの開催や、情報誌の発行を行い、新たな活動
団体や担い手の参画を促進する。
　・「なにわ区ラボ」の開催、「なにわ区ラブ」の発
行。（4回）
・各地域活動協議会の広報を支援し、幅広い情
報提供を行う。
　・「地域だより」の発行支援。（10回

・会計事務説明会等の実施。（年3回）
・事業計画書・収支予算書などの公開。
・「なにわ区ラボ」の開催（4回）
・「地域だより」の発行支援（25回）、ブログ作成・更
新支援(通年 ）
・区広報誌で地域活動協議会の情報発信（毎月）

―

【5-1-3】
地域に潜在するマンパワーと既存制度の対象に
ならない福祉ニーズ(日常生活上の軽微な援助）
等をマッチングし、お互いに助け、助けられるこ
とで支え合う有償ボランティアの仕組みを構築す
る。そしてその仕組みを利用することにより他者
とのつながりをつくり、孤立の解消を進めること
によって、地域コミュニティの活性化を図る。

平成28年4月　ＮＨＫラジオで紹介
平成28年6月　広報用チラシ作成
平成28年9月～フリーペーパーおよびイベント情報
チラシ発行
平成29年3月末現在会員数：３５人

【課題】
有償ボランティアの仕組みを
持続可能なものとするために
は、会員数を増やすことと有償
ボランティアのマッチング数を
増やすことが必要。

【改善策】
会員登録をしやすくするため
に会費設定の見直しを行い、
また、区の広報紙を活用して
特集記事を掲載するなど、会
員を増やすための新たな取組
みを進める。

―



区名

成果指標

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋐　地域資源が活用されやすい仕組みづくり

平成27年度中に地域資源に関する情報が得られる仕組みを立ち上げる。

【3-1-4】
○他都市や他の地域の先進的な取り組みを紹
介するなど、民主的で開かれた、会計の透明性
のある組織運営に向けての助言などの支援
○他都市の事例を学ぶため、中間支援組織と
連携し、地域役員を対象とした学習会を１回以
上開催
○ラウンドテーブルなどを開催して、新しい担い
手を探し地域へ紹介し、地域活動発展へつなげ
るなどの支援
○地域に対して中間支援組織とともに予算・決
算書の作成方法等の説明会を１回以上を行うこ
とで透明性のある会計処理ができるよう支援
○各地域での活動の内容を幅広く広報するた
め、中間支援組織を活用し、魅力あるホーム
ページの作成方法、ソーシャル・ネットワーキン
グ・サービスによる情報発信を各地域で行える
よう支援する。
○中間支援組織に会計のノウハウのある人材
を登用し、法人化に向けた支援を実施。

会計処理、予算・決算についての説明会を実施する
とともに、会計処理等検討会を立上げ、会計処理の
効率化・適正化等に努めた。

【課題】
地域が自律し、活動できてい
ると感じている割合は高いが、
会計処理など透明性のある組
織運営に向けての助言や支援
を行っていく必要がある。

【解決策】
適切な会計処理を行えるよう、
引き続き、予算・決算の作成
方法等の説明会を、中間支援
組織とともに実施していく。

【3-1-5】
○地域団体やＮＰＯ、企業などの区内のまちづく
りに関する様々な活動主体に関する情報を収集
し、各団体間の連携を推進する。
○様々な活動主体の担い手が情報交換でき
て、課題の共有や課題解決に向けた議論ができ
る場の設定を行う。
○区内の「地域公共人材」に関する情報を収集
し、地域活動に取り組む人を中心に「地域公共
人材」の意義・役割について周知する。

ものづくりまつりや商店街にぎわい再生イベント等と
地域の連携を推進した。

【課題】
NPO、企業などの各団体の連
携が進んでいる地域もある
が、連携団体等が固定化され
ており、新たなNPO、企業など
の各団体との連携がすすんで
いない。

【解決策】
ものづくりまつりや商店街にぎ
わい再生イベントを各団体と
地域活動協議会等の地域団
体とが、共催するイベント等を
開催し、連携を推進していく。

―

【3-1-3】
○地域において広報紙の発行やフェイスブック
等の利用により、活動や情報を広く発信し、人々
が積極的に事業に参加できるよう支援
○区レベルのイベントや活動に関する情報を多
様な媒体を活用して発信するとともに、それぞれ
の地域において同様の情報発信ができるようノ
ウハウの提供などを支援
○補助金について区ホームページにおいて公開
○参画されたＮＰＯや企業の人材を含め、地域
との交流の促進を支援する。
○地域に存在する人材や地域情報などの地域
資源を「見える化」し、そのような地域資源を地
域団体などの活動に活用されやすいしくみを作
る。

中間支援組織と連携して各地域活動協議会がフェ
イスブック等において情報発信できる環境整備に努
めた。

―

西
淀
川
区

【課題】
・CB・SB化のメリットが、地域
に十分に認識されていない。

【解決策】
・CB・SB化の効果を十分説明
したうえで、各地域の特性に合
わせた、地域資源が循環する
仕組みづくりの支援を行う。

―
淀
川
区

【3-1-3】
・コミュニティ回収未実施地域に対し、環境局と
連携して取組みの意義等の一層の周知を図る。
また、取組みのインセンティブとなる奨励金制度
を継続実施する。(5地域)
・中間支援組織と協働し、地域資源を活用した
CB・SB化の仕組みを構築する。（提案地域：3地
域）
・地域資源が循環する仕組みづくりに意欲を
持った人材と地域とのコーディネートを行う。（提
案地域：3地域）

・コミュニティ回収実施地域　新規7地域（累計11地
域）
・地域資源を活用したCB・SB化の仕組みを構築：4
件
・地域資源が循環する仕組みづくりに意欲を持った
人材と地域のコーディネート：3件



区名

成果指標

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋐　地域資源が活用されやすい仕組みづくり

平成27年度中に地域資源に関する情報が得られる仕組みを立ち上げる。

東
淀
川
区

【1－1－1】
　地域活動協議会を中心とした各種の地域活動
に対して財政的支援などを行うとともに、まちづ
くり活動の経験があり高度な専門的な知識を有
する地域づくりアドバイザー（嘱託職員）による、
きめ細かい相談業務、アドバイスの結果、必要
と感じた研修、講演を開催する。
 地域活動協議会と連携して、地域活動協議会
の活動に参加していない住民や団体、区外から
の転入者に対して区広報紙やホームページ、ツ
イッターを始め様々な媒体を活用し、活動への
参加を呼び掛ける。
　地域活動協議会などに対して支援が行えるよ
う、地域のニーズを確認するとともに、ＣＢ・ＳＢ
の助言・指導、ＮＰＯ等法人化に向けた申請手
続の助言など地域のサポートを行う。

・地域活動協議会連絡会議による組織運営情報共
有（12回）
・各地域ＨＰやツイッターによる情報発信
・広報紙による地域活動協議会活動紹介（17地域
＋特集号）
・地域づくりアドバイザーによる地域へのサポート
・広報勉強会（17地域）・防災勉強会（17地域)
・地域づくりアドバイザーによる講座の実施(計23回)

―

【1－1－2】
　まちづくりに関心のある区民の交流会を２か月
に１回程度開催し、地域活動協議会で活動して
いる区民と、関心はあるが参加できていない区
民の交流を図り、新しい担い手の育成・発掘を
行う。また、地域活動協議会単位で、希望によ
り、セミナーやワークショップを開催することで、
新しい担い手を育成・発掘し、セミナーやワーク
ショップの参加にとどまらず、実行に移すことが
出来るスタートアップ支援としての「社会的課題
解決に向けた区民提案事業」への参加に繋げ、
課題に対する自発的で新しい取組に対する意識
を高める。

・社会的課題に向けた区民提案型委託事業２件（新
庄ボランティア掘り起こし事業・淡路朝ごはん事業)
・新しい担い手の発掘や参加者同士の繋がりづくり
を行う場として「WeLove東淀川」の開催(８回実施)
・「（仮）東淀川区魅力発信プロジェクト」の立ち上げ

【1－1－4】
区内の地域、企業、教育機関、行政が様々な活
動を通じて連携を深めることで、日常から協力し
合える仕組みを構築し、地域力の向上を図って
いく。
・東淀川区民まつりの実施
・区内の様々な活動主体の異文化交流の場づく
り（年１回）
・各種団体講座、地域公共人材育成事業（We
Love東淀川等）
・東淀川区ＢＣＰ運営委員会の開催（２回）
・大学をはじめとする学校機関との連携

※BCP（事業継続計画）とは、企業が災害や事
故などで被害を受けても重要業務を（なるべく）
継続させ、中断してもできるだけ早く復旧させる
こと。東淀川区では災害時だけでなく日常から
様々な面で連携を図ることをめざしていく。

・実行委員会を中心に区民まつりを開催。(協賛・協
力　60団体、22企業)
・地域・企業・教育機関・行政の繋がりづくりを行う
場として「異次元交流ライブ」の開催(３月)
・新しい担い手の発掘や参加者同士の繋がりづくり
を行う場として「WeLove東淀川」の開催(８回実施)
・東淀川区BCP運営会議を実施(１回)
・企業・学生等参加の講演会「〝なんかおもろい”ま
ち東淀川」（11月）
・大学と地域・企業の連携による新たな地域との関
わり（５件）
・大学と区役所の連携事業「オリジナル婚姻届」「が
ん検診啓発ポスター」「避難所でのコミュニケーショ
ンボード」「“なんかおもろい”まち東淀川」

【課題】
開かれた組織運営に係る情報
公開についての重要性を認識
していない地域活動協議会が
あり、新たな担い手や多くの住
民等と協働した地域づくりに発
展していかない危惧がある。
【改善策】
地域活動協議会がどんな目的
でどんな活動をしているか、ま
た会計についても透明性のあ
る処理を行っていることを広く
知ってもらうことが、これまで関
わりの薄かった住民の参画を
促すために重要であることの
周知。特に認識が低い地活協
へは職員や地域づくりアドバイ
ザーによる直接支援を行うほ
か、地域活動協議会連絡会議
や、各種講座等を通じ、地域
活動協議会に対して継続的、
持続的にうったえていき、地域
実情把握と地域ごとのきめ細
かい支援について力を入れて
いく。

―

―



区名

成果指標

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋐　地域資源が活用されやすい仕組みづくり

平成27年度中に地域資源に関する情報が得られる仕組みを立ち上げる。

――

各地域活動協議会・区役所・中間支援組織で収
集した地域資源に関する情報をそれぞれのホー
ムページやブログでつなぎ、そこで得られた情報
から新たな事業を実施できるよう、引き続き中間
支援組織と連携して支援する。
また、地域資源の活用の重要性についても、ブ
ロック事務連絡会議等の場を活用し伝えること
で、事業実施への機運を高める。

地域資源に関する情報を生野区まちづくりセンター
のブログやブロック事務連絡会議等で提供し、あわ
せて地域資源の活用の必要性等についても伝え
た。

旭
区

―

【課題】
　「ひがしなり街道玉手箱実行
委員会」規約の制定や、東成
区役所との協定書の締結な
ど、「ひがしなり街道玉手箱実
行委員会」が将来的に自立し
ていくために必要な仕組みづく
りはできた。
　今後は、多様な活動主体が
主体的・自律的に「ひがしなり
街道玉手箱」に関わることで、
まちづくりなどの地域活動に貢
献していけるような支援が必
要。

【改善策】
　運営事務局会議にかかる支
援を継続しつつも、多様な活
動主体が「ひがしなり街道玉
手箱」を通して、地域とつなが
ることができるよう、参加団体
交流会などの支援をより進め
ていく。

【解決策】
　平成２８年度、ケーブルテレ
ビＪ：ＣＯＭに東成区のモノづく
りを取り上げていただくなど、
新たな広報手段を得ることが
できた。今後とも、色々な媒体
を通じて情報発信に努め、認
知度を高めていきたい。

【4-2-1】
区の地域資源を活用し多様な活動主体と地域
がつながる「ひがしなり街道玉手箱」を開催す
る。
・運営事務局会議の開催：月3～4回
・参加団体交流会の開催：6回

・ひがしなり街道玉手箱の実施（11月3～6日：4日
間）
・ひがしなり街道玉手箱にかかる広報物の作成（ポ
スターなど）
・運営事務局会議の開催：38回
・参加団体交流会の開催：6回

・旭区の魅力コースのまち歩きイベント　年間2回程
度実施。
・区内小学校等で歴史講座を実施。　年間3回
・区内名所の案内板の設置　　　　　　　1箇所
・ウォーキングマップ増刷　8.000枚

――

・旭区の魅力コースのまち歩きイベント　年間4
回程度実施。
・区内小学校等で歴史講座を実施。　年間2回
・区内名所の案内板の設置　　　　　　　1箇所
・地域史概要版増刷　3.000冊

東
成
区

【4-2-4】
区の特色である「モノづくり」を通じて、次世代を
担う人材育成に取り組む。
・「わが町工場見てみ隊」（工場見学会）の開催：
2回
・「モノづくり体験フェスタ」の開催：1回

・「わが町工場見てみ隊」（工場見学会）の開催：2回
・「モノづくり体験フェスタ」の開催：1回

生
野
区



区名

成果指標

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋐　地域資源が活用されやすい仕組みづくり

平成27年度中に地域資源に関する情報が得られる仕組みを立ち上げる。

【課題】
　平成28年度から平成30年
度、継続した事業として、平成
28年度についてはＰＲ冊子（阿
倍野区魅力発見　きてみてあ
べの）及び事業計画（案）を作
成し、次年度以降、区内外に
対して阿倍野区の魅力を発信
していくこととしています。
【改善策】
　平成27年実施のアンケート
調査結果を基に平成28年度に
作成したＰＲ冊子を活用して、
区内で活動する連携事業者
（団体や企業・学校など）等と
協働して阿倍野の魅力を発信
するとともに、まち歩きなど魅
力ある施設の紹介などを行
い、次年度以降も継続して阿
倍野の魅力を発信していける
体制づくりを構築し、区内の魅
力を効果的に情報発信される
体制づくりを進めます。

――

【2-1-1】
各地域に担当職員を複数名配置し、自律した地
域運営に向けた支援を中間支援組織と連携して
行う。
地域活動に関するさまざまな情報を収集・把握
するとともに、広く区民や地域活動団体にＰＲす
る。
人材、モノ、資金、地域情報等の地域資源が活
用され循環する地域社会の活性化を図り、地域
の自主財源確保に向けた支援を行う。
　・中間支援組織と連携し、地域団体に会計の
透明性に向けた助言・
　　指導を行い、交付した公金の使途を区ＨＰで
公表　12地域
　・中間支援組織等と連携し、各地域の広報活
動に助言・指導　12地域
　・地域活動や地域の魅力などの情報発信　随
時
　・地域の法人格取得支援　随時

・会計の透明性に向けた勉強会　12地域
・地域活動団体に交付した公金の使途を区HPで公
表　12地域
・各地域への広報活動に助言・指導　12地域
・地域活動や地域の魅力などの情報発信　随時
・地域の法人格取得支援　随時

鶴
見
区

阿
倍
野
区

―

①区内名所・旧跡等への案内板の設置（11箇
所）
②城東区歴史冊子作成事業（小学校の地域学
習への活用）（1,500部）
③区広報誌やホームページ、ツイッターを活用し
た情報発信

①区内名所・旧跡等への案内板の設置（9箇所、10
基）
②城東区歴史冊子作成事業（小学校の地域学習へ
の活用）（1550冊作成、1466冊配布済）
③区広報誌やホームページを活用した情報発信

―

公募型プロポーザルにより事業者を選定し、区内企
業や団体等と連携し、阿倍野区の魅力を発信する
PR冊子を作成するとともに、継続して取り組む事が
できる事業計画（案）を作成しました。

【2-2-2】
○平成27年に行った「阿倍野区の魅力に関する
アンケート」の調査結果などを活用するととも
に、地域資源を観光資源としてPRするための事
業を進めます。(事業実施回数 1回)

【課題】
取組についてはおおむね予定
通りに進捗したものの、結果と
して、歴史・文化に関心が向上
にはつながっていない。

【改善策】
目標は下回ったものの、無作
為抽出によるアンケートにおい
て半数近い区民が関心がある
と答えていることや、ホーム
ページ等を見て、歴史や由来
等を尋ねてくる区民等も多い。
引き続き、積極的に情報発信
を行うとともに、イベントとのタ
イアップ等を検討し取組を進め
ていく。

城
東
区



区名

成果指標

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋐　地域資源が活用されやすい仕組みづくり

平成27年度中に地域資源に関する情報が得られる仕組みを立ち上げる。

住
吉
区

東
住
吉
区

―

【5-1-1】
・子育て層向けSNSの立ち上げ及び活用
・区職員有志に対する広報研修（キャッチーな文
章の作成や動画作成に関する知識の習得など）
の開催（年１回以上）。
・広報サポーター制度による、市関連施設以外
の広報紙の配架場所の新規開拓（10箇所以
上）。
・区の広報媒体（区広報紙、区ホームページ、区
ツイッター、子育て層SNS）の相互リンク。

「東住吉区子育て応援ナビ」の運用開始
各担当リーダー係長、主担者へのヒアリングと新
ホームページ運用説明
広報サポーター　新規21箇所
広報紙へHPのQRコード掲載、HPからのtwitter連携
など各媒体の連携

【課題】
広報サポーターは順調に増や
すことができたが、ホームペー
ジのアクセス数は、思うように
伸びなかった。トップページを
指標としているが、実際には、
検索エンジンから直接個別の
ページに行くことから、トップ
ページそのものが見られない
傾向にある。

【解決策】
SNS等のツールを活用し、若
年層が必要とするホームペー
ジの情報をリンクする等、多面
的に情報を発信していく。

―

【3-1-1】
○歴史的資産を活かした地域の活性化に向け、
次の取組を重点的に行う。

①歴史・文化の発掘・発信を行う。（6回以上）
　・ＤＶＤやガイドブックなどを活用したＰＲ
  ・住吉の魅力PR業務

②地域の魅力発信イベントの開催支援を行う。
(2組以上）

①歴史・文化の発掘・発信(13回)
・庁内に「来てよし観てよし住みよし区」PRコーナー
及びのぼりの設置(常時)
・住吉区ホームページで「来てよし観てよし住みよし
区」の動画配信(常時)
・観光大使すみちゃんによる区内外でのPR：7回
・ガイドマップ「すみよしさんぽ」のイベントでの配布：
5回
・「住吉界隈いまむかし」の原画展の開催：1回
②地域の魅力発信イベントの開催支援（４団体）
　玉すだれde「すみよし良いトコ宣伝隊」（1・8月を除
く6～3月 8回実施）
　知ってますか住吉を2016―まち歩きと住吉学―（9
～11月 3回実施）
　すみよし湯ズニーランド(10月 1回実施)
　すみ文講座2016「古地図に見るすみよし」（2月 1
回実施）

―

【2-1-2】
中間支援組織と連携し、企業・NPO・学校・地域
交流会等を開催しながら、地域活動協議会の構
成団体以外のさまざまな活動団体との間で、連
携・協働した取組を支援する。
（企業・NPO・学校・地域交流会の開催：年間3回
以上）

【課題】
継続して課題解決に取り組ん
でいくためには担い手の確保
及び地域内での課題共有が
必要不可欠であるが、地域ご
とで課題意識に温度差があ
る。

【解決策】
他地域の先駆的事例を共有す
るとともに、地域内で課題共有
し、課題解決の取組を促進す
るテーマ型部会への移行を働
きかけていく。

【課題】
企業・ＮＰＯ・学校・地域交流
会実施から３年が経過し、分
科会から創出された取組が定
着している地域がある。今後、
他の地域へも拡大していく必
要がある。

【解決策】
ＣＢ・ＳＢにつながる協働が実
現するしかけづくりや他地域
の実施事例の共有など、地域
の取組度合に応じた支援とな
るよう企業・NPO・学校・地域
交流会の運営方法を改善す
る。

―

・企業・ＮＰＯ交流会を３回実施
・企業・事業所の社会貢献活動に関するアンケート
調査を実施

【2-1-1】
中間支援組織と連携し、地域公共人材等を活用
しながら、地域課題やニーズに対応するため、
地域資源（ヒト、モノ、カネ、情報）が有効に活用
され、地域課題の解決が図られる取組への支援
を行う。
(地域の自律的運営に向けたテーマ別部会や運
営委員会の開催に向けての支援：全14地域）

・「今まで地域活動に関わりの薄かった住民層の巻
き込み」分科会を３地域で実施
・区レベルでの実務者交流会「人材発掘編」を３回
開催し、ンポジウム「すみのえちかつきょう人材発見
ミーティング」を開催し、成果を発表。

―

住
之
江
区



区名

成果指標

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋐　地域資源が活用されやすい仕組みづくり

平成27年度中に地域資源に関する情報が得られる仕組みを立ち上げる。

平
野
区

西
成
区

―

　重要な地域資源の一つであるボランティア等を
活用した事業を行い、ボランティア等相互の交
流及び地域コミュニティの醸成を支援する。

・ひまわりによる迷路作成（ボランティアスタッフあ
り）　　５月～８月
・ボランティア相互の交流会の開催
１２月
・ボランティアによる花の講習会の開催
７月～１２月・２月

【課題】
ボランティア会員の高齢化や
活動メンバーの固定化により、
今後活動の担い手不足が予
想される。
地域の緑化活動を継続するた
めには、新規会員の募集と、
公民連携や次世代住民の参
加促進など、新たな担い手に
よる緑化活動の仕組みづくり
が必要である。

【解決策】
区開催のイベント等で花苗や
ゴーヤの苗の配布時にボラン
ティア募集や啓発を実施して
いく。

【3-1】
・地域活動協議会の自律的・継続的な活動を支
援する仕組みとして、よりきめ細やかな広報活
動に対して支援し、広く地域住民に地域活動の
ＰＲを行い参画を促す。
・地域活動協議会の活動に新たな参加者を増や
すため、区役所職員等が地域活動の取材を行
い、区ホームページを区内広報板等を活用して
広報するとともに、地域活動協議会自らの広報
活動に対しても中間支援組織とともに支援す
る。
　・全22地域

・中間支援組織の支援により、地域におけるホーム
ページやブログなどのＳＮＳ開設・情報発信を推進
した。
・広報「ひらの」、地域情報フェイスブックにおいて、
区役所職員の取材をもとに地域活動を広く区民へ
情報発信を行った。
全22地域

― ―



各区における区政運営基本方針成果指標
平成28年度 測定結果及び取組実績・課題・改善策

1　「大きな公共を担う活力ある地域社会づくり」

北
区 0件

【1-1-1】
・地域がそれぞれの実情に応じた地域活動がで
きるよう、財政的支援をはじめ、各地域を担当す
る職員を定め、中間支援組織と連携を図りなが
ら、各地域活動協議会に対して、自律的な地域
運営を行うための勉強会（年10回）を開催するこ
とにより、地域活動の活性化につなげる。
・イベントや地域活動に関する情報を収集し、若
い世代をはじめ、あらゆる世代に対して、ホーム
ページはもとより、ツイッターやフェイスブックな
どSNSを含めた多様な媒体を効果的に活用して
発信し、参加を呼びかけるとともに、実際に行わ
れた地域活動の内容や補助金事業実績等を
ホームページに掲載し周知する。（通年）

・自律的な地域運営を行うための勉強会の開催：10
回
・広報紙(特集４回)、ホームページ、フェイスブック
（198回投稿）を活用した地域活動の情報発信
・全地域の活動を紹介した、デザイン性の高いリー
フレットを作成
・地域活動を紹介する動画を作成し、ＨＰや区役所
で放映

―

都
島
区

0件

【2-1-2】
中間支援組織を活用して、活動内容の透明性を
確保するとともに、地域課題の解決やつながり
の拡充など、地域活動協議会の自律運営にか
かる積極的支援を行う。

　・新たな担い手発掘等につながる行事の企画・
実施　3回以上
　・地域で開設したブログ・HP等を活用した活動
内容（イベント案内・実施報告等）の発信と定期
更新　9地域

・新たな担い手発掘等につながる行事の企画・実施
4回
　まちづくり講座 (通年、桜宮：ＰＣ愛好会、淀川：ＰＣ
講座)
　ふれあい喫茶交流会(11月)
　地域が元気になるCB（コミュニティ・ビジネス）講座
(12月)
・地域で開設したブログ・HP等を活用した活動内容
（イベント案内・実施報告等）の発信と定期更新　9
地域

【課題】
・まちづくりセンター運営主体
について、地域活動協議会設
立からサポートしてきた事業者
から新たな事業者に変更と
なったことにより、事業者が持
つ特性を有効に発揮できず、
まちづくりセンター企画事業が
想定より参加者が少ないなど
低調なものとなった。

【改善策】
・新たな担い手となり得る層を
対象に、事業者の強みを活か
した事業を企画・実施する。

㋑　地域資源の循環による継続的な地域活動の促進

（３）地域資源の循環
めざす姿(将来像)　

成果指標

区名

具体的取組 平成28年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

地域社会における課題の解決やニーズへの対応に向け住民が新たに取り組む継続的な活動（コミュニティ・ビジネス、
ソーシャル・ビジネス）が創出された件数　　平成29年度までに １件以上

　地域や社会における課題の解決やニーズへの対応に向けた様々な取組を、継続的な活動とし、地域の活性化につなげていく
ために、様々な人材が集まり、人材、モノ、資金、地域情報等の地域資源が活用され、循環する地域社会をめざします。



㋑　地域資源の循環による継続的な地域活動の促進

成果指標

区名

具体的取組 平成28年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

地域社会における課題の解決やニーズへの対応に向け住民が新たに取り組む継続的な活動（コミュニティ・ビジネス、
ソーシャル・ビジネス）が創出された件数　　平成29年度までに １件以上

中
央
区

【3-1-2】
・「西区まちの活力創造プロジェクト」認定事業と
して「暮らしを豊かにするビジネスアイデアコンテ
スト」（1回開催）を引き続き実施するとともに、優
秀賞の事業を認定事業化に向け支援し、認定
事業となった場合の広報支援などを行う。

・「ビジネスアイデアコンテスト」を１月21日に開催し
た。なお、応募件数については85件あり、そのうち
発表会では３件のプレゼンテーションを実施し、２件
の優秀賞を選定した。
・応募件数のうち76件が市立西高等学校からの応
募であり、発表会において西区長より感謝状を贈呈
し、書類選考において入選案に次ぐ高得点を得られ
た同校生徒の提案を発表いただいた。
・昨年度の最優秀賞に対して、事業にかかる関係先
の紹介等を行うなどの調整を行った。

【課題】
・応募件数が85件と、全４回開
催で最も多い応募件数となり、
このうち76件が市立西高等学
校の生徒からの提案であっ
た。これは、募集段階での参
加促進に向けた取組の成果で
あると考えるが、その一方で、
一般の応募数が９件であり、
本事業の知名度が十分ではな
いことから、より一層、コンテス
トへの参加促進を図る必要が
ある。

【改善策】
・次年度の開催に向けて、広
報の内容や手段および参加を
促すきっかけづくりの手法等に
ついて検討する。

0件

【4-2-4】
地域の活性化につなげていくため、ＩＣＴ等により
地域資源（人材・モノ・資金・地域情報など）を活
用し、課題解決等に取り組む活動を中間支援組
織と連携して支援する。
・こどもと地域をむすぶ「きずな」活性化事業　1
回

・中間支援組織と連携し、地域資源の活用に向けた
支援を実施
・社会的ビジネスの手法を活用し、こどもと地域をむ
すぶ「きずな」活性化事業（1事業）を実施

西
区 0件

福
島
区

0件

【4-3-2】
地域社会における課題の解決やニーズへの対
応に向け、住民が進める取組について、事業者
のサービス提供手法（ビジネス手法）を取り入
れ、地域資源が循環する継続的な活動となるよ
うに事業のコミュニティ・ビジネス化、ソーシャル・
ビジネス化の検討に関する助言など、様々な支
援を行う。

　新たなコミュニティ・ビジネス事業として、2事業を
地域活動協議会に提案し、実施に向けた検討を依
頼した。

―

此
花
区

0件

―

・コミュニティビジネスやソーシャルビジネスとな
り得る地域の自主的な取組の創出に向けた積
極的な支援を行う。

区内の駐輪・美化にかかる課題に対して、積極的に
支援をしたが、状況の変化に伴い実現できなかっ
た。

―



㋑　地域資源の循環による継続的な地域活動の促進

成果指標

区名

具体的取組 平成28年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

地域社会における課題の解決やニーズへの対応に向け住民が新たに取り組む継続的な活動（コミュニティ・ビジネス、
ソーシャル・ビジネス）が創出された件数　　平成29年度までに １件以上

浪
速
区

【4-1-1】
・世代間の交流、わがまち意識を高めるととも
に、コミュニケーションの場として、あらゆる世代
の誰もが楽しめる区民まつりなどを開催する。
　　・ナニワ区民まつりの開催（9月実施）
　　・区民文化のつどいの開催（11月実施）
　　・こどもカーニバルの開催（3月実施）
　　・各種講習会の開催（通年実施）
　　・コミュニティスクールの開催（2月実施）
・コミュニティづくりへの意識啓発をはかるため、
地域での様々な活動をホームページなどで区
民・団体等に広く情報提供する。

・ナニワ区民まつりの開催（9月）
・区民文化のつどいの開催（11月）
・こどもカーニバルの開催（3月）
・各種講習会の開催（通年実施）
・コミュニティスクールの開催（2月）
・地域活動の情報発信（広報誌など）

0件 ―

天
王
寺
区

0件

港
区

民間の事業者等と連携し、地域課題の解決に向
けた連携を行い、実際に課題解決への実践を行
う。

大正・港エリア空き家活用協議会を設置し、相談窓
口を設置した。
セミナーの開催と相談会の実施や区役所で専門家
相談を実施した。
希望者に対し、インスペクションと活用のための企
画提案を行った。
借主候補者とDIYサポーターのネットワーク化を行っ
た。

―

1件

【1-3-3】
地域課題解決型広報紙配布事業（※）など、地
域が抱える様々な課題を解決するための社会
的ビジネスを促進する。
（※）広報紙の全世帯・事業所への配布業務を
活用して、高齢者への声かけなどで地域福祉の
向上を図るなど、地域課題の解決に向けて取り
組む事業

8地域で地域課題解決型広報紙配布事業を社会的
ビジネスとして取組んでいる。

【課題】
平成26年度から実施し、地域
でも定着化しているが、社会
的ビジネスをより効果的なもの
とするために、受託事業者がＰ
ＤＣＡを意識して取組んでいく
工夫が必要。
【改善策】
他地域の課題解決の具体事
例や改善事例などを情報提供
することにより、効果的な事業
運営に向けた取組を促す。

民間の事業者等と連携し、地域課題の解決に向
けた連携を行い、実際に課題解決への実践を行
う。

TAISYO☆ＵＰプロジェクトとして、ＵＲ都市機構と株
式会社フィルとの間に覚書の調印を行った。
11月23日ＵＲ千島団地内の広場にてＤＩＹマーケット
イベントを開催。
同日DIYセミナー等を開催する壁紙屋本舗ラボが開
業。 ―

大
正
区

2件

情報交換会の実施：１回

―

地域活動協議会に対し、中間支援組織を活用
し、コミュニティ・ビジネスやソーシャル・ビジネス
への関心を高めるため、それらの意義やメリッ
ト、地域イベントでの自主財源確保の事例等に
関する情報提供の場を設ける。

　情報提供の場　1回



㋑　地域資源の循環による継続的な地域活動の促進

成果指標

区名

具体的取組 平成28年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

地域社会における課題の解決やニーズへの対応に向け住民が新たに取り組む継続的な活動（コミュニティ・ビジネス、
ソーシャル・ビジネス）が創出された件数　　平成29年度までに １件以上

浪
速
区

0件

西
淀
川
区

淀
川
区

4件

【3-1-3】
・コミュニティ回収未実施地域に対し、環境局と
連携して取組みの意義等の一層の周知を図る。
また、取組みのインセンティブとなる奨励金制度
を継続実施する。(5地域)
・中間支援組織と協働し、地域資源を活用した
CB・SB化の仕組みを構築する。（提案地域：3地
域）
・地域資源が循環する仕組みづくりに意欲を
持った人材と地域とのコーディネートを行う。（提
案地域：3地域）

・コミュニティ回収実施地域　新規7地域（累計11地
域）
・地域資源を活用したCB・SB化の仕組みを構築：4
件
・地域資源が循環する仕組みづくりに意欲を持った
人材と地域のコーディネート：3件

【課題】
・CB・SB化のメリットが、地域
に十分に認識されていない。

【解決策】
・CB・SB化の効果を十分説明
したうえで、各地域の特性に合
わせた、地域資源が循環する
仕組みづくりの支援を行う。

0件

【3-1-6】
○コミュニティビジネス（CB）・ソーシャルビジネ
ス（SB）に関し本市事業を含む公共部門や民間
部門など広くビジネスに展開できる可能性のあ
るものを洗い出す。
○地域を対象にしたCB・SBの研修を1回以上開
催する。
○中間支援組織と連携しCB・SBに関する普及・
啓発を行う。
○中間支援組織とともに、会館を使ったフリー
マーケットスペースの提供事業のCBを実施

古紙回収や広報紙配付事業等について地域に説
明しCB/SBに関する普及啓発を行った。

―

【4-1-2】
・中間支援組織を活用し、市民活動団体の組織
運営・会計の透明性の確保について、会計事務
説明会や区ホームページの活用などにより支援
する。
　・会計事務説明会等の実施。（年2回）
　・事業計画書・収支予算書などの公開。
・中間支援組織による地域活動の研究フォーラ
ムの開催や、情報誌の発行を行い、新たな活動
団体や担い手の参画を促進する。
　・「なにわ区ラボ」の開催、「なにわ区ラブ」の発
行。（4回）
・各地域活動協議会の広報を支援し、幅広い情
報提供を行う。
　・「地域だより」の発行支援。（10回

・会計事務説明会等の実施。（年3回）
・事業計画書・収支予算書などの公開。
・「なにわ区ラボ」の開催（4回）
・「地域だより」の発行支援（25回）、ブログ作成・更
新支援(通年 ）
・区広報誌で地域活動協議会の情報発信（毎月）

―

【5-1-3】
地域に潜在するマンパワーと既存制度の対象に
ならない福祉ニーズ(日常生活上の軽微な援助）
等をマッチングし、お互いに助け、助けられるこ
とで支え合う有償ボランティアの仕組みを構築す
る。そしてその仕組みを利用することにより他者
とのつながりをつくり、孤立の解消を進めること
によって、地域コミュニティの活性化を図る。

平成28年4月　ＮＨＫラジオで紹介
平成28年6月　広報用チラシ作成
平成28年9月～フリーペーパーおよびイベント情報
チラシ発行
平成29年3月末現在会員数：３５人

【課題】
有償ボランティアの仕組みを
持続可能なものとするために
は、会員数を増やすことと有償
ボランティアのマッチング数を
増やすことが必要。

【改善策】
会員登録をしやすくするため
に会費設定の見直しを行い、
また、区の広報紙を活用して
特集記事を掲載するなど、会
員を増やすための新たな取組
みを進める。



㋑　地域資源の循環による継続的な地域活動の促進

成果指標

区名

具体的取組 平成28年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

地域社会における課題の解決やニーズへの対応に向け住民が新たに取り組む継続的な活動（コミュニティ・ビジネス、
ソーシャル・ビジネス）が創出された件数　　平成29年度までに １件以上

【1－1－1】
　地域活動協議会を中心とした各種の地域活動
に対して財政的支援などを行うとともに、まちづ
くり活動の経験があり高度な専門的な知識を有
する地域づくりアドバイザー（嘱託職員）による、
きめ細かい相談業務、アドバイスの結果、必要
と感じた研修、講演を開催する。
 地域活動協議会と連携して、地域活動協議会
の活動に参加していない住民や団体、区外から
の転入者に対して区広報紙やホームページ、ツ
イッターを始め様々な媒体を活用し、活動への
参加を呼び掛ける。
　地域活動協議会などに対して支援が行えるよ
う、地域のニーズを確認するとともに、ＣＢ・ＳＢ
の助言・指導、ＮＰＯ等法人化に向けた申請手
続の助言など地域のサポートを行う。

・地域活動協議会連絡会議による組織運営情報共
有（12回）
・各地域ＨＰやツイッターによる情報発信
・広報紙による地域活動協議会活動紹介（17地域
＋特集号）
・地域づくりアドバイザーによる地域へのサポート
・広報勉強会（17地域）・防災勉強会（17地域)
・地域づくりアドバイザーによる講座の実施(計23回)

ふれ愛パンジーまちづくり活動支援事業補助金交
付件数：1件（ひがしなり古典芸能サロンの開催：４
回、ひがしなり古典芸能大会の開催：１回）

1件

東
成
区

―3件

【4-2-3】
ふれ愛パンジーを活用し、東成区のまちづくりが
活性化する市民活動に対して助成を行う。
・補助事業の募集：1回

【1－1－2】
　まちづくりに関心のある区民の交流会を２か月
に１回程度開催し、地域活動協議会で活動して
いる区民と、関心はあるが参加できていない区
民の交流を図り、新しい担い手の育成・発掘を
行う。また、地域活動協議会単位で、希望によ
り、セミナーやワークショップを開催することで、
新しい担い手を育成・発掘し、セミナーやワーク
ショップの参加にとどまらず、実行に移すことが
出来るスタートアップ支援としての「社会的課題
解決に向けた区民提案事業」への参加に繋げ、
課題に対する自発的で新しい取組に対する意識
を高める。

・社会的課題に向けた区民提案型委託事業２件（新
庄ボランティア掘り起こし事業・淡路朝ごはん事業)
・新しい担い手の発掘や参加者同士の繋がりづくり
を行う場として「WeLove東淀川」の開催(８回実施)
・「（仮）東淀川区魅力発信プロジェクト」の立ち上げ

東
淀
川
区

【課題】
開かれた組織運営に係る情報
公開についての重要性を認識
していない地域活動協議会が
あり、新たな担い手や多くの住
民等と協働した地域づくりに発
展していかない危惧がある。

【改善策】
地域活動協議会がどんな目的
でどんな活動をしているか、ま
た会計についても透明性のあ
る処理を行っていることを広く
知ってもらうことが、これまで関
わりの薄かった住民の参画を
促すために重要であることの
周知。特に認識が低い地活協
へは職員や地域づくりアドバイ
ザーによる直接支援を行うほ
か、地域活動協議会連絡会議
や、各種講座等を通じ、地域
活動協議会に対して継続的、
持続的にうったえていき、地域
実情把握と地域ごとのきめ細
かい支援について力を入れて
いく。

―



㋑　地域資源の循環による継続的な地域活動の促進

成果指標

区名

具体的取組 平成28年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

地域社会における課題の解決やニーズへの対応に向け住民が新たに取り組む継続的な活動（コミュニティ・ビジネス、
ソーシャル・ビジネス）が創出された件数　　平成29年度までに １件以上

1件

【2-1-1】
各地域に担当職員を複数名配置し、自律した地
域運営に向けた支援を中間支援組織と連携して
行う。
地域活動に関するさまざまな情報を収集・把握
するとともに、広く区民や地域活動団体にＰＲす
る。
人材、モノ、資金、地域情報等の地域資源が活
用され循環する地域社会の活性化を図り、地域
の自主財源確保に向けた支援を行う。
　・中間支援組織と連携し、地域団体に会計の
透明性に向けた助言・
　　指導を行い、交付した公金の使途を区ＨＰで
公表　12地域
　・中間支援組織等と連携し、各地域の広報活
動に助言・指導　12地域
　・地域活動や地域の魅力などの情報発信　随
時
　・地域の法人格取得支援　随時

・会計の透明性に向けた勉強会　12地域
・地域活動団体に交付した公金の使途を区HPで公
表　12地域
・各地域への広報活動に助言・指導　12地域
・地域活動や地域の魅力などの情報発信　随時
・地域の法人格取得支援　随時

―

生
野
区

旭
区

城
東
区

0件

中間支援組織と連携し、各地域活動協議会の
持ち回りにより、当該地域の活動状況や、特色
ある取組み、独自財源の確保、新たな担い手の
確保等などの紹介、意見交換・質疑等を行う「情
報交換会」を開催する。

情報交換会の開催　７回

鶴
見
区

―

【5-2-7】
●中間支援組織と連携して、当区で活用できる
他地域のコミュニティビジネス・ソーシャルビジネ
スの事例を収集し、具体的内容を地域へ提案す
るなど、ビジネス化に向けた取組みを支援する。
　・提案内容の具体化に向けた情報交換会の開
催　２回／年

●情報交換会の開催により意欲を持った地域を
対象として、コミュニティビジネス・ソーシャルビジ
ネスの実施に向けた勉強会を開催する。
　・勉強会の開催　２回／年

・情報交換会の開催　５回
・勉強会の開催　５回

0件 ―

・中間支援と連携し、他区や他の自治体で取り
組まれているＣＢ・ＳＢの具体的な取組事例を情
報提供する。

・中間支援と連携し、他区や他の自治体で取り組ま
れているＣＢ・ＳＢの具体的な取組事例を区ホーム
ページ等で情報提供

【課題】
平成２７・２８年度で各地域活
動協議会持ち回りによる「情報
交換会」を各地域１回づつ開
催できた。
平成２９年度以降は、引き続き
中間支援組織と連携し、各地
域共通の課題やテーマ別の
「情報交換会」の開催を検討
する。

0件



㋑　地域資源の循環による継続的な地域活動の促進

成果指標

区名

具体的取組 平成28年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

地域社会における課題の解決やニーズへの対応に向け住民が新たに取り組む継続的な活動（コミュニティ・ビジネス、
ソーシャル・ビジネス）が創出された件数　　平成29年度までに １件以上

【課題】
コミュニティビジネス等につい
て地域活動協議会へ情報提
供を行っていますが、十分で
はありません。
【改善策】
地域活動協議会に対して、引
き続き、コミュニティビジネス等
の情報提供を行います。

阿
倍
野
区

住
之
江
区

【課題】
継続して課題解決に取り組ん
でいくためには担い手の確保
及び地域内での課題共有が
必要不可欠であるが、地域ご
とで課題意識に温度差があ
る。

【解決策】
他地域の先駆的事例を共有す
るとともに、地域内で課題共有
し、課題解決の取組を促進す
るテーマ型部会への移行を働
きかけていく。

区広報紙配布業務と地域見守りを合わすことで
社会的ビジネス化すべく、１地域において試行
実施を行う。

【4月～6月】・配布期間中に配布し、上旬に完了報
告の提出を受ける
【7月～9月】・配布期間中に配布し、上旬に完了報
告の提出を受ける
 【8月～9月】・来年度事業実施形態の検討・決定
【10月～12月】・配布期間中に配布し、上旬に完了
報告の提出を受ける
【10月～12月】・29年度事業形態に応じた契約等事
務の実施
【1月～３月】・配布期間中に配布し、上旬に完了報
告の提出を受ける
【1月～3月】・29年度事業形態に応じた契約等事務
の実施

0件

【3-4-2】
中間支援組織(まちづくりセンター）を活用した地
域活動協議会の自律運営にかかる支援を実施
します。特に、若い世代など幅広い市民参画の
促進、新たな担い手の発掘や地域における担い
手のスキルアップに向けた支援を強化します。
・広報サポート・会計サポート（10地域）
・担い手発掘、スキルアップにかかる事業（年1
事業）

・広報サポート・会計サポート（10地域）
・担い手発掘プロジェクト（１事業）、地域活動フォー
ラム（1回）

【2-1-1】
中間支援組織と連携し、地域公共人材等を活用
しながら、地域課題やニーズに対応するため、
地域資源（ヒト、モノ、カネ、情報）が有効に活用
され、地域課題の解決が図られる取組への支援
を行う。
(地域の自律的運営に向けたテーマ別部会や運
営委員会の開催に向けての支援：全14地域）

・「今まで地域活動に関わりの薄かった住民層の巻
き込み」分科会を３地域で実施
・区レベルでの実務者交流会「人材発掘編」を３回
開催し、ンポジウム「すみのえちかつきょう人材発見
ミーティング」を開催し、成果を発表。

1件

地下鉄あびこ駅周辺地域における自転車利用
の適正化事業を、引き続き社会的ビジネス化の
手法により実施。

【4月】・業務開始・啓発指導員の配置　　【5月】・啓
発指導員の配置
【6月】啓発指導員の配置
【7月】・啓発指導員の配置
【8月】・啓発指導員の配置
【9月】・啓発指導員の配置
【１０月】・啓発指導員の配置
【11月】・啓発指導員の配置
【12月】・啓発指導員の配置
【1月】・啓発指導員の配置　・募集要項・仕様書の
作成
 【2月】・啓発指導員の配置・募集開始・説明会の開
催
 【3月】・啓発指導員の配置・効果の検証・選定委員
会・受託者決定・契約

住
吉
区

0件 ―



㋑　地域資源の循環による継続的な地域活動の促進

成果指標

区名

具体的取組 平成28年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

地域社会における課題の解決やニーズへの対応に向け住民が新たに取り組む継続的な活動（コミュニティ・ビジネス、
ソーシャル・ビジネス）が創出された件数　　平成29年度までに １件以上

平
野
区

西
成
区

0件

東
住
吉
区

0件

0件

【3-1】
・地域活動協議会の自律的・継続的な活動を支
援する仕組みとして、よりきめ細やかな広報活
動に対して支援し、広く地域住民に地域活動の
ＰＲを行い参画を促す。
・地域活動協議会の活動に新たな参加者を増や
すため、区役所職員等が地域活動の取材を行
い、区ホームページを区内広報板等を活用して
広報するとともに、地域活動協議会自らの広報
活動に対しても中間支援組織とともに支援す
る。
　・全22地域

・中間支援組織の支援により、地域におけるホーム
ページやブログなどのＳＮＳ開設・情報発信を推進
した。
・広報「ひらの」、地域情報フェイスブックにおいて、
区役所職員の取材をもとに地域活動を広く区民へ
情報発信を行った。
全22地域

　中間支援組織等の支援を受けながら、次の取
組を実施する。
・企業とのマッチング等を通じた、地域課題の解
決
・地域事業（まつり・子どもに対するイベント等）
における、企業との協働（企業の社会貢献等）

中間支援組織のマッチング支援により、区内地域活
動協議会が他の活動主体と連携し、イベントを開催
した。
※区内地域活動協議会の恒例事業に、民間のクリ
エイター団体による企画を加えた形で、連携イベン
トを開催。地域活動協議会は模擬店を出店、団体
はプロレス・喫茶店・ライブ等を行い、参加者の年齢
層等にも広がりがみられた。

―

―

【5-2-1】
・区政会議の開催（本会議3回、2部会各3回）
・広報媒体を活用した区政会議の意義や議事内
容の区民への周知
・区政会議委員も交えた、区の中長期計画策定
に向けた地域フォーラム（仮称）の開催（14地
域）

・区政会議　本会議4回(5月・9月・12月・3月)
・区広報紙4月号、区公式ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ及びｲﾝｽﾀｸﾞﾗﾑ
の立ち上げと発信
・東住吉ゆめ・まちフォーラム(9/22)の開催
・その他新将来ビジョン策定に向けての取組の推進
（子育て層向けﾋｱﾘﾝｸﾞ、東住吉をあるこうｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
の展開、e-sumiなでしこの立ち上げ等） ―



1　「大きな公共を担う活力ある地域社会づくり」

各区における区政運営基本方針成果指標
平成28年度 測定結果及び取組実績・課題・改善策

（３）地域資源の循環

【4-3-3】
地域や社会における課題の解決やニーズへの
対応に向け、当区が実施している若しくは今後
実施することになる事務事業について、他区の
社会的ビジネス事例を紹介することなどにより地
域住民の関心を高め、コミュニティ・ビジネス化、
ソーシャル・ビジネス化を推進する。

―

―

0件

・新たな担い手発掘等につながる行事の企画・実施
4回
　まちづくり講座 (通年、桜宮：ＰＣ愛好会、淀川：ＰＣ
講座)
　ふれあい喫茶交流会(11月)
　地域が元気になるCB（コミュニティ・ビジネス）講座
(12月)
・地域で開設したブログ・HP等を活用した活動内容
（イベント案内・実施報告等）の発信と定期更新　9
地域

【課題】
・まちづくりセンター運営主体
について、地域活動協議会設
立からサポートしてきた事業者
から新たな事業者に変更と
なったことにより、事業者が持
つ特性を有効に発揮できず、
まちづくりセンター企画事業が
想定より参加者が少ないなど
低調なものとなった。

【改善策】
・新たな担い手となり得る層を
対象に、事業者の強みを活か
した事業を企画・実施する。

【2-1-2】
中間支援組織を活用して、活動内容の透明性を
確保するとともに、地域課題の解決やつながり
の拡充など、地域活動協議会の自律運営にか
かる積極的支援を行う。

　・新たな担い手発掘等につながる行事の企画・
実施　3回以上
　・地域で開設したブログ・HP等を活用した活動
内容（イベント案内・実施報告等）の発信と定期
更新　9地域

北
区 0件

【1-1-1】
・地域がそれぞれの実情に応じた地域活動がで
きるよう、財政的支援をはじめ、各地域を担当す
る職員を定め、中間支援組織と連携を図りなが
ら、各地域活動協議会に対して、自律的な地域
運営を行うための勉強会（年10回）を開催するこ
とにより、地域活動の活性化につなげる。
・イベントや地域活動に関する情報を収集し、若
い世代をはじめ、あらゆる世代に対して、ホーム
ページはもとより、ツイッターやフェイスブックな
どSNSを含めた多様な媒体を効果的に活用して
発信し、参加を呼びかけるとともに、実際に行わ
れた地域活動の内容や補助金事業実績等を
ホームページに掲載し周知する。（通年）

・自律的な地域運営を行うための勉強会の開催：10
回
・広報紙(特集４回)、ホームページ、フェイスブック
（198回投稿）を活用した地域活動の情報発信
・全地域の活動を紹介した、デザイン性の高いリー
フレットを作成
・地域活動を紹介する動画を作成し、ＨＰや区役所
で放映

福
島
区

0件

―

都
島
区

　地域や社会における課題の解決やニーズへの対応に向けた様々な取組を、継続的な活動とし、地域の活性化につなげていくた
めに、様々な人材が集まり、人材、モノ、資金、地域情報等の地域資源が活用され、循環する地域社会をめざします。

めざす姿(将来像)　

成果指標

区名

具体的取組
平成28年度の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋒　本市事務事業の社会的ビジネス化の推進

社会的ビジネス効果が見込まれる事務事業件数　　平成29年度までに １件以上

　当区が実施もしくは今後実施することになる２事業
について、新たにコミュニティ・ビジネス化することを
検討した。

此
花
区

0件

・社会的ビジネス化の候補となり得る区の業務
について、実現に向けた具体的な検討を行う。

社会的ビジネス化の候補となり得る区の業務につ
いて、検討を行い、区内の駐輪・美化にかかる課題
に対して、積極的に支援をしたが、状況の変化に伴
い実現できなかった。



成果指標

区名

具体的取組
平成28年度の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋒　本市事務事業の社会的ビジネス化の推進

社会的ビジネス効果が見込まれる事務事業件数　　平成29年度までに １件以上

天
王
寺
区

1件

【2-1-3】
・訪問型病児保育（共済型）を実施し、児童が病
気で、保育所・保護者による保育が困難な場
合、事業者が保育者自宅を訪問し、一時的にそ
の児童を保育することにより、子育てと就労の両
立を支援する。
・事業についての説明会を年８回以上開催する
とともに、保育所等へのビラ配布など事業の周
知に取り組む。
・保育所の整備にかかる調整を支援し、関係局
と連携して待機児童数の解消につなげる。

・訪問型病児保育
　　子育て関係の各種通知にチラシ同封　約９００件
　　フェイスブックに「利用者の声」掲載
・待機児童解消特別チーム会議に参画

【課題】
・病児保育利用者にとって使い
勝手のよいサービスになるよう
工夫し、登録者を増やしていく
ことが必要である。
・待機児童を含む利用保留児
童の解消

【改善策】
・子育て世帯へのアンケートや
病児保育利用者の声などから
ニーズをくみ取り、より良い
サービスを目指して取り組む。
・こども青少年局による保育所
整備を支援し、待機児童を含
む利用保留児童の解消につな
げる。

港
区

中
央
区

0件 ―

民間の事業者等と連携し、地域課題の解決に向
けた連携を行い、実際に課題解決への実践を行
う。

地域課題の解決に向け、民間事業者と連携した会
議等を行い、社会的ビジネス化に向け協議を行っ
た。

1件

―

【6-3-1】
・既に社会的ビジネス化を行っている事務事業
が継続して展開できるよう、受託者の提案や相
談などを受け入れ検討する。
　随時
・区広報紙やホームページ等の媒体を活用し、
天王寺区での社会的ビジネス化の具体例を紹
介する。
　具体例のホームページ掲載　随時

・社会的ビジネス化を行っている事務事業を、検証
のうえ継続して実施：5件
・天王寺区での社会的ビジネス化の具体例をホー
ムページで紹介

大
正
区

西
区

0件

【1-3-3】
地域課題解決型広報紙配布事業（※）など、地
域が抱える様々な課題を解決するための社会
的ビジネスを促進する。
（※）広報紙の全世帯・事業所への配布業務を
活用して、高齢者への声かけなどで地域福祉の
向上を図るなど、地域課題の解決に向けて取り
組む事業

8地域で地域課題解決型広報紙配布事業を社会的
ビジネスとして取組んでいる。

【課題】
平成26年度から実施し、地域
でも定着化しているが、社会的
ビジネスをより効果的なものと
するために、受託事業者がＰＤ
ＣＡを意識して取組んでいく工
夫が必要。

【解決策】
他地域の課題解決の具体事
例や改善事例などを情報提供
することにより、効果的な事業
運営に向けた取組を促す。

2件

【4-2-4】
地域の活性化につなげていくため、ＩＣＴ等により
地域資源（人材・モノ・資金・地域情報など）を活
用し、課題解決等に取り組む活動を中間支援組
織と連携して支援する。
・こどもと地域をむすぶ「きずな」活性化事業　1
回

・中間支援組織と連携し、地域資源の活用に向けた
支援を実施
・社会的ビジネスの手法を活用し、こどもと地域をむ
すぶ「きずな」活性化事業（1事業）を実施

―



成果指標

区名

具体的取組
平成28年度の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋒　本市事務事業の社会的ビジネス化の推進

社会的ビジネス効果が見込まれる事務事業件数　　平成29年度までに １件以上

―

【4-1-2】
・中間支援組織を活用し、市民活動団体の組織
運営・会計の透明性の確保について、会計事務
説明会や区ホームページの活用などにより支援
する。
　・会計事務説明会等の実施。（年2回）
　・事業計画書・収支予算書などの公開。
・中間支援組織による地域活動の研究フォーラ
ムの開催や、情報誌の発行を行い、新たな活動
団体や担い手の参画を促進する。
　・「なにわ区ラボ」の開催、「なにわ区ラブ」の発
行。（4回）
・各地域活動協議会の広報を支援し、幅広い情
報提供を行う。
　・「地域だより」の発行支援。（10回

・会計事務説明会等の実施。（年3回）
・事業計画書・収支予算書などの公開。
・「なにわ区ラボ」の開催（4回）
・「地域だより」の発行支援（25回）、ブログ作成・更
新支援(通年 ）
・区広報誌で地域活動協議会の情報発信（毎月）

―

【5-1-3】
地域に潜在するマンパワーと既存制度の対象に
ならない福祉ニーズ(日常生活上の軽微な援助）
等をマッチングし、お互いに助け、助けられるこ
とで支え合う有償ボランティアの仕組みを構築す
る。そしてその仕組みを利用することにより他者
とのつながりをつくり、孤立の解消を進めること
によって、地域コミュニティの活性化を図る。

平成28年4月　ＮＨＫラジオで紹介
平成28年6月　広報用チラシ作成
平成28年9月～フリーペーパーおよびイベント情報
チラシ発行
平成29年3月末現在会員数：３５人

1件

【3-1-6】
○コミュニティビジネス（CB）・ソーシャルビジネ
ス（SB）に関し本市事業を含む公共部門や民間
部門など広くビジネスに展開できる可能性のあ
るものを洗い出す。
○地域を対象にしたCB・SBの研修を1回以上開
催する。
○中間支援組織と連携しCB・SBに関する普及・
啓発を行う。
○中間支援組織とともに、会館を使ったフリー
マーケットスペースの提供事業のCBを実施

古紙回収や広報紙配付事業等について地域に説明
しCB/SBに関する普及啓発を行った。

―

西
淀
川
区

0件
浪
速
区

【課題】
有償ボランティアの仕組みを
持続可能なものとするために
は、会員数を増やすことと有償
ボランティアのマッチング数を
増やすことが必要。

【改善策】
会員登録をしやすくするために
会費設定の見直しを行い、ま
た、区の広報紙を活用して特
集記事を掲載するなど、会員
を増やすための新たな取組み
を進める。

【4-1-1】
・世代間の交流、わがまち意識を高めるととも
に、コミュニケーションの場として、あらゆる世代
の誰もが楽しめる区民まつりなどを開催する。
　　・ナニワ区民まつりの開催（9月実施）
　　・区民文化のつどいの開催（11月実施）
　　・こどもカーニバルの開催（3月実施）
　　・各種講習会の開催（通年実施）
　　・コミュニティスクールの開催（2月実施）
・コミュニティづくりへの意識啓発をはかるため、
地域での様々な活動をホームページなどで区
民・団体等に広く情報提供する。

・ナニワ区民まつりの開催（9月）
・区民文化のつどいの開催（11月）
・こどもカーニバルの開催（3月）
・各種講習会の開催（通年実施）
・コミュニティスクールの開催（2月）
・地域活動の情報発信（広報誌など）



成果指標

区名

具体的取組
平成28年度の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋒　本市事務事業の社会的ビジネス化の推進

社会的ビジネス効果が見込まれる事務事業件数　　平成29年度までに １件以上

【課題】
開かれた組織運営に係る情報
公開についての重要性を認識
していない地域活動協議会が
あり、新たな担い手や多くの住
民等と協働した地域づくりに発
展していかない危惧がある。

【改善策】
地域活動協議会がどんな目的
でどんな活動をしているか、ま
た会計についても透明性のあ
る処理を行っていることを広く
知ってもらうことが、これまで関
わりの薄かった住民の参画を
促すために重要であることの
周知。特に認識が低い地活協
へは職員や地域づくりアドバイ
ザーによる直接支援を行うほ
か、地域活動協議会連絡会議
や、各種講座等を通じ、地域
活動協議会に対して継続的、
持続的にうったえていき、地域
実情把握と地域ごとのきめ細
かい支援について力を入れて
いく。

―

淀
川
区

0件

【3-1-3】
・コミュニティ回収未実施地域に対し、環境局と
連携して取組みの意義等の一層の周知を図る。
また、取組みのインセンティブとなる奨励金制度
を継続実施する。(5地域)
・中間支援組織と協働し、地域資源を活用した
CB・SB化の仕組みを構築する。（提案地域：3地
域）
・地域資源が循環する仕組みづくりに意欲を
持った人材と地域とのコーディネートを行う。（提
案地域：3地域）

・コミュニティ回収実施地域　新規7地域（累計11地
域）
・地域資源を活用したCB・SB化の仕組みを構築：4
件
・地域資源が循環する仕組みづくりに意欲を持った
人材と地域のコーディネート：3件

【課題】
・CB・SB化のメリットが、地域
に十分に認識されていない。

【解決策】
・CB・SB化の効果を十分説明
したうえで、各地域の特性に合
わせた、地域資源が循環する
仕組みづくりの支援を行う。

　公募型提案委託事業件数：1件「私たちの街、東成
もり上げ隊」事業（子育て応援サロンの開催：2回、
子育てが楽しくなるキラキラ講座の開催：3回、
おもちゃ博士とつくってあそぼ！の開催：1回）

【1－1－2】
　まちづくりに関心のある区民の交流会を２か月
に１回程度開催し、地域活動協議会で活動して
いる区民と、関心はあるが参加できていない区
民の交流を図り、新しい担い手の育成・発掘を
行う。また、地域活動協議会単位で、希望によ
り、セミナーやワークショップを開催することで、
新しい担い手を育成・発掘し、セミナーやワーク
ショップの参加にとどまらず、実行に移すことが
出来るスタートアップ支援としての「社会的課題
解決に向けた区民提案事業」への参加に繋げ、
課題に対する自発的で新しい取組に対する意識
を高める。

・社会的課題に向けた区民提案型委託事業２件（新
庄ボランティア掘り起こし事業・淡路朝ごはん事業)
・新しい担い手の発掘や参加者同士の繋がりづくり
を行う場として「WeLove東淀川」の開催(８回実施)
・「（仮）東淀川区魅力発信プロジェクト」の立ち上げ

0件

東
淀
川
区

【1－1－1】
　地域活動協議会を中心とした各種の地域活動
に対して財政的支援などを行うとともに、まちづく
り活動の経験があり高度な専門的な知識を有す
る地域づくりアドバイザー（嘱託職員）による、き
め細かい相談業務、アドバイスの結果、必要と
感じた研修、講演を開催する。
 地域活動協議会と連携して、地域活動協議会
の活動に参加していない住民や団体、区外から
の転入者に対して区広報紙やホームページ、ツ
イッターを始め様々な媒体を活用し、活動への
参加を呼び掛ける。
　地域活動協議会などに対して支援が行えるよ
う、地域のニーズを確認するとともに、ＣＢ・ＳＢ
の助言・指導、ＮＰＯ等法人化に向けた申請手
続の助言など地域のサポートを行う。

・地域活動協議会連絡会議による組織運営情報共
有（12回）
・各地域ＨＰやツイッターによる情報発信
・広報紙による地域活動協議会活動紹介（17地域＋
特集号）
・地域づくりアドバイザーによる地域へのサポート
・広報勉強会（17地域）・防災勉強会（17地域)
・地域づくりアドバイザーによる講座の実施(計23回)

東
成
区

―8件

【4-2-2】
地域課題の解決について市民活動団体等から
提案をしてもらい、協働により取り組む「公募型
提案委託」を実施する。
・区の設定するテーマに基づく事業の公募：1回



成果指標

区名

具体的取組
平成28年度の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋒　本市事務事業の社会的ビジネス化の推進

社会的ビジネス効果が見込まれる事務事業件数　　平成29年度までに １件以上

―

【課題】
　あさひあったかきちは、福祉
関連のイベントの減少と、利用
者の固定化により、場所、方
法、委託事業者等を見直す必
要が生じた。

【解決策】
　あさひあったかきちは、平成
２９年度から社会福祉法人、Ｎ
ＰＯ法人、地域団体等により子
ども、子ども世代、高齢者、障
がい者に関するプログラムや
イベントの実施、休憩や座談な
どのふれあいの場、子育てや
介護等に関する情報提供の場
として、再構築を行う。

―

生
野
区

【5-2-8】
●地域や社会における課題やニーズを把握し、
本市が実施している若しくは今後実施することに
なる事務事業について、社会的ビジネス化に
よって解決できるよう事業内容を検証し、必要が
あれば再構築の上、対象事業の抽出を行なう。

0件

区の事務事業について、社会的ビジネス化に向け
た検証を行ったが、対象事業の抽出には至らなかっ
た。

【課題】
事業の抽出について、担い手
側がいなければ成り立たない
という問題があり、地域の情報
に精通している中間支援組織
との連携を深めていく必要が
ある。

【解決策】
中間支援組織との情報交換に
より、連携を強化し事業の抽
出に繋げる。

【1-2-1】
〈地域活動協議会〉
地域社会におけるご近助のつながりをひろげ、
安全・安心で活力ある地域社会をつくるための
事業の実施
　・防災、福祉、青パト事業の委託10校下

地域課題に対応するとともに地域のまちづくりを
推進することを目的とした事業の実施
　・防犯、子ども･青少年、福祉、健康、環境、文
化･スポーツ事業への補助10校下

地域活動協議会に交付した公金の使途や地域
活動協議会の活動が、ホームページ等多様な
媒体を用いて公表されるよう取組む。

旭
区

　・防災、福祉、青パト事業の委託10校下
　・防犯、子ども･青少年、福祉、健康、環境、文化･
スポーツ事業への補助10校下
　・ホームページ等掲載10校下

【2-3-1】
〈マタニティカフェ〉
臨床心理士等による専門相談の充実を図るとと
もに、妊娠・子育て期の孤立予防を目的として、
妊婦同士や先輩ママとの交流機会を提供する
「マタニティカフェ」事業を実施する。
・臨床心理士と保健師及び子育て支援室との連
携強化と相談支援の充実
・「赤ちゃん広場」を活用したマタニティカフェ事
業の実施　　年１２回

平成28年度臨床心理士による相談実績：常設相談
531件、乳幼児健診・発達相談での相談件数：213件
マタニティカフェ開催：12回、参加：81名（平均6.8名）

【2-2-2】
〈高齢者食事サービス〉
地域で実施する高齢者食事サービス及び地域
福祉拠点である「あさひあったかきち」を通じて、
地域での見守り体制づくり、つながりづくり、担い
手づくりを進める。
　・高齢者食事サービス　総計画食数　３，５９２
食
　・あさひあったかきち　延利用者数　６，４００人

・高齢者食事サービス総食数　5,291食
・あさひあったかきち延利用者数　5,226人
　（イベント等参加者　1,817人、その他利用者3,409
人）

0件



成果指標

区名

具体的取組
平成28年度の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋒　本市事務事業の社会的ビジネス化の推進

社会的ビジネス効果が見込まれる事務事業件数　　平成29年度までに １件以上

―

阿
倍
野
区

0件

【3-4-2】
中間支援組織(まちづくりセンター）を活用した地
域活動協議会の自律運営にかかる支援を実施
します。特に、若い世代など幅広い市民参画の
促進、新たな担い手の発掘や地域における担い
手のスキルアップに向けた支援を強化します。
・広報サポート・会計サポート（10地域）
・担い手発掘、スキルアップにかかる事業（年1
事業）

・広報サポート・会計サポート（10地域）
・担い手発掘プロジェクト（１事業）、地域活動フォー
ラム（1回）

鶴
見
区

城
東
区

0件

中間支援組織と連携し、コミュニティ回収など他
区で取り組まれているＣＢ・ＳＢの具体的な取組
事例の情報提供を行う。

ＣＢ・ＳＢの実施　０件 【課題】
中間支援組織と連携し、ＣＢ・
ＳＢについての情報提供を
行っているが、特に意義につ
いて理解を得るのが難しい。
また、一部地域でコミュティ回
収に関心を示す地域はあるも
のの、具体に実施するには、
組織内で解決すべき課題が数
多くあり、実施には至っていな
い。

【改善策】
引き続き、中間支援組織と連
携し情報提供を行う。
特にコミュニティ回収について
は、開始当初よりも実施しやす
いよう改善されてきているの
で、そうした点についての情報
提供に努める。

―1件

【2-1-1】
各地域に担当職員を複数名配置し、自律した地
域運営に向けた支援を中間支援組織と連携して
行う。
地域活動に関するさまざまな情報を収集・把握
するとともに、広く区民や地域活動団体にＰＲす
る。
人材、モノ、資金、地域情報等の地域資源が活
用され循環する地域社会の活性化を図り、地域
の自主財源確保に向けた支援を行う。
　・中間支援組織と連携し、地域団体に会計の
透明性に向けた助言・
　　指導を行い、交付した公金の使途を区ＨＰで
公表　12地域
　・中間支援組織等と連携し、各地域の広報活
動に助言・指導　12地域
　・地域活動や地域の魅力などの情報発信　随
時
　・地域の法人格取得支援　随時

・会計の透明性に向けた勉強会　12地域
・地域活動団体に交付した公金の使途を区HPで公
表　12地域
・各地域への広報活動に助言・指導　12地域
・地域活動や地域の魅力などの情報発信　随時
・地域の法人格取得支援　随時

【課題】
社会的ビジネス等について地
域活動協議会へ情報提供を
行っていますが、十分ではあり
ません。
【改善策】
地域活動協議会に対して、引
き続き、社会的ビジネス等の
情報提供を行います。

旭
区 0件

【3-1-1】
〈大型粉末消火器〉
地域の初期消火能力増強の支援を行う。
　・大型粉末消火器の配備　15台（計82台）
各連合ごとに災害時要援護者及び支援者の把
握・更新
　・10校下

・大型粉末消火器の配備　25台（計92台）
・各連合ごとに災害時要援護者及び支援者の追加
募集、名簿等の更新・作成　（要援護者数　約4300
人、支援者数　約1400人）



成果指標

区名

具体的取組
平成28年度の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋒　本市事務事業の社会的ビジネス化の推進

社会的ビジネス効果が見込まれる事務事業件数　　平成29年度までに １件以上

平
野
区

東
住
吉
区

0件

0件

【3-1】
・地域活動協議会の自律的・継続的な活動を支
援する仕組みとして、よりきめ細やかな広報活
動に対して支援し、広く地域住民に地域活動の
ＰＲを行い参画を促す。
・地域活動協議会の活動に新たな参加者を増や
すため、区役所職員等が地域活動の取材を行
い、区ホームページを区内広報板等を活用して
広報するとともに、地域活動協議会自らの広報
活動に対しても中間支援組織とともに支援する。
　・全22地域

・中間支援組織の支援により、地域におけるホーム
ページやブログなどのＳＮＳ開設・情報発信を推進
した。
・広報「ひらの」、地域情報フェイスブックにおいて、
区役所職員の取材をもとに地域活動を広く区民へ
情報発信を行った。
全22地域

住
之
江
区

【2-1-4】
・地域の公園（住区基幹公園）について、地域活
動協議会等が主体となって管理しているモデル
地域の拡充に向け、全14地域活動協議会との
意見交換を行う。

各地域活動協議会との意見交換回数　10回
（加賀屋東地域1回、加賀屋地域1回、海の町地域1
回、花の町地域2回、敷津浦地域1回、南港緑地域1
回、粉浜地域1回、平林地域1回、太陽の町地域1
回）

0件

【5-2-1】
・区政会議の開催（本会議3回、2部会各3回）
・広報媒体を活用した区政会議の意義や議事内
容の区民への周知
・区政会議委員も交えた、区の中長期計画策定
に向けた地域フォーラム（仮称）の開催（14地域）

・区政会議　本会議4回(5月・9月・12月・3月)
・区広報紙4月号、区公式ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ及びｲﾝｽﾀｸﾞﾗﾑ
の立ち上げと発信
・東住吉ゆめ・まちフォーラム(9/22)の開催
・その他新将来ビジョン策定に向けての取組の推進
（子育て層向けﾋｱﾘﾝｸﾞ、東住吉をあるこうｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
の展開、e-sumiなでしこの立ち上げ等）

―

―

住
吉
区

地下鉄あびこ駅周辺地域における自転車利用
の適正化事業を、引き続き社会的ビジネス化の
手法により実施。

【4月】・業務開始・啓発指導員の配置　　【5月】・啓
発指導員の配置
【6月】啓発指導員の配置
【7月】・啓発指導員の配置
【8月】・啓発指導員の配置
【9月】・啓発指導員の配置
【１０月】・啓発指導員の配置
【11月】・啓発指導員の配置
【12月】・啓発指導員の配置
【1月】・啓発指導員の配置　・募集要項・仕様書の作
成
 【2月】・啓発指導員の配置・募集開始・説明会の開
催
 【3月】・啓発指導員の配置・効果の検証・選定委員
会・受託者決定・契約

1件 ―

区広報紙配布業務と地域見守りを合わすことで
社会的ビジネス化すべく、１地域において試行
実施を行う。

【4月～6月】・配布期間中に配布し、上旬に完了報
告の提出を受ける
【7月～9月】・配布期間中に配布し、上旬に完了報
告の提出を受ける
 【8月～9月】・来年度事業実施形態の検討・決定
【10月～12月】・配布期間中に配布し、上旬に完了
報告の提出を受ける
【10月～12月】・29年度事業形態に応じた契約等事
務の実施
【1月～３月】・配布期間中に配布し、上旬に完了報
告の提出を受ける
【1月～3月】・29年度事業形態に応じた契約等事務
の実施

【課題】
地域が主体となった公園管理
の実施に向け、地域の実情を
見据えながら建設局と協議・
連携し取り組む必要がある。

【解決策】
建設局と協議を重ね、連携し
て、事業を継続できるよう取組
む。



成果指標

区名

具体的取組
平成28年度の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋒　本市事務事業の社会的ビジネス化の推進

社会的ビジネス効果が見込まれる事務事業件数　　平成29年度までに １件以上

西
成
区

1件

　中間支援組織も活用して、コミュニティ・ビジネ
スやソーシャル・ビジネスや事務事業の社会的
ビジネス化についての意義やメリット、具体的な
事例の紹介やその情報等を提供するとともに、
コーディネートを行う仕組みづくり、各種研修等
の実施、相談体制の整備等を進めていく。

自主財源の確保等、地域資源（ヒト、モノ、カネ、情
報）の有効な活用を通じた地域課題の解決につい
て、中間支援組織により、各地域に対する個別的な
支援を実施した。

―



都
島
区

14.3%

【2-1-2】
中間支援組織を活用して、活動内容の透明性を
確保するとともに、地域課題の解決やつながり
の拡充など、地域活動協議会の自律運営にか
かる積極的支援を行う。

　・新たな担い手発掘等につながる行事の企画・
実施　3回以上
　・地域で開設したブログ・HP等を活用した活動
内容（イベント案内・実施報告等）の発信と定期
更新　9地域

（４）地域公共人材の充実と中間支援組織の活用

1　「大きな公共を担う活力ある地域社会づくり」

各区における区政運営基本方針成果指標
平成28年度 測定結果及び取組実績・課題・改善策

地域の活動において、ファシリテーション能力やコーディネート力などを持った人材が活躍していると感じている区民の
割合　　平成29年度までに 50％以上

㋐　地域公共人材の充実と活用の促進

北
区 5.7%

【1-1-1】
・地域がそれぞれの実情に応じた地域活動がで
きるよう、財政的支援をはじめ、各地域を担当す
る職員を定め、中間支援組織と連携を図りなが
ら、各地域活動協議会に対して、自律的な地域
運営を行うための勉強会（年10回）を開催するこ
とにより、地域活動の活性化につなげる。
・イベントや地域活動に関する情報を収集し、若
い世代をはじめ、あらゆる世代に対して、ホーム
ページはもとより、ツイッターやフェイスブックな
どSNSを含めた多様な媒体を効果的に活用して
発信し、参加を呼びかけるとともに、実際に行わ
れた地域活動の内容や補助金事業実績等を
ホームページに掲載し周知する。（通年）

・自律的な地域運営を行うための勉強会の開催：10
回
・広報紙(特集４回)、ホームページ、フェイスブック
（198回投稿）を活用した地域活動の情報発信
・全地域の活動を紹介した、デザイン性の高いリー
フレットを作成
・地域活動を紹介する動画を作成し、ＨＰや区役所
で放映

―

区名

成果指標

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

　市民活動団体をはじめ様々な活動主体が、「豊かなコミュニティづくり」、「多様な主体の協働（マルチパートナーシップ）」、「地
域社会における資源の循環」を推進するに当たり、これらの活動主体と行政との間に立ち、人と人・活動と活動をつなぐ中間支
援機能の充実によって、地域人材の育成と活用をめざします。

めざす姿(将来像)　

・新たな担い手発掘等につながる行事の企画・実施
4回
　まちづくり講座 (通年、桜宮：ＰＣ愛好会、淀川：ＰＣ
講座)
　ふれあい喫茶交流会(11月)
　地域が元気になるCB（コミュニティ・ビジネス）講座
(12月)
・地域で開設したブログ・HP等を活用した活動内容
（イベント案内・実施報告等）の発信と定期更新　9
地域

【課題】
・まちづくりセンター運営主体
について、地域活動協議会設
立からサポートしてきた事業者
から新たな事業者に変更と
なったことにより、事業者が持
つ特性を有効に発揮できず、
まちづくりセンター企画事業が
想定より参加者が少ないなど
低調なものとなった。

【改善策】
・新たな担い手となり得る層を
対象に、事業者の強みを活か
した事業を企画・実施する。

【4-4-1】
地域における市民活動の振興に向けて、課題の
抽出、それぞれの強みを活かせる活動主体間
の連携・ネットワークづくり、地域や社会の資源
の橋渡しなどのための調整を図るため、適宜地
域公共人材の活用を提案することなどにより、
活動主体間の話し合いを促す人材を充実し、地
域での活用を促進する。

【課題】
現在のところ、地域に地域公
共人材の需要がない。

【改善策】
　現在のところ地域公共人材
の需要はないが、引き続き地
域活動の動向を見守りつつ、
組織運営や各種事業の企画
段階に地域公共人材の活用
の機会があれば周知・提案を
行う。

福
島
区

（17.6%）

　組織運営や各種事業の企画段階に地域公共人
材の活用の機会があるか、地域活動の状況を伺っ
ていたが、今年度については該当する機会がな
かった。



地域の活動において、ファシリテーション能力やコーディネート力などを持った人材が活躍していると感じている区民の
割合　　平成29年度までに 50％以上

㋐　地域公共人材の充実と活用の促進

区名

成果指標

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

【1-1-1】
自律的な地域運営を積極的に推進するため、中
間支援組織と連携し、次の取組みを行う。
・他の地域団体との連携や地域活動への住民
の参加促進を支援する。
・地域の資源が有効に活用され、地域の課題に
対応できるよう支援する。
・主体的に情報発信できるよう広報紙作成等の
支援をする。
・地域課題や活動等を各地域活動協議会間で
共有できる場として、地域活動協議会連絡会（２
回）と地域活動協議会情報共有会（2回）を開催
する。
・地域担当制の区役所職員が地域の実情や
ニーズ、課題を把握し、各関係機関等と連携を
図りながら、地域活動を支援する。

此
花
区

5.3%

・区や此花区まちづくりセンターにおいて把握し
ている地域公共人材となり得る人材をリストアッ
プし、その人材が活動できる場の情報を提供す
る。
・此花区まちづくりセンターを活用し、地域団体
のリーダーを対象にファシリテーションやコー
ディネート能力の向上のための研修を実施す
る。

地域の人に、「コノハナのハナシ」などでワークショッ
プやラウンドテーブルなどの手法を体験してもらっ
た。

【課題】
ファシリテーション能力の必要
性について、地域活動協議会
の理解を深める必要がある。

【改善策】
地域活動協議会へのアプロー
チを行う。

・地域活動とマンションコミュニティに係る意見交換
会及び勉強会を実施し、地域間の課題認識・共有
化を図り、また、マンション住民へのアプローチなど
地域活動への住民の参加促進を支援した。
・地域主体の大規模防災訓練で、学校や警察署、
消防署等による実行委員会に協働し、また、他の地
域との連携事業となるよう支援するなど、地域の防
災ネットワーク強化を促した。
・地域広報運営の支援実施
・地域活動協議会情報共有会及び会長連絡会を開
催した。（各2回）

【課題】
地域活動協議会の組織運営
については順調に進んでいる
が、区や中間支援組織が各地
域の実情に合った支援を行っ
ていないと感じている地域が
ある。
西区においては、近年高層マ
ンションの建設が続き人口増
加が著しくマンションコミュニ
ティが大きな課題となっている
エリアや高齢化が進み担い手
不足や福祉が課題となってい
るエリア等地域によって実情
が大きく異なるため、地域の課
題について共有し、各地域の
ニーズや実情に応じた支援を
実施する必要がある。

【改善策】
地域活動協議会の更なる自律
した地域運営に向け、地域と
意見交換を行うなど、各地域
の課題やニーズを把握し共通
認識したうえで、個々の実情に
応じた支援を地域・区役所・ま
ちづくりセンター等で役割分担
し、きめ細かな支援を行ってい
く。

―
中
央
区

西
区 （7.1%）

1.8%

【4-2-5】
地域活動の担い手の拡大を図るため、幅広い
層の人たちに活動への参加を促すとともに、地
域の人材と地域で求められている活動の橋渡し
などに取り組む。
・中間支援組織と連携し、幅広い層の人たちの
地域活動への参画に向けた取り組みの実施
・地域活動の担い手の発掘・育成にかかる講習
会の開催　1回
・区の地域特性を活かした地域公共人材の育成
に向けた支援
・地域において求められている活動に関する情
報やニーズを把握・収集
・人材とニーズの橋渡しを図るべく、中間支援組
織を活用しながら支援

・中間支援組織と連携し、幅広い層の人たちの地域
活動への参画に向けた取組みの実施
・地域活動の担い手の発掘・育成にかかる講習会
の開催　1回
・区の地域特性を活かした地域公共人材の育成に
向けた支援
・地域において求められている活動に関する情報や
ニーズを把握・収集
・人材とニーズの橋渡しを図るべく、中間支援組織
を活動しながら支援



地域の活動において、ファシリテーション能力やコーディネート力などを持った人材が活躍していると感じている区民の
割合　　平成29年度までに 50％以上

㋐　地域公共人材の充実と活用の促進

区名

成果指標

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

【4-1-1】
・世代間の交流、わがまち意識を高めるととも
に、コミュニケーションの場として、あらゆる世代
の誰もが楽しめる区民まつりなどを開催する。
　　・ナニワ区民まつりの開催（9月実施）
　　・区民文化のつどいの開催（11月実施）
　　・こどもカーニバルの開催（3月実施）
　　・各種講習会の開催（通年実施）
　　・コミュニティスクールの開催（2月実施）
・コミュニティづくりへの意識啓発をはかるため、
地域での様々な活動をホームページなどで区
民・団体等に広く情報提供する。

・ナニワ区民まつりの開催（9月）
・区民文化のつどいの開催（11月）
・こどもカーニバルの開催（3月）
・各種講習会の開催（通年実施）
・コミュニティスクールの開催（2月）
・地域活動の情報発信（広報誌など）

13.3% ―
浪
速
区

【課題】
各地域参加の全体交流会の
場で地域公共人材を活用し、
その役割は一定理解されてい
るが、地域単位での活用が必
要。

【改善策】
地域の取組み課題に対し、活
用できる地域公共人材の紹介
を中間支援組織を通じて促
す。また、区広報紙でも地域公
共人材の紹介を行ない認知度
を高める。

天
王
寺
区

6.4%

【6-4-1】
・区ホームページに、地域公共人材に関する情
報や検索するサイトを掲載するとともに、中間支
援組織を活用し、地域活動協議会に対して地域
公共人材の役割等を紹介する。
　随時

・区ホームページに、地域公共人材に関する情報や
検索するサイトを掲載、地域活動協議会に対して地
域公共人材の役割等を紹介

港
区

大
正
区

（11.2%）

【7-2-1】
「いちばん住んでみたい・住んでよかったまち大
正区」の実現に向け活動している「わがまちビ
ジョン部会」が、区の特色を活かした文化事業や
小学生や高齢者まで多様な世代の参画ができ
る事業を自主的に企画・実施するために、区が
必要な情報提供や支援を行い、区民協働の拡
充を図っていく。
○自主企画事業への参画者募集の実施（年間2
回）
○区内学校・団体・地域団体等に協働・連携を
呼び掛け自主企画事業を実施する（年間4事業）

○自主企画事業
・「子どもによる樹木札設置」（7月）
・「10年後の私への手紙」（1月）
・「文楽講座（体験・公演）」（2月）
・「40年後の同窓会」（3月）

―

7.1%

【1-3-1】
魅力と活気ある地域づくりに向けて、地域団体
や企業、ＮＰＯなどの多様な地域活動の担い手
のすそ野を広げ、マルチパートナーシップによる
まちづくりを進めていくために、活動主体間の話
し合いを促す人材を育成するとともに、様々な担
い手に対し地域貢献活動や各々の強みを活か
した連携・協働を呼びかけ、地域課題の解決に
ついての具体的な取組を促進する。

・区広報、ＨＰ、企業訪問などによる地域貢献活
動への参画呼びかけ
：通年実施
・企業まちづくり交流会の開催：年１回以上
・サロン講座の開催：年２回

区内企業等に働きかけ、地域貢献活動への参画す
る機会の提供を行った。

【課題】
「地域公共人材」のしくみが区
民に知られておらず、人材の
活躍が認知されていない。
【改善策】
「地域公共人材」のしくみを
知っている人のうち、「その人
材が活躍している」と感じてい
る人は、85.7％であることか
ら、「公共人材」のしくみやその
人材の活躍についての情報の
発信に努める必要がある。



地域の活動において、ファシリテーション能力やコーディネート力などを持った人材が活躍していると感じている区民の
割合　　平成29年度までに 50％以上

㋐　地域公共人材の充実と活用の促進

区名

成果指標

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

【4-1-2】
・中間支援組織を活用し、市民活動団体の組織
運営・会計の透明性の確保について、会計事務
説明会や区ホームページの活用などにより支援
する。
　・会計事務説明会等の実施。（年2回）
　・事業計画書・収支予算書などの公開。
・中間支援組織による地域活動の研究フォーラ
ムの開催や、情報誌の発行を行い、新たな活動
団体や担い手の参画を促進する。
　・「なにわ区ラボ」の開催、「なにわ区ラブ」の発
行。（4回）
・各地域活動協議会の広報を支援し、幅広い情
報提供を行う。
　・「地域だより」の発行支援。（10回）

・会計事務説明会等の実施。（年3回）
・事業計画書・収支予算書などの公開。
・「なにわ区ラボ」の開催（4回）
・「地域だより」の発行支援（25回）、ブログ作成・更
新支援(通年 ）
・区広報誌で地域活動協議会の情報発信（毎月）

13.3% ―
浪
速
区

【3-1-5】
○地域団体やＮＰＯ、企業などの区内のまちづく
りに関する様々な活動主体に関する情報を収集
し、各団体間の連携を推進する。
○様々な活動主体の担い手が情報交換でき
て、課題の共有や課題解決に向けた議論ができ
る場の設定を行う。
○区内の「地域公共人材」に関する情報を収集
し、地域活動に取り組む人を中心に「地域公共
人材」の意義・役割について周知する。

【課題】
・地域のニーズに合わせた活
用の呼びかけができていな
い。

【解決策】
・地域のニーズと、事業実施の
タイミングに合わせて、中間支
援組織を活用し、積極的に活
用提案を行う。

【課題】
NPO、企業などの各団体の連
携が進んでいる地域もある
が、連携団体等が固定化され
ており、新たなNPO、企業など
の各団体との連携がすすんで
いない。

【解決策】
ものづくりまつりや商店街にぎ
わい再生イベントを各団体と
地域活動協議会等の地域団
体とが、共催するイベント等を
開催し、連携を推進していく。

6.5%

　地域活動において、ファシリテーション能力や
コーディネート力を持った人、あるいは地域を超
えて幅広く活躍している人を地域公共人材と捉
え、地域の課題解決のために様々な活動主体と
の連携・協働を図り、積極的に活用していくよう、
働きかける。
・地域活動協議会意見交換会において、地域事
業への地域公共人材活用の呼びかけ、活用事
例の紹介
・中間支援組織による、地域特性に応じた、地域
公共人材活用の提案
【改定履歴あり】

・地域活動協議会意見交換会において、地域事業
への地域公共人材活用の呼びかけ、活用事例の紹
介：全18地域×2回
・地域公共人材を活用した講演会の案内：全18地域
×2回
・中間支援組織による地域公共人材活用提案3地
域

5.7%

ものづくりまつりや商店街にぎわい再生イベント等と
地域の連携を推進した。

西
淀
川
区

淀
川
区



地域の活動において、ファシリテーション能力やコーディネート力などを持った人材が活躍していると感じている区民の
割合　　平成29年度までに 50％以上

㋐　地域公共人材の充実と活用の促進

区名

成果指標

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

【4-2-1】
区の地域資源を活用し多様な活動主体と地域
がつながる「ひがしなり街道玉手箱」を開催す
る。
・運営事務局会議の開催：月3～4回
・参加団体交流会の開催：6回

【課題】
　「ひがしなり街道玉手箱実行
委員会」規約の制定や、東成
区役所との協定書の締結な
ど、「ひがしなり街道玉手箱実
行委員会」が将来的に自立し
ていくために必要な仕組みづく
りはできた。
　今後は、多様な活動主体が
主体的・自律的に「ひがしなり
街道玉手箱」に関わることで、
まちづくりなどの地域活動に貢
献していけるような支援が必
要。

【解決策】
　運営事務局会議にかかる支
援を継続しつつも、多様な活
動主体が「ひがしなり街道玉
手箱」を通して、地域とつなが
ることができるよう、参加団体
交流会などの支援をより進め
ていく。

【1－1－2】
　まちづくりに関心のある区民の交流会を２か月
に１回程度開催し、地域活動協議会で活動して
いる区民と、関心はあるが参加できていない区
民の交流を図り、新しい担い手の育成・発掘を
行う。また、地域活動協議会単位で、希望によ
り、セミナーやワークショップを開催することで、
新しい担い手を育成・発掘し、セミナーやワーク
ショップの参加にとどまらず、実行に移すことが
出来るスタートアップ支援としての「社会的課題
解決に向けた区民提案事業」への参加に繋げ、
課題に対する自発的で新しい取組に対する意識
を高める。

・社会的課題に向けた区民提案型委託事業２件（新
庄ボランティア掘り起こし事業・淡路朝ごはん事業)
・新しい担い手の発掘や参加者同士の繋がりづくり
を行う場として「WeLove東淀川」の開催(８回実施)
・「（仮）東淀川区魅力発信プロジェクト」の立ち上げ

―

生
野
区

12.5%

【5-2-3】
●地域団体やNPO、企業など地域のまちづくり
に関するさまざまな活動主体の情報を発信する
とともに、地域活動協議会に参画している団体
だけでなく、さまざまな地域活動団体における担
い手育成のために、地域の課題に取り組む担い
手を育成する講座等をファシリテーション能力、
コーディネート力を有する人材及び中間支援組
織と連携し、引き続き開催する。
　・担い手講座の開催　２回
●ファシリテーション能力、コーディネート力を有
する人材を派遣し、地域活動協議会の自主的な
活動を促進する。

生野区の未来を想う交流会「まちカフェ」　毎月開催
参加者のべ151人
地域公共人材の派遣：2団体

【課題】
新たな担い手候補は出てきて
いるものの、その担い手候補
が実際に地域活動に携わるこ
とにあまりつながっていない。

【解決策】
これまでの取り組みも踏まえ、
地域活動協議会と新たな担い
手候補との交流機会の提供な
ど、その担い手候補が地域活
動につながるような土壌作りに
取り組む。

東
淀
川
区

6.7%

東
成
区

・ひがしなり街道玉手箱の実施（11月3～6日：4日
間）
・ひがしなり街道玉手箱にかかる広報物の作成（ポ
スターなど）
・運営事務局会議の開催：38回
・参加団体交流会の開催：6回

15.9%



地域の活動において、ファシリテーション能力やコーディネート力などを持った人材が活躍していると感じている区民の
割合　　平成29年度までに 50％以上

㋐　地域公共人材の充実と活用の促進

区名

成果指標

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

【課題】
紙媒体による広報について、
残り2地域（昨年より3地域減）
が作成に至っていない。

【改善策】
引き続き、残り2地域に対して
情報発信の重要性、広報誌な
どの紙媒体による広報の有効
性を周知し、全地域での発行
にむけ取り組みを行う。

中間支組織と連携し、地域活動を支える人材の
発掘を積極的に実施して、さまざまな活動主体
と連携・協働を実現する。

プロボノを積極的に活用して、さまざまな活動主体
との連携・協働を実現することができた。

4.9% ―

【課題】
地域公共人材について地域活
動協議会へ情報提供を行って
いますが、十分ではありませ
ん。
【改善策】
地域活動協議会に対して、引
き続き、地域公共人材の情報
提供を行います。

【3-4-2】
中間支援組織(まちづくりセンター）を活用した地
域活動協議会の自律運営にかかる支援を実施
します。特に、若い世代など幅広い市民参画の
促進、新たな担い手の発掘や地域における担い
手のスキルアップに向けた支援を強化します。
・広報サポート・会計サポート（10地域）
・担い手発掘、スキルアップにかかる事業（年1
事業）

・広報サポート・会計サポート（10地域）
・担い手発掘プロジェクト（１事業）、地域活動フォー
ラム（1回）

城
東
区

鶴
見
区

12.0%

【2-1-1】
各地域に担当職員を複数名配置し、自律した地
域運営に向けた支援を中間支援組織と連携して
行う。
地域活動に関するさまざまな情報を収集・把握
するとともに、広く区民や地域活動団体にＰＲす
る。
人材、モノ、資金、地域情報等の地域資源が活
用され循環する地域社会の活性化を図り、地域
の自主財源確保に向けた支援を行う。
　・中間支援組織と連携し、地域団体に会計の
透明性に向けた助言・
　　指導を行い、交付した公金の使途を区ＨＰで
公表　12地域
　・中間支援組織等と連携し、各地域の広報活
動に助言・指導　12地域
　・地域活動や地域の魅力などの情報発信　随
時
　・地域の法人格取得支援　随時

・会計の透明性に向けた勉強会　12地域
・地域活動団体に交付した公金の使途を区HPで公
表　12地域
・各地域への広報活動に助言・指導　12地域
・地域活動や地域の魅力などの情報発信　随時
・地域の法人格取得支援　随時

―

旭
区

13.3%

【1-1-1】
①区役所及び中間支援組織による地域活動協
議会に対する活動支援（会計処理及び情報公
開、住民参加促進等の支援）
②地域活動協議会に関する各活動の情報発信
支援
・SNSやホームページを用いた情報発信の継続
支援、及び、他の広報媒体の作成支援
・区広報誌等における活動紹介の継続

・SNS(ツイッター、ブログ、フェイスブック等）16地域
・HP/　2　地域
紙媒体による広報14地域
・複合庁舎1階「区民情報コーナー」への広報誌の
配架

阿
倍
野
区

11.6%



地域の活動において、ファシリテーション能力やコーディネート力などを持った人材が活躍していると感じている区民の
割合　　平成29年度までに 50％以上

㋐　地域公共人材の充実と活用の促進

区名

成果指標

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

【課題】
継続して課題解決に取り組ん
でいくためには担い手の確保
及び地域内での課題共有が
必要不可欠であるが、地域ご
とで課題意識に温度差があ
る。

【解決策】
他地域の先駆的事例を共有す
るとともに、地域内で課題共有
し、課題解決の取組を促進す
るテーマ型部会への移行を働
きかけていく。

（4.3%）
【課題】
企業・ＮＰＯ・学校・地域交流
会実施から３年が経過し、分
科会から創出された取組が定
着している地域がある。今後、
他の地域へも拡大していく必
要がある。

【解決策】
ＣＢ・ＳＢにつながる協働が実
現するしかけづくりや他地域
の実施事例の共有など、地域
の取組度合に応じた支援とな
るよう企業・NPO・学校・地域
交流会の運営方法を改善す
る。

【2-1-2】
中間支援組織と連携し、企業・NPO・学校・地域
交流会等を開催しながら、地域活動協議会の構
成団体以外のさまざまな活動団体との間で、連
携・協働した取組を支援する。
（企業・NPO・学校・地域交流会の開催：年間3回
以上）

【5-2-1】
・区政会議の開催（本会議3回、2部会各3回）
・広報媒体を活用した区政会議の意義や議事内
容の区民への周知
・区政会議委員も交えた、区の中長期計画策定
に向けた地域フォーラム（仮称）の開催（14地
域）

・区政会議　本会議4回(5月・9月・12月・3月)
・区広報紙4月号、区公式ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ及びｲﾝｽﾀｸﾞﾗﾑ
の立ち上げと発信
・東住吉ゆめ・まちフォーラム(9/22)の開催
・その他新将来ビジョン策定に向けての取組の推進
（子育て層向けﾋｱﾘﾝｸﾞ、東住吉をあるこうｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
の展開、e-sumiなでしこの立ち上げ等）

20.9%

【6-1-1】
○まちづくりを推進する地域運営を行う等、準行
政機能を有する地域活動協議会に対し、地域の
実情や特性にあった柔軟な地域活動が行える
よう、補助金を一括交付する。
○中間支援組織と連携し、各地域の年間事業
計画や予算の策定に対する助言・指導、会計等
の透明性の確保に向けた支援等、地域活動協
議会の自立的な運営支援を行う。
○様々な機会を通じて「つながり」や「きずな」の
大切さを啓発するなどし、幅広い住民に対し地
域活動への参加・参画を促す。
○地域編集塾の参加者から、担い手となりうる
人材と地域ニーズとのマッチングを促進する。
○地域活動協議会の自主財源の確保に向けた
情報提供を行う。
○開かれた組織運営や会計等の透明性確保の
支援を行う。

　・地域活動協議会の運営支援（地域編集塾の
開催含む）：全12地域
　・地域活動協議会会長会の運営支援（10回）

住
吉
区

住
之
江
区

・地域活動協議会の運営支援（全12地域）
・地域活動協議会会長会の運営支援（10回）
・補助金会計説明会の実施（2回）

【課題】
地域活動協議会の認知度が
低いため、認知度をあげる必
要がある。

【解決策】
これまでの取組に加え、地域
活動協議会の認知度アップの
ため広報紙やSNS・ホーム
ページを活用して広報活動を
強化する。また、各地域活動
協議会の「強み」を他地域へ
の横展開を図ることにより「弱
み」を補い、区内各地域の活
動の活性化を促進することに
より、地域活動に関心の低い
層に対する認知度向上も図っ
ていく。

・企業・ＮＰＯ交流会を３回実施
・企業・事業所の社会貢献活動に関するアンケート
調査を実施

【2-1-1】
中間支援組織と連携し、地域公共人材等を活用
しながら、地域課題やニーズに対応するため、
地域資源（ヒト、モノ、カネ、情報）が有効に活用
され、地域課題の解決が図られる取組への支援
を行う。
(地域の自律的運営に向けたテーマ別部会や運
営委員会の開催に向けての支援：全14地域）

・「今まで地域活動に関わりの薄かった住民層の巻
き込み」分科会を３地域で実施
・区レベルでの実務者交流会「人材発掘編」を３回
開催し、ンポジウム「すみのえちかつきょう人材発見
ミーティング」を開催し、成果を発表。

―

東
住
吉
区

5.8%



地域の活動において、ファシリテーション能力やコーディネート力などを持った人材が活躍していると感じている区民の
割合　　平成29年度までに 50％以上

㋐　地域公共人材の充実と活用の促進

区名

成果指標

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

7.8%

【3-1】
・地域活動協議会の自律的・継続的な活動を支
援する仕組みとして、よりきめ細やかな広報活
動に対して支援し、広く地域住民に地域活動の
ＰＲを行い参画を促す。
・地域活動協議会の活動に新たな参加者を増や
すため、区役所職員等が地域活動の取材を行
い、区ホームページを区内広報板等を活用して
広報するとともに、地域活動協議会自らの広報
活動に対しても中間支援組織とともに支援す
る。
　・全22地域

・中間支援組織の支援により、地域におけるホーム
ページやブログなどのＳＮＳ開設・情報発信を推進
した。
・広報「ひらの」、地域情報フェイスブックにおいて、
区役所職員の取材をもとに地域活動を広く区民へ
情報発信を行った。
全22地域

【課題】
中間支援組織による地域活動
協議会への支援が適切に実
施されていると考えられる。ま
た、議決機関の適正な運営
や、会計の適正な処理等、組
織運営にかかる分野について
は、高い評価を得ている。
一方で、地域活動の担い手拡
大に向けた支援等、難度の高
い分野に関して、取組状況に
バラつきがあることから、各地
域の特性に応じた支援が求め
られている。

【解決策】
評価の高かった組織運営にか
かる支援は継続しつつ、難度
の高い分野について、各地域
の特性に応じた支援策を策定
し、区内地域活動協議会全体
が、一定自律できている状態
の実現に向け、取組みを進め
ていく。

平
野
区

西
成
区

6.5%

―

【4-1-1】
地域一丸となって、様々な事業や行事等に取り
組めるよう、地域活動協議会を支援し、新たな
人材確保と地域力の維持・向上を目指す。
・地域活動協議会補助事業　全16地域
・中間支援組織への支援業務委託

地域一丸となって、様々な事業や行事等に取り組め
るよう、地域活動協議会を支援し、新たな人材確保
と地域力の維持・向上をめざす。
・地域活動協議会補助事業　全16地域
・中間支援組織への支援業務委託



㋑　中間支援組織の活用

多様な活動主体が課題やニーズに応じて中間支援組織から支援を受けていると感じている活動主体の割合　　平成29
年度までに 50％以上

北
区 93.6%

【1-1-1】
・地域がそれぞれの実情に応じた地域活動がで
きるよう、財政的支援をはじめ、各地域を担当す
る職員を定め、中間支援組織と連携を図りなが
ら、各地域活動協議会に対して、自律的な地域
運営を行うための勉強会（年10回）を開催するこ
とにより、地域活動の活性化につなげる。
・イベントや地域活動に関する情報を収集し、若
い世代をはじめ、あらゆる世代に対して、ホーム
ページはもとより、ツイッターやフェイスブックな
どSNSを含めた多様な媒体を効果的に活用して
発信し、参加を呼びかけるとともに、実際に行わ
れた地域活動の内容や補助金事業実績等を
ホームページに掲載し周知する。（通年）

・自律的な地域運営を行うための勉強会の開催：10
回
・広報紙(特集４回)、ホームページ、フェイスブック
（198回投稿）を活用した地域活動の情報発信
・全地域の活動を紹介した、デザイン性の高いリー
フレットを作成
・地域活動を紹介する動画を作成し、ＨＰや区役所
で放映

―

成果指標

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

各区における区政運営基本方針成果指標
平成28年度 測定結果及び取組実績・課題・改善策

1　「大きな公共を担う活力ある地域社会づくり」

（４）地域公共人材の充実と中間支援組織の活用
めざす姿(将来像)　
　市民活動団体をはじめ様々な活動主体が、「豊かなコミュニティづくり」、「多様な主体の協働（マルチパートナーシップ）」、「地
域社会における資源の循環」を推進するに当たり、これらの活動主体と行政との間に立ち、人と人・活動と活動をつなぐ中間支
援機能の充実によって、地域人材の育成と活用をめざします。

都
島
区

福
島
区

87.5%

【4-4-2】
多様な活動主体による取組が自律的に推進さ
れるよう、専門的なノウハウやネットワークを持
つ中間支援組織を活用して、担い手の発掘・活
用や資源の確保・情報提供、団体間の連携促
進など様々な支援を行う。

　中間支援組織が各地域へ伺って、会計説明会や
初心者に基本操作を習得してもらうパソコン教室を
開催するなど、地域が自律的に運営できるように
様々な支援を実施した。

―

67.7%

【2-1-2】
中間支援組織を活用して、活動内容の透明性を
確保するとともに、地域課題の解決やつながり
の拡充など、地域活動協議会の自律運営にか
かる積極的支援を行う。

　・新たな担い手発掘等につながる行事の企画・
実施　3回以上
　・地域で開設したブログ・HP等を活用した活動
内容（イベント案内・実施報告等）の発信と定期
更新　9地域

・新たな担い手発掘等につながる行事の企画・実施
4回
　まちづくり講座 (通年、桜宮：ＰＣ愛好会、淀川：ＰＣ
講座)
　ふれあい喫茶交流会(11月)
　地域が元気になるCB（コミュニティ・ビジネス）講座
(12月)
・地域で開設したブログ・HP等を活用した活動内容
（イベント案内・実施報告等）の発信と定期更新　9
地域

【課題】
・まちづくりセンター運営主体
について、地域活動協議会設
立からサポートしてきた事業者
から新たな事業者に変更と
なったことにより、事業者が持
つ特性を有効に発揮できず、
まちづくりセンター企画事業が
想定より参加者が少ないなど
低調なものとなった。

【改善策】
・新たな担い手となり得る層を
対象に、事業者の強みを活か
した事業を企画・実施する。



㋑　中間支援組織の活用

多様な活動主体が課題やニーズに応じて中間支援組織から支援を受けていると感じている活動主体の割合　　平成29
年度までに 50％以上

成果指標

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

西
区 67.8%

【1-1-1】
自律的な地域運営を積極的に推進するため、中
間支援組織と連携し、次の取組みを行う。
・他の地域団体との連携や地域活動への住民
の参加促進を支援する。
・地域の資源が有効に活用され、地域の課題に
対応できるよう支援する。
・主体的に情報発信できるよう広報紙作成等の
支援をする。
・地域課題や活動等を各地域活動協議会間で
共有できる場として、地域活動協議会連絡会（２
回）と地域活動協議会情報共有会（2回）を開催
する。
・地域担当制の区役所職員が地域の実情や
ニーズ、課題を把握し、各関係機関等と連携を
図りながら、地域活動を支援する。

・地域活動とマンションコミュニティに係る意見交換
会及び勉強会を実施し、地域間の課題認識・共有
化を図り、また、マンション住民へのアプローチなど
地域活動への住民の参加促進を支援した。
・地域主体の大規模防災訓練で、学校や警察署、
消防署等による実行委員会に協働し、また、他の地
域との連携事業となるよう支援するなど、地域の防
災ネットワーク強化を促した。
・地域広報運営の支援実施
・地域活動協議会情報共有会及び会長連絡会を開
催した。（各2回）

【課題】
地域活動協議会の組織運営
については順調に進んでいる
が、区や中間支援組織が各地
域の実情に合った支援を行っ
ていないと感じている地域が
ある。
西区においては、近年高層マ
ンションの建設が続き人口増
加が著しくマンションコミュニ
ティが大きな課題となっている
エリアや高齢化が進み担い手
不足や福祉が課題となってい
るエリア等地域によって実情
が大きく異なるため、地域の課
題について共有し、各地域の
ニーズや実情に応じた支援を
実施する必要がある。

【改善策】
地域活動協議会の更なる自律
した地域運営に向け、地域と
意見交換を行うなど、各地域
の課題やニーズを把握し共通
認識したうえで、個々の実情に
応じた支援を地域・区役所・ま
ちづくりセンター等で役割分担
し、きめ細かな支援を行ってい
く。

【1-2-2】
まちづくりセンターの助言や指導、コーディネート
等を通じて、幅広い住民参画の促進や新たな担
い手の育成と拡大、団体間の連携･協働を図る
ことで、地域活動協議会の活動内容を充実させ
るとともに、会計の透明性の確保や開かれた組
織運営、自主財源の確保や法人化に向けた取
組を促す。

・まちづくりセンターが行う助言や指導、コーディ
ネート等の回数：2回/地域

運営支援
・広報、会計処理、運営員会等会議開催に係る支
援　全11地域
・助成金申請にかかる支援　３件

―
港
区 96.9%

此
花
区

98.9%

・此花区まちづくりセンターに対し、中間支援組
織としての機能を発揮するよう指導する。
・その他の中間支援組織との連携強化に向けた
検討を行う。

此花区まちづくりセンターに対し、中間支援組織とし
ての機能を発揮するよう指導した。

―

中
央
区

80.8%

【4-2-1】
地域活動協議会を核として自律的に地域運営
が行えるよう、中間支援組織と連携して支援を
行う。
・運営に対する地域の主体的な取り組みを支援
・組織運営と会計処理などの説明や地域の先進
的な取り組みを紹介　　各地域1回
・広報紙等に地域活動協議会を紹介　1回
・活動主体間の連携・協働に向けた取り組みの
支援

・運営に対する地域の主体的な取り組みを支援
・組織運営に会計処理などの説明や地域の先進的
な取り組みを紹介　各地域1回
・広報紙に地域活動協議会を紹介　2回
・活動主体間の連携・協働に向けた取り組みの支援 ―



㋑　中間支援組織の活用

多様な活動主体が課題やニーズに応じて中間支援組織から支援を受けていると感じている活動主体の割合　　平成29
年度までに 50％以上

成果指標

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

浪
速
区

地域活動協議会の具体的活動の支援：9地域

―

大
正
区

84.6%

【7-1-1】
各地域の関係団体を中心に構成する地域まち
づくり実行委員会の自主的な運営に向け、地域
担当職員を配置し市政情報の提供や活動の支
援を行う。
中間支援組織を活用し、区民の地域活動への
関心や参加をしてみようという意欲の向上が図
れるよう、まちづくり実行委員会の存在や活動
目的、活動実績を地域の実態に応じた効果的な
手法で広く周知するとともに、新たな地域活動の
担い手拡大に向けたラウンドテーブルを開催す
る。（年間12回）
将来的に自律した地域運営を可能とするために
は、地域におけるコミュニティ作りが最も重要で
あり、準行政的な機能を担う地域活動協議会を
中心に、各種地域団体や企業、ＮＰＯ等、多様な
主体が地域社会の将来像を共有しながら、それ
ぞれの特性を発揮した取り組みを行う。
区内新転入者に配付する転入者セットに地域団
体の活動内容の案内を封入し、地域活動に参
画しやすい環境を整備する。

・新たな地域コミュニティ支援事業業務委託（4～3月
分）の実施
・コミュニティ育成事業、コミュニティ育成事業（地域
版）（4月～3月分）の実施
・地域担当職員による活動支援409回
・中間支援組織によるラウンドテーブルの開催（9
回）
・地域担当職員による各地域での情報収集等（毎
月）

―

天
王
寺
区

80.9%

【6-4-2】
中間支援組織が、各地域活動協議会の状況を
把握し、また要望等をふまえ、具体的活動を支
援する。
　地域活動協議会の具体的活動の支援　　9地
域

【4-1-1】
・世代間の交流、わがまち意識を高めるととも
に、コミュニケーションの場として、あらゆる世代
の誰もが楽しめる区民まつりなどを開催する。
　　・ナニワ区民まつりの開催（9月実施）
　　・区民文化のつどいの開催（11月実施）
　　・こどもカーニバルの開催（3月実施）
　　・各種講習会の開催（通年実施）
　　・コミュニティスクールの開催（2月実施）
・コミュニティづくりへの意識啓発をはかるため、
地域での様々な活動をホームページなどで区
民・団体等に広く情報提供する。

・ナニワ区民まつりの開催（9月）
・区民文化のつどいの開催（11月）
・こどもカーニバルの開催（3月）
・各種講習会の開催（通年実施）
・コミュニティスクールの開催（2月）
・地域活動の情報発信（広報誌など）

93.2% ―



㋑　中間支援組織の活用

多様な活動主体が課題やニーズに応じて中間支援組織から支援を受けていると感じている活動主体の割合　　平成29
年度までに 50％以上

成果指標

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

浪
速
区

淀
川
区

【3-1-4】
○他都市や他の地域の先進的な取り組みを紹
介するなど、民主的で開かれた、会計の透明性
のある組織運営に向けての助言などの支援
○他都市の事例を学ぶため、中間支援組織と
連携し、地域役員を対象とした学習会を１回以
上開催
○ラウンドテーブルなどを開催して、新しい担い
手を探し地域へ紹介し、地域活動発展へつなげ
るなどの支援
○地域に対して中間支援組織とともに予算・決
算書の作成方法等の説明会を１回以上を行うこ
とで透明性のある会計処理ができるよう支援
○各地域での活動の内容を幅広く広報するた
め、中間支援組織を活用し、魅力あるホーム
ページの作成方法、ソーシャル・ネットワーキン
グ・サービスによる情報発信を各地域で行える
よう支援する。
○中間支援組織に会計のノウハウのある人材
を登用し、法人化に向けた支援を実施。

会計処理、予算・決算についての説明会を実施する
とともに、会計処理等検討会を立上げ、会計処理の
効率化・適正化等に努めた。

【課題】
地域が自律し、活動できてい
ると感じている割合は高いが、
会計処理など透明性のある組
織運営に向けての助言や支援
を行っていく必要がある。

【解決策】
適切な会計処理を行えるよう、
引き続き、予算・決算の作成
方法等の説明会を、中間支援
組織とともに実施していく。

【3-1-1】
中間支援組織と連携し、今まで地域活動に関わ
りの薄かった新たな層の地域活動参画促進を
行う。

・SＮＳ等を活用してマンション住民や退職後の
団塊世代等の地域活動参画を目的とした積極
的な情報発信（区HP、区FB、中間支援組織FB、
地域のFB等、SNSを活用した地域情報発信：年
600回以上）
・校区等地域を越えた多様な主体のネットワーク
拡充を目的とした、企業、NPO、専門学校、地域
活動団体同士の交流会の開催。（交流会の開
催：年2回以上）
【改定履歴あり】

西
淀
川
区

60.7%

56.3%

・会計事務説明会等の実施。（年3回）
・事業計画書・収支予算書などの公開。
・「なにわ区ラボ」の開催（4回）
・「地域だより」の発行支援（25回）、ブログ作成・更
新支援(通年 ）
・区広報誌で地域活動協議会の情報発信（毎月）

93.2% ―

・区HP、区FB、中間支援組織FB、地域のFB 等、
SNSを活用した地域情報発信：年約745回
・交流会の開催：年2回

【課題】
・地域活動に関わりの薄い層
は、積極的に地域の情報を収
集しないため、地域の情報が
届きにくい。

【改善策】
・SNSをはじめとする様々な広
報媒体を活用し、地域活動に
関わりの薄い層にも積極的に
情報発信を行う。

【4-1-2】
・中間支援組織を活用し、市民活動団体の組織
運営・会計の透明性の確保について、会計事務
説明会や区ホームページの活用などにより支援
する。
　・会計事務説明会等の実施。（年2回）
　・事業計画書・収支予算書などの公開。
・中間支援組織による地域活動の研究フォーラ
ムの開催や、情報誌の発行を行い、新たな活動
団体や担い手の参画を促進する。
　・「なにわ区ラボ」の開催、「なにわ区ラブ」の発
行。（4回）
・各地域活動協議会の広報を支援し、幅広い情
報提供を行う。
　・「地域だより」の発行支援。（10回）



㋑　中間支援組織の活用

多様な活動主体が課題やニーズに応じて中間支援組織から支援を受けていると感じている活動主体の割合　　平成29
年度までに 50％以上

成果指標

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

59.5% ―

東
成
区

東
淀
川
区

（90.4%）

69.5%

【5-2-6】
●大きな公共を担う活力ある地域社会づくりに
向けた地域の様々な取り組みの支援にあたっ
て、中間支援組織と連携し、各地域の実情に応
じた支援策を講じる。
　・「地域の将来像の共有」「担い手の拡大」など
地域活動協議会の自律運営に向けた活動を促
進する取り組みを実施した地域　19地域

地域活動協議会の自律運営に向けた活動を促進
する取組みを実施した地域　19地域

―

―

生
野
区

【課題】
開かれた組織運営に係る情報
公開についての重要性を認識
していない地域活動協議会が
あり、新たな担い手や多くの住
民等と協働した地域づくりに発
展していかない危惧がある。

【改善策】
地域活動協議会がどんな目的
でどんな活動をしているか、ま
た会計についても透明性のあ
る処理を行っていることを広く
知ってもらうことが、これまで関
わりの薄かった住民の参画を
促すために重要であることの
周知。特に認識が低い地活協
へは職員や地域づくりアドバイ
ザーによる直接支援を行うほ
か、地域活動協議会連絡会議
や、各種講座等を通じ、地域
活動協議会に対して継続的、
持続的にうったえていき、地域
実情把握と地域ごとのきめ細
かい支援について力を入れて
いく。

中間支援組織の助言や指導により、地域活動
協議会の活動内容を充実させるとともに、「会計
の透明性」や「開かれた組織運営」を確保しつ
つ、「地域課題への取組」「つながりの拡充」へ
の取り組みを促す。

地域課題やニーズの把握及び共有、地域活動に関
わりの薄かった住民の参加促進、地域住民同士の
つながり拡充、地域活動協議会を構成する活動主
体同士等の連携協働促進、民主的で開かれた組織
運営と会計の透明性の確保、区内における地域活
動活性化支援を有効に取り組んだ。
・相談件数　791件
・意見交換会　10校下で実施
・ホームページ等による公表　10校下

92.7%

旭
区

【4-1-1】
地域活動協議会に対する支援を行うとともに、
地域情報の発信、交流会等を開催する。
・地域の会議や事業への参加
・勉強会・交流会の開催
・会計の透明性の確保に向けた取り組み：11地
域
・広報紙への地域情報の掲載：12回

・地域の会議や事業への参加：679回
・勉強会・交流会の開催：13回
・補助金の使途の公表：11地域
・広報紙への地域情報の掲載：13回

【1－1－1】
　地域活動協議会を中心とした各種の地域活動
に対して財政的支援などを行うとともに、まちづ
くり活動の経験があり高度な専門的な知識を有
する地域づくりアドバイザー（嘱託職員）による、
きめ細かい相談業務、アドバイスの結果、必要
と感じた研修、講演を開催する。
 地域活動協議会と連携して、地域活動協議会
の活動に参加していない住民や団体、区外から
の転入者に対して区広報紙やホームページ、ツ
イッターを始め様々な媒体を活用し、活動への
参加を呼び掛ける。
　地域活動協議会などに対して支援が行えるよ
う、地域のニーズを確認するとともに、ＣＢ・ＳＢ
の助言・指導、ＮＰＯ等法人化に向けた申請手
続の助言など地域のサポートを行う。

・地域活動協議会連絡会議による組織運営情報共
有（12回）
・各地域ＨＰやツイッターによる情報発信
・広報紙による地域活動協議会活動紹介（17地域
＋特集号）
・地域づくりアドバイザーによる地域へのサポート
・広報勉強会（17地域）・防災勉強会（17地域)
・地域づくりアドバイザーによる講座の実施(計23回)



㋑　中間支援組織の活用

多様な活動主体が課題やニーズに応じて中間支援組織から支援を受けていると感じている活動主体の割合　　平成29
年度までに 50％以上

成果指標

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

阿
倍
野
区

城
東
区

鶴
見
区

―

【2-1-1】
中間支援組織と連携し、地域公共人材等を活用
しながら、地域課題やニーズに対応するため、
地域資源（ヒト、モノ、カネ、情報）が有効に活用
され、地域課題の解決が図られる取組への支援
を行う。
(地域の自律的運営に向けたテーマ別部会や運
営委員会の開催に向けての支援：全14地域）

・「今まで地域活動に関わりの薄かった住民層の巻
き込み」分科会を３地域で実施
・区レベルでの実務者交流会「人材発掘編」を３回
開催し、ンポジウム「すみのえちかつきょう人材発見
ミーティング」を開催し、成果を発表。

【課題】
継続して課題解決に取り組ん
でいくためには担い手の確保
及び地域内での課題共有が
必要不可欠であるが、地域ご
とで課題意識に温度差があ
る。

【解決策】
他地域の先駆的事例を共有す
るとともに、地域内で課題共有
し、課題解決の取組を促進す
るテーマ型部会への移行を働
きかけていく。

―90.2%

【3-4-2】
中間支援組織(まちづくりセンター）を活用した地
域活動協議会の自律運営にかかる支援を実施
します。特に、若い世代など幅広い市民参画の
促進、新たな担い手の発掘や地域における担い
手のスキルアップに向けた支援を強化します。
・広報サポート・会計サポート（10地域）
・担い手発掘、スキルアップにかかる事業（年1
事業）

・広報サポート・会計サポート（10地域）
・担い手発掘プロジェクト（１事業）、地域活動フォー
ラム（1回）

83.9%

【2-1-1】
各地域に担当職員を複数名配置し、自律した地
域運営に向けた支援を中間支援組織と連携して
行う。
地域活動に関するさまざまな情報を収集・把握
するとともに、広く区民や地域活動団体にＰＲす
る。
人材、モノ、資金、地域情報等の地域資源が活
用され循環する地域社会の活性化を図り、地域
の自主財源確保に向けた支援を行う。
　・中間支援組織と連携し、地域団体に会計の
透明性に向けた助言・
　　指導を行い、交付した公金の使途を区ＨＰで
公表　12地域
　・中間支援組織等と連携し、各地域の広報活
動に助言・指導　12地域
　・地域活動や地域の魅力などの情報発信　随
時
　・地域の法人格取得支援　随時

・会計の透明性に向けた勉強会　12地域
・地域活動団体に交付した公金の使途を区HPで公
表　12地域
・各地域への広報活動に助言・指導　12地域
・地域活動や地域の魅力などの情報発信　随時
・地域の法人格取得支援　随時

69.9%

【1-1-1】
①区役所及び中間支援組織による地域活動協
議会に対する活動支援（会計処理及び情報公
開、住民参加促進等の支援）
②地域活動協議会に関する各活動の情報発信
支援
・SNSやホームページを用いた情報発信の継続
支援、及び、他の広報媒体の作成支援
・区広報誌等における活動紹介の継続

・SNS(ツイッター、ブログ、フェイスブック等）16地域
・HP/　2　地域
紙媒体による広報14地域
・複合庁舎1階「区民情報コーナー」への広報誌の
配架

【課題】
紙媒体による広報について、
残り2地域（昨年より3地域減）
が作成に至っていない。

【解決策】
引き続き、残り2地域に対して
情報発信の重要性、広報誌な
どの紙媒体による広報の有効
性を周知し、全地域での発行
にむけ取り組みを行う。

住
之
江
区

88.0%



㋑　中間支援組織の活用

多様な活動主体が課題やニーズに応じて中間支援組織から支援を受けていると感じている活動主体の割合　　平成29
年度までに 50％以上

成果指標

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

【2-1-2】
中間支援組織と連携し、企業・NPO・学校・地域
交流会等を開催しながら、地域活動協議会の構
成団体以外のさまざまな活動団体との間で、連
携・協働した取組を支援する。
（企業・NPO・学校・地域交流会の開催：年間3回
以上）

・企業・ＮＰＯ交流会を３回実施
・企業・事業所の社会貢献活動に関するアンケート
調査を実施

【課題】
企業・ＮＰＯ・学校・地域交流
会実施から３年が経過し、分
科会から創出された取組が定
着している地域がある。今後、
他の地域へも拡大していく必
要がある。

【解決策】
ＣＢ・ＳＢにつながる協働が実
現するしかけづくりや他地域
の実施事例の共有など、地域
の取組度合に応じた支援とな
るよう企業・NPO・学校・地域
交流会の運営方法を改善す
る。

住
之
江
区

88.0%
【2-1-3】
中間支援組織と連携して、地域活動協議会実務
者交流会（2回程度）、会計担当者研修会（2回
程度）、広報担当者研修会（2回程度）を開催し、
若い世代やマンション住民などこれまで地域活
動への関わりが薄かった方々が、地域活動協
議会の活動に理解を示し参画するよう、より一
層民主的で開かれた組織運営と会計の透明性
の確保に向けた取組を進める。

・実務者交流会（広報編）を全地域対象に実施し、
広報の重要性の理解を促した。
・運営講習会を全地域で実施し、組織運営の重要
性の理解を促した。

【課題】
14地域のうち1地域について、
発行に向けて働きかけはして
いたものの、発行には至って
いない。平成29年度上期に発
行する意向までは確認済み。

【解決策】
広報紙の発行に至っていない
１地域に対し、発行の必要性
の理解を促し、引き続き、発行
に向けた支援を行う。

住
吉
区

東
住
吉
区

74.4%

【4-2-1】
・地域活動協議会への補助金にかかる活動内
容、申請額・交付額・精算額の、区ホームページ
での公表。
・地域のまちづくりについて専門的知識のある事
業者（中間支援組織）による地域活動協議会へ
の支援（14地域）
　地域の実情やニーズに合わせた研修の実施
　地域の担い手の知識・技術の習得・向上の促
進策の実施
　他地域との情報交換の場の設定　等
・地域活動協議会への連絡会議の開催(11回）。

・補助金にかかる活動内容、申請額・交付額・精算
額の区ＨＰへの公表　　　　　　　　　　・中間支援事業
者によるセミナー開催、全地域活動協議会を訪問
し、課題の洗出しや解決に向けた個別の支援
・区内外の地域活動協議会間の交流調整

【課題】
各地域活動協議会の自律性
を高めるため、地活協のみな
らず各構成団体での、人材確
保や世代交代、自主財源確保
が課題である。

【解決策】
次年度の中間支援の業務委
託内容を変更し、各地域活動
協議会及び各構成団体への
個別支援、また地域の実情に
応じた情報発信や広報支援を
行うよう進めていく。

72.5%

　区内全１２地域活動協議会の自律的な地域運
営に向け、中間支援組織により、さらなる支援を
継続して行う。

【11月】
・29年度事業計画説明会及び補助金申請にかかる
支援
【12月】
・会計実務者説明会（仮精算）
【1月】
・28年度補助金精算説明会
【3月】
・28年度補助金精算にかかる支援
広報紙7.9.2月号・ＨＰに掲載
【通年】
・地活協会長会において適宜情報提供
・地域の要望によ支援員派遣　指導・助言

―



㋑　中間支援組織の活用

多様な活動主体が課題やニーズに応じて中間支援組織から支援を受けていると感じている活動主体の割合　　平成29
年度までに 50％以上

成果指標

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

西
成
区

90.8%

【4-1-1】
地域一丸となって、様々な事業や行事等に取り
組めるよう、地域活動協議会を支援し、新たな
人材確保と地域力の維持・向上を目指す。
・地域活動協議会補助事業　全16地域
・中間支援組織への支援業務委託

地域一丸となって、様々な事業や行事等に取り組め
るよう、地域活動協議会を支援し、新たな人材確保
と地域力の維持・向上をめざす。
・地域活動協議会補助事業　全16地域
・中間支援組織への支援業務委託

―

92.2%

【3-1】
・地域活動協議会の自律的・継続的な活動を支
援する仕組みとして、よりきめ細やかな広報活
動に対して支援し、広く地域住民に地域活動の
ＰＲを行い参画を促す。
・地域活動協議会の活動に新たな参加者を増や
すため、区役所職員等が地域活動の取材を行
い、区ホームページを区内広報板等を活用して
広報するとともに、地域活動協議会自らの広報
活動に対しても中間支援組織とともに支援す
る。
　・全22地域

・中間支援組織の支援により、地域におけるホーム
ページやブログなどのＳＮＳ開設・情報発信を推進
した。
・広報「ひらの」、地域情報フェイスブックにおいて、
区役所職員の取材をもとに地域活動を広く区民へ
情報発信を行った。
全22地域

―
平
野
区



都
島
区

【4-1-1】
区政会議を開催し、区政運営、テーマごとの地
域課題について意見・評価を頂く。会議はユー
ストリーム放映を行う。

　・全体会議　3回程度
　・専門部会　適宜
　　※　H27.10～　福祉部会、教育部会を設置

全体会議　3回（6月・10月・3月）
・専門部会　4回（9月・3月×2部会）

①28.9%
②26.4%
③28.6%

・ 区政運営について区民の意
見や要望を反映している事業
や取組があっても、区民が認
知する機会が少ない。
・ 区政会議はもとより、市民の
声、出前講座など様々な方法
で区民の意見を汲み取り、行
政連絡会議などで関係行政機
関と共有しつつ、区政運営に
反映に繋げる取組を継続する
とともに、区民の意見や要望を
反映した事例や検討状況につ
いて、区政会議や広報誌など
様々な媒体で区民にお伝えし
ていく。

各区における区政運営基本方針成果指標
平成28年度 測定結果及び取組実績・課題・改善策

２　「自律した自治体型の区政運営」

（１）区における住民主体の自治の実現
めざす姿(将来像)　
　各区において、多様な区民の意見やニーズを適切にとらえ、それらを踏まえた説明責任が果たされるよう区政に関する情報
が区民全体に着実に届けられるとともに、施策や事務事業の企画･計画の段階から評価の段階に至る全てのプロセスにおいて
区民の参画を得ながら、区の特性や地域実情に即した区政が運営される区民主体の自治の実現をめざします。

㋐　多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政情報の発信

北
区

【4-1-1】
・区政会議等で寄せられた意見・ニーズの把握
と、区民から受けた区政に対する提案等につい
て、所管局と連携を図りながら区政に反映させ
る。
・区政運営や実施した事務事業について、区民
アンケート（年1回、無作為抽出の区民1,500人を
対象）の実施及び区政会議を通じて区民の評価
を受ける。

・区政会議4回開催（6月、8月、11月、2月）
・区民アンケートの実施（1月 2000人中715人から回
答）回収率35.8％

①27.7%
②25.4%
③25.3%

―

【4-1-2】
通年の取組として以下の取組を行う。
・広報紙の全戸配布や区内JR4駅他公共施設
等への配架などにより、広がった全ての読者を
対象に、広報が必要な施策の内容をわかりやす
く確実に説明する。
・区民生活にかかわる行政施策やサービス、地
域のイベント・講座等記事の充実のため、広報
紙の増ページを年4回実施、また記事中に内容
をより詳しく記載した区ＨＰアドレスを必要に応じ
て掲載する。
・イベント等について、ＨＰ、ＳＮＳ（ツイッター・
フェイスブック）を効果的に活用し、タイムリーな
情報を発信する。

・表紙にインパクトのある写真を採用するなど、ビ
ジュアル性、デザイン性を高め、手に取ってもらえる
よう工夫した。
・最終面を区のお知らせ面に変更し、シリーズ化し
た区長コラムや、参加型イベントへの募集情報を掲
載し、親しみやすさを持たせた。
・必要とする情報を見つけやすくするために、記事を
テーマ別に分類、それぞれにテーマカラーを決め、
まとまりをもたせるよう紙面構成を改善した（11月号
から）。
・記事の主旨がより明確に伝わるよう、寄稿の段階
からの字数制限の厳格化やリード文の役割を担え
るタイトル付けに努めた。
・年２回職員アンケートを実施し、意見を紙面構成に
反映させた。

―

成果指標

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績
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成果指標

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

中
央
区

【5-1-1】
地域実情に応じた施策・事業を、多様な区民と
の対話により推進するとともに、区民からの評価
に基づきＰＤCAサイクルを着実に実施する。
また、区政会議に関わる効果的な情報発信や
区間における情報共有を促進する。
・区政会議の開催　3回以上
・議事録や資料等の速やかで効果的な情報発
信　3回以上

・区政会議の開催　３回
・区政会議開催後、配布資料及び議事録をホーム
ページ等で情報発信　３回

①30.1%
②28.6%
③26.7%

―

福
島
区

【5-1-1】
①多様な区民の意見やニーズの把握のため、
能動的には区政会議や区民モニターアンケート
調査によって、受動的には「区長に届けみんな
の声、そして小さな声（ご意見箱）」により、意見
収集や区政評価を行う。
②また、把握したニーズを踏まえ、広報紙や
ホームページを中心に、フェイスブックやツイッ
ター等の新しい媒体も利用しながら区政情報を
発信する。

①区民モニターアンケート3回：回収率平均71.1％
　「区長に届けみんなの声、そして小さな声」：188件
②広報紙、ホームページ、ツイッター、フェイスブック
での情報発信。
　ホームページアクセス件数：136,055件
　ツイッターフォロワー：1,820件数

①41.1%
②33.7%
③33.4%

―

此
花
区

・区の広報紙やホームページに、「区民意見」や
「区の特性、地域事情」の施策事業への反映状
況をわかりやすく掲載する。
・区政会議において課題を提案し、これに対する
区民意見やニーズを聴取し、施策・事業の実施
や次年度の予算に反映していく。
・個別事業において実施するアンケートが、次の
企画の立案に資するよう検証を行う。

・区民モニターの結果を踏まえた今年度施策を広報
紙に掲載（5月）
・区政会議等の結果を踏まえた将来ビジョンを広報
紙に掲載(1月)
・広聴手段のPRを10月広報紙にて実施。
・区の取組について区民から理解を得るため、無作
為抽出による区民アンケート調査の実施や、各課に
おいて事業実施時に参加者を対象としたアンケート
を実施し、事業の評価につなげていく。
・市政改革室と連携したＰＤＣＡ職員研修を実施し
た。その研修の中で各課のアンケート設問を確認し
たうえで、今後のアンケート作成についての課題検
討を行った。

①31.6%
②25.2%
③29.0%

―

都
島
区

【4-1-2】
読み手視点の、タイムリーにわかりやすく情報
発信を行うとともに、対象に応じて、各媒体の特
性を活かした情報発信を行う。

広報誌は、新聞購読世帯数の減少傾向も踏ま
え、配付方法を新聞折込から全戸配付へ切り替
える。

SNSは、若い世代を中心に幅広い区民との双方
向コミュニケーションツールとして一層の活用を
図る。

・広報誌の発行（24ページ建て）・全戸配付　12
回
・フェイスブック、ツイッターへの情報掲載　随時

・広報誌の発行（24ページ建て）・全戸配付　12回
・フェイスブック、ツイッターへの情報掲載　随時
　　フェイスブックの「いいね！」数（H28.3末 997 ⇒
Ｈ29。3末 1,099）

①28.9%
②26.4%
③28.6%

・ 広報誌は区民アンケートに
よる検証で区民から高い満足
度を頂いたが、フェイスブック
はシェア数など業績目標を下
回った。
・ 対象に応じて、各媒体の特
性を活かした情報発信が大切
であり、SNS発信の強化などメ
ディアミックスが必要である。
・ 広報誌は改善を継続しつ
つ、若手職員を中心とした研
修などを通じて効果的なSNS
発信を増やす。
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成果指標

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

西
区

【4-1-1】
・地域活動協議会からの推薦委員等により構成
される西区区政会議を2回以上開催する。
・会議でいただいた意見を次年度の運営方針や
予算、当年度の施策等に活かすとともに、意見
に対する区の考えや運営方針への反映状況
を、広く区民に知ってもらうため、ホームページ
等へ掲出する。
・会議での活発な議論を促して建設的な意見を
頂くため、区の施策や事業について概要をわか
りやすくまとめた資料を事前に送付し、頂いた質
問や意見に対する区の基本的な方針を前もって
示しておくなど、運営上の工夫を凝らす。

・区政会議を３回開催（各回とも、会議でいただいた
意見に対する区の考え方・回答をとりまとめて委員
宛送付し、ホームページで要旨を公開するとともに
運営方針や予算、当年度の施策等に活かした）
・区の具体的な取組を委員にご理解いただき、会議
における活発な意見交換を期するため、事業説明
会を開催（12/16　データから見た西区として、人口
動態・世帯分布などについて実施）

①32.7%
②33.4%
③27.6%

・委員の数が33名と多くなって
おり、また、限られた会議時間
であることから、より効率よく、
有意義な意見交換を行ってい
ただくことが課題と考えてい
る。
・引き続き、会議資料を会議開
催前に委員の皆様にお送りす
るとともに、事前にご意見をい
ただいたものについては、そ
れに対する回答を会議開催ま
でに全委員あて送付するなど
効率的な会議運営を図ってい
く。
・さらに、会議を欠席された委
員に対しては当日の会議要旨
をお送りし、ご意見があれば提
出いただくなど、よりご意見を
いただく機会を確保していく。

【4-1-2】
・無作為抽出による区民へのアンケートを３回以
上実施し、アンケート結果はホームページ等で
公表する。
・区民の方からいただいた意見等に対して区の
施策へ反映したものなどについて、庁内掲示や
ホームページへの掲載を行い、区民ニーズの施
策反映について「見える化」を進める。
・区長が区内で活動を行っている団体等から意
見を聞く取組みを行うなど区民の声を拾うしくみ
を充実させ、多様な意見やニーズを把握し区政
に反映する。

・区民モニターアンケート：３回実施
・区長ぶらっと訪問：４回実施
・第１回アンケート結果について分析等を行い、次
年度の広報方針を策定。（区政会議においていただ
いた意見を踏まえ、方針に基づき広報事業を進め
る。）

・業績目標の達成状況につい
ては昨年を上回る結果となっ
たが、達成までには至ってい
ない。要因としては、区役所で
の取組が区民のみなさんに認
知されていないことにあり、施
策等の情報発信の手法等を
改善する必要がある。
・区役所で取り組んできた改善
策等を、広報紙や各媒体で案
内するとともに、ホームページ
の情報を、より見やすく、分か
りやすく整理・工夫することで、
より多くの方に認知と理解をい
ただけるよう取り組む。

中
央
区

【5-1-2】
多様な区民ニーズを的確に把握するとともに、イ
ンターフェイス機能を発揮することにより、所管
局における適切な対応を推進する。
また、区民ニーズ等に関わる効果的な情報発信
や総合窓口として相談者等に適切な情報を提供
し、必要に応じて状況のフィードバックを行う。
・市民の声の受付（随時）
・「ゆめまるくんのアイデアBOX（ボックス）」によ
るアイデアの受付（随時）
　アイデアの対応状況をホームページで公開
・区民モニターアンケートの実施　2回
　アンケートの結果をホームページで公開
・行政連絡調整会議の開催　10回

・市民の声の受付（随時）
・「ゆめまるくんのアイデアBOX（ボックス）」によるア
イデアの受付（随時）
　アイデアの対応状況をホームページで公開
・区民モニターアンケートの実施　2回
　アンケートの結果をホームページで公開
・行政連絡調整会議の開催　10回

①30.1%
②28.6%
③26.7%

―

【5-1-3】
広報紙やホームページなどの広報媒体を活用
し、地域特性に応じた区政運営など、区政に関
する情報が区民全体に届けられるよう情報発信
を行う。
・区の特色ある取組や地域活動の紹介等の記
事を掲載
　（広報紙　12回・ホームページ　12回）
・広報紙の全戸配布　12回

・区の特色ある取組や地域活動の紹介等の記事を
掲載
 　（広報紙  12回・ホームページ　12回）
・広報紙の全戸配布　12回

―
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成果指標

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

西
区

【3-1-1】
・区内のものづくり企業やクリエイター等と連携
し、地域産業に関する魅力を情報発信するとと
もに、区民の地域産業への関心を高めるため、
ものづくり体験（1回開催）や職場見学を実施す
る。
・企業ニーズ等の実態把握や企業見学会（もの
づくり体験）を行いながら、ネットワークの構築に
向け、企業団体等との連携を図る。
・西区のまちの魅力を多くの人に知ってもらい、
また感じてもらうことにより、西区のブランド力を
向上させるため、新たなマンション住民等と地域
や地域商業者とのつながりを深め、ともにまちづ
くりに参加・参画する「にし恋マルシェ」（1回開
催）の開催を支援する。

・企業見学会を、８月18日に２社、３月28・30日に各
１社で実施。
　　【協力企業数：４社】
・地域団体が主体となる実行委員会（区も参画）に
よる「にし恋マルシェ」を、９月19日に開催（高台橋
公園・堀江公園・寶生教会場）。

①32.7%
②33.4%
③27.6%

・昨年度まで区の委託事業と
して実施してきた「にし恋マル
シェ」について、地域の関係団
体が運営経費の確保等も含め
主体的に事業を実施すること
で調整した結果、今年度、関
係団体で組織する実行委員会
を設立（区役所も参画）し、事
業を実施することができた。し
かし、運営等に係る事務の進
め方、関係先との調整など、
事務局がまだ成熟していない
ため、準備事務等について時
間を要する。
・区役所のこれまでの経験等
を生かした事業の進め方等
を、改めて引き継ぐとともに、
関係先との調整・説明等に区
役所が同席し、適宜アドバイス
を行うなど、安定・継続して準
備事務等を遂行できるよう、区
役所がサポートしていく。

【3-3-1】
区の特性に応じた個性あふれる区政運営の取
組みや成果、また区の魅力や地域情報などに
ついて、区広報紙やホームページ等様々な媒体
を活用して情報発信し、区政運営に対する区民
の理解を得る。また、各課と連携し、区の施策や
イベント情報等を報道機関へ効果的に提供す
る。
・区広報紙（毎月）、区ホームページ（随時）、区
フェイスブック（月60件）、LINE（月4件）
・スマートフォンアプリによるICTを活用した情報
発信（12回）
・区の魅力や多彩な人材について紹介する情報
誌「にっしー」を発行（年1回）し、広く区民に届く
よう配布方法を工夫する。

・区広報紙（毎月）、区ホームページ（随時）、区フェ
イスブック（月平均50件）、ＬＩＮＥ（月平均7件）、ス
マートフォンアプリ（12回）による情報発信
・区の魅力や多彩な人材を発信する情報誌『にっ
しー』第8号を、民間事業者と共同発行した（２月）。
なお、今年度は第8号の発行に先駆けて、編集中の
情報や制作過程を紹介した『にっしー』タブロイド判
（４ページ）を制作し、広報紙１月号に挟み込み、
『にっしー』の認知度向上を図った。

・区政会議委員への同様のア
ンケートでは75％と高い結果と
なっており、日頃から区政への
関与が高い方からは一定評価
いただけているものの、区民
全体にまでは情報が行き届い
ていないなどのことから評価が
低くなっていると考えられる。
・「広報紙「かぜ」に知りたい情
報が掲載されていると感じる
区民の割合：85.5%」という別の
アンケート結果もあり、広報紙
の到達可能率の向上など広報
紙を必要とされている方に確
実に届けられる対策を強化す
ることで、情報の伝達度合を
高めていく必要がある。
・区民アンケートで広報媒体の
認知度の4割を占める広報紙
については、個別配付制度を
周知するとともに、広報サポー
ター制度に加え、マンションへ
の協力依頼を行うなど、区民
が手にとりやすい設置場所を
増やすとともに、設置場所をわ
かりやすく周知する取組みを
積極的に進める。
・各年代別の情報入手傾向
（H28区民モニターアンケート）
をふまえ、より効果的な媒体で
の情報発信を行うとともに、各
媒体間の連携や誘導、周知拡
大に取組む。



㋐　多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政情報の発信

成果指標

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

区広報紙、区ホームページで
区の施策や事業を掲載してい
るが、媒体を読んでもらえるよ
うな工夫が必要。
区広報紙は、引き続き、全戸、
全事業所配付に加え、地下鉄
3駅への拡大版の掲示や配
架、関係機関への送付ととも
に、イベントでの配付等、多く
の区民の方が手に取って読ん
でいただけるような機会を増や
す。
またホームページに掲載する
区長メッセージについて、ツ
イッター、フェイスブックでも複
数回告知し、閲覧を誘導する
よう取組む。

港
区

【6-1-1】
「区民モニターアンケート」「市民の声」「み・な・と
改善箱」、「みなリンリンプロジェクト」、「twitter」
を通年実施

区政・市政に関する区民の意見・要望等を適切
かつ迅速に処理を行い、説明責任を果たすとと
もに、ご意見を区政・市政に反映させることで、
市民参画、市民と協働した市民本位の市政を実
現する。

「区民モニターアンケート」「市民の声」「み・な・と改
善箱」、「みなリンリンプロジェクト」、「twitter」を通年
実施

①38.7%
②30.6%
③31.3%

―

【6-2-1】
地域活動協議会の代表者や公募の区民等によ
る「区政会議」において、区の施策や事業につい
ての意見や評価をいただく。

・平成28年4月～平成29年3月
　区政会議（全体会議　4回、部会3部会×5回程
度）

平成28年4月～平成29年3月
　区政会議（全体会議　3回、部会3部会×3回）

資料をわかりやすい内容にし
たり、事前配布により会議まで
に内容を確認いただき、事前
に意見聴取するなど工夫をし
たが、出された意見が少なく、
また会議当日の意見について
も少なかった。
更にわかりやすい資料にする
ことを検討し、事前の意見聴
取も引き続き行い、意見が出
やすいように工夫する。

【6-3-1】
地域の実情や特性に応じた施策や事業を各部
局と連携して実施し、その取組や成果を区の広
報紙やホームページなどで積極的に発信すると
ともに、区長自らツイッターなどで積極的に発信
する。

・区広報紙・区ホームページへの区長メッセージ
の掲載：12回
・区長によるツイッタ―・フェイスブック投稿：360
回

・区広報紙、区ホームページへの区長メッセージの
掲載：12回
・区長によるツイッター・フェイスブック投稿：221回



㋐　多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政情報の発信

成果指標

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

大
正
区

【様式3　取組項目５】
市政・区政に関する情報や地域における情報を
広く確実に伝えるため、広報紙の全戸配付を引
き続き行う。さらに、区民が区政や地域活動等
に触れる機会を拡大するため、ツイッターやフェ
イスブックなどのSNSを活用するほか、イベント
等において直接区民へPR等を行う。

・広報紙に知りたい情報が掲載されていると感じる
区民の割合 88.1％
・ホームページアクセス件数　　　　年間51.4万件
・ツイッターフォロワー数　　 　　　　平成28年度末
2,212
・フェイスブック「いいね」数　　　　　平成28年度末
595

①34.1%
②33.5%
③38.3%

平成28年度第２回区民モニ
ターにおいて、広報紙に知りた
い情報が掲載されているかと
の問いに対し、「掲載されてい
る」「おおむね掲載されている」
と回答された方が、88.1％に達
した。
しかしながら、平成29年１月に
リニューアルしたホームページ
においては、システム更新の
ため、前システムと同条件でア
クセス集計ができなかった。ま
た、フェイスブックにおいては、
アカウント障害が７月中頃から
１２月中頃まで発生し、障害解
消後、継続した更新を行った
が目標値に届かなかった。こ
れらフェイスブックをはじめ
SNSの目標値未達の改善策と
して、今後、掲載頻度を上げ、
さらに、くらしの制度、子育て・
健康情報など身近な情報等も
掲載し区政等のさらなる情報
発信の充実につなげる。

【様式3　取組項目6】
特定のテーマについて、区民の意見やニーズを
バランスよく把握するとともに、区民からの評価
をいただき、事業の改善につなげるために、あら
かじめアンケート回答者（モニター）を募集し、郵
送及びホームページを利用したアンケート調査
を行う。
また、区民との協働型区政を実現するため、区
政会議を開催し、区政運営及び区において実施
される事務事業に関して区民から意見や評価を
いただく。また、区政会議とは別に、主要なテー
マごとにラウンドテーブル（少人数での円卓会
議）を開催し、より多くの意見聴取を行う。

区政会議の開催（3回）
ラウンドテーブルの開催（4テーマで開催）
区民モニターアンケートの実施（2回）【回答率：①
82.65%②83.08%】
区政会議での内容を区政に反映（2件）

―



㋐　多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政情報の発信

成果指標

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

・広報紙の2面を特集面として活用し魅力あふれる
紙面構成や内容の充実を図った。
・ホームページやSNSを積極的に活用し区のイベン
トや事業、施策のお知らせなどを時期やニーズに対
応し幅広く効果的な情報発信に努めた。

―

【課題】
撤退基準は達成できなかった
ものの、業績目標の割合は昨
年度より0.2ポイント伸びてい
る。引き続き「見える化」を念
頭に、戦略的でユニークなさら
なる情報発信の強化が必要。
【改善策】
区民に関心を持ってもらえるよ
う伝わることをより強く意識し
た、「思わず手に取りたくなる」
「知りたい！がみつかる」「行
政の思いが伝わる」広報紙を
目指し、イベントカレンダーの
掲載などの紙面の充実やＳＮ
Ｓの拡充など、さらなる取組を
行う。

浪
速
区

【6-1-1】
・区政運営等について区民の意見を十分に聴取
し、事業や施策に反映させるため区政会議を開
催する。（3回以上）
・必要に応じてテーマ別の部会を開催し、意見や
評価を事業や施策に反映させる。

・区政会議は、平成28年度【3回開催】。
第1回：7月28日、第2回：11月21日、第3回：2月27日
・各部会は、平成28年度【合計6回開催】。
防犯防災環境部会、まちづくり賑わい部会、健康福
祉教育部会の各部会ともに2回開催。

①31.7%
②30.1%
③26.3%

―

【6-1-2】
・「区民モニター」、「皆さまからの声」などから、
区民ニーズを的確に把握する。住民サービスに
関わる各担当局署と綿密に情報共有し、より良
い住民サービスに繋がるよう、区政へ反映させ
る。
・区民モニターの実施：年1回
・皆さまからの声BOX庁内設置：通年
・行政連絡調整会議での「市民の声」情報共有：
年6回
・地域担当職員による地域情報の収集：11地域
・「区長が子どもの声を聴く会」：年2回

・「区民モニター」、「皆さまからの声」などの住民
サービスに関わる各担当局署と綿密に情報共有
し、区政へ反映させた：６件
・区民モニターの実施：年1回
・皆さまからの声BOX庁内設置：通年
・行政連絡調整会議での「市民の声」情報共有：年6
回
・地域担当職員による地域情報の収集：11地域
・「区長が子どもの声を聴く会」：年2回

―

・多種多様な区民ニーズに応じ、広報紙やホー
ムページの充実を図る。
・ＳＮＳ（ツイッター・フェイスブック）などを積極的
に活用し、時期やニーズに応じた効果的な情報
発信を継続する。

天
王
寺
区

【1-1-1】
区政会議を、区政有識者会議と区政戦略会議と
に二分し、さらに議論を活発化させ、区政会議に
おける意見・評価を、区運営方針及び区におい
て実施される本市事務事業に反映させる。
　  区政会議の開催　2回

区政会議の開催　2回

①33.4%
②34.0%
③29.3%

【課題】
会議の活性化を図りつつ、い
ただいた意見の区政会議委員
へのフィードバックの充実が必
要。
【改善策】
委員の関心の高いテーマ毎の
少人数討議、フィードバックの
徹底など、運営上の工夫を講
じる。

【1-1-3】
区政運営にかかる意見や評価をいただくため
に、区役所職員から構成される区民の声集約
チーム～あなたの声をつなげ隊～のメンバーが
中心となって、意見聴取を行う。区民と直接対話
を行うことで、区民モニター（区政評価員）でも捕
捉できない区政への関心の薄い、サイレント・マ
ジョリティの意見やニーズを的確かつ着実に把
握する。
　集約テーマ数　2テーマ以上

集約テーマ数　7テーマ

―

【1-1-4】
区広報紙や広報板、ホームページ等を活用し、
聴取した区民意見の区政への反映状況につい
て、“見える化”を意識しながら、分かりやすい情
報発信を行う。
・ 広報紙において“区民の声の反映状況を特
集”　2回
・ 区民の声の反映状況について、広報板に掲
出　　随時

広報紙において“区民の声の反映状況を特集”　2
回
区民の声の反映状況について、広報板に掲出 　4
回



㋐　多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政情報の発信

成果指標

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

西
淀
川
区

【4-2-1】
○広報紙の紙面構成やデザイン、配付方法など
を工夫し、区政情報を適切にわかりやすく発信
 ・毎月57,000部発行（全戸配付）
○区民ボランティアとの協働により、身近な地域
情報や区民ニーズに応じた紙面づくり
 ・企画編集会議を月1回開催（取材・記事作成）
○ホームページやツイッター、フェイスブックによ
るリアルタイムでわかりやすい情報発信

○広報紙を各月58,400部発行
○区民ボランティアとの企画編集会議を毎月１回開
催
○フェイスブック閲覧数：109,761（２月末）、ツイッ
ターフォロワー数：1,159件（２月末）
○ホームページアクセス数：1,045,303件（12月末）

①29.5%
②29.8%
③27.9%

広報紙の満足度は高いが、
ホームページ、ツイッター、フェ
イスブック等電子媒体から情
報を入手する区民の割合は目
標を達しておらず、電子媒体で
の情報発信についてより周知
を図る必要がある。
電子媒体での区政情報発信
の取組みについて、特に触れ
る機会が多い若い世代が集ま
る各種イベント等で周知を図っ
ていく。

【4-2-2】
○日常生活に関する様々な相談・要望等をイン
ターネット、電話、ファックス、投書、来訪等で受
け付け、関係局・事務所と連携し、迅速かつ適
切に対応する。
・市民の声、ご意見箱
○区民ニーズの把握と客観的評価を得るため、
区民へのアンケート調査等を実施
 ・区民モニターアンケート調査：年4回
 ・無作為による区民アンケート調査：年1回
 ・さまざまなイベントの開催時にアンケート調査
を実施：年3回
 ・区長意見交換会：年6回
○多様な手段を活用した区民の意見・要望の把
握
 ・地域の集会所等に区役所への要望や意見が
記載できる用紙を設置
 ・インターネットや携帯端末で気軽に市政、区政
に対する意見、要望を伝
　える手段があることを広報板等を活用し広く区
民に周知

○区民モニターアンケート：４回
○区長意見交換会：13回
○イベント参加者へのアンケート：１回

区民モニターアンケートの回答
率が低下傾向にあり、メン
バーの固定化、年齢層の高齢
化が進んでいる。
より幅広い区民ニーズ・意見を
聴取するためアンケート調査
の手法を見直し、無作為抽出
による手法に切り替える。

西
淀
川
区

【4-1-1】
○区長が、区の広報紙や区のホームページに
メッセージを積極的（月1回以上）に掲載し、区長
や区役所の取組みの認知度を高める。
○区内の事業を地域事情や特性に応じて実施
し、区CM事業について局・区の役割を常に意識
し進める。また、区政の推進を各種委員会・協議
会により区民と協働して取り組む。

区長メッセージを広報紙やホームページに毎月掲
載

①29.5%
②29.8%
③27.9%

―

【4-1-2】
○有識者・区民代表など多方面の分野から選出
された委員により、活発で専門的な内容の会議
を開催：8回
○区政に関する意見を聴き、議論の内容を区政
に反映

○年間回数：8回（内、小グループ討議を含めた回
3回）
○区政会議委員向け　区政会議についてのアン
ケート実施

○地域の実情、ニーズに合っ
た事業を実施していくために、
多様な意見を聴取する必要が
ある。
○会議において意見聴取した
内容について、どのように区政
に反映させたか、その過程や
結果をより分かりやすく説明し
ていく必要がある。
○多様な意見聴取のために、
昨年と同様年間8回（内、小グ
ループ討議　3回）会議を実施
○広報紙やホームページ等で
区政会議の内容を積極的に報
告していく。地域活動協議会
等区民参画の会議等において
情報共有を図る。



㋐　多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政情報の発信

成果指標

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

淀
川
区

【5-1-1】
区民の幅広いニーズや行政への評価を把握し、
適切に区政運営に反映するため、区民アンケー
トを拡大するほか、区長と区民が気軽に意見交
換をできる場として、車座会議に代えて、区長意
見交換会「区長とかたろう」を実施する。

・1,500人を無作為抽出する区民アンケート：年3
回以上実施
・各種アンケートは結果を検証し「よどマガ！」で
周知する。
・区長意見交換会「区長とかたろう」：30回以上
開催（金曜日延長時間帯と日曜日午前中に開
催予定。ホームページや「よどマガ！」等で告知
する）

・区民アンケート3回実施（10月、12月、1月）
・区長とかたろう区役所開催分37回実施　相談件数
49件、地域開催分5回実施

①33.2%
②26.4%
③26.1%

―

【5-1-3】
・淀川区区政会議が委員から区政運営に対する
多様な意見や貴重な評価を聴取できるよう、計
画的に趣向を凝らして開催するとともに、開催内
容は広く区民に周知する。

・会議の計画的な開催　4回以上（部会を含む）
　〔会議資料の創意工夫と市民や地域への会議
案件(テーマ)募集〕
・会議内容の効果的な周知（広報誌掲載1回、
YODO-REPO4回）

・全体会議：3回　　部会：3つの部会を各2回
・会議に向けた説明会を開催（第1回全体会議前：2
回、第3回全体会議前：4回）
・運営方針の概要版等、わかりやすい会議資料を
作成
・第2回部会では、区政会議委員に部会のテーマを
募集し実施
・ホームページにて、区民に区政会議のテーマを募
集（3月末現在応募なし）
・会議内容の周知　　広報誌「よどマガ！」：4回掲載
「YODO-REPO」：4回掲載

・広報誌で区政会議に関する
定期的な広報を行ったが、区
政会議を知っている区民の割
合は30％程度にとどまった。
・引き続き広報誌での周知に
加えて、新たにSNSを活用した
情報発信及び区民まつり等で
周知を行い、区政会議を区民
に広く周知する。

【5-2-1】
・広報誌の全戸配布を事業所にも拡大（発行部
数：125,000部）
・区民が必要とする情報を確実に届けるととも
に、日常生活や地域活動に役立つ内容の広報
誌を発行（12回）
・様々な機会を捉え、掲載記事に対する区民
ニーズの把握（3回以上）
・区政の「こんなことやってます・やりました」を発
信する「YODO-REPO」の発行（6回以上）
・「YODO-REPO」についてのモニタリング調査を
実施（3回以上）
・区職員を対象とした広報スキルアップのための
研修（１回）

・広報誌の全戸配布を事業所にも拡大（平成28年4
月号～）
・区情報誌「YODO-REPO」を6回発行
・広報誌及びＹＯＤＯ－ＲＥＰＯについてのアンケート
調査を実施（4回）
・SNSの情報発信ツールとして、LINE@アカウントを
取得。（平成28年7月～）友達登録3,630人。（H29年
2月末現在）
・SNSの情報発信（ツイッター1,789件、フェイスブック
150件（H29年3月末現在）
・各課広報担当者に対し、事業周知ビラの作成研修
を実施（1回）

・目標には到達しなかったが、
広報誌を読みにくいと感じてい
る区民の割合はわずかに
5.6％であり、多くの区民に現
在の広報誌が受け入れられて
いると感じている。現状の編集
方針は維持しながら、区民が
地域活動やイベントへの参
加、施策・事業等の利用など、
自発的な行動を促すような誌
面づくりが必要である。
・広報誌を読んで、掲載された
場所に行ってみたい、記事と
同じ体験をしてみたいといっ
た、区民の共感を高め、自発
的な行動に誘うような誌面づく
りに向けて、担当者会議や研
修を通じ、広報マインドやスキ
ルの向上に取り組む。

【様式3　取組項目8】
・区政運営の推進において、区民の意見やニー
ズを的確に把握するとともに、着実に反映する。

・区政会議委員が区政会議での意見が区政に反映
されていると感じている割合：60％

―



㋐　多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政情報の発信

成果指標

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

―

【1-1-3】
地域担当職員が地域に出向くなどして地域との
協働でまちづくりを進める。また、各地域で得た
情報の共有化を図るため地域担当者会議を月1
回、年間12回開催し、情報を庁内ポータルを活
用するなどして区役所内でも共有を図る。

・地域担当連絡会議（12回）
・連絡会議内容等の職員への情報発信・共有（庁内
ポータル等）
・地域担当職員による地域保健福祉計画の地域へ
の説明
・地域カルテ・地域活動報告書の作成と整備

①28.8%
②25.9%
③27.0%

―

【3-4-2】
区長と区内の市立中学生との意見交換の場で
ある区中学生区政会議を年1回開催する。

【5-2-2】
　区民モニターを活用し、様々な世代の区民の
方の意見を収集し、区が必要としている基礎
データの把握に努めるとともに、モニターの継続
的な募集を行い、アンケート精度の維持向上に
努める。
　また、アンケートに際しては答えやすいアン
ケートを心がけるとともに、督促等も行い、回収
率の向上を図る。
　アンケート結果については速やかにホーム
ページで公表する。
3回程度実施（予定）

区民モニターアンケートを4回実施
※中間振り返り時点で回数を増やすことを検討した
が、回答いただけない理由の調査で「忙しいから」
「質問が多いから」が多かったことを踏まえ、アン
ケート実施回数、内容を絞り、平成29年1月までに4
回のアンケートを実施した。

【課題】
現在のモニターの回答率を維
持することと、新たに回答率の
高いモニターを確保することが
課題である。
【改善策】
・回答率の低いモニターにそ
の理由を尋ねたところ、「忙し
いから」が一番多く、「質問が
多いから」が次に多かった。そ
のため、予め標準回答時間や
質問数を提示することで回答
率向上をめざす。
・新たなモニターの確保につい
ては、他のアンケート実施時に
併せて登録の依頼を行ってい
く。

東
淀
川
区

中学生区政会議の開催：７月
学校内や次年度以降参加する生徒への情報共有
のための議事録保管用ファイルを作成・配布

―

【5-1-1】
　区長のマネジメントのもと、各担当に対しサ
マーレビューを実施し、前年度及び当年度上半
期の区事業の確認（ＰＤＣＡサイクルの実施）を
行うとともに、来年度予算に向けた調整を行う。

・区長による平成29年度予算編成に向けたサマー
レビューを実施（9月）
・即時性の高いＰＤＣＡ実現のため、将来ビジョンの
期末振り返り、及び平成28年度運営方針の年度内
振り返りを区独自に実施（2月）
・上記実施にかかる職員間のダイアログ（対話）を
実施（7月・2月)

―

【5-2-1】
区長の所管に属する施策事業について区民等
（区政会議委員）から立案段階から意見を把握
し適宜これを反映させるとともに、実績及び成果
の評価にかかる意見を聞くことで、地域の特性
やニーズに応じた区民協働型の区政運営の実
現をめざす。
　平成27年10月より区政会議委員を倍増、部会
を細分化し、勉強会も取り入れるなど、多様な区
民がより積極的かつ専門的に区政運営に参画
し、必要な意見を確実に区政に反映する仕組み
づくりを行っていく。
　・本会開催　3回
　・各部会開催　各3回
　・各部会勉強会開催　随時

平成28年度　本会3回　部会20回　学習会32回　議
長・副議長会2回　（※同日開催含む）
非常に多数の区政会議部会・学習会を開催し多く
の意見をいただいた。各専門部会の運営を各担当
課が行うことで直接担当業務に反映しやすくしてい
るほか、全会議の意見を整理してまとめ、わかりや
すく共有したり、本会で各部会から内容報告を行う
ことで意見をより明確化する仕組みづくりを行った。
更に職員間ダイアログで施策化について検討する
場を設けるなど、区政会議意見を運営方針に反映
しやすくする運営をめざした。



㋐　多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政情報の発信

成果指標

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

東
成
区

【5-1-1】
区政会議において区民の意見やニーズを把握
し、区政運営の参考として活用する。
・区政会議の開催：2回
・部会の開催：9回

・全体会議の開催：３回
・部会の開催：各２回（計６回）
・開催毎に広報紙やホームページによる広報

①34.1%
②30.7%
③27.7%

取組実績については計画どお
り実施し、開催毎に広報紙や
ホームページによる広報を
行ったものの、目標の達成に
は至らなかった。
区民により関心を持ってもらえ
るように、効果的な広報が必
要である。
区民により関心を持ってもらえ
るように、区政会議開催日の
周知だけでなく、会議内容をわ
かりやすく広報するなど、情報
発信の充実に努める。

【5-1-2】
区民の多様な意見やニーズを把握するため、区
民アンケートや地域担当職員による情報収集を
行う。
・区民アンケートの実施：4回
・地域担当職員による地域情報の収集：11地域

・区民アンケートの実施：４回
・地域担当職員による地域情報の収集：11地域

―

【5-2-1】
様々な広報媒体を活用し、わかりやすく魅力的
な広報を行うとともに、地域参加型の広報紙配
布業務を通じて、多様化する地域課題の解決を
図る。
・地域情報の広報紙への掲載：12回
・広報板の活用：24回
・区長からのメッセージの情報発信：12回

・地域情報の広報紙への掲載：12回
・広報板の活用：24回
・区長からのメッセージの情報発信：24回

広報の満足度は比較的高い
水準で推移（H27 84% → H28
76%）しているが、業績目標の
達成には至らなかった。平成
27年度から広報紙を全戸配布
に変更することで、より多くの
区民に届けることができたが、
区民アンケートの結果からも
若者世代や現役世代への積
極的な情報発信が課題であ
る。
わかりやすく読みやすい広報
紙づくりに引き続き努めていく
とともに、ホームページやツ
イッター等、多様な媒体を積極
的に活用し、更なる情報発信
の充実に努めていく。

東
淀
川
区

【5-3-1】
・広報紙、ホームページ、フェイスブック、ツイッ
ター等で情報発信を行う。
・広報紙は毎月発行し、同時に点字版、音声
データ、オープンデータの提供も行う。
・ホームページ、フェイスブック、ツイッターでは
即時性に富む情報提供を行っていく。

・広報紙、ホームページ、フェイスブック、ツイッター
等で情報発信を行ってきた。フェイスブックで地域や
事業の発信する職員が増えてきたことでフォロワー
数の伸びにつながった。
・平成28年12月　東淀川区役所広聴・広報戦略1.0
策定

①28.8%
②25.9%
③27.0%

―

【5-3-2】
フェイスブック、ツイッターホームページを始めと
した区の様々な広報媒体を効果的に利用した情
報発信が行えるよう、各部署の担当者を中心に
研修を実施してスキル向上を図るとともに、研修
資料をグループウェアに掲出して他の職員へも
周知を図る。
　　担当者研修４～６回程度開催（予定）

・担当者研修を４回実施のうえ、研修資料をグルー
プウェアに掲出し、職員への周知を行った。
・平成28年12月　東淀川区役所広聴・広報戦略1.0
策定

―



㋐　多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政情報の発信

成果指標

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

生
野
区

【6-1-1】
区政に関してご意見や評価をいただくため、地
域活動協議会から推薦された方や公募により選
定された方など多様な委員から構成される区政
会議（全体会議）を開催する。また、さらに詳細
なご意見や評価をいただくことを目的に「安全・
安心部会」「まちの魅力部会」「子育て部会」「高
齢者部会」を開催する。

＜開催回数＞
・区政会議（全体会議）年2回
・部会（4部会）各2回、計8回

　・区政会議（全体会議）　　3回
　・部会（4部会）各3回、計12回

①39.2%
②29.3%
③30.4%

委員へのアンケートの中で、
会議資料の多さや区役所から
の説明時間の長さに対する意
見があり、より的確で分かりや
すい資料や説明手法が必要。
委員の区政に対する理解を深
めていただけるよう、会議資料
の精査や、説明手法を工夫す
ることで、より一層ご意見をい
ただきやすくなるように努め
る。

【6-1-2】
区における施策や事業等区政について、国籍に
かかわらず区内に住民登録のある方から無作
為に抽出した1,500人の区民を対象に、「生野区
民アンケート」を行い、意見集約を行う。
また、「各区に共通する区政運営に関する事項
についてのアンケート」も大阪市全体で実施す
る。

無作為抽出の区民1,500人に対し、平成28年12月に
「生野区　区政に関する区民アンケート」を1回実施
し、意見集約を行った。

―

【6-1-3】
広報紙、ホームページ、ツイッターなどの媒体を
組み合わせて、効果的な情報発信を行う。

　・区の広報紙の発行　年１２回
　・ツイッターによる情報提供　年1,000回

　・区の広報紙の発行　年１２回
　・ツイッターによる情報提供　年1,715回

区民アンケートの結果では、１
８～２９歳における評価が低く
（43.6%）なっており、若年層へ
の情報提供の工夫が必要で
ある。
昨年度のアンケート結果
（41.7％)に比べて向上してい
るため、現在の取組みを進め
るとともに、SNSの一層の活用
など、若年層に向けての広報
の取組みをより一層進めてい
く。
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成果指標

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

旭
区

【4-1-1】
〈区政会議〉
区政会議を開催し、区民の意見を区役所の施策
や事務事業に反映することで協働による区政運
営をめざす。
　・全体会議　３回、部会　６回
区政会議で取り扱われた意見や提言などの成
果について、区ホームページ等に公表する。

・旭区区政会議　全体会議　３回、部会　６回開催
・旭区ホームページに委員の意見及び区役所の対
応方針を掲載

①32.9%
②26.0%
③25.4%

子育て世代や女性委員が少な
い等、委員の構成に偏りがあ
る。また、委嘱している委員の
出席状況に偏りがある。
平成29年10月委員改選時に、
委員の選定方法を工夫するこ
とによって幅広く意見を聴ける
ようにする。

【4-1-2】
〈広報・情報発信〉
区広報紙の配布方法を見直し、講読者数を増や
す。
区広報紙、区ホームページに区長のコーナーを
設け、区長からのメッセージを発信する。（12回）
区ホームページに「地元に帰ろう！旭区に住も
う！」のバナーを作成し、旭区の魅力・住みやす
さを広報発信していく。
　・動画2点以上
　・写真：自然、教育、通勤・通学、買い物、安
全・安心、医療環境の6つの分野に分け、各2点
以上
区広報紙のデザインコンペを外部委員だけで構
成された審査により実施し、より魅力ある広報紙
を発行していく。（毎月1回発行）
ホームページをより見やすくするため、トップ
ページ等を変更するとともに画面展開を改善す
る。（年１回）

・区広報紙、区ホームページに区長のコーナーを設
け、区長からのメッセージを発信（12回）　・区ホーム
ページに「地元に帰ろう！旭区に住もう！」のバナー
を作成　・動画５点　・写真：自然、教育、通勤・通
学、買い物、安全・安心、医療環境の6つの分野に
分け、各2点
・区広報紙のデザインコンペを外部委員だけで構成
された審査により実施し、より魅力的な広報紙を発
行（月１回発行）
・毎月1回発行ホームページをより見やすくするた
め、トップページ等を変更（１回）

―

【4-1-3】
〈広聴〉
・区民モニターの実施（年間3回、回収率75％）
・区役所情報コーナーにご意見箱を設置する。
・市民の声等に対する改善事例などを庁舎1Fの
庁内掲示板と区ホームページに掲載する。市民
の声を投稿する際、写真を添付できるようにす
る。

・区民モニターの実施（年間3回、回収率70.3％)
・区役所情報コーナーにご意見箱を設置
・市民の声等に対する改善事例などを庁舎1Fの庁
内掲示板に掲載
・市民の声を投稿する際、写真を添付できるようにし
た。

　旭区役所では、多種・多様な
方法で区民の方の意見を聴取
し、数多くのご意見をいただい
ている。それを受けて事務改
善や施策実施を積極的に行
なっている。しかしながら、そ
のことが区民の方に十分伝
わっていない。
　多種・多様なご意見のもとに
取り組んだ実績の内容を今年
度は正確に伝えるために、区
広報紙やホームページ・ＳＮＳ
などに区民の方からの意見を
事務改善や施策実施に活かし
た事例を紹介し、区の取組み
が十分に伝わるようPRを強化
する。
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成果指標

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

城
東
区

【4-3-1】
①区政会議を効果的に運営
　　区政会議本会（年3回）、３部会（年2回）
②区長との「ふるさとーく」の実施
③教育会議の開催

・区政会議本会（２回）、各部会（２回）の開催
・「ふるさとーく」　１回開催
・教育会議　1回開催

①30.1%
②29.5%
③27.9%

【課題】
区政会議については、予定通
り開催し、動画配信等に加え
て、「区政会議かわら版」を発
行し、区政会議の情報発信に
努めたが、区民全体の認知度
は非常に低いものとなってい
る。
「ふるさとーく」についても、区
民まつりでの配布や、広報誌
への掲載など情報発信に努め
たが、認知度は極めて低く
（3.8%）、また申込みも１回に留
まった。
【改善策】
区政会議については、引き続
き広報誌を活用した情報提供
や、継続的な「かわら版」の発
行、待合スペースの電光掲示
板の活用など、認知度の向上
に向けて工夫を行うとともに、
「ふるさとーく」については、事
業の実施方法も見直し、より
効果的な実施、情報発信に努
める。

【4-3-2】
・区政会議や教育会議、区民アンケート（年2
回）、コスモスメール（ご意見箱）、市民の声によ
るニーズ把握
・区の様々な取組や区運営方針などの区政情
報が広く区民に
届くよう、工夫して情報発信する。

・無作為抽出による区民アンケート２回実施
・コスモスメール、市民の声により随時区民意見を
聴取
・区オリジナルの運営方針の作成（カラー版）
・「区政会議かわら版」の作成

【課題】
区オリジナルの運営方針冊子
については、一部カラー版も作
成の上、継続した配架により、
多数の方に持ち帰りいただい
ているが、区民全体の認知度
はまだまだ低い。
【改善策】
区オリジナルの運営方針冊子
についても、多くの方が気軽に
読むにはページ数も多く、内
容・表現等についてもさらなる
工夫が必要である。区運営方
針を知ってもらうきっかけとな
るようなダイジェスト版等を作
成し、認知度向上に努める。
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成果指標

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

【課題】
必要な手段で情報を入手でき
ていると感じる割合が27年度
48.0％⇒28年度58.0％と上昇
したものの、内容が十分だと
感じている区民の割合は27年
度：33.5％⇒28年度：26.6％と
減少しており、ニーズの把握
が不十分であるといえます。
【改善策】
ニーズを把握し、わかりやすく
伝わりやすい区民目線での情
報発信に努めます。

阿
倍
野
区

【5-1-1】
幅広く区民の意見やニーズを把握するとともに、
区の施策や事業などについて、区民の客観的な
評価を得るなど、施策立案にかかる基礎データ
を収集するためにアンケートを実施します。
・区民アンケート調査の実施（年2回）

28年度第１回アンケート：平成28年12月実施
28年度第２回アンケート：平成29年2月実施

①30.2%
②29.6%
③26.6%

【課題】
区民モニターアンケートの回収
率が低迷しています。
【解決策】
区民の客観的な評価を得るこ
とができる区民モニターアン
ケートの回収率を上げるため、
区民が回答しやすい工夫を行
うよう努めてまいります。

【5-1-3】
区政におけるさまざまな課題について意見を述
べたり区政に関する評価を行う区政会議を運営
します。
・全体会及び各部会の開催：各3回程度

区政会議での意見･提案を反映した事業:4事業
【課題】
区政会議での意見を区政運営
や事業に反映し、実施してい
るが、事業等における意見の
反映状況などについて、区民
の認知度が低い状況にありま
す。
【改善策】
広報紙やホームページなどに
より区政会議での意見や仕組
みなどをわかりやすく周知しま
す。

【5-2-1】
区民の必要とする区政情報が、必要なツールで
届くよう、情報発信を行います。
広報紙…毎月発行
ホームページ…月平均20件
ツイッター…月平均200件
広報板…月平均10件
AR動画…毎月配信

区政情報を必要とするときに、必要な手段（広報紙・
ホームページ等）で情報を入手できていると感じる
割合:58.0％

鶴
見
区

【1-1-1】
地域の団体やボランティア、関係機関と連携・協
力を得て、より魅力的で来場者や参加者の満足
度が高いイベントを実施することで、賑わいを創
出し、地域の活性化を促進しながら区外にも鶴
見区の魅力を広める取組みを行う。
・魅力創造事業のイベント 随時

区民が世代を問わず鶴見区の歴史やまちの魅
力を感じ、愛着を深められる取組みを行う。
・「発見！！つる魅力」冊子の転入世帯への配
布
・撮影体験イベント　1回
・区役所庁舎等を活用した音楽コンサート実施
12回

さまざまな広報媒体を活用して、区の魅力PRに
取り組む
・区広報紙、HP、フェイスブック、広報板等による
情報発信　随時

・つるみワールドフェスタ　実施1回　・TSURUMIウィ
ンターフェスティバル　実施1回　・TSURUMIスプリン
グフェスティバル　実施1回　・トワイライトコンサート
実施11回　・TSURUMIスプリングコンサート　実施1
回　・おさかな王国　実施1回　・鶴見緑地写真彩
実施1回　・鶴見緑地コスプレDay　実施8回　・「発
見！！つる魅力」冊子の転入世帯への配布　・区の
魅力PR　随時

①33.7%
②36.1%
③36.8%

―

【6-2-1】
区民が求める情報を確実に分かりやすく提供で
きるよう、広報紙、フェイスブック、ＨＰ、広報板等
さまざまな媒体を活用し情報発信する。

・広報紙、ＨＰ、フェイスブックによる情報発信
随時
・小学校を通じたイベント、区政情報等の発信
11回
・地域課題解決型広報紙配布業務の実施　毎
月

・広報紙全戸配布　毎月
・広報紙、ＨＰ、フェイスブックによる区長メッセージ・
区政情報等の情報発信　随時
・小学校を通じたイベント・区政情報等の発信　11回

―
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成果指標

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

区Facebookへのいいね数をさ
らに増やすとともに、区民モニ
ターアンケーの「区の取組に関
する情報が伝えられている」の
回答割合の拡大につなげる必
要がある。
紙媒体とWebの連動を強化す
ることで、各広報媒体の機能
向上を図る。

住
之
江
区

【5-1-1】
・区政会議全体会(3回程度)・部会(随時)を引き
続き開催し、区政の課題などについて議論して
いただく。いただいたご意見や評価については、
施策への反映度を平成26年度実績よりも向上さ
せる。
・区政会議についての区民認知度を向上させる
ため、区政会議の開催・議論や提案・区政への
意見反映の状況等について、HP及び区広報紙
等での周知を行う。

・全体会を3回開催、各部会合計15回開催

①30.5%
②25.6%
③29.3%

業績目標は達成しているもの
の、区民モニターアンケートで
「区政会議において、区政につ
いての議論が行われているこ
とを知っている。」に対する肯
定的意見が17.6%であり、その
認知度はかなり低いと言える。
広報紙の特集記事やHPの効
果的な活用などにより、区政
会議で区政についての議論が
行われていることを広く周知す
る。合わせて、会議での意見
や評価、市民の声でいただい
た意見等が区政運営にどのよ
うに反映されているかを平易
な表現を用いてHP掲載する
等、区民に分かりやすい周知
を行う。

【5-1-2】
・街頭やイベントなど様々な場所でアンケートを
引き続き実施し、ニーズ把握に努める。
・区民モニターアンケートの実施（4回予定）。
・広報紙の懸賞応募を活用したアンケート。
・市民の声に加えて、区役所や商店街等にご意
見箱を設置し、投書のあった意見や要望を関係
課・機関に引継ぐ

・広報紙の懸賞コーナーでアンケートを実施（11回）
・区民モニターアンケートの実施（3回）
・街かどご意見箱　区内３ヵ所に継続して設置

区政会議や市民の声で頂いた
意見を施策に反映させた事例
があるにも関わらず、その取
組が区民に十分伝わっていな
い。
広報紙等の各種広報媒体で
取組状況を積極的に周知して
いく。

【5-3-1】
・動画コンテンツを拡充し、2次元コードで広報紙
と融合させ、紙媒体から動画への拡がりを持た
せることで、広報紙の魅力アップを図る。
・広報紙を手にとって読んでもらえるよう、人の
目を引く企画をはじめ、キャッチコピー、写真、イ
ラストを多用した目にとまる紙面構成とする。
・地域情報の収集を積極的に行い、地域に根ざ
した記事を掲載する。
・HP、広報紙に区長の写真入りメッセージを積
極的に掲載する。

・行政からの情報をできる限り平易に表現した。
・紙媒体とWeの連動させることで、広報誌の機能向
上を図った。
・広報紙を手に取って読んでもらえるよう、人の目を
引く企画をはじめ、キャッチコピー、写真を多用した
紙面構成とした。
・地域情報の収集を積極的に行い、地域に根差した
記事を掲載した。

区政情報の入手ルートが広報
紙「さざんか」である方の割合
が高い状況から、より多くの方
に区政情報が伝わるよう、広
報誌の魅力を向上させる必要
がある。
広報紙「さざんか」の企画記事
を地域密着型とし、メッセージ
性を持たせることで、他の媒体
にはない魅力を全面に押し出
し、より多くの方に読んでいた
だけるよう工夫する。

【5-3-2】
・身軽にかつ迅速な情報発信を行うため、携帯
サイト・Twitter・Facebook等のリアルタイムでの
更新が可能なツールを活用し、子育て支援情報
及び若者向けのイベント情報を積極的に発信す
る。
・若年層に圧倒的人気のＬＩＮＥを活用し、若者や
子育て層への情報発信を強化する。

・Facebookいいね数1,043件（平成29年3月31日現
在）
・Twitterフォロワー数1,880件（平成29年3月31日現
在）
・LINE友だち登録数813件（平成29年3月31日現在）



㋐　多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政情報の発信

成果指標

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

・ネットモニターを対象としたwebアンケート調査によ
るアンケート調査を実施

―

・区民等から区の将来像や現にある地域課題等
について様々な意見や議論をいただき、そう
いった議論を通じて区民のニーズを把握する。
・区役所は区民意識調査等の結果も加味しつ
つ、区民ニーズを精査したうえで施策立案段階
から反映していく。
・これらに加え、実施した施策の成果について評
価をいただくことで、区民主体でPDCAを基本と
した区施策決定プロセスを確立する。

・区政会議の開催：5回

①32.2%
②31.0%
③30.2%

―

・多様な区民ニーズを把握するツールの一つと
して、区政に対して比較的関心の高い区政サ
ポーターによる意見交換会を開催。区民の生の
声を聴き、施策や事業に反映する。

・アイデア募集記事提案【3提案】

―

東
住
吉
区

【2-1-1】
区内在住の高校生20名程度を対象に、夏休み
等の期間を利用して、区内の魅力的な企業や事
業所との交流体験等を通じて、将来を見据えた
広い視野と多様な価値観を養うとともに、企業市
民の地域力を向上する機会を提供（新たに小中
高事業合同で「東住吉ゆめ応援プロジェクト報
告会」を開催予定）。

市内在住の高校生　22名（うち区内在住者16名）
受入企業　11社

①29.0%
②29.4%
③29.5%

―

【2-1-2】
区内在住の中学生7名を対象に、夏休み等の期
間を利用して、ホームステイやボランティア活動
などの海外留学体験（約３週間）を通じて、地域
への愛着を高めるとともに、グローバル感覚を
養う機会を提供（新たに小中高事業合同で「東
住吉ゆめ応援プロジェクト報告会」を開催予
定）。

区内在住の中学生7名

住
吉
区

―

【2-1-3】
区内在住の小学校5,6年生45名程度を対象に、
区内の地域資源（商店街・大学・セレッソ大阪な
ど）と連携して実施する、サマー・イングリッシュ・
キャンプやイングリッシュ・スタディ・ツアーなどを
通じて、英語力及び地域力を高める機会を提供
（新たに小中高事業合同で「東住吉ゆめ応援プ
ロジェクト報告会」を開催予定）。

区内在住の小学5,6年生　49名 随時、東住吉クイズの実施や
駒川商店街の協力によるイベ
ントを実施したが、小学生の興
味や関心を高めるには十分な
プログラムではなかった。
来年度は、机上のプログラム
に加え、より東住吉区の地域
資源を活用したプログラムを
充実させることで、小学生の興
味や関心を高める。

・区民が「自己決定・自己責任」のもと区政に参
画する仕組の構築は住吉区政の基幹であり、ア
イデア募集事業はその主要施策として継続す
る。

広報紙「区民がつくるページ」のテーマ（記事）の公
募 ―

・インターネット等を活用した区民意識調査を実
施することにより、「声なき声」など把握しにくい
ものも含めた多様な区民ニーズや意見・評価を
的確に把握し、施策や事業に反映する。



㋐　多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政情報の発信

成果指標

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

東
住
吉
区

【2-1-5】
○東住吉区子育て支援連絡会との協働による
子育て関係施策の展開及び情報提供
・東住吉区子育てOHえんフェスタ開催（年1回）
・OHえん情報誌の作成、配布（毎月）
・区内幼稚園・保育園・保育所・認定こども園の
職員との学習会（年1回）
・乳幼児健診時に、子育てOHえん情報保存版
の配布や区社協配信のOHえんメールの周知な
ど、タイムリーな情報提供を行い、サービスの利
用を促進。
○子育て相談・訪問によるサービス
　3ヶ月健診、1歳6ヶ月児及び3歳児健診受診者
のうち、助言・指導が必要と判断されるケースに
対し、相談・情報提供し、必要に応じて家庭訪問
なども実施。
○利用者支援専門員等による保育所等、保育
資源やサービスの利用に関する相談・情報提供
を拡充。
○家庭児童相談員を増員し養育者への相談体
制の充実と、児童虐待の予防及び早期発見の
ための取組を強化（2名→3名）

○東住吉区子育てOHえんフェスタ参加人数862名
（昨年より310名増加）参加関係機関などの拡大・ミ
ニステージ充実・0歳児赤ちゃんを対象としたコー
ナーの充実　　　　　　　　　　　　　　　　　○OHえん情
報誌の需要があり増刷し、配架・設置カ所を拡充
（97か所・2520部）
○区広報誌で【子育てマップ】発行(H28年8月）
○利用者支援専門員の出帳相談　3回実施。

①29.0%
②29.4%
③29.5%

―

【2-1-6】
《早期発見》
・発達障がい（疑い）等子育てのしづらさを持つ
親子を、Mチャット等を使用した問診票により１歳
６か月児健診（16回/年）、３歳児健診（16回/
年）、心理相談（12回/年）等で選定。
《早期療育》
・子どもとの遊び方を学ぶ「すくすく教室」の実施
（12回/年）
・子育てのコツを学ぶ「親育てのプログラム（２歳
児用・４歳児用プログラム）」を実施（２歳児用‥
６回/年、４歳児用‥３回/年）
・友達づくりや子育ての悩みなどを共有できる
「交流の場」の構築及び地域で孤立しない相談
対応の実施（３回/年）
＊早期療育が受け入れられる仕組みとしての取
組は、委託事業者と連携し実施（「すくすく教室」
以外）
・子育て力アップ講座受講修了者による企画、
自主的な取組活動の側面支援。
【参考】
早期発見での想定数
　1歳6カ月児健診　1開設55人
　→M-チャット等でのフォロー人数11人/月
　→２歳児発達相談対象数　10人

《早期発見》
　・１開設 フォロー人数：平均20人/月
《早期療育》
　・すくすく教室　月1回開催　３回参加で１コース
　　参加数：平均18組/月
  ・H28年度　2歳児プログラム
　　延べ193組参加（4・5・8・9・12・1月実施）
　　参加満足度：4月100％、5月100％、8月100％、9
月84.6％、12月100％、1月100％
　　4歳児プログラム
　　延べ82組（6・10・2月）
　　参加満足度：6月100％、10月87.5％、2月100％
　・交流の場　7・11月実施、3月実施
　・子育て力アップ講座受講修了者による企画、自
主的な取組活動の側面支援（平成27年11月～）

―

【3-2-2】
１）人材（リーダー）の育成
①「はつらつ脳活性化元気アップリーダー養成
講座」の開催
　・自分の健康、地域を元気にする意識啓発と
技術取得のための講座開催（年１回、８回コース
500名受講）
２）リーダー活動の拡充
①「はつらつ脳活性化元気アップ講座」の開催
　・リーダーが中心となり、各地域で健康づくりか
ら認知症予防の講座開催。
②多世代交流の実施
　・高齢者や認知症に対する理解を深め、地域
支援のしくみづくりの一手法として、社協、包括、
学校医、キャラバンメイトとリーダーが連携し、小
学５年生に、講話や語り部、昔の遊びの体験学
習を授業参観の活用も視野に入れて実施（１～
２校）。

１）人材育成
①「はつらつ脳活性化元気アップリーダー養成講
座」
　　・８回コースを実施し、９７名申込み、８回中６回
以上の参加者は５８名
２）リーダー活動の拡充
①「はつらつ脳活性化元気アップ講座」
　　・１４地域中、１３地域で開催
②多世代交流の実施
　　・湯里小、北田辺小にて、授業の一環で「認知症
キッズサポーター養成講座」の中で、認知症の方へ
の声掛け訓練が開催された。

―



㋐　多様な区民の意見やニーズの的確な把握と区政情報の発信

成果指標

①区役所が、区政運営について区民の意見や要望を反映していると思う区民の割合　平成29年度までに60％以上

②区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）の中に、区の特性や地域実情に応じたものがあると感じる区民の割合
平成29年度までに60％以上

③区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）に関して、あなたの必要とする情報が伝えられていると感じる区民の割
合　平成29年度までに60％以上

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

東
住
吉
区

【5-1-1】
・子育て層向けSNSの立ち上げ及び活用
・区職員有志に対する広報研修（キャッチーな文
章の作成や動画作成に関する知識の習得など）
の開催（年１回以上）。
・広報サポーター制度による、市関連施設以外
の広報紙の配架場所の新規開拓（10箇所以
上）。
・区の広報媒体（区広報紙、区ホームページ、区
ツイッター、子育て層SNS）の相互リンク。

「東住吉区子育て応援ナビ」の運用開始
各担当リーダー係長、主担者へのヒアリングと新
ホームページ運用説明
広報サポーター　新規21箇所
広報紙へHPのQRコード掲載、HPからのtwitter連携
など各媒体の連携

①29.0%
②29.4%
③29.5%

広報サポーターは順調に増や
すことができたが、ホームペー
ジのアクセス数は、思うように
伸びなかった。トップページを
指標としているが、実際には、
検索エンジンから直接個別の
ページに行くことから、トップ
ページそのものが見られない
傾向にある。
SNS等のツールを活用し、若
年層が必要とするホームペー
ジの情報をリンクする等、多面
的に情報を発信していく。

西
成
区

・区政に関する意見や地域ニーズを把握するた
め、区民モニターアンケート調査を実施
・区広報紙、区ホームページだけではなく、SNS
を活用し積極的な情報発信を行う。多くの人が
訪れる区役所ロビーを活用し、区の特色ある取
組みなどの現状の情報を発信する。区広報紙を
より多くの方に届けるため、より分かりやすい紙
面づくりを行うとともに区内イベント等で区広報
紙の宣伝活動を行う。

・区民モニターアンケート調査の実施（1月）
情報発信の取組
・フェイスブック投稿数（140回/年）
・区民ロビーを活用した展示の実施（4回/年）
・転入者に向けて広報紙宣伝の実施（約6,100件/
年）

①32.6%
②24.2%
③20.6%

幅広く区民の方々からの区政
に関する意見や地域ニーズを
十分に把握しきれていない。
施策や事業に関する基礎資料
とするため、アンケートの質問
内容を精査し、よりわかりやす
い表記に改めることにより回
答率の上昇を図り、区民ニー
ズの的確な把握に努める。

【5-1-2】
・無作為抽出した区民1,500名に対するアンケー
ト調査の実施（年4回）。
・インターネットアンケートなど区民からの意見や
要望を伺う。

区民アンケート調査の有効回収数
第1回　平成28年7月11日～8月3日　　500名
第2回　平成28年10月20日～11月7日　　542名
第3回　平成28年12月24日～平成29年1月13日
514名

―

平
野
区

区民モニターの分析結果を担当部署にフィード
バック
①無作為抽出した区民あてアンケート調査の実
施　２回/年

区政について立案段階からの意見の把握、区
政の実績やその成果の評価にかかる意見の聴
取
②区政会議の小グループ形式の意見交換会の
開催　４回/年

区政情報やイベント・講座情報、地域での取組
の紹介などを広報紙や平野区ホームページ、広
報板への掲出
③広報戦略委員会を開催　12回/年

①無作為抽出した区民あてアンケート調査の実施
２回/年
②区政会議の小グループの意見交換会の開催　４
回/年
③広報戦略委員会を計画通り、年12回開催

①31.8%
②28.8%
③25.0%

小グループの意見交換会が定
着したことにより、業績目標は
昨年実績より大幅に改善した
ものの、今以上に区政会議に
おいて委員間で活発に意見交
換できるよう、アンケート結果
などを踏まえて発展的な取組
が必要である。区政会議の小
グループの意見交換会を単独
開催するなど、委員が意見を
述べやすい環境づくりを行って
いく。



区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

―

北
区

【2-2-1】
・地域主導による避難所開設訓練、災害図上訓
練等の取組が実施できる環境を整えるため、防
災学習会・講演会・訓練を積極的に支援する。
（区民、企業のニーズに合わせて、休日や夜間
についても開催：計18回）
・津波避難施設対策エリア(10区)に準じ、防災対
策を強化し、防災備蓄品を充実させる取組み
（通年）
・帰宅困難者のために、公共施設、民間ビル等
を一時避難所として利用できるよう、関係先に協
力要請し、津波避難ビルの登録要請を行う。
（企業向けのパンフレットの配布・HP等への掲載
等により、通年）

・避難所開設訓練を実施した地域（共催含む）：16地
域
・出前講座（学習会・講演会等）の開催：25回
・津波避難ビルの登録：22施設　（平成29年3月末現
在）
・防災パートナー登録：51事業所　（平成29年3月末
現在）
・防災備品の充実：地域の災害時避難所に医療救
護所用テントを配備

①22.7%
②17.4%

―

【2-2-2】
・27年度に策定した「北区防災計画」を各地域の
自主防災組織に配布し、幅広く区民へ周知を図
る。（通年）

・平成27年度以降、地域の防災訓練や出前講座を
通し、「北区防災計画」を配布し、自助・共助・公助
についての周知を行った。
・今年度は、「北区防災計画」を元に、地域の実情に
即した「地区（地域）防災計画」の作成支援も行い、
3地域で完成できた。

―

【2-3-1】
・区内に5名のCSWを配置し、小地域（19地域）
の支援、担い手の強化等、専門的な知識や経
験をもって相談支援を行う。また、認知症専門相
談窓口を設置し、相談・支援を行う。（通年）
・小地域（19地域）に各1名の地域福祉コーディ
ネーターを配置して、身近な活動を通じて個々
の生活課題を早期に発見し、自ら支援を行った
り、CSWに繋ぐ役割を果たす。（通年）
・高齢者や障がいの方々などを対象とした要援
護者名簿を作成し、地域の見守り活動につなげ
るために、要援護対象者の方に対し、要援護者
名簿登載への同意確認書類を送付する。（通
年）　（福祉局区CM事業含む）

・CSW相談支援延べ件数：3,065件（1地域あたり161
件）
・「まちともサービス」利用会員登録数：244名、サ
ポート会員登録数：116名、延べ利用回数：2,587
回、延べ利用時間：5.735時間
・地域福祉コーディネーターへの相談件数：3,915件
・要援護者名簿は同意書送付12地域、名簿作成・
配付12地域

各区における区政運営基本方針成果指標
平成28年度 測定結果及び取組実績・課題・改善策

２　「自律した自治体型の区政運営」

（１）区における住民主体の自治の実現
めざす姿(将来像)　
　各区において、多様な区民の意見やニーズを適切にとらえ、それらを踏まえた説明責任が果たされるよう区政に関する情報
が区民全体に着実に届けられるとともに、施策や事務事業の企画･計画の段階から評価の段階に至る全てのプロセスにおいて
区民の参画を得ながら、区の特性や地域実情に即した区政が運営される区民主体の自治の実現をめざします。

㋑　区民の参画と協働による区政運営

成果指標

①区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの企画・計画段階において、区民の意見や
要望を反映していると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

②区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの終了時に意見を聞くなど、区民からの評
価を受け、これらを区政運営の改善につなげていると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上



区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋑　区民の参画と協働による区政運営

成果指標

①区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの企画・計画段階において、区民の意見や
要望を反映していると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

②区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの終了時に意見を聞くなど、区民からの評
価を受け、これらを区政運営の改善につなげていると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

【2-5-2】
・引き続き臨床心理士を配置し、子育て支援室
でメール相談や家庭訪問など相談支援を行う。
（通年）
・スクール・ソーシャル・ワーカー（SSW）を新たに
配置し、不登校やひきこもり等について、学校と
連携しながら支援を行う。（通年）
・「子育て支援ルーム（キッキ）」での子育て相談
（通年）
・地域での子育て出張イベント及び個別子育て
相談の充実 ：8か所・15地域以上

・電話・メール・来所等相談：539件（うち心理士によ
る相談：221件）
・スクールソーシャルワーカー定期訪問校：中学校
3校、小学校 4校
・子育て支援ルーム（キッキ）利用者数：延べ5,468
組（うち相談数：52件）
・出張イベント：8か所（16地域）実施：457組参加

―

都
島
区

【4-1-1】
区政会議を開催し、区政運営、テーマごとの地
域課題について意見・評価を頂く。会議はユー
ストリーム放映を行う。

　・全体会議　3回程度
　・専門部会　適宜
　　※　H27.10～　福祉部会、教育部会を設置

全体会議　3回（6月・10月・3月）
・専門部会　4回（9月・3月×2部会）

①24.2%
②18.9%

・ 区政運営について区民の意
見や要望を反映している事業
や取組があっても、区民が認
知する機会が少ない。
・ 区政会議はもとより、市民の
声、出前講座など様々な方法
で区民の意見を汲み取り、行
政連絡会議などで関係行政機
関と共有しつつ、区政運営に
反映に繋げる取組を継続する
とともに、区民の意見や要望を
反映した事例や検討状況につ
いて、区政会議や広報誌など
様々な媒体で区民にお伝えし
ていく。

北
区

【2-4-1】
・地域福祉活動の担い手に対する研修を開催：
年2回
・専門講師を招き、ファシリテータを置きながら座
談会（ワークショップ）等を各地域で開催：年5～
10回
・学識経験者や関係機関等の参加による「小地
域福祉プランシンポジウム」を開催し、成果発表
や課題抽出を行う。（年1回）

・地域福祉活動の担い手に対する研修：2地域3回
・策定委員会（座談会・ワークショップを含む）開催：
4地域、19回開催
・小地域地域福祉プランシンポジウム：29年3月開
催

①22.7%
②17.4%

取り組みについては、地域住
民の強い希望により、策定期
間が長期化した。地域理解と
地域への愛着心の醸成や計
画実行への意欲につなげるた
めには、地域住民が計画策定
に向け主体的に取り組みを進
めることが重要である。
地域の特性にあった計画が策
定されるように、地域の意見を
取り入れる。

【2-5-1】
子ども・子育て支援新制度の充実により保育の
場を増やす。
・認可保育所の新増設
　　1か所85名（28年5月開園予定）
　　1か所75名（28年6月開園予定）

・小規模保育（28年4月開園予定）
　　1か所12名

・新規認可保育所：4か所
　（内訳）1か所85名（28年5月開園）、1か所75名（28
年6月開園）、
　　　　　 2か所126名(29年4月開園）
・新規小規模保育：2か所
　（内訳）1か所、12名（28年4月開園）、1か所11名
（29年4月開園）
・28年度途中入所児童数　94名

保育施設の増設が急がれる
が、一方できめ細かなアレル
ギー対策など子どもの安全や
発達が十分保障されるよう日
常的な各保育施設との連携に
より、保育の質の担保も行って
いく必要がある。
・各保育施設と情報交換や連
携を密にして年度途中の入所
枠を確保しつつ、保護者の
ニーズや児童の発達を保障で
きる保育環境づくりを行う。
・保育施設の新設に向けて、こ
ども青少年局と連携していく。



区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋑　区民の参画と協働による区政運営

成果指標

①区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの企画・計画段階において、区民の意見や
要望を反映していると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

②区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの終了時に意見を聞くなど、区民からの評
価を受け、これらを区政運営の改善につなげていると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

【5-1-2】
区政会議などを活用し、区における施策や事業
について、区民にその企画・計画段階から参画
していただくとともに、協働してこれに取り組み、
その成果について評価を得て改善につなげてい
く。

区政会議全体会2回　部会1回×2部会に加えて区
政会議とは別に、若い世代の方々と区民懇談会を
実施

―

此
花
区

・区の広報紙やホームページに、「区民意見」や
「区の特性、地域事情」の施策事業への反映状
況をわかりやすく掲載する。
・区政会議において課題を提案し、これに対する
区民意見やニーズを聴取し、施策・事業の実施
や次年度の予算に反映していく。
・個別事業において実施するアンケートが、次の
企画の立案に資するよう検証を行う。

・区民モニターの結果を踏まえた今年度施策を広報
紙に掲載（5月）
・区政会議等の結果を踏まえた将来ビジョンを広報
紙に掲載(1月)
・7月21日に区政会議を開催した。会議では委員へ
の説明についてＰＰＴ資料をスクリーンに投影し、わ
かりやすく課題を提案した。
・10月24日に開催した第2回区政会議では、将来ビ
ジョンとして此花区の平成31年度の姿とその実現へ
向けた方向性について提案し、意見をいただいた。
・区政会議の部会について、地域課題については、
新たに地域活動協議会会長から意見を求める場を
確保し、テーマ別で掘り下げるべき課題について
は、これまでのようにメンバーを固定化せず必要に
応じて開催するよう整理を図った。
・２月に運営方針（案）、予算（案）について区政会議
の各委員に説明を行った。
・市政改革室と連携したＰＤＣＡ職員研修を実施し
た。その研修の中で各課のアンケート設問を確認し
たうえで、今後のアンケート作成についての課題検
討を行った。

①27.4%
②21.8%

区民意見を施策事業の企画
段階から反映している事例等
について幅広い層へ周知して
いく必要がる。
取り組みへの理解を深めるた
め、広報紙やHPで情報を発信
していく。

都
島
区

【4-1-2】
読み手視点の、タイムリーにわかりやすく情報
発信を行うとともに、対象に応じて、各媒体の特
性を活かした情報発信を行う。

広報誌は、新聞購読世帯数の減少傾向も踏ま
え、配付方法を新聞折込から全戸配付へ切り替
える。

SNSは、若い世代を中心に幅広い区民との双方
向コミュニケーションツールとして一層の活用を
図る。

　・広報誌の発行（24ページ建て）・全戸配付　12
回
　・フェイスブック、ツイッターへの情報掲載　随
時

・広報誌の発行（24ページ建て）・全戸配付　12回
・フェイスブック、ツイッターへの情報掲載　随時
　　フェイスブックの「いいね！」数（H28.3末 997 ⇒
Ｈ29。3末 1,099）

①24.2%
②18.9%

・ 広報誌は区民アンケートに
よる検証で区民から高い満足
度を頂いたが、フェイスブック
はシェア数など業績目標を下
回った。
・ 対象に応じて、各媒体の特
性を活かした情報発信が大切
であり、SNS発信の強化などメ
ディアミックスが必要である。
・ 広報誌は改善を継続しつ
つ、若手職員を中心とした研
修などを通じて効果的なSNS
発信を増やす。

福
島
区

【5-1-1】
①多様な区民の意見やニーズの把握のため、
能動的には区政会議や区民モニターアンケート
調査によって、受動的には「区長に届けみんな
の声、そして小さな声（ご意見箱）」により、意見
収集や区政評価を行う。
②また、把握したニーズを踏まえ、広報紙や
ホームページを中心に、フェイスブックやツイッ
ター等の新しい媒体も利用しながら区政情報を
発信する。

①区民モニターアンケート3回：回収率平均71.1％
　「区長に届けみんなの声、そして小さな声」：188件
②広報紙、ホームページ、ツイッター、フェイスブック
での情報発信。
　ホームページアクセス件数：136,055件
　ツイッターフォロワー：1,820件数

①34.5%
②26.0%

―



区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋑　区民の参画と協働による区政運営

成果指標

①区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの企画・計画段階において、区民の意見や
要望を反映していると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

②区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの終了時に意見を聞くなど、区民からの評
価を受け、これらを区政運営の改善につなげていると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

【4-1-2】
・無作為抽出による区民へのアンケートを３回以
上実施し、アンケート結果はホームページ等で
公表する。
・区民の方からいただいた意見等に対して区の
施策へ反映したものなどについて、庁内掲示や
ホームページへの掲載を行い、区民ニーズの施
策反映について「見える化」を進める。
・区長が区内で活動を行っている団体等から意
見を聞く取組みを行うなど区民の声を拾うしくみ
を充実させ、多様な意見やニーズを把握し区政
に反映する。

・区民モニターアンケート：３回実施
・区長ぶらっと訪問：４回実施
・第１回アンケート結果について分析等を行い、次
年度の広報方針を策定。（区政会議においていただ
いた意見を踏まえ、方針に基づき広報事業を進め
る。）

・業績目標の達成状況につい
ては昨年を上回る結果となっ
たが、達成までには至ってい
ない。要因としては、区役所で
の取組が区民のみなさんに認
知されていないことにあり、施
策等の情報発信の手法等を
改善する必要がある。
・区役所で取り組んできた改善
策等を、広報紙や各媒体で案
内するとともに、ホームページ
の情報を、より見やすく、分か
りやすく整理・工夫することで、
より多くの方に認知と理解をい
ただけるよう取り組む。

港
区

【6-2-1】
地域活動協議会の代表者や公募の区民等によ
る「区政会議」において、区の施策や事業につい
ての意見や評価をいただく。

・平成28年4月～平成29年3月
　区政会議（全体会議　4回、部会3部会×5回程
度）

平成28年4月～平成29年3月
　区政会議（全体会議　3回、部会3部会×3回）

①29.9%
②26.5%

資料をわかりやすい内容にし
たり、事前配布により会議まで
に内容を確認いただき、事前
に意見聴取するなど工夫をし
たが、出された意見が少なく、
また会議当日の意見について
も少なかった。
更にわかりやすい資料にする
ことを検討し、事前の意見聴
取も引き続き行い、意見が出
やすいように工夫する。

中
央
区

【5-1-1】
地域実情に応じた施策・事業を、多様な区民と
の対話により推進するとともに、区民からの評価
に基づきＰＤCAサイクルを着実に実施する。
また、区政会議に関わる効果的な情報発信や
区間における情報共有を促進する。
・区政会議の開催　3回以上
・議事録や資料等の速やかで効果的な情報発
信　3回以上

・区政会議の開催　３回
・区政会議開催後、配布資料及び議事録をホーム
ページ等で情報発信　３回

①25.5%
②18.4%

―

西
区

【4-1-1】
・地域活動協議会からの推薦委員等により構成
される西区区政会議を2回以上開催する。
・会議でいただいた意見を次年度の運営方針や
予算、当年度の施策等に活かすとともに、意見
に対する区の考えや運営方針への反映状況
を、広く区民に知ってもらうため、ホームページ
等へ掲出する。
・会議での活発な議論を促して建設的な意見を
頂くため、区の施策や事業について概要をわか
りやすくまとめた資料を事前に送付し、頂いた質
問や意見に対する区の基本的な方針を前もって
示しておくなど、運営上の工夫を凝らす。

・区政会議を３回開催（各回とも、会議でいただいた
意見に対する区の考え方・回答をとりまとめて委員
宛送付し、ホームページで要旨を公開するとともに
運営方針や予算、当年度の施策等に活かした）
・区の具体的な取組を委員にご理解いただき、会議
における活発な意見交換を期するため、事業説明
会を開催（12/16　データから見た西区として、人口
動態・世帯分布などについて実施）

①26.8%
②18.9%

・委員の数が33名と多くなって
おり、また、限られた会議時間
であることから、より効率よく、
有意義な意見交換を行ってい
ただくことが課題と考えてい
る。
・引き続き、会議資料を会議開
催前に委員の皆様にお送りす
るとともに、事前にご意見をい
ただいたものについては、そ
れに対する回答を会議開催ま
でに全委員あて送付するなど
効率的な会議運営を図ってい
く。
・さらに、会議を欠席された委
員に対しては当日の会議要旨
をお送りし、ご意見があれば提
出いただくなど、よりご意見を
いただく機会を確保していく。



区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋑　区民の参画と協働による区政運営

成果指標

①区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの企画・計画段階において、区民の意見や
要望を反映していると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

②区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの終了時に意見を聞くなど、区民からの評
価を受け、これらを区政運営の改善につなげていると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

【1-1-2】
区民モニターを区政評価員と位置づけ、区の施
策・事業に対する、多くの多様な区民の意見や
ニーズ、施策・事業の成果・評価などに関する情
報を収集・分析し、施策・事業の企画・立案から
実施など全般に渡る意思決定に役立てるため
に、調査を実施する。
　・調査回数　2回(別途、格付け1回)
　・調査対象者数
　　区実施（2回）
　　　　初回　1,500名(無作為抽出)　　　2回目は
初回回答者
    市民局実施(格付け1回)
　　　　1,500名（無作為抽出）

・区実施2回
　 モニター数　1回目　1,500名（298名回答）
　　　　　　　     2回目   1,500名（355名回答）
・市民局実施1回
 　モニター数　           2,000名（789名回答）

【課題】
調査精度の向上に向け、回答
者数の増加が必要。
【改善策】　調査対象者数を
1,500名から2,000名に見直す
とともに、設問内容の改善を図
る。

【1-1-3】
区政運営にかかる意見や評価をいただくため
に、区役所職員から構成される区民の声集約
チーム～あなたの声をつなげ隊～のメンバーが
中心となって、意見聴取を行う。区民と直接対話
を行うことで、区民モニター（区政評価員）でも捕
捉できない区政への関心の薄い、サイレント・マ
ジョリティの意見やニーズを的確かつ着実に把
握する。
　集約テーマ数　2テーマ以上

集約テーマ数　7テーマ

―

大
正
区

【様式3　取組項目6】
特定のテーマについて、区民の意見やニーズを
バランスよく把握するとともに、区民からの評価
をいただき、事業の改善につなげるために、あら
かじめアンケート回答者（モニター）を募集し、郵
送及びホームページを利用したアンケート調査
を行う。
また、区民との協働型区政を実現するため、区
政会議を開催し、区政運営及び区において実施
される事務事業に関して区民から意見や評価を
いただく。また、区政会議とは別に、主要なテー
マごとにラウンドテーブル（少人数での円卓会
議）を開催し、より多くの意見聴取を行う。

区政会議の開催（3回）
ラウンドテーブルの開催（4テーマで開催）
区民モニターアンケートの実施（2回）【回答率：①
82.65%②83.08%】
区政会議での内容を区政に反映（2件）

①34.1%
②23.4%

―

天
王
寺
区

【1-1-1】
区政会議を、区政有識者会議と区政戦略会議と
に二分し、さらに議論を活発化させ、区政会議に
おける意見・評価を、区運営方針及び区におい
て実施される本市事務事業に反映させる。
　  区政会議の開催　2回

区政会議の開催　2回

①25.7%
②21.5%

【課題】
会議の活性化を図りつつ、い
ただいた意見の区政会議委員
へのフィードバックの充実が必
要。
【改善策】　委員の関心の高い
テーマ毎の少人数討議、フィー
ドバックの徹底など、運営上の
工夫を講じる。

【1-1-4】
区広報紙や広報板、ホームページ等を活用し、
聴取した区民意見の区政への反映状況につい
て、“見える化”を意識しながら、分かりやすい情
報発信を行う。
・ 広報紙において“区民の声の反映状況を特
集”　2回
・ 区民の声の反映状況について、広報板に掲
出　　随時

広報紙において“区民の声の反映状況を特集”　2
回
区民の声の反映状況について、広報板に掲出 　4
回

【課題】
撤退基準は達成できなかった
ものの、業績目標の割合は昨
年度より0.2ポイント伸びてい
る。引き続き「見える化」を念
頭に、戦略的でユニークなさら
なる情報発信の強化が必要。
【改善策】
区民に関心を持ってもらえるよ
う伝わることをより強く意識し
た、「思わず手に取りたくなる」
「知りたい！がみつかる」「行
政の思いが伝わる」広報紙を
目指し、イベントカレンダーの
掲載などの紙面の充実やＳＮ
Ｓの拡充など、さらなる取組を
行う。



区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋑　区民の参画と協働による区政運営

成果指標

①区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの企画・計画段階において、区民の意見や
要望を反映していると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

②区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの終了時に意見を聞くなど、区民からの評
価を受け、これらを区政運営の改善につなげていると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

浪
速
区

【6-1-1】
・区政運営等について区民の意見を十分に聴取
し、事業や施策に反映させるため区政会議を開
催する。（3回以上）
・必要に応じてテーマ別の部会を開催し、意見や
評価を事業や施策に反映させる。

・区政会議は、平成28年度【3回開催】。
第1回：7月28日、第2回：11月21日、第3回：2月27日
・各部会は、平成28年度【合計6回開催】。
防犯防災環境部会、まちづくり賑わい部会、健康福
祉教育部会の各部会ともに2回開催。

①26.4%
②18.6%

―

【6-1-2】
・「区民モニター」、「皆さまからの声」などから、
区民ニーズを的確に把握する。住民サービスに
関わる各担当局署と綿密に情報共有し、より良
い住民サービスに繋がるよう、区政へ反映させ
る。
・区民モニターの実施：年1回
・皆さまからの声BOX庁内設置：通年
・行政連絡調整会議での「市民の声」情報共有：
年6回
・地域担当職員による地域情報の収集：11地域
・「区長が子どもの声を聴く会」：年2回

・「区民モニター」、「皆さまからの声」などの住民
サービスに関わる各担当局署と綿密に情報共有
し、区政へ反映させた：６件
・区民モニターの実施：年1回
・皆さまからの声BOX庁内設置：通年
・行政連絡調整会議での「市民の声」情報共有：年6
回
・地域担当職員による地域情報の収集：11地域
・「区長が子どもの声を聴く会」：年2回

―

西
淀
川
区

【4-1-2】
○有識者・区民代表など多方面の分野から選出
された委員により、活発で専門的な内容の会議
を開催：8回
○区政に関する意見を聴き、議論の内容を区政
に反映

○年間回数：8回（内、小グループ討議を含めた回
3回）
○区政会議委員向け　区政会議についてのアン
ケート実施

①27.4%
②19.6%

○地域の実情、ニーズに合っ
た事業を実施していくために、
多様な意見を聴取する必要が
ある。
○会議において意見聴取した
内容について、どのように区政
に反映させたか、その過程や
結果をより分かりやすく説明し
ていく必要がある。
○多様な意見聴取のために、
昨年と同様年間8回（内、小グ
ループ討議　3回）会議を実施
○広報紙やホームページ等で
区政会議の内容を積極的に報
告していく。地域活動協議会
等区民参画の会議等において
情報共有を図る。

【4-2-2】
○日常生活に関する様々な相談・要望等をイン
ターネット、電話、ファックス、投書、来訪等で受
け付け、関係局・事務所と連携し、迅速かつ適
切に対応する。
・市民の声、ご意見箱
○区民ニーズの把握と客観的評価を得るため、
区民へのアンケート調査等を実施
 ・区民モニターアンケート調査：年4回
 ・無作為による区民アンケート調査：年1回
 ・さまざまなイベントの開催時にアンケート調査
を実施：年3回
 ・区長意見交換会：年6回
○多様な手段を活用した区民の意見・要望の把
握
 ・地域の集会所等に区役所への要望や意見が
記載できる用紙を設置
 ・インターネットや携帯端末で気軽に市政、区政
に対する意見、要望を伝
　える手段があることを広報板等を活用し広く区
民に周知

○区民モニターアンケート：４回
○区長意見交換会：13回
○イベント参加者へのアンケート：１回

区民モニターアンケートの回答
率が低下傾向にあり、メン
バーの固定化、年齢層の高齢
化が進んでいる。
より幅広い区民ニーズ・意見を
聴取するためアンケート調査
の手法を見直し、無作為抽出
による手法に切り替える。



区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋑　区民の参画と協働による区政運営

成果指標

①区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの企画・計画段階において、区民の意見や
要望を反映していると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

②区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの終了時に意見を聞くなど、区民からの評
価を受け、これらを区政運営の改善につなげていると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

―

東
淀
川
区

【1-1-5】
　区民・事業者・行政で構成されるまちづくり組
織を設け、行政や事業者の支援・協働により、
区民が主体的に少子高齢化に向けた中長期的
な取組みとして、ソフト対策を中心とした区西部
地域のまちづくり構想をまとめたうえで実施す
る。
≪参考≫
　まちづくり構想は、構成する取組みについて役
割分担を整理し、関係者が単独で、或いは協働
により、現在、進められている都市基盤整備等と
合わせ総合的に実施することにより、区将来ビ
ジョンに掲げる「住んでよかった、住み続けたい
東淀川区」を創出する。
 ・まちづくり協議会6回開催

・東淀川区西部地域ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰまちづくり協議会（部
会）を6回開催した。
・協議会（部会）において、学識経験者のアドバイス
を得ながら、事業者・行政等の支援・協働のもと、地
域主体の「西部地域バリアフリーまちづくり構想（素
案）」を取りまとめた。

①26.4%
②18.8%

―

【3-4-1】
・区長が、保護者・地域住民等（区政会議委員
から選定）を招集して、保護者・区民等の参画の
ための会議を開催し、区内の教育やそれに関す
る子どものための施策・事業について、立案段
階から意見を把握し、適宜これを反映させるとと
もに、実績・成果の評価にかかる意見を聞くこと
で、地域や学校協議会からの意見・ニーズに応
じた教育施策・事業の実現をめざす。28年度は
年3回程度開催する。

保護者・区民等の参画のための会議として、区政会
議教育・子育て部会及び区教育会議で提起された
意見を聴取。年間５回実施。

―

淀
川
区

【5-1-1】
区民の幅広いニーズや行政への評価を把握し、
適切に区政運営に反映するため、区民アンケー
トを拡大するほか、区長と区民が気軽に意見交
換をできる場として、車座会議に代えて、区長意
見交換会「区長とかたろう」を実施する。
・1,500人を無作為抽出する区民アンケート：年3
回以上実施
・各種アンケートは結果を検証し「よどマガ！」で
周知する。
・区長意見交換会「区長とかたろう」：30回以上
開催（金曜日延長時間帯と日曜日午前中に開
催予定。ホームページや「よどマガ！」等で告知
する）

・区民アンケート3回実施（10月、12月、1月）
・区長とかたろう区役所開催分37回実施　相談件数
49件、地域開催分5回実施

①24.6%
②18.4%

―

【5-1-3】
・淀川区区政会議が委員から区政運営に対する
多様な意見や貴重な評価を聴取できるよう、計
画的に趣向を凝らして開催するとともに、開催内
容は広く区民に周知する。

・会議の計画的な開催　4回以上（部会を含む）
　〔会議資料の創意工夫と市民や地域への会議
案件(テーマ)募集〕
・会議内容の効果的な周知（広報誌掲載1回、
YODO-REPO4回）

・全体会議：3回　　部会：3つの部会を各2回
・会議に向けた説明会を開催（第1回全体会議前：2
回、第3回全体会議前：4回）
・運営方針の概要版等、わかりやすい会議資料を
作成
・第2回部会では、区政会議委員に部会のテーマを
募集し実施
・ホームページにて、区民に区政会議のテーマを募
集（3月末現在応募なし）
・会議内容の周知　　広報誌「よどマガ！」：4回掲載
「YODO-REPO」：4回掲載

・広報誌で区政会議に関する
定期的な広報を行ったが、区
政会議を知っている区民の割
合は30％程度にとどまった。
・引き続き広報誌での周知に
加えて、新たにSNSを活用した
情報発信及び区民まつり等で
周知を行い、区政会議を区民
に広く周知する。

【様式3　取組項目8】
・区政運営の推進において、区民の意見やニー
ズを的確に把握するとともに、着実に反映する。

・区政会議委員が区政会議での意見が区政に反映
されていると感じている割合：60％
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具体的取組
平成28年度
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成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
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①区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの企画・計画段階において、区民の意見や
要望を反映していると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上
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価を受け、これらを区政運営の改善につなげていると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

生
野
区

【6-1-2】
区における施策や事業等区政について、国籍に
かかわらず区内に住民登録のある方から無作
為に抽出した1,500人の区民を対象に、「生野区
民アンケート」を行い、意見集約を行う。
また、「各区に共通する区政運営に関する事項
についてのアンケート」も大阪市全体で実施す
る。

無作為抽出の区民1,500人に対し、平成28年12月に
「生野区　区政に関する区民アンケート」を1回実施
し、意見集約を行った。

①32.8%
②25.4%

―

【5-1-2】
区民の多様な意見やニーズを把握するため、区
民アンケートや地域担当職員による情報収集を
行う。
・区民アンケートの実施：4回
・地域担当職員による地域情報の収集：11地域

・区民アンケートの実施：４回
・地域担当職員による地域情報の収集：11地域

―

生
野
区

【6-1-1】
区政に関してご意見や評価をいただくため、地
域活動協議会から推薦された方や公募により選
定された方など多様な委員から構成される区政
会議（全体会議）を開催する。また、さらに詳細
なご意見や評価をいただくことを目的に「安全・
安心部会」「まちの魅力部会」「子育て部会」「高
齢者部会」を開催する。

＜開催回数＞
・区政会議（全体会議）年2回
・部会（4部会）各2回、計8回

　・区政会議（全体会議）　　3回
　・部会（4部会）各3回、計12回

①32.8%
②25.4%

委員へのアンケートの中で、
会議資料の多さや区役所から
の説明時間の長さに対する意
見があり、より的確で分かりや
すい資料や説明手法が必要。
委員の区政に対する理解を深
めていただけるよう、会議資料
の精査や、説明手法を工夫す
ることで、より一層ご意見をい
ただきやすくなるように努め
る。

東
淀
川
区

【5-2-1】
区長の所管に属する施策事業について区民等
（区政会議委員）から立案段階から意見を把握
し適宜これを反映させるとともに、実績及び成果
の評価にかかる意見を聞くことで、地域の特性
やニーズに応じた区民協働型の区政運営の実
現をめざす。
　平成27年10月より区政会議委員を倍増、部会
を細分化し、勉強会も取り入れるなど、多様な区
民がより積極的かつ専門的に区政運営に参画
し、必要な意見を確実に区政に反映する仕組み
づくりを行っていく。
　・本会開催　3回
　・各部会開催　各3回
　・各部会勉強会開催　随時

平成28年度　本会3回　部会20回　学習会32回　議
長・副議長会2回　（※同日開催含む）
非常に多数の区政会議部会・学習会を開催し多く
の意見をいただいた。各専門部会の運営を各担当
課が行うことで直接担当業務に反映しやすくしてい
るほか、全会議の意見を整理してまとめ、わかりや
すく共有したり、本会で各部会から内容報告を行う
ことで意見をより明確化する仕組みづくりを行った。
更に職員間ダイアログで施策化について検討する
場を設けるなど、区政会議意見を運営方針に反映
しやすくする運営をめざした。

①26.4%
②18.8%

―

東
成
区

【5-1-1】
区政会議において区民の意見やニーズを把握
し、区政運営の参考として活用する。
・区政会議の開催：2回
・部会の開催：9回

・全体会議の開催：３回
・部会の開催：各２回（計６回）
・開催毎に広報紙やホームページによる広報

①32.2%
②24.5%

取組実績については計画どお
り実施し、開催毎に広報紙や
ホームページによる広報を
行ったものの、目標の達成に
は至らなかった。
区民により関心を持ってもらえ
るように、効果的な広報が必
要である。
区民により関心を持ってもらえ
るように、区政会議開催日の
周知だけでなく、会議内容をわ
かりやすく広報するなど、情報
発信の充実に努める。



区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋑　区民の参画と協働による区政運営

成果指標

①区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの企画・計画段階において、区民の意見や
要望を反映していると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

②区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの終了時に意見を聞くなど、区民からの評
価を受け、これらを区政運営の改善につなげていると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

【4-1-3】
〈広聴〉
・区民モニターの実施（年間3回、回収率75％）
・区役所情報コーナーにご意見箱を設置する。
・市民の声等に対する改善事例などを庁舎1Fの
庁内掲示板と区ホームページに掲載する。市民
の声を投稿する際、写真を添付できるようにす
る。

・区民モニターの実施（年間3回、回収率70.3％)
・区役所情報コーナーにご意見箱を設置
・市民の声等に対する改善事例などを庁舎1Fの庁
内掲示板に掲載
・市民の声を投稿する際、写真を添付できるようにし
た。

　旭区役所では、多種・多様な
方法で区民の方の意見を聴取
し、数多くのご意見をいただい
ている。それを受けて事務改
善や施策実施を積極的に行
なっている。しかしながら、そ
のことが区民の方に十分伝
わっていない。
　多種・多様なご意見のもとに
取り組んだ実績の内容を今年
度は正確に伝えるために、区
広報紙やホームページ・ＳＮＳ
などに区民の方からの意見を
事務改善や施策実施に活かし
た事例を紹介し、区の取組み
が十分に伝わるようPRを強化
する。

城
東
区

【4-3-1】
①区政会議を効果的に運営
　　区政会議本会（年3回）、３部会（年2回）
②区長との「ふるさとーく」の実施
③教育会議の開催

・区政会議本会（２回）、各部会（２回）の開催
・「ふるさとーく」　１回開催
・教育会議　1回開催

①26.4%
②19.1%

【課題】
区政会議については、予定通
り開催し、動画配信等に加え
て、「区政会議かわら版」を発
行し、区政会議の情報発信に
努めたが、区民全体の認知度
は非常に低いものとなってい
る。
「ふるさとーく」についても、区
民まつりでの配布や、広報誌
への掲載など情報発信に努め
たが、認知度は極めて低く
（3.8%）、また申込みも１回に留
まった。
【改善策】
区政会議については、引き続
き広報誌を活用した情報提供
や、継続的な「かわら版」の発
行、待合スペースの電光掲示
板の活用など、認知度の向上
に向けて工夫を行うとともに、
「ふるさとーく」については、事
業の実施方法も見直し、より
効果的な実施、情報発信に努
める。

旭
区

【4-1-1】
〈区政会議〉
区政会議を開催し、区民の意見を区役所の施策
や事務事業に反映することで協働による区政運
営をめざす。
　・全体会議　３回、部会　６回
区政会議で取り扱われた意見や提言などの成
果について、区ホームページ等に公表する。

・旭区区政会議　全体会議　３回、部会　６回開催
・旭区ホームページに委員の意見及び区役所の対
応方針を掲載

①25.8%
②18.8%

子育て世代や女性委員が少な
い等、委員の構成に偏りがあ
る。また、委嘱している委員の
出席状況に偏りがある。
平成29年10月委員改選時に、
委員の選定方法を工夫するこ
とによって幅広く意見を聴ける
ようにする。



区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋑　区民の参画と協働による区政運営

成果指標

①区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの企画・計画段階において、区民の意見や
要望を反映していると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

②区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの終了時に意見を聞くなど、区民からの評
価を受け、これらを区政運営の改善につなげていると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

阿
倍
野
区

【5-1-1】
幅広く区民の意見やニーズを把握するとともに、
区の施策や事業などについて、区民の客観的な
評価を得るなど、施策立案にかかる基礎データ
を収集するためにアンケートを実施します。
・区民アンケート調査の実施（年2回）

28年度第１回アンケート：平成28年12月実施
28年度第２回アンケート：平成29年2月実施

①27.5%
②19.8%

【課題】
区民モニターアンケートの回収
率が低迷しています。
【解決策】
区民の客観的な評価を得るこ
とができる区民モニターアン
ケートの回収率を上げるため、
区民が回答しやすい工夫を行
うよう努めてまいります。

【5-1-3】
区政におけるさまざまな課題について意見を述
べたり区政に関する評価を行う区政会議を運営
します。
・全体会及び各部会の開催：各3回程度

区政会議での意見･提案を反映した事業:4事業
【課題】
区政会議での意見を区政運営
や事業に反映し、実施してい
るが、事業等における意見の
反映状況などについて、区民
の認知度が低い状況にありま
す。
【改善策】
広報紙やホームページなどに
より区政会議での意見や仕組
みなどをわかりやすく周知しま
す。

城
東
区

【4-3-2】
・区政会議や教育会議、区民アンケート（年2
回）、コスモスメール（ご意見箱）、市民の声によ
るニーズ把握
・区の様々な取組や区運営方針などの区政情
報が広く区民に
届くよう、工夫して情報発信する。

・無作為抽出による区民アンケート２回実施
・コスモスメール、市民の声により随時区民意見を
聴取
・区オリジナルの運営方針の作成（カラー版）
・「区政会議かわら版」の作成

①26.4%
②19.1%

【課題】
区オリジナルの運営方針冊子
については、一部カラー版も作
成の上、継続した配架により、
多数の方に持ち帰りいただい
ているが、区民全体の認知度
はまだまだ低い。
【改善策】
区オリジナルの運営方針冊子
についても、多くの方が気軽に
読むにはページ数も多く、内
容・表現等についてもさらなる
工夫が必要である。区運営方
針を知ってもらうきっかけとな
るようなダイジェスト版等を作
成し、認知度向上に努める。

鶴
見
区

区役所の施策や事務事業への区民意見の反映

区政会議委員の意見について、進捗管理を行
い結果について、随時区ホームページ等により
公表する。

区政会議（全体会）4回
区政会議（4部会）各3回

①34.4%
②22.5%

―



区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋑　区民の参画と協働による区政運営

成果指標

①区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの企画・計画段階において、区民の意見や
要望を反映していると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

②区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの終了時に意見を聞くなど、区民からの評
価を受け、これらを区政運営の改善につなげていると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

―

・多様な区民ニーズを把握するツールの一つと
して、区政に対して比較的関心の高い区政サ
ポーターによる意見交換会を開催。区民の生の
声を聴き、施策や事業に反映する。

・アイデア募集記事提案【3提案】

―

東
住
吉
区

【5-2-1】
・区政会議の開催（本会議3回、2部会各3回）
・広報媒体を活用した区政会議の意義や議事内
容の区民への周知
・区政会議委員も交えた、区の中長期計画策定
に向けた地域フォーラム（仮称）の開催（14地
域）

・区政会議　本会議4回(5月・9月・12月・3月)
・区広報紙4月号、区公式ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ及びｲﾝｽﾀｸﾞﾗﾑ
の立ち上げと発信
・東住吉ゆめ・まちフォーラム(9/22)の開催
・その他新将来ビジョン策定に向けての取組の推進
（子育て層向けﾋｱﾘﾝｸﾞ、東住吉をあるこうｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
の展開、e-sumiなでしこの立ち上げ等）

①26.5%
②18.1%

―

住
吉
区

・区民等から区の将来像や現にある地域課題等
について様々な意見や議論をいただき、そう
いった議論を通じて区民のニーズを把握する。
・区役所は区民意識調査等の結果も加味しつ
つ、区民ニーズを精査したうえで施策立案段階
から反映していく。
・これらに加え、実施した施策の成果について評
価をいただくことで、区民主体でPDCAを基本と
した区施策決定プロセスを確立する。

・区政会議の開催：5回

①28.1%
②19.3%

―

・区民が「自己決定・自己責任」のもと区政に参
画する仕組の構築は住吉区政の基幹であり、ア
イデア募集事業はその主要施策として継続す
る。

広報紙「区民がつくるページ」のテーマ（記事）の公
募 ―

・インターネット等を活用した区民意識調査を実
施することにより、「声なき声」など把握しにくい
ものも含めた多様な区民ニーズや意見・評価を
的確に把握し、施策や事業に反映する。

・ネットモニターを対象としたwebアンケート調査によ
るアンケート調査を実施

住
之
江
区

【5-1-1】
・区政会議全体会(3回程度)・部会(随時)を引き
続き開催し、区政の課題などについて議論して
いただく。いただいたご意見や評価については、
施策への反映度を平成26年度実績よりも向上さ
せる。
・区政会議についての区民認知度を向上させる
ため、区政会議の開催・議論や提案・区政への
意見反映の状況等について、HP及び区広報紙
等での周知を行う。

・全体会を3回開催、各部会合計15回開催

①27.3%
②20.5%

業績目標は達成しているもの
の、区民モニターアンケートで
「区政会議において、区政につ
いての議論が行われているこ
とを知っている。」に対する肯
定的意見が17.6%であり、その
認知度はかなり低いと言える。
広報紙の特集記事やHPの効
果的な活用などにより、区政
会議で区政についての議論が
行われていることを広く周知す
る。合わせて、会議での意見
や評価、市民の声でいただい
た意見等が区政運営にどのよ
うに反映されているかを平易
な表現を用いてHP掲載する
等、区民に分かりやすい周知
を行う。

【5-1-2】
・街頭やイベントなど様々な場所でアンケートを
引き続き実施し、ニーズ把握に努める。
・区民モニターアンケートの実施（4回予定）。
・広報紙の懸賞応募を活用したアンケート。
・市民の声に加えて、区役所や商店街等にご意
見箱を設置し、投書のあった意見や要望を関係
課・機関に引継ぐ

・広報紙の懸賞コーナーでアンケートを実施（11回）
・区民モニターアンケートの実施（3回）
・街かどご意見箱　区内３ヵ所に継続して設置

区政会議や市民の声で頂いた
意見を施策に反映させた事例
があるにも関わらず、その取
組が区民に十分伝わっていな
い。
広報紙等の各種広報媒体で
取組状況を積極的に周知して
いく。



区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋑　区民の参画と協働による区政運営

成果指標

①区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの企画・計画段階において、区民の意見や
要望を反映していると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

②区役所が、区の様々な取組（施策・事業・イベントなど）について、それらの終了時に意見を聞くなど、区民からの評
価を受け、これらを区政運営の改善につなげていると思う区民の割合　　平成29年度までに60％以上

平
野
区

区政について立案段階からの意見の把握、区
政の実績やその成果の評価にかかる意見の聴
取
・区政会議の小グループ形式の意見交換会の
開催　４回/年

・区政会議の小グループ形式の意見交換会の開催
４回/年

①26.1%
②19.5%

小グループの意見交換会が定
着したことにより、業績目標は
昨年実績より大幅に改善した
ものの、今以上に区政会議に
おいて委員間で活発に意見交
換できるよう、アンケート結果
などを踏まえて発展的な取組
が必要である。
区政会議の小グループの意見
交換会を単独開催するなど、
委員が意見を述べやすい環境
づくりを行っていく。

西
成
区

・区政会議を開催し、区政運営、テーマごとの地
域課題について意見・評価を頂く。
　①全体会議　3回程度
　②部会　　　　適宜

・区政会議（全体会）　4回
・区政会議西成特区構想部会　1回
・区政会議情報発信部会　1回
・区政会議教育部会　1回 ①24.2%

②18.3%

区政会議ではできるだけ分か
りやすい資料を用いて説明す
ることにより、委員の方々から
多くの意見などをあげていた
だき、より活発な区政会議の
運営に努めることにより、新た
な区政運営につなげていく。



成果指標
過去１年間に、区役所に日常生活に関する相談や要望を行った区民のうち、区役所が、区における市政の
総合窓口として、適切に対応したと思う区民の割合　　平成29年度までに80％以上

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

各区における区政運営基本方針成果指標
平成28年度 測定結果及び取組実績・課題・改善策

２　「自律した自治体型の区政運営」

（２）区民に身近な総合行政の拠点としての区役所づくり
めざす姿(将来像)　
　区役所が、区民に身近な総合行政の拠点として、信頼されるものであることをめざします。

㋐　区における市政の総合窓口機能の充実

北
区

【4-1-1】
・区政会議等で寄せられた意見・ニーズの把握
と、区民から受けた区政に対する提案等につい
て、所管局と連携を図りながら区政に反映させ
る。
・区政運営や実施した事務事業について、区民
アンケート（年1回、無作為抽出の区民1,500人を
対象）の実施及び区政会議を通じて区民の評価
を受ける。

・区政会議4回開催（6月、8月、11月、2月）
・区民アンケートの実施（1月 2000人中715人から回
答）回収率35.8％

63.2% ―

都
島
区

区民から寄せられる相談や要望を受け付け、関
係局等への連絡や指示を行う。
・広聴・各種相談事業の実施
・行政連絡調整会議等の開催

・広聴・各種相談事業の実施　64回
　法律相談　36回、行政書士相談　12回、税理士相
談　16回
・行政連絡調整会議等の開催　14回
　行政連絡調整会議　4回、　同小会議　6回
・現業職場事業所等連絡会議　4回

※　市民の声の平均回答日数（28年度）　10.8日

73.6% ―

福
島
区

【5-2-1】
・従来から作成している区役所の庁内電話番号
表と合わせて、各担当の業務内容を詳しく掲載
し、全職員に周知：随時
・転入、転出、出生、死亡、婚姻、離婚時等の主
な手続き窓口のご案内を作成し、1階総合案内
に設置：1回

・担当業務内容を記載した電話番号表を全職
員へ周知
・主な手続き窓口のご案内を1階総合案内に
設置

77.9%

【課題】
・取組については計画通り実
施したものの、総合案内窓口
（民間委託）において苦情が1
件発生した。
・民間事業者内で担当者が頻
繁に変わり、窓口案内のノウ
ハウが定着しにくいことが、苦
情発生の根本原因であると考
える。

【改善策】
・窓口案内の知識・経験が浅
いスタッフでもわかりやすい資
料やツールを提供できるよう、
その具体案について検討す
る。

此
花
区

・区民からの相談内容を把握し、速やかに必要
な情報を提供できるよう「本市施策や他課業務
の基本的な知識の習得」、「ICTを活用した情報
検索のスキルの向上」のほか、ＩＣＴを活用した
情報検索の仕組みを検討する。

・サービス力強化プロジェクトチームの知識チーム
において、「市民等からの問い合わせへの迅速な対
応」、「他課業務の基本的な知識の習得」を目的とし
た「このはナビ」を改訂作成。 70.6% ―



成果指標
過去１年間に、区役所に日常生活に関する相談や要望を行った区民のうち、区役所が、区における市政の
総合窓口として、適切に対応したと思う区民の割合　　平成29年度までに80％以上

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋐　区における市政の総合窓口機能の充実

港
区

【6-1-2】
日常生活に関する様々な相談や要望を来庁･郵
便、電話やインターネットなどにより受け付け、
関係局と連携して適切に対応するとともに、状況
を相談者等にフィードバックするなど、区におけ
る市政の総合窓口としての役割を果たす。

・来庁･郵便、電話やインターネット等による受
付、フィードバック：随時

来庁･郵便、電話やインターネット等による受付、
フィードバック：随時

73.1%

【課題】
昨年度以上の指標を達成し、
今年度設定した業績目標もほ
ぼ達成できているが、さらに区
役所が適切に対応していると
感じてもらえる工夫が必要で
ある。

【改善策】
サービスの受け手である相談
者等の視点に立ち、窓口サー
ビスの改善に向けた取組を進
めながら、より適切かつ丁寧な
対応に努める。

中
央
区

【5-1-2】
多様な区民ニーズを的確に把握するとともに、イ
ンターフェイス機能を発揮することにより、所管
局における適切な対応を推進する。
また、区民ニーズ等に関わる効果的な情報発信
や総合窓口として相談者等に適切な情報を提供
し、必要に応じて状況のフィードバックを行う。
・市民の声の受付（随時）
・「ゆめまるくんのアイデアBOX（ボックス）」によ
るアイデアの受付（随時）
　アイデアの対応状況をホームページで公開
・区民モニターアンケートの実施　2回
　アンケートの結果をホームページで公開
・行政連絡調整会議の開催　10回

・市民の声の受付（随時）
・「ゆめまるくんのアイデアBOX（ボックス）」によるア
イデアの受付（随時）
　アイデアの対応状況をホームページで公開
・区民モニターアンケートの実施　2回
　アンケートの結果をホームページで公開
・行政連絡調整会議の開催　10回

71.8% ―

西
区

【4-2-1】
・民間研修機関を活用した能力向上のための研
修を実施し、職員の意識向上と区民に信頼され
る職員づくりに取り組む。
・職員が前向きで主体性・チャレンジ意識を持つ
とともに、能力向上のため、職員人材開発セン
ター等の外部研修への積極的な参加を促す。
・情報共有のため、定期的に課長会や係長会な
どを開催し、お互いに共通認識を持つなど、課を
超えた取り組みを推進する。
・職場活性化プロジェクトチーム会議において、
各課の業務等について課題を抽出し、改善事例
を検討する。
・区役所職員表彰制度を効果的に運用し、他の
職員の模範事例や西区職員育成基本プランの
具体的実践事例を蓄積・共有することで、職員
の前向きで主体的な取り組みを支援する。

全職員（159人）を対象に「ユニバーサルサービスに
重点を置いた区民サービスの向上研修」の実施（年
１回）
夜間スキルアップ講座等参加者：12名・20講座（27
年度：13名・22講座）
庶務担係長会：13回開催予定（27年度：8回）
職場活性化ＰＴによる改善事例：４事例
職員表彰の実施：8名表彰（27年度：8名） 74.7% ―

大
正
区

【8-1-1】
区民の意見・質問等に的確に丁寧で分かり易い
説明に努めることを基本に、区民の思い、気持
に沿った接遇の実施。窓口混雑時における応援
体制の確立などによる待ち時間の短縮等、区民
が利用し易い区役所づくりを推進し来庁者の満
足度の向上をはかる。
・窓口サービスに関するアンケートの実施（1回）
・金曜日の執務時間延長と第4日曜日の開庁の
取組の広報紙への周知（毎月）
・人事異動職員等に対する「大正区サービスアッ
プマニュアル」の配布・啓発や市民の声などによ
る苦情に対する職員への改善指導・周知の実
施（随時）
・接遇研修の実施（1回）

○窓口サービスに関するアンケートの実施：1回
○金曜日の執務時間延長と第4日曜日の開庁の取
組みについて広報紙へ周知：毎月
○接遇研修の実施：１回
○マイナンバーカウンターを新設し、分かり易い窓
口案内表示へ変更

77.1% ―



成果指標
過去１年間に、区役所に日常生活に関する相談や要望を行った区民のうち、区役所が、区における市政の
総合窓口として、適切に対応したと思う区民の割合　　平成29年度までに80％以上

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋐　区における市政の総合窓口機能の充実

浪
速
区

【6-1-1】
・区政運営等について区民の意見を十分に聴取
し、事業や施策に反映させるため区政会議を開
催する。（3回以上）
・必要に応じてテーマ別の部会を開催し、意見や
評価を事業や施策に反映させる。

・区政会議は、平成28年度【3回開催】。
第1回：7月28日、第2回：11月21日、第3回：2月27日
・各部会は、平成28年度【合計6回開催】。
防犯防災環境部会、まちづくり賑わい部会、健康福
祉教育部会の各部会ともに2回開催。

75.7%

―

【6-2-2】
・来庁・電話・インターネット等で寄せられる日常
生活の中でのさまざまな相談に対し、各関係局
等と連携して迅速に対応する。
・行政連絡調整会議の開催：年12回

・来庁・電話・インターネット等で寄せられる日常生
活の中でのさまざまな相談に対し、各関係局等と連
携して迅速に対応した。（全件）
・行政連絡調整会議（小会議含む）の開催。（年12
回）

―

天
王
寺
区

【1-2-1】
・つなげ隊、市民の声、ICT等を通じて区に寄せ
られた区民の意見・要望に対して、総合窓口とし
てワンストップで対応しながら、所管局において
対応すべき事項については、速やかに所管局
等関係機関に伝達し、連携して課題解決に取り
組む。また、市民の声を基本としてその対応状
況を1ヶ月毎に取りまとめ、専用コーナーを設け
たうえでホームページで公開する。
　市民の声に関するもの　　各月１回
　区政会議やつなげ隊等により聴取したもの
適時

聴取意見のホームページ公開　6回

73.6%

【課題】
区に寄せられた区民の意見・
要望に対して、関係局等との
連絡調整や指示を適切に行い
つつ、職員の対応力のさらな
る向上が必要。

【改善策】
関係局等と連携しつつ、担当
内の情報共有の徹底をより進
め、誰が対応しても区民へ正
確かつ迅速に対応できるよう、
お問い合わせマニュアルを随
時更新していくなどの工夫を
講じる。

西
淀
川
区

【4-2-2】
○日常生活に関する様々な相談・要望等をイン
ターネット、電話、ファックス、投書、来訪等で受
け付け、関係局・事務所と連携し、迅速かつ適
切に対応する。
・市民の声、ご意見箱
○区民ニーズの把握と客観的評価を得るため、
区民へのアンケート調査等を実施
 ・区民モニターアンケート調査：年4回
 ・無作為による区民アンケート調査：年1回
 ・さまざまなイベントの開催時にアンケート調査
を実施：年3回
 ・区長意見交換会：年6回
○多様な手段を活用した区民の意見・要望の把
握
 ・地域の集会所等に区役所への要望や意見が
記載できる用紙を設置
 ・インターネットや携帯端末で気軽に市政、区政
に対する意見、要望を伝える手段があることを
広報板等を活用し広く区民に周知

○区民モニターアンケート：４回
○区長意見交換会：13回
○イベント参加者へのアンケート：１回

65.9%

【課題】
区民モニターアンケートの回答
率が低下傾向にあり、メン
バーの固定化、年齢層の高齢
化が進んでいる。

【改善策】
より幅広い区民ニーズ・意見を
聴取するためアンケート調査
の手法を見直し、無作為抽出
による手法に切り替える。

淀
川
区

【5-1-2】
・　市政の総合窓口としての適切な役割を果た
すため、他部局が所管する内容の市民の声は、
区役所が規定の処理期限内（受付日翌日から
原則14日以内）に回答するようマネジメントす
る。また、この結果を区民に周知する。

・適切な所管部署への伝達が受付日から2開庁
日内にできなかった案件：年間5件以内
・総合窓口としての実績を「YODO-REPO」等で
周知：年間5回以上

・適切な所管部署への伝達が受付日から２開庁日
以内にできなかった案件　0件
・「YODO-REPO」に市民の声の対応：年間5回掲載

65.6%

【課題】
・マニュアルどおりに市民の声
を担当に引き継ぐだけでは総
合窓口の役割を果たしている
と判断されていない。
・「YODO-REPO」では計画通
りの広報を行ったがアピール
が足りない。

【改善策】
・区民アンケートの否定的な回
答に対し、どのような点が引き
継ぎが不十分であるか尋ね
て、問題点を改善する。



成果指標
過去１年間に、区役所に日常生活に関する相談や要望を行った区民のうち、区役所が、区における市政の
総合窓口として、適切に対応したと思う区民の割合　　平成29年度までに80％以上

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋐　区における市政の総合窓口機能の充実

【課題】
②の項目については目標には
達しなかった。職員がＯＪＴを
実感できるための取組みが不
十分であった。

【改善策】
Ｓ－１グランプリ（職場環境・窓
口レイアウト改善コンテスト）を
全課担当あげて取り組んだこ
とで、外部覆面調査結果の数
値が昨年より上昇するなど一
定の成果があったことから、こ
れまでの取組みを踏襲しつ
つ、目標達成に向けて、ヒアリ
ング内容や職員アンケート結
果の徹底した分析を行い、デ
ザインシートなどを活用して組
織目標をより明確にしつつ職
員と上司のコミュニケーション
を充実するなど、職員がＯＪＴ
を実感できるための取組みを
進める。

東
淀
川
区

【2-1-3】
平成27年4月より施行された生活困窮者自立支
援法に基づき自立相談支援事業を本格実施し2
年目となる。昨年度構築したネットワークを活か
し、区役所内を含めた関係部署と連携、生活困
窮者が自立できるよう取組みを進める。
庁内・庁外のネットワーク会議の開催年3回以
上。

相談件数　418件（平成28年度）
庁内・庁外におけるネットワークを構築するための
会議「東淀川区生活困窮者サポートネット連絡会
（困サポ）」を次のとおり区民ホールで実施
第2回困サポ　平成28年７月27日  　81名参加
第3回困サポ　平成28年12月2日　125名参加
第4回困サポ　平成29年２月23日　  66名参加

73.6%

―

【5-2-3】
各種相談において、毎月の広報紙掲載とともに
フェイスブック、ツイッター、デジタルサイネージ
等で随時告知を行い、相談件数の増加を図る。
　区民からいただいた「市民の声」について、適
切に市政・区政に反映できるよう関係部署と連
携し、区民に信頼される市政・区政の実現をめ
ざす。

各種相談について広報紙掲載内容の改善を図ると
共に、フェイスブック、ツイッターや庁内掲示・幟を活
用した広報を行った。
　「市民の声」については適切に市政・区政に反映
できるよう関係部署と連携して回答を行った。 ―

【6-3-1】
①区役所職員が、区役所に訪れたすべての方
が区役所での時間を気持ちよくすごしてもらえる
よう、相手に好印象を与える話し方や聞き方を
習得し、職場ぐるみで継続して接遇マナーの弱
点に気付き改善する組織風土の醸成が必要で
あるため、接遇力の向上の為の取組みを集中
的に実施する。

②コンピテンシーモデルによる人材育成を継続
実施して職員のモチベーションの向上を図るとと
もに、職員人材開発センターや外部講師の研修
に参加することで職員力の向上と、区民から信
頼される自律的な職員育成と風通しのよい職場
風土改善を進める。
　
【28年度実施内容】
①－１　接遇マナーアップ研修
          係長級以上：前期1回、後期1回　計2回
実施
　　　　　係員：前期1回、後期1回　計2回実施
①－２　職場環境・窓口レイアウト改善コンテスト
の実施
②　コンピテンシーモデルによる人材育成、各種
研修に参加

※コンピテンシーモデルとは、高い業績に結び
付く共通する行動や思考をまとめたもの

取組内容に加えて、自律的な職員育成と風通しの
よい職場風土づくりを進めるために、変革実行手法
研修やＳ－１グランプリ（職場環境・窓口レイアウト
改善コンテスト）などの取組みを行った。



成果指標
過去１年間に、区役所に日常生活に関する相談や要望を行った区民のうち、区役所が、区における市政の
総合窓口として、適切に対応したと思う区民の割合　　平成29年度までに80％以上

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋐　区における市政の総合窓口機能の充実

東
成
区

【5-1-2】
区民の多様な意見やニーズを把握するため、区
民アンケートや地域担当職員による情報収集を
行う。
・区民アンケートの実施：4回
・地域担当職員による地域情報の収集：11地域

・区民アンケートの実施：４回
・地域担当職員による地域情報の収集：11地域

76.7% ―

生
野
区

区役所にご来庁いただいた方を、適切にご案内
するため、区役所１階に総合案内を設置すると
ともに、庁内にフロアマネージャーを配置する。
また、市民の方のお問い合わせに対し、職員全
てが迅速かつ正確に対応できるよう、問い合わ
せの多い内容を50音順にまとめた電話番号簿
「お仕事がんばっＴＥＬ」の最新年度版へ更新し、
職員に配布し、活用する。

・区役所にご来庁いただいた方を、適切にご案内す
るため、区役所１階に総合案内を設置するととも
に、庁内にフロアマネージャーを配置した。
・市民の方のお問い合わせに対し、職員全てが迅
速かつ正確に対応できるよう、問い合わせの多い
内容を50音順にまとめた電話番号簿「お仕事がん
ばっＴＥＬ」を平成28年度版に更新し、職員に配布、
活用した。

78.9% ―

旭
区

・日常生活に関する様々な相談や要望について
いて、区役所職員のスキルを向上させるととも
に、関係局と連携して適切に対応する。
・「ベベクロファイル」を活用し、引き続き質の高
いサービスを提供する。
・電話・窓口対応のさらなる品質向上のため、各
課長のマネジメントのもと、職員の意識とスキル
を高める。
・電話の取次ぎや他部署を案内する際の言葉づ
かいについてマニュアル化し、気持ちよい対応を
行なう。

・「ベベクロファイル」を活用し、引き続き質の高い
サービスを提供した。
・電話の取次ぎや他部署を案内する際の言葉づか
いについてマニュアル化した。

70.2% ―

城
東
区

【4-2-2】
全職員を対象に、窓口応対・電話応対の能力向
上のため、外部講師による研修を実施する。（年
２回）

・全職員を対象に、窓口応対・電話応対の能力向上
のため、外部講師による接遇研修及び実地研修を
各１回実施。
・職員の接遇能力向上のため、１回３０分程度の窓
口案内業務研修（コンシェルジュ研修）を実施。

76.5% ―

鶴
見
区

区役所が、来庁・電話・郵便・インターネット等に
より区民から寄せられる日常生活に関する様々
な相談・要望等を総合的に受け付け、個々の事
案に応じて、関係局に連絡、指示を行う等、適切
かつ迅速な対応を行う。

区役所版ＦＡＱの更新（随時）

ＦＡＱの更新（随時）

73.2% ―

阿
倍
野
区

【5-1-2】
区役所において、区民の日常生活に関する相
談や要望を受け付け、局、事業所などと連携し、
迅速かつ適切に対応します。
市民の声・ご意見箱：随時
弁護士による法律相談：月2回
司法書士による相続登記・後見・借金問題相
談：月1回
行政書士による相続遺言帰化相談：月1回
税務相談・不動産相談・行政相談：月1回
就労相談：毎週金曜

市民の声158件
ご意見箱36件
（※ただし、11月よりご意見箱は市民の声と同様の
取扱いとなる。）
弁護士による法律相談：月２回
司法書士による相続登記・後見・借金問題相談：月
1回
行政書士による相続遺言帰化相談：月１回
税務相談・不動産相談・行政相談：月１回
就労相談：毎週金曜

81.1% ―



成果指標
過去１年間に、区役所に日常生活に関する相談や要望を行った区民のうち、区役所が、区における市政の
総合窓口として、適切に対応したと思う区民の割合　　平成29年度までに80％以上

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋐　区における市政の総合窓口機能の充実

住
之
江
区

【5-1-2】
・街頭やイベントなど様々な場所でアンケートを
引き続き実施し、ニーズ把握に努める。
・区民モニターアンケートの実施（4回予定）。
・広報紙の懸賞応募を活用したアンケート。
・市民の声に加えて、区役所や商店街等にご意
見箱を設置し、投書のあった意見や要望を関係
課・機関に引継ぐ

・広報紙の懸賞コーナーでアンケートを実施（11回）
・区民モニターアンケートの実施（3回）
・街かどご意見箱　区内３ヵ所に継続して設置

75.8%

【課題】
区政会議や市民の声で頂いた
意見を施策に反映させた事例
があるにも関わらず、その取
組が区民に十分伝わっていな
い。

【改善策】
広報紙等の各種広報媒体で
取組状況を積極的に周知して
いく。

住
吉
区

・住吉区域を所管する各行政機関の情報交換
及び様々な行政課題に対する意見交換の場と
して、住吉区行政ネットワーク会議を開催する。

・ネットワーク会議の開催：４回開催
・情報交換および意見交換する内容の設定、３件

70.3% ―

東
住
吉
区

【5-1-2】
・無作為抽出した区民1,500名に対するアンケー
ト調査の実施（年4回）。
・インターネットアンケートなど区民からの意見や
要望を伺う。

区民アンケート調査の有効回収数
第1回平成28年7月11日～8月3日　500名
第2回平成28年10月20日～11月7日　542名
第3回平成28年12月24日～平成29年1月13日　514
名 79.2% ―

平
野
区

・窓口サービスの提供　通年 区民サービスの充実や事務事業の適正化のため
の取組を実施

73.8% ―

西
成
区

・区役所が来庁・電話・郵便・インターネット等に
より区民から寄せられる、日常生活に関する
様々な相談・要望等を総合的に受け付け、個々
の事案に応じて、関係局に連絡、指示を行う等、
適切かつ迅速な対応を行う。
・市政・区政に対する課題について、関係部署に
情報を伝えることで、区役所が区内関係事業所
と連携するため、行政連絡調整会議を開催す
る。
　行政連絡調整会議　　 　　  年10回
　行政連絡調整会議小会議　年6回

・区民から寄せられた様々な相談・要望等を総合的
に受け付け、個々の事案に応じて、関係部署に連
絡、指示を行う等、適切かつ迅速に対応した。
・行政連絡調整会議を開催した。
　　行政連絡調整会議：10回開催
　　行政連絡調整会議小会議：６回開催

72.3%

【課題】
区における市政の総合窓口と
して適切に対応したと思う区民
の割合について、目標には達
成していないが、平成27年度
に比べ改善していることから一
定の効果はあったと見込まれ
る。引き続き、区内関係事業
所等と情報共有の強化を図る
ことが必要である。

【改善策】
今後も関係事業所等と密に連
絡・情報提供しあいながら、区
民に対し、適切かつ迅速に対
応する。



成果指標

①区役所を過去１年間に訪れた区民のうち、来庁者への案内サービスや窓口での応対が良いと感じた区
民の割合　平成29年度までに80％以上
②区役所来庁者に対する窓口サービスに係る民間事業者の覆面調査員による調査（５点満点）での点数
平成29年度までに3.5点以上

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

各区における区政運営基本方針成果指標
平成28年度 測定結果及び取組実績・課題・改善策

２　「自律した自治体型の区政運営」

（３）区民が満足・納得できる区役所運営
めざす姿(将来像)　
　区役所が区民をはじめ来庁者にとって快適で満足できる場所となるとともに、区役所業務の運営について、区民の視点から
見て納得してもらえるものとなることをめざします。

㋐　庁内案内や窓口業務におけるサービス向上

北
区

【4-2-1】
・繁忙期のフロアマネージャー増員による窓口
案内サービス拡充（委託契約更新の際に）
・住民情報業務委託事業者との連携によるサー
ビス提供（通年）
・日常的な業務改善運動の継続実施（各職員が
年間平均2件以上提案）
・総合窓口（広聴担当）、戸籍登録課、保険年金
課による連携を強化し、更なる窓口サービスの
向上を図る。（定期打合せを2か月に1回実施）
・マイナンバー制度事務のスムーズな実施（通
年）

・フロアマネージャーを繁忙期に1名増員、金曜時間
延長及び第4日曜開庁日においても新たに1名を配
置
・接遇研修実施：１回
・住民情報業務委託業者との定期打合せ（毎月実
施）
・総合窓口（広聴担当）、戸籍登録課、保険年金課
及び住民情報業務委託業者による打合せ（毎月実
施）
・マイナンバー制度事務をスムーズに実施 ①79.2%

②3.4点

【課題】
今年度の格付け評価結果は、
☆（星1つ：民間の窓口サービ
スの平均的なレベル）、評価点
3.4点で目標に達しなかった。
評価結果の平均値と比べ低い
項目を中心に改善が必要。

【改善策】
接遇研修を実施し、電話対応
などをさらに改善することで職
員の意識向上・スキルアップを
図るとともに、現在、フロアが
分かれている地域課の統合な
どレイアウトを改善することで、
わかりやすい庁舎案内と職員
間での一層の情報共有を促進
し、全体的な接遇の向上を
図っていく。

都
島
区

【4-2-1】
・「来庁者等に対する窓口サービス」の民間事業
者の調査結果、窓口アンケートの調査結果等
を、窓口サービスの改善にフィードバックする。
・上記の調査結果を活用して、外部講師による
接遇研修を実施し、職員の接遇スキル向上を図
る。
・案内表示板の改善、季節に応じた飾りつけ、こ
ども見守りキッズスペースの運営など、快適な環
境づくりに取り組む。

・11月に民間事業者を講師に迎え、全職員を対象
に接遇研修を実施（計5回）
・キッズスペース運営（通年）、季節の飾りつけ（ハロ
ウィン、クリスマス）
・接遇や窓口改善の向上をはかるため、先駆的な
取組を実施している区役所を見学（計2回）
・27年度に取り組んだ庁舎案内板を検証の上、さら
に視認性を高めるなど改善

①75.8%
②3.2点

【課題】
・職員の個々の接遇スキルに
よらない窓口応対の共有化が
必要である。

【改善策】
・（名札や挨拶など）担当部署
共通の窓口応対マニュアルを
共有するとともに、格付けで評
価が低かった項目を重点的
に、実効性のある研修を行
い、接遇スキル向上に取り組
む。

福
島
区

【5-3-1】
庁舎案内の改善及び窓口での応対の向上に取
り組む。
・職場活性化PTを中心に庁舎案内改善の検
討、実施：4～6月
・外部講師による全職員対象の接遇研修を実
施：1回
・来庁者アンケートを実施：1回

・1階待合スペースにリユース図書館を設置
・接遇研修を実施：1回（9/23、28）
・来庁者アンケートを実施：1回(1/24、25)

①85.6%
②3.4点

【課題】
来庁者アンケートの母数につ
いて目標を上回ったものの、
効果測定の指標としては不十
分である。

【改善策】
来庁者アンケートの手法（サン
プル件数の増）または目標と
する指標設定の再検討をすす
める。



成果指標

①区役所を過去１年間に訪れた区民のうち、来庁者への案内サービスや窓口での応対が良いと感じた区
民の割合　平成29年度までに80％以上
②区役所来庁者に対する窓口サービスに係る民間事業者の覆面調査員による調査（５点満点）での点数
平成29年度までに3.5点以上

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋐　庁内案内や窓口業務におけるサービス向上

此
花
区

・快適で利用しやすい区役所となるよう、庁舎案
内の改善を行う。
・顧客満足度の向上を目的に「サービス力強化
プロジェクト」を実施し、区役所のサービス力強
化を図る。
・職員において正確・迅速な業務に資するため、
どのようなスキルの向上が必要か検討を行う。
・窓口サービス業務などの委託業者に対し、接
遇のスキルアップを図るよう指導する。

・庁舎案内の改善の有無：有
①5月からデジタルサイネージによる庁内案内を導
入した。
②庁舎の階段、エレベーター扉部分に区民サービ
ス向上に資するよう広告事業として、高校生のアー
ト作品掲出を実施した。
③窓口サービス業務などの委託業者に対し、接遇
のスキルアップを図るよう指導した。

①75.5%
②3.0点

―

港
区

【6-4-2】
区民が快適で利用しやすい区役所となるよう、
庁舎案内の改善や窓口での応対の向上を図る
とともに、職員による提案やみなと改善箱等に
寄せられた区民の意見を踏まえ、区役所サービ
スの向上に向けた取組を推進する。

・窓口サービス向上委員会における取組と実践

・窓口サービス向上委員会による他区視察
・窓口における職場研修の実施
・各課ごと重点取組の設定、実践

①84.7%
②3.5点

―

中
央
区

【5-2-1】
窓口サービスの向上のため、民間委託業者を
含めた職員間の連携や情報共有を推進する。
・フロアマネージャー連絡票の活用
・フロアマネージャー打合せ会の開催　12回
・市民アンケートの実施　1回
・窓口サービス課業務検討委員会の開催　6回
・市民サービス向上委員会の開催　月2回
・住民情報業務等窓口にかかる情報交換会の
開催　月1回以上
・来庁者等サービス向上研修の実施

・フロアマネージャー連絡票の活用
・フロアマネージャー打合せ会の開催　11回
・市民アンケートの実施　1回
・窓口サービス課業務検討委員会の開催　1回
・市民サービス向上委員会の開催　月2回
・住民情報業務等窓口業務委託にかかる情報交換
会の開催　月１回
・来庁者等サービス向上研修の実施

①77.9%
②3.7点

―

西
区

【4-2-1】
・民間研修機関を活用した能力向上のための研
修を実施し、職員の意識向上と区民に信頼され
る職員づくりに取り組む。
・職員が前向きで主体性・チャレンジ意識を持つ
とともに、能力向上のため、職員人材開発セン
ター等の外部研修への積極的な参加を促す。
・情報共有のため、定期的に課長会や係長会な
どを開催し、お互いに共通認識を持つなど、課を
超えた取り組みを推進する。
・職場活性化プロジェクトチーム会議において、
各課の業務等について課題を抽出し、改善事例
を検討する。
・区役所職員表彰制度を効果的に運用し、他の
職員の模範事例や西区職員育成基本プランの
具体的実践事例を蓄積・共有することで、職員
の前向きで主体的な取り組みを支援する。

全職員（159人）を対象に「ユニバーサルサービスに
重点を置いた区民サービスの向上研修」の実施（年
１回）
夜間スキルアップ講座等参加者：12名・20講座（27
年度：13名・22講座）
庶務担係長会：13回開催予定（27年度：8回）
職場活性化ＰＴによる改善事例：４事例
職員表彰の実施：8名表彰（27年度：8名）

①86.2%
②3.5点

―



成果指標

①区役所を過去１年間に訪れた区民のうち、来庁者への案内サービスや窓口での応対が良いと感じた区
民の割合　平成29年度までに80％以上
②区役所来庁者に対する窓口サービスに係る民間事業者の覆面調査員による調査（５点満点）での点数
平成29年度までに3.5点以上

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋐　庁内案内や窓口業務におけるサービス向上

大
正
区

【8-1-1】
区民の意見・質問等に的確に丁寧で分かり易い
説明に努めることを基本に、区民の思い、気持
に沿った接遇の実施。窓口混雑時における応援
体制の確立などによる待ち時間の短縮等、区民
が利用し易い区役所づくりを推進し来庁者の満
足度の向上をはかる。
・窓口サービスに関するアンケートの実施（1回）
・金曜日の執務時間延長と第4日曜日の開庁の
取組の広報紙への周知（毎月）
・人事異動職員等に対する「大正区サービスアッ
プマニュアル」の配布・啓発や市民の声などによ
る苦情に対する職員への改善指導・周知の実
施（随時）
・接遇研修の実施（1回）

○窓口サービスに関するアンケートの実施：1回
○金曜日の執務時間延長と第4日曜日の開庁の取
組みについて広報紙へ周知：毎月
○接遇研修の実施：１回
○マイナンバーカウンターを新設し、分かり易い窓
口案内表示へ変更

①82.4%
②4.0点

―

天
王
寺
区

【1-3-2】
来庁者の快適度を向上させる取組を推進してい
く。
　接遇に関する窓口アンケートの実施　1回以上
　接遇研修の実施　3回以上
　区民意見をふまえた設備等の改修　　随時

接遇に関する窓口アンケートの実施　2回
接遇研修の実施　6回
各窓口に老眼鏡と杖置きを完備
待合ソファへの据置式手すりの設置
「涼ん処」の設置（7～9月）
区役所画廊「真田画廊」回遊展示の開設
トイレ水道蛇口の改善
聴覚障がい者向けコミュニケーションボードの配備
各階のフロアカラーを多用した庁舎内案内表示の
設置

①82.5%
②3.5点

【課題】
来庁者への接遇や庁舎内施
設・設備の向上等に努め、「来
庁者に対する窓口サービスの
格付け」については、初めて
「☆☆（2つ星：3.5点以上）」を
獲得したが、年間2回実施した
アンケート結果で測る来庁者
の満足度については、わずか
に目標値を下回ったため、一
層の接遇向上が必要。

【改善策】
アンケート結果によると、来庁
者の満足度が目標値を下回っ
た原因は、主に委託業者の評
価が低くなっていることに起因
することから、アンケート結果
を委託業者と共有するなど、
一層の接遇向上に努める。

浪
速
区

【6-2-1】
・毎月第4週を計測週と定め、各工程ごとの所要
時間測定を行う。
・委託業者と毎月定例会議を開催する。
・来庁者アンケートの実施

・毎月第４週を基本として、各工程ごとの時間計測
を行った。
・委託業者と毎月定例会議を実施した。
・来庁者アンケートを実施した(平成28年5月・8月・
11月、平成29年2月)

①73.8%
②3.2点

【課題】
アンケート項目のうち「交付ま
での待ち時間」の満足度が低
く(84％)、更なる待ち時間の短
縮に取り組むことが必要であ
る。

【改善策】
委託事業者との定例会議を通
じて、引き続き改善策を検討し
ていく。



成果指標

①区役所を過去１年間に訪れた区民のうち、来庁者への案内サービスや窓口での応対が良いと感じた区
民の割合　平成29年度までに80％以上
②区役所来庁者に対する窓口サービスに係る民間事業者の覆面調査員による調査（５点満点）での点数
平成29年度までに3.5点以上

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋐　庁内案内や窓口業務におけるサービス向上

西
淀
川
区

【4-1-4】
○来庁者アンケートを実施：年1回
○民間委託事業者と１Ｆ窓口業務に関する打合
せ・意見交換会等（月１回）を行うことなどによ
り、窓口業務の改善等を図り、待ち時間の短縮
などサー ビスの向上に努める。
　また、待ち時間を気持ちよく過ごしていただくた
め、１階フロアにキッズコーナーや図書コーナー
などを設けるとともに季節感のある飾りつけなど
を行う。
○各課職員で構成する市民満足度向上に向け
た「にーよんおもてなしプロジェクトチーム」を立
ち上げ、月１回会議を行い接遇マニュアル等の
作成、運用を通じて区役所を訪れる方々に満足
いただける環境づくりを行う。

○民間委託事業者と１Ｆ窓口業務に関する打合せ・
意見交換会等（月１回）
○季節ごとの飾付を実施（6月紫陽花7月七夕10月
ハロウィン12月クリスマスツリー1月正月3月桜等）

①79.5%
②3.0点

【課題】
住民情報窓口について目標は
達成しているものの、委託そ
のもののサービス水準（処理
誤り、処理速度、個人情報の
漏えい等）が未達成となってお
り、今後も改善が必要。

【改善策】
委託事業者との打合せを重
ね、引続き、改善を求めてい
く。

淀
川
区

【5-3-1】
・全所属で来庁者アンケート調査やセルフチェッ
クリストにより窓口業務の応対がレベルアップし
てるかを確認、目標レべルに達していないと判
断した場合は職員研修など必要な取組みを実
施する。（年3回以上）
・業務改善チームでこれまでの調査での減点ポ
イントを調査会社などへ確認し、具体把握そして
改善を行う。
・窓口サービス向上ＰＴにおいて、丁寧な言葉づ
かい、時宜を得たあいさつができるように、朝礼
等の機会に指導する。
・案内表示について、窓口までたどり着く時間を
より短縮させられるように、具体改善を行う。

・平成27年度区役所来庁者に対する窓口サービス
にかかる民間事業者の覆面調査結果に基づく研修
実施（8～11月）
・わかりやすい統一感のある表示物の作成(11月)
・電話での丁寧な挨拶に向け統一ルール作成し全
電話機へ掲示（10月） ①78.8%

②3.4点

【課題】
・具体的な接遇技術を研修に
より各職員が習得したが、そ
れを組織全体で継続していく
システムが無い。

【改善策】
・習得した接遇技術を各課単
位で相互に実施状況をチェッ
クし、改善指導を行うとともに
自発的に向上するシステムを
作る。

【6-1-1】
受託者との定例打合せにおいて、サービス向
上、事務改善、待合環境等のテーマを区分し掘
り下げて検討する。（定例会は月1回以上）
　個別課題の検討結果について、受託側・委託
側双方の全職員へのフィードバックを行うととも
に、全職員の意見・アイデアを積極的に集約す
ることで、委託側・受託側双方の職員、スタッフ
一人ひとりが窓口サービスの向上に取り組む。

・受託者との定例打合せ（月１回）
・定例打合せ会の検討結果等を朝礼などで周知（随
時）
・職員が質問や意見をかけるノートを用意していつ
でも閲覧できるようにした。 ―

東
淀
川
区

①73.5%
②3.5点

【6-1-2】
・手続きの流れをフロー化したメモを交付番号と
ともに市民に渡し、自分の手続きの状況（何を
待っているのか）（どこに次いけばよいのか）を
伝える
・接遇研修の実施（年1回）
・快適な庁舎づくり（庁舎飾りつけ、わかりやす
い表示など）（年4回）

・接遇研修実施
・笑顔での接客を心掛けるスマイルキャンペーン
・ＣＳ（顧客満足）と職員のモチベーションに関する
取り組みとしてアンケートを実施
・待合フロアの椅子の配置換え（年１回）
・クリスマスシーズン待合フロア飾りつけ
・マイナンバー窓口への床面案内表示

【課題】
手続きの流れをフロー化したメ
モを渡し手続きの状況を伝え
安心してお待ちいただく取り組
みを検討したが、メモの配布よ
りはどこに居ても、自分の受付
等の順番が分かるようになっ
たほうが便利であり安心して
過ごせるため、待合フロアにい
なくても手続き状況がわかるよ
うにする仕組みの検討を行う
必要がある。

【改善策】
・窓口呼び出し状況が待合フ
ロアにいなくてもスマホなどで
確認できるシステムを導入す
る。
・ＣＳ（顧客満足）と職員のモチ
ベーションに関する取り組みと
して実施した職員アンケート結
果を分析検証し、サービス向
上に繋げる。



成果指標

①区役所を過去１年間に訪れた区民のうち、来庁者への案内サービスや窓口での応対が良いと感じた区
民の割合　平成29年度までに80％以上
②区役所来庁者に対する窓口サービスに係る民間事業者の覆面調査員による調査（５点満点）での点数
平成29年度までに3.5点以上

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋐　庁内案内や窓口業務におけるサービス向上

東
淀
川
区

①73.5%
②3.5点

【6-2-2】
　住民票や印鑑登録証明書を取得する行為に
ついて、そのサービスに特化したサービス提供
場所（コンビニ・井高野郵便局・サービスカウン
ター等）並びにその利用方法（個人番号カードの
取得・住民基本台帳カードへのアプリ搭載等）に
ついて、広く市民に周知することにより、区役所
まで来庁するというサービスを受けるための手
間と時間を省き、日常生活の中でストレスなく
サービスを受けられるようにする。
・ホームページ・ツイッターで周知：年4回
・待合フロアー設置のモニターにて周知：随時

・待合フロアー設置のモニターにて周知：常時
・大阪市広報板（77か所）、地下鉄３駅へポスター掲
示
・広報紙（3月）・ホームページ（3月）・ツイッターで周
知（各1回）したほか、チラシを作成（12月）し周知に
努めた

【課題】
区役所以外で証明書発行の
サービス提供ができる大阪市
サービスカウンター、コンビニ、
東淀川井高野郵便局の認知
度について、昨年度より上昇し
たもののまだ低い状況であり、
周知が十分でない。

【改善策】
マイナンバーカード交付者へ
カードを使ってコンビニ等で証
明書発行ができる案内などを
することが有効であるため積
極的に行っていくほか、来庁
者に配布する転入者パックや
チラシにより、証明書発行がで
きるサービス提供場所の周知
を徹底する。また、住民票等の
提出先など庁舎以外の効果的
な周知場所を引き続き検討す
る。

【6-3-1】
①区役所職員が、区役所に訪れたすべての方
が区役所での時間を気持ちよくすごしてもらえる
よう、相手に好印象を与える話し方や聞き方を
習得し、職場ぐるみで継続して接遇マナーの弱
点に気付き改善する組織風土の醸成が必要で
あるため、接遇力の向上の為の取組みを集中
的に実施する。

②コンピテンシーモデルによる人材育成を継続
実施して職員のモチベーションの向上を図るとと
もに、職員人材開発センターや外部講師の研修
に参加することで職員力の向上と、区民から信
頼される自律的な職員育成と風通しのよい職場
風土改善を進める。
　
【28年度実施内容】
①－１　接遇マナーアップ研修
          係長級以上：前期1回、後期1回　計2回
実施
　　　　　係員：前期1回、後期1回　計2回実施
①－２　職場環境・窓口レイアウト改善コンテスト
の実施
②　コンピテンシーモデルによる人材育成、各種
研修に参加

※コンピテンシーモデルとは、高い業績に結び
付く共通する行動や思考をまとめたもの

取組内容に加えて、自律的な職員育成と風通しの
よい職場風土づくりを進めるために、変革実行手法
研修やＳ－１グランプリ（職場環境・窓口レイアウト
改善コンテスト）などの取組みを行った。

【課題】
②の項目については目標には
達しなかった。職員がＯＪＴを
実感できるための取組みが不
十分であった。

【改善策】
Ｓ－１グランプリ（職場環境・窓
口レイアウト改善コンテスト）を
全課担当あげて取り組んだこ
とで、外部覆面調査結果の数
値が昨年より上昇するなど一
定の成果があったことから、こ
れまでの取組みを踏襲しつ
つ、目標達成に向けて、ヒアリ
ング内容や職員アンケート結
果の徹底した分析を行い、デ
ザインシートなどを活用して組
織目標をより明確にしつつ職
員と上司のコミュニケーション
を充実するなど、職員がＯＪＴ
を実感できるための取組みを
進める。

【6-2-1】
・出生届及び婚姻届を提出の方に区役所として
お祝いの気持ちを込めて記念品を贈呈
・婚姻届出記念撮影ボード（生涯学習の区民が
作成した手持ちボード及び職員作成の背景ボー
ド）の活用
・えほんコーナーの活用・充実
・ＣＤプレーヤーで音楽を流す。（本区のみ）

・出生・婚姻届提出者への記念品贈呈（1枚の届書
につき１つ）
・生涯学習の区民が作成した手持ちウェディング
ボード及び記念撮影用背景ボードの作成・活用（常
時）
・大阪成蹊大学との連携によるオリジナル婚姻届帳
票作成
・ＣＤプレーヤーで音楽を流した（本区のみ）
・えほんコーナーの活用・充実

―



成果指標

①区役所を過去１年間に訪れた区民のうち、来庁者への案内サービスや窓口での応対が良いと感じた区
民の割合　平成29年度までに80％以上
②区役所来庁者に対する窓口サービスに係る民間事業者の覆面調査員による調査（５点満点）での点数
平成29年度までに3.5点以上

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋐　庁内案内や窓口業務におけるサービス向上

東
成
区

【5-3-1】
来庁者に対して「来庁者満足調査」を行い、環境
改善に取り入れる。

・「来庁者満足調査」アンケート記載用紙の収受（34
件）

①83.4%
②3.2点

―

生
野
区

【6-2-1】
●接遇の基本である、相手の立場になって考え
るやさしさと思いやりを形にした「スマイル（笑
顔）」を職員全員が心がけ、区役所を訪れる方を
“おもてなしの心”でお迎えする意識と風土を醸
成する接遇研修を実施する。　１回/年（全職員
対象）
●上記のほか、区民の目線に立ち、区民のみな
さんから信頼される職員、自ら知識の習得に努
め、業務内容に精通した職員を育成するため、
ファシリテーション能力、企画力等の向上のほ
か、万一の事態に即応できるようにするための
防災訓練、防犯訓練、AED講習会など、区独自
の研修を実施する。
　・区独自研修（訓練）の開催　５回/年
●区長の補助組織となる局の職員について、区
民のみなさんと共に基礎自治行政を担うという
意識を、直近参集者に係る防災訓練などを通じ
て醸成する。
　・直近参集者防災訓練　１回/年

【研修】
　接遇研修、人権研修、認知症サポーター養成講
座、行政対象暴力対応研修、イクボス勉強会、子ど
もの貧困対策セミナー、さすまた研修、ＡＥＤ研修、
防災研修

①80.7%
②4.0点

―

旭
区

【4-2-1】
〈職員の意識改革、人材マネジメント〉
職員の主体的な参画のもと、改革に自ら取り組
む自立的な職員の育成に向け「職員の意識改
革」を図るとともに、「6つのムダ」取り。「5S」など
組織風土の変革を行う。
・意識改革セミナーの実施（全新規採用・異動者
向け12回）『Asahi Management System』による
取り組み
・5S実施、6つのムダ取り等のカイゼンを継続す
るとともに、区行政システムの再構築、政策立案
能力の向上、迅速で高品質な行政サービスの
提供を行うためのシステムの構築

・意識改革セミナーの実施（５月に全職員１回受講）

①79.4%
②3.3点

―

【4-2-2】
〈窓口サービスの向上〉
各課・担当における区民サービス向上の目標設
定と検証の継続を行う。
　・6月（設定）
　・1月（振返り・見直し）
窓口一本化・ワンフロア窓口を見据えて検討す
る。
業務の委託化を通じて、より良いサービスの向
上を目指す。
職員の多能工化による個々の職員の資質向上
を目指す。
課長マネジメントのもと、課内研修、朝礼での啓
発などを通じ、職員一人ひとりの接遇スキルを
向上させる。

・業務委託については、契約上のサービス水準に達
しており、また定期的に行っている満足度調査にお
いても高い評価を得、サービスの向上が行えた。
・職員の多能工化の一環として窓口マスターの育成
を行い、資質の向上が行えた。

―



成果指標

①区役所を過去１年間に訪れた区民のうち、来庁者への案内サービスや窓口での応対が良いと感じた区
民の割合　平成29年度までに80％以上
②区役所来庁者に対する窓口サービスに係る民間事業者の覆面調査員による調査（５点満点）での点数
平成29年度までに3.5点以上

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋐　庁内案内や窓口業務におけるサービス向上

城
東
区

【4-2-1】
・「手続き案内書」の作成・配布、婚姻・出生届時
の「お祝いカード」（コスモちゃん挿入）の作成、
ウチワ型「証明交付用番号札」の使用など、時
宜に応じた細やかなサービスを提供する。
・最繁忙期にフロアマネージャーや窓口以外の
職員により事前の申請用紙交付と記入補助を
行い、窓口での所要時間を短縮する。
・回収するだけの書類は、専用ポストを設置して
窓口処理の必要をなくす。
・子育て情報コーナーや、絵本スペース、授乳ス
ペースなどを設け、子育て世代の方が利用しや
すい窓口にする。
・タブレット型端末機のテレビ電話機能を使用し
た、遠隔手話、遠隔外国語（英語、韓国・朝鮮
語、中国語）通訳サービスの提供

制度改正等にあわせた「窓口案内書」を改正（年度
当初・随時）、時季に応じた「お祝いカード（コスモ
ちゃん入）」を作成、配布、夏季には「ウチワ型番号
札」を活用。
・新たに写真撮影スペース（婚姻届者・出生届者な
どが利用）を設置するともに、待合スペースに図書
コーナーを設置。
・繁忙期のフロアマネージャー等による事前記入補
助、国民年金の現況届提出専用ポストを設置。
・子育て情報コーナーや、絵本スペース等を設置。
・遠隔手話、遠隔外国語通訳サービスの提供。

①79.2%
②3.6点

【課題】
来庁者アンケートの自由記入
欄においても、職員の窓口対
応や待合スペースの環境につ
いて、多くのお褒めの言葉をい
ただくなど、各種取組の成果
が表れている一方で、待ち時
間が長いことに対する意見が
多く寄せられている状況にあ
る。

【改善策】
来庁者が待ち時間を有効に活
用できるように、今年度から新
たに設置した図書コーナーや
複合庁舎内にある図書館の開
館情報の提供など、待ち時間
を感じさせない環境の整備や
充実に取り組む。また携帯端
末等で窓口の呼び出し状況を
リアルタイムで情報提供する
仕組みの導入を検討する。

【4-2-2】
全職員を対象に、窓口応対・電話応対の能力向
上のため、外部講師による研修を実施する。（年
２回）

・全職員を対象に、窓口応対・電話応対の能力向上
のため、外部講師による接遇研修及び実地研修を
各１回実施。
・職員の接遇能力向上のため、１回３０分程度の窓
口案内業務研修（コンシェルジュ研修）を実施。

―

鶴
見
区

【6-1-1】
利用者の視点に立った快適で効率的な窓口
サービスを提供するとともに、待ち時間の短縮
や「待たされ感」の軽減を図る。
・証明書発行業務等において業務フローの見直
しを行い、申請から発行までの時間短縮を図
る。
・混雑予想日をHP等に掲載することにより、窓
口混雑の緩和を図る。
・職員の接遇力向上をめざし、接遇研修（２回）、
職員の窓口対応について実地指導（２回）を実
施する。
・窓口アンケート（２回）を実施し、結果を公表す
ることにより啓発を図る。
・部署を超えて窓口事務の連携を強化し、手続
きの効率化を図る。

・利用者目線に立った窓口の改善（窓口のローカウ
ンター化、プライバシーに配慮した相談ブース改
修、ボイスコールの機種更新）：窓口サービス課（保
険年金担当）
・業務フローの見直しによる処理時間（待ち時間）の
短縮：窓口サービス課（住民情報担当）
・出生届出時の国民健康保険証交付にかかるワン
ストップサービスの実施：窓口サービス課
・民間講師によるテーマ別接遇研修（全10回）
・窓口アンケートの実施

①77.9%
②3.0点

―

阿
倍
野
区

【5-3-1】
○職員の実務能力を向上させる取組を進めま
す。
　・職員力向上研修の実施：年1回

○区民からの評価を受け改善につなげる取組を
進めます。
　・来庁者アンケートの実施：年2回

○情報共有の取組を進めます。
　・庁内情報誌「あべのいちばん」の発行：月1回

・職員力向上研修を実施:年1回
・来庁者アンケートの実施：年2回（8月・2月実施）
・「あべのいちばん」の発行：（7月以降月1回）

―
①80.9%
②3.6点



成果指標

①区役所を過去１年間に訪れた区民のうち、来庁者への案内サービスや窓口での応対が良いと感じた区
民の割合　平成29年度までに80％以上
②区役所来庁者に対する窓口サービスに係る民間事業者の覆面調査員による調査（５点満点）での点数
平成29年度までに3.5点以上

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋐　庁内案内や窓口業務におけるサービス向上

①80.9%
②3.6点

阿
倍
野
区

【5-3-2】
○ほめる・認める組織風土を醸成する取組を進
めます。
　・「GOOD　JOBカード」の実施：通年
　・職員表彰の実施：年1回

・「GOOD JOBカード」の実施：月1回（H28.9以降）
・職員表彰制度の継続実施:年1回

【課題】
 ・「GOOD JOBカード」や「職員
表彰」を実施したが、職員に取
組みは認識されているもの
の、積極的に活用されておら
ず、ほめる・認める組織風土
の醸成までには至っておら
ず、職員一人ひとりの意識改
革がさらに必要です。

【改善策】
・「GOOD JOBカード」や「職員
表彰」の取組みの趣旨を、職
員に十分周知し、実施方法の
見直しなど積極的に活用でき
るよう改善します。
また、「オフサイトミーティング」
などを活用してコミュニケー
ションの活性化を図り、ほめ
る・認める組織風土が醸成さ
れ、職員一人ひとりの意識改
革を進めるとともに区民サービ
スの向上に努めます。

住
之
江
区

【5-2-1】
・窓口サービス向上会議を随時開催し、区民の
方より出された苦情・ご意見について検証し、同
内容の苦情が出されないよう改善へとつなげる
ことで窓口サービス向上を図る。
・毎日朝礼を実施し、職員同士での情報共有な
どを行うとともに、始業時に一斉あいさつを実行
し、職員の仕事に対する意識の向上を図る。

窓口サービス課各グループ会議、サービス向上会
議での検証・改善策検討　13回実施
朝礼、始業時一斉あいさつ　毎日実施

①82.1%
②4.1点

【課題】
苦情等の件数は半減している
ものの、件数0に向けた取組が
必要である。

【改善策】
引き続き、苦情につながる要
因について分析・検証し、職員
の意識づけを行っていく。

住
吉
区

【5-1-1】
・受付での待ち人数をパソコンやスマートフォン
で確認できるよう、引き続き取り組むとともに認
知度を高めるため、ホームページやツイッターを
活用した広報を年10回以上行う。
・待ち時間対策として、作業工程の見直しを引き
続き取り組むとともに、アンケートや時間測定な
どによる分析・検証を年1回以上行う。

・受付窓口での「待ち人数」を、HP上でリアルタイム
で表示するとともに、待ち時間がHPで確認できるこ
とをツィッターで広報（11回）した。
・繁忙期の対策として、証明発行専用の審査ライン
（特急ライン）を設置し、簡単な証明発行については
時間短縮を図れるよう工程を見直した。
・10月と2月に窓口サービスに関するアンケートを実
施した。

①72.9%
②3.4点

―

東
住
吉
区

【様式3 取組項目4】
① タウンウォッチング研修の継続実施
②-1 職員力向上に向けたスキルアップ研修の
実施
②-2 「東住吉区おもてなしプロジェクト」を継続
実施し、各課を横断した取組を推進

タウンウォッチング研修や民間講師による職員力向
上に向けたスキルアップ研修は目標回数実施した。

①78.2%
②3.5点

【課題】
業務量が多いと感じる職員が
少なからずいる

【改善策】

業務量が多いと感じる職員が
少なからずいることから、ワー
ク・ライフ・バランスに関する研
修等を検討しながら改善を図
る。



成果指標

①区役所を過去１年間に訪れた区民のうち、来庁者への案内サービスや窓口での応対が良いと感じた区
民の割合　平成29年度までに80％以上
②区役所来庁者に対する窓口サービスに係る民間事業者の覆面調査員による調査（５点満点）での点数
平成29年度までに3.5点以上

区名

具体的取組
平成28年度

の
成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋐　庁内案内や窓口業務におけるサービス向上

平
野
区

窓口サービスの向上
　・ワークライフバランス研修の実施
　・人権研修の実施
　・服務研修の実施
　・コンプライアンス研修の実施
　・ひらめき”ひらちゃん”職場改善チーム会議の
開催
　　各１回以上

・ワークライフバランス研修の実施　1回（7月～8月）
　・人権研修の実施　1回（12月）
　・服務研修の実施　1回（1月）
　・コンプライアンス研修の実施　1回（1月）
　・ひらめき”ひらちゃん”職場改善チーム会議の開
催　7回（9月～2月）

①75.4%
②3.2点

【課題】
・実施した取組自体は各々重
要であり、今後とも創意工夫し
ながら実施していく必要がある
が、庁舎案内や窓口業務にお
けるサービス向上という戦略
に対しては目標達成に直結す
る効果的な取組を別途検討・
推進する必要がある。

【改善策】
・朝礼での注意喚起やOJTに
よる指導など日常的な反復・
継続の取組徹底を広げていく
とともに、窓口や電話応対の
改善に資する効果的・実践的
な研修を検討・実施する。

西
成
区

・庁舎出入口やエレベーター前の庁舎案内表示
の改善
・窓口サービス業務の委託事業者と毎週木曜
日、情報連携ミーティングを開催

・庁舎出入口やエレベーター前・階段に庁舎案内表
示及びフロア図を新たに設置
・窓口サービス業務の委託事業者と毎週木曜日、
情報連携ミーティングを開催

①74.6%
②3.2点

【課題】
電話調査や訪問調査における
評価が、同じ担当でも年度に
よってばらつきがあることか
ら、人による対応能力にばら
つきがあると考えられる。

【改善策】
窓口サービスの向上を実現さ
せるため、接遇研修などを実
施し、対応能力の底上げを図
る。



成果指標
効果的・効率的な業務運営に向け、区の実情や特性に応じて、区役所の取組が進められていることを知っ
ている区民の割合　平成29年度までに　60％以上

区名

具体的取組 平成28年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

各区における区政運営基本方針成果指標
平成28年度 測定結果及び取組実績・課題・改善策

２　「自律した自治体型の区政運営」

（３）区民が満足・納得できる区役所運営
めざす姿(将来像)　
　区役所が区民をはじめ来庁者にとって快適で満足できる場所となるとともに、区役所業務の運営について、区民の視点から
見て納得してもらえるものとなることをめざします。

㋑　区民が納税者の視点で納得できる効果的・効率的な業務運営

北
区

【様式3 取組項目1】
・節電対策に取り組むとともに、光熱水費の削減
を図るESCO事業を進める。具体的には、空調
熱源システムの高効率化、LED照明・誘導灯導
入等のESCO改修工事を平成28年6月末に完了
し、ESCOサービスを開始する同年7月以降の電
気使用量を低減し庁舎維持管理経費を削減す
る。

ESCO設備工事完了

21.5%

【課題】
・電気使用量の削減目標につ
いては、ESCO設備工事の企
画提案書の数値を掲げてお
り、実際の運用との乖離が生
じているが、引き続き電気使
用量の節減に努めていく。

【改善策】
―

都
島
区

若手職員が中心となり、業務プロセスの改善な
どに取り組む。
・職場改善チームの活動ほか

・職場改善チームによる会議及び活動　9回
・情報発信企画委員会　7回

　（活動内容）
　　庁舎案内の改善
　　庁舎内の季節ごとの飾りつけ
　　庁内機関誌の発行
　　接遇マニュアルの更新

24.5% ―

福
島
区

【5-3-2】
区役所業務の運営について、効果的・効率
的なものとしていく。
・フロアマネージャの体制変更：窓口案内
員1名＋フロアマネージャ1名体制⇒フロア
マネージャ2名体制（うち1名は窓口案内業
務も含む）
・職員応援制度の推進：応援制度実施回
数4回

・フロアマネージャを2名体制に変更
・職員応援制度を実施：4回

27.3%

【課題】
・計画通りに取組はすすめた
ものの、効果的で効率的な業
務運営について十分な区民の
実感を得ることはできなかっ
た。
・「区役所が変わった」と実感
できるような取組の検討とその
伝え方（広報力）が不足してい
る。

【改善策】
フロアマネージャーの体制変
更により来庁者からは高い満
足度を得ることができた等、一
定の成果を得たものの、一部
で目標達成率の90％をわずか
に満たせなかったこと等から、
取組内容の見直しを検討する
とともに、より積極的な区政運
営にかかる情報発信に努め
る。

此
花
区

・効果的・効率的な業務運営に向け、業務プロセ
スの検討を実施する。
・定例で開催している管理職員の会議を通じて、
マネジメント力の向上や、業務の連携を図る。

・効果的・効率的な業務運営に向た人材育成研修
開催の有無：有
・定例で開催している管理職員の会議でのマネジメ
ント力の向上や、業務の連携：区長座談会（課長代
理以下全職員対象）、課長連絡会（毎週月曜日定
例）の実施

22.2%

【課題】
効果的・効率的な業務運営の
状況について、幅広い層へ周
知していく必要がる。

【改善策】
取り組みへの理解を深めるた
め、広報紙やHPで情報を発信
していく。



成果指標
効果的・効率的な業務運営に向け、区の実情や特性に応じて、区役所の取組が進められていることを知っ
ている区民の割合　平成29年度までに　60％以上

区名

具体的取組 平成28年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋑　区民が納税者の視点で納得できる効果的・効率的な業務運営

中
央
区

【5-2-4】
効果的・効率的な業務運営をめざし、若手職員
を中心とした業務改善チームが主となり、業務
の創意工夫・効率化・省力化に向けた積極的な
改善を推進する。
・オフサイトミーティングの実施　4回
・改善に向けた取り組み内容を広報紙やホーム
ページ等で紹介　4回

・オフサイトミーティングの開催　3回
・市民サービス向上委員会ニュースの発行　10回
・改善に向けた取組内容等を所属サイトに掲載

24.5%

【課題】
・手話講習会など区民満足度
の向上につながる取組を職員
提案などにより実施してきた
が、その取組が広く区民に周
知できていなかったため、職員
が自ら考え、効率的・効果的な
業務運営に向け取り組んでい
ることを十分伝えきれなかっ
た。

【改善策】
・取組そのものは有効であると
考えられるため、取組を継続し
て行うことはもとより、幅広く来
庁者等に知ってもらえるよう積
極的な情報発信を行っていく。
引き続き、区民から信頼され
利用しやすい区役所となるよ
う、窓口サービスの向上に努
めるとともに一層の業務の効
率化をめざす。

西
区

【様式３　取組項目２】
・施策目的の達成度を可能な限り数値化した上
で、区長、副区長、各事業担当者によるＰＤＣＡ
を実施し、事業の有効性や進捗状況をチェックし
ＰＤＣＡを徹底する。
・区ＣＭ事業についてＰＤＣＡを実施し、区長の
補助組織となる局の職員と区の特性や課題の
共有化を図り、事業をチェックすることでＰＤＣＡ
を徹底する。
・職員のＰＤＣＡにかかる意識向上をめざし、職
員アンケートや研修等を実施する。

　・区事業について、係長級以上が出席するPDCA
検討会議を年度内に10回実施し、目標の達成度や
事業の有効性等をチェックしつつ、課題の洗い出
し、業務改善の意識付けを行った。
　・区ＣＭ予算事業の中から15事業（6局）を抽出し、
PDCA検討会議を年度内に3回実施し、局と区の情
報・意識を共有するとともに区ＣＭ予算へ反映した。
　・PDCAサイクルにかかる職員アンケートを実施し
た（9月）ところ、PDCAを意識して業務に取り組んで
いると答えた職員が79%に留まった。
　・PDCAサイクルの理解向上、並びに業務改善の
意識付けの徹底のため、研修資料「PDCAサイクル
１問１答」を作成し、各課において全職員を対象に
実施した。（12月）

23.5%

【課題】
成果を意識して業務に取り組
む職員の割合については日頃
からの意識付け、研修等の結
果、94.4%と目標である80%以
上をクリアできたが、職階に差
異があり（代理級以上100%、
係長級94.9%、係員91.8%）、全
体として未だ5.6%の職員が成
果を意識して業務に取り組め
ていない状況となっている。

【改善策】
最終的には全職員が成果や
業務改善を常に意識している
状態を目指すべきであること
から、今後もＰＤＣＡ検討会議
や研修等を通じて日頃から意
識の浸透に努める。

港
区

【6-4-3】
区役所業務の運営について、業務プロセスの改
善・事務の集約化などにより、効果的・効率的な
ものとしていくとともに、区民にそのことを伝えて
いく。

・「市政改革基本方針」に基づいた市政改革の
取組の実践と情報発信

歳入確保の取組（広告料収入、目的外使用料収入
などの独自財源確保）
歳出削減の取組（備品・消耗品等の購入費の削
減、庁舎内照明のＬＥＤ化）
５Ｓ活動の取組

27.7%

【課題】
効果的・効率的な業務運営の
取組内容について、区民にわ
かりやすく情報発信していくこ
とが必要。

【改善策】
区民にわかりやすく内容を工
夫しながら、区役所の効果的
効率的な業務運営について、
情報発信していく。



成果指標
効果的・効率的な業務運営に向け、区の実情や特性に応じて、区役所の取組が進められていることを知っ
ている区民の割合　平成29年度までに　60％以上

区名

具体的取組 平成28年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋑　区民が納税者の視点で納得できる効果的・効率的な業務運営

大
正
区

【8-1-1】
区民の意見・質問等に的確に丁寧で分かり易い
説明に努めることを基本に、区民の思い、気持
に沿った接遇の実施。窓口混雑時における応援
体制の確立などによる待ち時間の短縮等、区民
が利用し易い区役所づくりを推進し来庁者の満
足度の向上をはかる。
・窓口サービスに関するアンケートの実施（1回）
・金曜日の執務時間延長と第4日曜日の開庁の
取組の広報紙への周知（毎月）
・人事異動職員等に対する「大正区サービスアッ
プマニュアル」の配布・啓発や市民の声などによ
る苦情に対する職員への改善指導・周知の実
施（随時）
・接遇研修の実施（1回）

○窓口サービスに関するアンケートの実施：1回
○金曜日の執務時間延長と第4日曜日の開庁の取
組みについて広報紙へ周知：毎月
○接遇研修の実施：１回
○マイナンバーカウンターを新設し、分かり易い窓
口案内表示へ変更

23.8% ―

大
正
区

【様式３　取組項目４】
・年度当初に、「大正区不祥事根絶プログラム」
を全職員に周知・徹底。
・服務規律の確保について、毎週定例開催して
いる課長会・係長会で随時取り上げ、職員への
周知を徹底。
・区長以下各課長による大正区服務規律確保
推進勉強会を随時開催。
・課長会・係長会・情報共有化委員会の開催に
より、各役職レベルでの横の連携を強化すると
ともに、それぞれの内容を各職場で周知徹底す
ることによって、縦の連携の強化を行い、必要な
情報や意見が迅速に、かつ確実に全職員に伝
わるようにする。
・職員が区長・副区長へ、業務上で抱える課題
等について伝える機会を設ける。
・職員の一人ひとりの能力開発や意識改革、自
己啓発に対する意欲を高めることを目的とした
研修を実施する。

・平成28年度の取組内容すべての取り組みを行っ
た。
・特に課長会・係長会・情報共有化委員会の開催に
より、各役職レベルでの横の連携を強化するととも
に、それぞれの内容を各職場で周知徹底することに
よって、縦の連携の強化を行い、必要な情報や意見
が迅速に、かつ確実に全職員に伝えることができ
た。

23.8% ―

天
王
寺
区

【1-3-1】
・行政としての“プロ意識”の徹底により、不断の
市民サービスの向上及び不適切事務ゼロの実
現に取り組む。
・職員づくり、人材マネジメントにかかる基本方
針「天王寺区役所　職員力向上基本プラン」に
沿って、人材開発センターを活用しながら取組を
推進する。
　職員塾等の開催　年4回以上
・区役所の業務が効果的・効率的に運営される
よう、効果的な事例の共有や関係所属とも連携
を図りながら、業務プロセスの改善・事務の集約
化などについて検討する。
　随時

職員塾の開催　5回
行政連絡調整会議の開催　2回
管理職情報共有会の開催　46回
服務規律確保推進委員会の開催　1回
内部統制連絡会議　1回

22.7% ―



成果指標
効果的・効率的な業務運営に向け、区の実情や特性に応じて、区役所の取組が進められていることを知っ
ている区民の割合　平成29年度までに　60％以上

区名

具体的取組 平成28年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋑　区民が納税者の視点で納得できる効果的・効率的な業務運営

【様式３　取組項目２】
○各課職員で構成する会計事務適正化検討会
を定期的に開催し、会計事務の業務改善に取
組むとともに、より一層の適正化を図る。
○昨年度立ち上げた各課職員で構成するＩＣＴ推
進プロジェクトチーム会議を定期的に開催し、ＩＣ
Ｔの活用を全庁的に推進し、サービスの向上や
業務改善に取組む。
○限られた人材を有効活用するために適材適
所の職員配置を行う。
○区の特性や実情に即した施策展開が行える
組織のあり方のを検討し、必要に応じて組織改
編を行う。
○職員定数は市方針に基づき適宜見直し等を
行う。
○コンプライアンス上問題となり得る点を学ぶ研
修の実施：年1回
○服務上留意すべき点を学ぶ研修の実施：年１
回
○コンプライアンス意識向上のための啓発：年６
回

○会計事務適正化検討会を実施（4回）し、会計事
務の業務改善に取組むとともに、より一層の適正化
を図った。
○ＩＣＴ推進ＰＴ会議を４回開催して、ICT活用事例の
共有、業務改善案の抽出を行いICTの活用を推進し
た。
○各部署の連携を強化するための組織体制につい
て検討を進め、平成29年度当初に所要の組織改編
を実施した。
○コンプライアンス研修、服務規律研修の実施及び
コンプライアンス啓発のためのに～よん通信を発行
（8回）することにより職員のコンプライアンスに対す
る意識の向上を図った。（研修がコンプライアンス意
識の向上に役立った職員の割合：84.1％）

【課題】
区役所を利用する方々の意見
を取組に反映できるよう、区役
所が進めている、効果的・効
率的な業務運営をめざした取
組みを情報発信する。

【改善策】
―

淀
川
区

【5-3-2】
・事務プロセスの改善・削減のため、「業務カイ
ゼンチーム」を組織し業務の効果的・効率的な
業務改善を検討するとともに即座に実行に移す
組織運営を行う。

・改善や効率化につながる提案を「淀川区ダイ
エット作戦」と称し、職員からの提案を得ることに
より、職場全体が改善を意識する風土を醸成す
る。
　
　淀川区ダイエット作戦による提案募集：上半期
１回
　業務ガイゼンチームの会議：月１回開催

・淀川区ダイエット作戦：9月実施
・業務カイゼンチーム会議：10回実施

20.2% ―

浪
速
区

【様式３　取組項目１】
・新たな収入方策の検討
・電灯の間引きやこまめな消灯など、継続的な
節電の取組みにより、節電意識の浸透を図る。
・コピーの両面化、供覧文書の電子化を促す。
・ノー残業デーを徹底するとともに超過勤務の執
行を適正に管理し、必要に応じて課長とのヒアリ
ングを実施する。

・BEMSの導入及び電灯のＬＥＤ化推進による節電
対策の実施
・会議用モニターの導入によるペーパーレス会議の
推進

17.0%

【課題】
・新たな収入確保に向け、庁
舎の有効活用を含め引き続き
検討する必要がある。
・経費削減に向けた職員一人
ひとりの意識改革を一層進
め、決裁文書等の電子化や不
要照明の消灯徹底などに引き
続き取り組んで行く必要があ
る。
・ワークライフバランスの推進
と超過勤務の縮減に向け、業
務の効率化について引き続き
取り組む必要がある。

【改善策】
―

西
淀
川
区

【4-1-1】
○区長が、区の広報紙や区のホームページに
メッセージを積極的（月1回以上）に掲載し、区長
や区役所の取組みの認知度を高める。
○区内の事業を地域事情や特性に応じて実施
し、区CM事業について局・区の役割を常に意識
し進める。また、区政の推進を各種委員会・協議
会により区民と協働して取り組む。

区長メッセージを広報紙やホームページに毎月掲
載

17.6%

―



成果指標
効果的・効率的な業務運営に向け、区の実情や特性に応じて、区役所の取組が進められていることを知っ
ている区民の割合　平成29年度までに　60％以上

区名

具体的取組 平成28年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋑　区民が納税者の視点で納得できる効果的・効率的な業務運営

東
淀
川
区

【6-3-1】
①区役所職員が、区役所に訪れたすべての方
が区役所での時間を気持ちよくすごしてもらえる
よう、相手に好印象を与える話し方や聞き方を
習得し、職場ぐるみで継続して接遇マナーの弱
点に気付き改善する組織風土の醸成が必要で
あるため、接遇力の向上の為の取組みを集中
的に実施する。

②コンピテンシーモデルによる人材育成を継続
実施して職員のモチベーションの向上を図るとと
もに、職員人材開発センターや外部講師の研修
に参加することで職員力の向上と、区民から信
頼される自律的な職員育成と風通しのよい職場
風土改善を進める。
　
【28年度実施内容】
①－１　接遇マナーアップ研修
          係長級以上：前期1回、後期1回　計2回
実施
　　　　　係員：前期1回、後期1回　計2回実施
①－２　職場環境・窓口レイアウト改善コンテスト
の実施
②　コンピテンシーモデルによる人材育成、各種
研修に参加

※コンピテンシーモデルとは、高い業績に結び
付く共通する行動や思考をまとめたもの

取組内容に加えて、自律的な職員育成と風通しの
よい職場風土づくりを進めるために、変革実行手法
研修やＳ－１グランプリ（職場環境・窓口レイアウト
改善コンテスト）などの取組みを行った。

26.1%

【課題】
②の項目については目標には
達しなかった。職員がＯＪＴを
実感できるための取組みが不
十分であった。

【改善策】
Ｓ－１グランプリ（職場環境・窓
口レイアウト改善コンテスト）を
全課担当あげて取り組んだこ
とで、外部覆面調査結果の数
値が昨年より上昇するなど一
定の成果があったことから、こ
れまでの取組みを踏襲しつ
つ、目標達成に向けて、ヒアリ
ング内容や職員アンケート結
果の徹底した分析を行い、デ
ザインシートなどを活用して組
織目標をより明確にしつつ職
員と上司のコミュニケーション
を充実するなど、職員がＯＪＴ
を実感できるための取組みを
進める。

【6-3-2】
区民から信頼され、区民の信託に応える組織風
土をつくるため、職場の内部統制機能を向上さ
せ、職員のコンプライアンスの自覚と覚悟の徹
底、不正を未然に防ぐ「風通しのよい職場づく
り」を推進する。
・コンプライアンス研修（全職員）　１回
・個人情報保護研修（全職員）　１回
・コンプライアンス推進強化月間の取組み　１回
・事故防止強化月間の取組み　２回
・ランチタイムミーティング　各課で１回
・職員情報誌に服務通信を掲載
・職員アンケートの実施
・朝礼の実施
・コンピテンシーモデルによるコミュニケーション
の活性化

取組内容に加えて、区役所内全担当間で会議を開
催し、事故事案発生のリスクに対する改善策を分析
し対策を検討、また上司と部下のコミュニケーション
の場として、新規採用と転入者に対する区長による
パーソナルコーチング等の取組みを行った。

【課題】
・個人情報に係る事務処理誤
りや不適切な事務処理の再発
防止策が不十分であった。
・コンプライアンスに対する自
覚と覚悟、公権力の意識不
足。
・内部統制機能が不足してい
る。
・上司の意図するものが部下
職員に十分に伝わっていな
い。

【改善策】
・他区及び過去の事故事案か
ら、多く発生する月と担当、そ
の原因を分析し、重点的な啓
発と対策を講じることで、再発
を防止する。
・コンプライアンス研修やコン
プライアンス・ニュースなどの
ツールを活用し、コンプライア
ンスに関する考え方や方針を
上司から部下職員に伝えると
ともに、組織内の情報伝達や
連携を強化する。
・各課における５Ｓ活動や標準
化の取組みを実践することに
より、整理整頓を推進し、ム
ダ・ムラを省き効率化を図っ
て、事故発生のリスクを低減さ
せる。



成果指標
効果的・効率的な業務運営に向け、区の実情や特性に応じて、区役所の取組が進められていることを知っ
ている区民の割合　平成29年度までに　60％以上

区名

具体的取組 平成28年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋑　区民が納税者の視点で納得できる効果的・効率的な業務運営

東
成
区

【5-2-1】
様々な広報媒体を活用し、わかりやすく魅力的
な広報を行うとともに、地域参加型の広報紙配
布業務を通じて、多様化する地域課題の解決を
図る。
・地域情報の広報紙への掲載：12回
・広報板の活用：24回
・区長からのメッセージの情報発信：12回

・地域情報の広報紙への掲載：12回
・広報板の活用：24回
・区長からのメッセージの情報発信：24回

27.2%

【課題】
広報の満足度は比較的高い
水準で推移（H27 84% → H28
76%）しているが、業績目標の
達成には至らなかった。平成
27年度から広報紙を全戸配布
に変更することで、より多くの
区民に届けることができたが、
区民アンケートの結果からも
若者世代や現役世代への積
極的な情報発信が課題であ
る。

【改善策】
わかりやすく読みやすい広報
紙づくりに引き続き努めていく
とともに、ホームページやツ
イッター等、多様な媒体を積極
的に活用し、更なる情報発信
の充実に努めていく。

【5-3-2】
職員の意見や提案を積極的に取り入れ、業務
改善につなげる。
・プロジェクトチームによる業務改善提案の実施
・情報発信や区民サービス向上のための職員
研修の実施

・区民サービス向上プロジェクトチーム会議：11回
・全職員を対象にした区民サービス向上のための
職員研修（区長ミーティング）：56回

―

生
野
区

【6-2-1】
●職員の主体性やチャレンジ性を引き出すため
に平成２４年１０月に設置した改革提案プロジェ
クトチーム（以下、「改革ＰＴ」という。）の活動を
引き続き支援し、組織全体で共有するとともに、
職員による各種提案の実現を図る。

【ＰＴ】子育て応援ファイルの作成、お客様の待ち時
間解消　等

27.3% ―

旭
区

【4-2-1】
〈職員の意識改革、人材マネジメント〉
職員の主体的な参画のもと、改革に自ら取り組
む自立的な職員の育成に向け「職員の意識改
革」を図るとともに、「6つのムダ」取り。「5S」など
組織風土の変革を行う。
・意識改革セミナーの実施（全新規採用・異動者
向け12回）『Asahi Management System』による
取り組み
・5S実施、6つのムダ取り等のカイゼンを継続す
るとともに、区行政システムの再構築、政策立案
能力の向上、迅速で高品質な行政サービスの
提供を行うためのシステムの構築

・意識改革セミナーの実施（５月に全職員１回受講）

26.5%

―

【様式３　取組項目４】
新規配属者を含めた職員全員への「Asahi
Management System」の浸透とチェンジリーダー
の育成

「平成27年度市政改革の基本方針（素案）」に基づ
き、市全体の方針に沿って取り組みを行い、スリム
で効果的な業務執行体制を構築した。

―



成果指標
効果的・効率的な業務運営に向け、区の実情や特性に応じて、区役所の取組が進められていることを知っ
ている区民の割合　平成29年度までに　60％以上

区名

具体的取組 平成28年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋑　区民が納税者の視点で納得できる効果的・効率的な業務運営

―

【様式３　取組項目１】
　・空調機器の運転制御により、窓口業務閉庁
時間後に庁舎内全館の一斉停止を行う。
　・空調・照明機器の使用にあたり、各職員に対
し適正な利用を周知し、意識の向上に努める。

　中央監視操作盤において、小まめに運転制御調
整を図った。
　また、空調・照明の使用にあたり、毎回の庶務担
当係長会議において各職員に対して適正な利用を
周知したり、会議室等に節電対策関連の表示物を
掲示し、意識向上に努めた。

―

【様式３　取組項目２】
介護保険制度の情報提供を行うとともに、①保
険料の口座振替を勧奨する。②区独自に滞納
者をリストアップし、電話・文書による納付勧奨を
行う。③民間委託業者が行う早期・短期滞納者
への納付督励業務では対応できなかった中期
滞納者に対し、電話・文書による納付勧奨を行
い、未収金を発生させない取組みを進める。

・中長期滞納者に対し、電話・文書による納付勧奨
を実施。
・短期滞納者で委託業者が接触不能であった者に
対し、文書による納付勧奨を実施。
・保険料段階が第１段階の滞納者に対し、納付勧奨
を実施。
・特別徴収停止者に対し、口座勧奨文書を送付。
・第１次～第３次対策として、本人課税者（７～11段
階）滞納者に対し、納付書・文書を送付、または電
話勧奨を行い、納付交渉を実施。

―20.5%
鶴
見
区

城
東
区

【4-2-2】
全職員を対象に、窓口応対・電話応対の能力向
上のため、外部講師による研修を実施する。（年
２回）

・全職員を対象に、窓口応対・電話応対の能力向上
のため、外部講師による接遇研修及び実地研修を
各１回実施。
・職員の接遇能力向上のため、１回３０分程度の窓
口案内業務研修（コンシェルジュ研修）を実施。

19.1%

―

【様式３　取組項目３】
・納め忘れ防止のための口座振替勧奨
・所得不明世帯への簡易申告書提出勧奨や減
免可能世帯に対する申請勧奨など、正当に保
険料を減額できる可能性がある人への制度周
知
・自主納付のない世帯に対する納付勧奨の促進
及び財産調査の強化

・新規加入、納付相談、証更新等あらゆる機会をと
らえての口座振替勧奨を行うとともに、所得不明世
帯への簡易申告書提出勧奨や、正当に保険料減
免が可能な世帯に対する減免申請勧奨を実施し
た。また自主納付に至らない世帯に対しては特別催
告、最終催告、差押予告等督励文書の送付を行っ
た。
・差押予告については3月末時点で410件を送付し
（H27実績19件）、差押については3月末時点で232
件を実施している（H27実績9件）。
・3月末現在の収納率では、対前年同月比で、現年
度分で0.95パーセント、滞納繰越分では7.31パーセ
ント向上している。

【様式３　取組項目３】
①保険料の口座振替を推奨する取組
②滞納初期段階での接触で未納額を累積させ
ない取組
（収納状況を観察し滞納者と接触、所得や困窮
状況を把握）
③財産調査、差押処分を積極的に実施する取
組
（悪質、常習等の滞納者への来庁勧奨及び納付
督励）
④国保資格の確認をもって適正調定額の算定
を図る取組
（社保加入調査、不現住調査）

・収納状況を観察し未納世帯への早期納付勧奨
・財産調査の実施（2,080世帯　前年同月比　425件
増）
・社会保険加入調査・不現住調査の実施
・保険料の口座振替勧奨

―



成果指標
効果的・効率的な業務運営に向け、区の実情や特性に応じて、区役所の取組が進められていることを知っ
ている区民の割合　平成29年度までに　60％以上

区名

具体的取組 平成28年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋑　区民が納税者の視点で納得できる効果的・効率的な業務運営

鶴
見
区

【様式３　取組項目４】
エレベーター内等の壁面空きスペースに、広告
事業主を募集を行う。

1階窓口サービス課に広告付電子番号表示機を設
置し、歳入を年間通じて確保した。

―20.5%

阿
倍
野
区

【5-3-2】
○ほめる・認める組織風土を醸成する取組を進
めます。
　・「GOOD　JOBカード」の実施：通年
　・職員表彰の実施：年1回

・「GOOD JOBカード」の実施：月1回（H28.9以降）
・職員表彰制度の継続実施:年1回

25.2%

【課題】
・効果的・効率的な業務運営
に向け、職員の士気や組織パ
フォーマンスの向上に向けた
取組を進めましたが、、職員に
取組みは認識されているもの
の、積極的に活用されません
でした。職員一人ひとりの意識
改革がさらに必要です。
【改善策】
・「GOOD JOBカード」や「職員
表彰」の取組の趣旨を職員に
十分周知し、積極的に活用で
きるよう実施方法の見直しな
どを改善改善することで、職員
の士気や組織パフォーマンス
の向上に向けた取組を推進す
ることにより、効果的・効率的
な業務運営を進めます。

住
之
江
区

【様式3 取組項目2】
・前年度に引き続き、課題を洗い出し及びすた
めのミーティングを実施する。
・前年度の接遇講師より指摘のあった事項を重
点的に改善するための接遇研修を実施する。
（全職員対象）

・若手職員を中心とした職場改善プロジェクト会議
の開催
・庁舎案内の改善
・職員向け庁内放送の実施（毎週月曜日）
・更衣室・電話機へのポスター・標語の貼付
・全職員を対象とした接遇研修の実施
・平成28年度「来庁者等に対する窓口サービス」の
格付け結果にて、24区役所中1位。（星２つ）

20.4%

【課題】
若手職員を中心とした職場改
善プロジェクトの活動も軌道に
のり、平成28年度格付け結果
は24区中１位となったが、今後
も維持していくためには、職員
のモチベーションの維持が課
題となる。

【改善策】
平成29年度は、接遇や庁舎改
善だけでなく、職員のモチベー
ション向上や意識改革という視
点も含めた研修を職場改善プ
ロジェクト活動と連携し、実施
していく。



成果指標
効果的・効率的な業務運営に向け、区の実情や特性に応じて、区役所の取組が進められていることを知っ
ている区民の割合　平成29年度までに　60％以上

区名

具体的取組 平成28年度
の

成果指標の
測定結果

区政運営基本方針の成
果目標の達成に向けた

課題と改善策平成28年度の取組内容 平成28年度の取組実績

㋑　区民が納税者の視点で納得できる効果的・効率的な業務運営

住
吉
区

【5-1-1】
・受付での待ち人数をパソコンやスマートフォン
で確認できるよう、引き続き取り組むとともに認
知度を高めるため、ホームページやツイッターを
活用した広報を年10回以上行う。
・待ち時間対策として、作業工程の見直しを引き
続き取り組むとともに、アンケートや時間測定な
どによる分析・検証を年1回以上行う。

・受付窓口での「待ち人数」を、HP上でリアルタイム
で表示するとともに、待ち時間がHPで確認できるこ
とをツィッターで広報（11回）した。
・繁忙期の対策として、証明発行専用の審査ライン
（特急ライン）を設置し、簡単な証明発行については
時間短縮を図れるよう工程を見直した。
・10月と2月に窓口サービスに関するアンケートを実
施した。

31.7% ―

東
住
吉
区

【様式3 取組項目5】
市の人員マネジメントに基づき、職員数の見直し
を実施する。

人員マネジメントに基づき職員数の削減に努めた。

20.9% ―

平
野
区

【様式3 取組項目3】
ミッション交流会（プレゼンテーション）の開催 ミッション交流会（プレゼンテーション）の開催　6月

22.2%

【課題】
・取組は予定どおり実施した
が、前年度に比べて職員個人
の業務量や負担感が増加した
ことで、やりがい度も下がった
と考えられる。今後、職員のや
りがい度を維持・向上させてい
く継続的な取組が必要であ
る。

【改善策】
・イクボス宣言（※）を行った区
長を先頭に組織全体で、業務
の選択と集中の確実な実践、
ワーク・ライフ・バランスのさら
なる推進による多様なライフス
タイルの尊重、上司から部下
の状況への意識を高め、大小
問わず努力に対してほめるこ
との実践など、職員一人ひとり
が自分の時間を大切にでき、
職場からも大切に想われてい
ると実感できるような職場改革
を進めていく。
（※）部下や同僚等の育児や
介護・ワークライフバランス等
に配慮・理解のある上司のこと

西
成
区

【様式３　取組項目４】
・所属内講師によるコンプライアンス研修を実施
する。
・課長会（毎週開催）、庶務担当係長会（毎月開
催）や朝礼等を通じて、不適切事務、不祥事根
絶に向けた再確認を行うとともに、職員全体に
意識付けを図る。
・コンプライアンスニュースを発行し、注意喚起を
徹底する。

・11月～12月に所属内講師によるコンプライアンス
研修を実施した。
・課長会（毎週開催）、庶務担当係長会（毎月開催）
や朝礼等を通じて、不適切事務、不祥事根絶に向
けた再確認を行い、職員全体に意識付けを図った。
・コンプライアンスニュース年度内全3回発行し、注
意喚起を徹底した。

22.4%

【課題】
個人情報漏洩事故は昨年度
に比べて減少したが、職員全
体にさらなる意識付けを図るよ
う周知徹底が必要

【改善策】
引き続き、不適切事務、不祥
事根絶に向けた再確認を行う
とともに、職員全体に意識付け
を行っていく。


